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男女共同参画・女性活躍は、全ての人が生きがいを感じられる、多様性が尊重される社
会の実現のために重要であり、経済社会の持続的発展に資するものです。
我が国においては、女性活躍の推進を成長戦略の柱の１つと位置付け、官民を挙げて取
組を進めてきました。その結果、女性就業者数は増加し、いわゆる「Ｍ字カーブ」の問題
は解消に向かい、上場企業の女性役員数も近年大きく増加しています。
しかしながら、出産を契機に女性が非正規雇用化する、いわゆる「Ｌ字カーブ」の問題
や男女間賃金格差はまだ解消されていません。女性役員の割合も、他の先進国と比較する
と低い水準にとどまっています。我が国の男女共同参画・女性活躍は、国際的に見れば、
未だ立ち遅れており、取組は道半ばです。
こうした現状の背景には、家事・育児等の無償労働時間の女性への偏りや長時間労働を
前提とした労働慣行、固定的な性別役割分担意識といった、人々の日々の生活や意識に根
差した構造的な問題があります。これらの問題を解決しない限り、我が国で男女共同参画
社会の実現はなし得ません。
これはまた、男女共同参画・女性活躍を推進する上での男性活躍の重要性も浮き彫りに
します。男性が家庭や地域で活躍しやすい環境を作ることは、無償労働時間の女性への偏
り等の問題の解決に不可欠だからです。女性の職業面での活躍と男性の家庭・地域面での
活躍は車の両輪であり、両方を追求することが、男女共同参画社会の実現の鍵となります。
今回の白書では、このような問題意識の下、「新たな生活様式・働き方を全ての人の活

躍につなげるために～職業観・家庭観が大きく変化する中、「令和モデル」の実現に向け
て～」を特集テーマとしました。１日の時間の使い方や雇用形態、労働時間、育児休業等
の両立支援策の利用状況など、様々な切り口から、家事・育児等の無償労働時間が女性に、
仕事等の有償労働時間が男性に偏っている実態を示すとともに、それに起因する社会の課
題を包括的に指摘しています。
一方で、昭和の時代から続くこうした現状から抜け出す光も見えてきました。若い世代

を中心に、家事・育児や働き方の現状と理想に大きなギャップが存在し、女性は職業面で
の更なる活躍に、男性は家事・育児への更なる参画に意欲があることが、内閣府で実施し
た意識調査等で明らかになりました。また、コロナを経て、テレワーク導入率が大きく上
昇するなど、社会全体で働き方の見直しも進んでいます。人々の意識や社会の変化をチャ
ンスと捉え、男女共同参画・女性活躍の取組を加速させることが重要です。
この白書が、国民の皆様に広く参照され、自身が理想とする生き方、働き方を考えるきっ

かけとなるとともに、その実現に向けた実効性のある制度へと見直していくための議論を
深める材料となり、ひいては、我が国における男女共同参画社会の実現につながることを
願っております。
� 令和５年６月

男女共同参画白書の刊行に当たって

内閣府特命担当大臣
（男女共同参画）

      



男女共同参画の動き写真で見る

国際女性デー
「国際女性の日」に寄せて、岸田文雄内閣総理大臣と
小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）がそれぞ
れメッセージを発出し、男女共同参画・女性活躍の更な
る推進に向けた決意を述べた。
� （令和５年３月８日）

計画実行・監視専門調査会
男女共同参画会議の下に設置された、民間有識者から

なる計画実行・監視専門調査会において、「第５次男女
共同参画基本計画」の実行状況の監視を行うとともに、
「女性版骨太の方針2023」の策定やG7栃木県・日光
男女共同参画・女性活躍担当大臣会合の開催を見据え、
各府省の幹部出席のもと議論を行った。

男女共同参画社会づくりに向けての全国会議
男女共同参画週間の中央行事である全国会議を「可能

性を信じ、それぞれの個性と多様性を尊重し、前向きに
生きがいを感じられる社会を実現していくためには？」
のテーマで開催した。男女共同参画、女性活躍について、
地域や社会全体で考えていく機会となった。
� （令和４年６月28日）

女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会
小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）の下、

経済・経営の専門家等で構成する同有識者検討会におい
て、女性役員比率の向上等、経済分野の女性活躍に向け
た実効性ある諸施策の取りまとめを目指し幅広く検討し、
提言をとりまとめた。
� （令和４年12月～令和５年５月）

男女共同参画会議
男女共同参画会議において「女性版骨太の方針2023」

の策定に向けた議論を行い、岸田文雄内閣総理大臣は関
係閣僚に、３つの重要事項（①企業における女性登用の
加速化、②女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の
強化、③女性が安心できる社会に向けた、あらゆる暴力
の根絶）に沿って、政策の具体化を進めるよう指示した。
� （令和５年４月27日）

      



写真で見る男女共同参画の動き

女性に対する暴力に関する専門調査会
女性に対する暴力に関する専門調査会の下の配偶者暴

力防止法見直し検討ワーキング・グループにおいて、保
護命令の強化等を提言する報告書「DV対策の抜本的強
化に向けて」が取りまとめられた。専門調査会は同報告
書を了承し、小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）に報告書を手交した。
� （令和４年10月12日）

G20女性活躍担当大臣会合
インドネシア・バリで、G20女性活躍担当大臣会合

が開催され、小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）がオンラインで出席し、「デジタルにおけるジェン
ダーギャップ」のテーマに関して、日本における取組事
例などを各国に紹介した。
� （令和４年８月24～25日）

APEC女性と経済フォーラム
タイ・バンコクで、APEC女性と経済フォーラムが開

催され、小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
が対面で出席し、岸田内閣では「女性の経済的自立」が
「新しい資本主義」の中核に位置付けられていることに
ついて各国に対して発信した。
� （令和４年９月７日）

パープル・ライトアップ
「女性に対する暴力をなくす運動」の一環として、女
性に対する暴力の根絶を呼びかけるパープル・ライト
アップを実施し、令和４年度は、東京スカイツリーを始
め、全国47都道府県、約380カ所以上の施設でパープル・
ライトアップを実施した。
� （令和４年11月12日～25日）�

G7男女共同参画担当大臣会合
ドイツ・ベルリンで、３年ぶりとなるG7男女共同参

画担当大臣会合が開催され、小倉將信内閣府特命担当大
臣（男女共同参画）が対面で出席し、日本における男女
共同参画社会の形成のための推進体制のほか、女性起業
家支援の取組について共有した上で、国際社会との連携
を強調した。
� （令和４年10月13～14日）
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１ 令和４年度
男女共同参画社会の形成の状況

      





新たな生活様式・働き方を全ての人の活躍につなげるために
～職業観・家庭観が大きく変化する中、「令和モデル」の実現に向けて～特 集

人生100年時代を迎え、我が国における家族の姿は変化し、人生は多様化している。昭和60
（1985）年には全世帯の４割を占めていた「夫婦と子供」の世帯は、令和２（2020）年時点
では全体の25％となり、単独世帯とひとり親世帯が全体の約半数を占めるようになった。令和
４（2022）年時点の共働き世帯は、専業主婦世帯の３倍近くとなっている1。男女共同参画関連
施策に目を向けると、昭和61（1986）年の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確
保等に関する法律（昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。）施行以降、
この37年間で女性活躍・男女共同参画に関する法整備が進められてきた。しかし、我が国にお
いては、有償労働時間が男性、無償労働時間が女性に大きく偏るなど、依然として、固定的な性
別役割分担が残っている。このことが、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という。）
感染拡大下における、特に女性の就業や生活への甚大な影響の一つの要因となった。

一方、コロナ下においては、テレワークの導入が進んだことにより、働く場所にこだわらない
多様な働き方が社会全体に浸透した2。テレワークの普及が、男性の家事・育児への参画の拡大
を促すなど、性別にかかわらず仕事と家庭のバランスの実現につながり、女性の無償労働の負担
の軽減、女性の経済的自立に寄与することも期待されている。

現在、コロナの感染拡大開始から３年以上が経過し、世の中はコロナ前の日常を取り戻しつつ
あるが、ロシアのウクライナ侵攻の長期化の影響による物価高騰等が家計を直撃し、人々の生活
に影響を与えている。新たな日常における男女共同参画の推進に当たっては、コロナ下で明らか
になった我が国の男女共同参画における課題に取り組むこと、意識の変化を見過ごすことなく、
コロナ下で生まれた新しい流れを推進していくことが必要である。

未婚女性の理想のライフコース、未婚男性の将来のパートナーに対する期待を見ると、「両立
コース」が「再就職コース」を大きく上回るなど、近年、主に若い世代の理想とする生き方は、
変わってきている。このような変化を捉え、我が国の未来を担う若い世代が、理想とする生き方、
働き方を実現できる社会を作ることこそが、今後の男女共同参画社会の形成の促進において、重
要である。また、このことが、家族の姿が変化し、人生が多様化する中で、全ての人の活躍にも
つながるものと考えられる。

今こそ、固定的性別役割分担を前提とした長時間労働等の慣行を見直し、「男性は仕事」「女性
は家庭」の「昭和モデル」から、全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍できる社会、
「令和モデル」に切り替える時である。

第１節では、働き方や就業に関する意識の変遷、家事・育児等・働き方の現状と課題について、
政府統計を中心とした各種データ等で確認した上で、第２節では、内閣府で実施した意識調査等
を用い、若い世代を中心に、生活様式や働き方についての考え方が変わってきていることを明ら
かにする。第３節では、その新しい動きを全ての人の活躍につなげるための男女共同参画の在り
方、職業観・家庭観が大きく変化する中での「令和モデル」の実現について考察する。

1	 	妻が64歳以下。「共働き世帯」は「雇用者の共働き世帯」、「専業主婦世帯」は「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」。
2	 	テレワークの実施率は企業規模、業種等によっても異なること、全ての人がテレワークの恩恵を受けているわけではないことに

は留意が必要である。
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共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移（妻が64歳以下の世帯）

（備考）１．	昭和60（1985）年から平成13（2001）年までは総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）、平成14（2002）年
以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細集計）」とでは、
調査方法、調査月等が相違することから、時系列比較には注意を要する。

２．	「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29（2017）年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非
労働力人口及び完全失業者）かつ妻が64歳以下世帯。平成30（2018）年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴
い、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び失業者）かつ妻が64歳以下の世帯。

３．	「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者（非正規の職員・従業員を含む）かつ妻が64歳以下の世帯。
４．	平成22（2010）年及び23（2011）年の値（白抜き表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
５．	労働力調査では令和４（2022）年１月分結果から算出の基礎となるベンチマーク人口を令和２（2020）年国勢調

査結果を基準とする推計人口に切り替えた。当グラフでは、過去数値について新基準切り替え以前の既公表値を使
用している。
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家族の姿の変化

（備考）１．	総務省「国勢調査」より作成。
２．	一般世帯に占める比率。施設等に入っている人は含まれない。「３世代等」は、親族のみの世帯のうちの核家族以

外の世帯と、非親族を含む世帯の合算。
３．	「子」とは親族内の最も若い「夫婦」からみた「子」にあたる続柄の世帯員であり、成人を含む。

昭和60（1985）年
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（27.1％）
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2,615万世帯
（47.0％）
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ライフコースの希望

（備考）１．	国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（独身者調査）」より作成。
２．	対象は18～34歳の未婚者。その他及び不詳の割合は省略。
３．	設問⑴女性の理想ライフコース：（第９回（昭和62（1987）年）～10回（平成４（1992）年）調査）「現実の人

生と切りはなして、あなたの理想とする人生はどのようなタイプですか」、（第11回（平成９（1997）年）～16回
（令和３（2021）年）調査）「あなたの理想とする人生はどのタイプですか」。⑵男性がパートナー（女性）に望
むライフコース：（第９回（昭和62（1987）年）～12回（平成14（2002）年）調査）「女性にはどのようなタイ
プの人生を送ってほしいと思いますか」、（第13回（平成17（2005）年）～16回（令和３（2021）年）調査）「パー
トナー（あるいは妻）となる女性にはどのようなタイプの人生を送ってほしいと思いますか」。

４．	女性活躍推進法の正式名称は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。
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第１節 働き方や就業に関する意識の変遷、家事・育児等・働き方の現状と課題
⃝�時代の変遷とともに働き方や就業に関する意識が変わってきている。
⃝�女性の働き方、男性の家事・育児参画についても変わりつつある。
⃝�しかし、我が国では、依然として、有償労働（仕事）時間が男性、無償労働（家事関連）
時間が女性に大きく偏っている。

⃝�背景に、昭和の高度成長期に確立された、長時間労働や転勤等を当然とする働き方を前提
とした雇用慣行の存在の影響がある。

⃝�家事・育児等の負担が女性に偏ること、長時間労働の慣行が変わらないことで、我が国の
女性の社会での活躍の遅れや、男女間賃金格差など、社会に様々な歪みが生じている。

⃝�伝統的な性別役割分担意識や長時間労働等の慣行は、男性の生活や健康にも影響を与えて
いる。

第２節 根付きつつある新たな生活様式・働き方
⃝�若い世代の女性は、上の年代よりも、就業継続、昇進、管理職になることへの意欲が高い。
しかし、無償労働時間が女性に偏っているため、仕事と家事・育児等の両立を課題に感じ
る者が多いことが、女性の職業生活での活躍が進まない要因の一つとなっている可能性が
高い。

⃝�若い世代の男性は、家事・育児等への抵抗感が上の世代と比較して少なく、家事・育児等
への参画意欲や育児休業取得意欲も上の世代と比較して高い。一方、若い世代の男性ほど
仕事時間を減らしたいと考える傾向が強いことなどからも、長時間労働等の雇用慣行がこ
の実現を阻んでいる可能性が高い。

第３節 「令和モデル」の実現に向けて
⃝�我が国の未来を担う若い世代が、理想とする生き方、働き方を実現できる社会を作ること
こそが、今後の男女共同参画社会の形成の促進において重要。

⃝�マクロ的にはあまり表れない小さな芽であっても、若い世代の意識の変化を認識し、その
芽をつぶさないように、時代に合わなくなっている慣行等を変えていかなければならない。

⃝�コロナを経て、社会全体の意識も変わりつつある今こそ、変革のチャンス。
⃝�職業観・家庭観が大きく変化する中、全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍で
きる社会への変革が実現した姿が「令和モデル」。

⃝�新しい動きに気付き、制度・慣行を今の時代に合ったものに変え、新しい発想、新しい叡
智を取り入れ、全ての人が活躍できる社会、「令和モデル」への転換の先にこそ、我が国
の更なる成長がある。「令和モデル」の早期実現に向けて、特に優先すべきことは次のと
おり。
１．男女ともに自分の希望が満たされ、能力を最大限に発揮して仕事ができる環境の整備
２．男女ともに仕事と家事・育児等のバランスが取れた生活を送ることができること
３．これらを下支えする前提としての、女性の経済的自立

ポイントの特集
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この節では、働き方や就業に関する意識の
変化を世代別に整理した上で、家事・育児等・
働き方の現状と課題について概観する。

１．働き方や就業に関する意識の変遷
社会・経済情勢は人々の働き方や意識にも

影響を与える。とりわけ、考え方や意識は心
身が発達する子供の頃に大きく形作られるた
め、育った時代の社会・経済情勢がその後の
働き方や意識に与える影響は大きいと考えら
れる。そこで、男女雇用機会均等法施行の昭
和61（1986）年を１つの軸として、施行20
年前の昭和41（1966）年、10年前の昭和
51（1976）年、施行時の昭和61（1986）年、
そして、施行後15年の平成13（2001）年生
まれの４つの世代を例に取り、どのような社
会・経済情勢の中で育ってきたかを考察する。
まず、昭和41（1966）年生まれは、幼少

期に高度成長を体感し、安定成長期の中で成
長し、20歳でバブル経済を迎え、25歳でバ
ブル経済崩壊を経験している。昭和51
（1976）年生まれは、中学卒業頃まで安定

成長期の中で過ごし、進学、就職の時期に景
気が著しく悪化した、いわゆる「就職氷河期
世代3」である。昭和61（1986）年生まれは、
物心がついた頃にはバブル経済が崩壊し、日
本経済が停滞する中で育っている。同時に、
男女雇用機会均等法が施行された年に誕生し
ており、男女共同参画に関する法整備と共に
育ってきた世代でもある。平成13（2001）
年生まれは、物心がついてから成人するまで
に、リーマン・ショックという世界的な金融
危機や、東日本大震災、コロナ感染拡大といっ
た人々の生活を大きく変えるような出来事を
経験してきた世代であり、意識が大きく変化
している可能性がある。また、生まれる前に
男女雇用機会均等法、中学生の頃に女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律（平
成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」
という。）が施行されており、男女共同参画
に関する意識が最も高い世代でもあると考え
られる。
このように、世代によって、育ってきた社

会・経済情勢は大きく異なり、働き方や意識
も影響を受けていると考えられる。以下では、
世代別の働き方や就業に関する意識の変化を
概観する（特－１図）。

第１節
働き方や就業に関する意
識の変遷、家事・育児等・
働き方の現状と課題

3	 	第４回就職氷河期世代支援の推進に向けた全国プラットフォーム（令和４（2022）年５月12日開催）資料１では、「いわゆる就
職氷河期世代についての明確な定義は存在しないが、おおむね平成５（1993）年～平成16（2004）年に学校卒業期を迎えた者
を指し、浪人・留年等を経験していない場合、令和４（2022）年４月現在、大卒でおおむね40～51歳、高卒でおおむね36～
47歳である。」とされている。

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

7

      



（働き方・収入の変化）
25～34歳、35～44歳、45～54歳の男女の、

平成14（2002）年、平成24（2012）年、
令和４（2022）年時点での働き方を見ると、
どの年齢階級においても女性の就業率は上昇
してきており、結婚や出産を契機に仕事を辞
める人は減ってきていると考えられる（特－
２図）。このことは、女性の年齢階級別労働
力人口比率にも表れている。かつて、女性の
年齢階級別労働力人口比率は25～29歳及び
30～34歳を底とするＭ字カーブを描いてい
たが、令和４（2022）年ではカーブが浅く
なり、台形に近づいている（特－３図）。し
かしながら、女性は35～44歳以上で、若い
年代（25～34歳）と比べて非正規雇用割合
が上昇する傾向は直近でも変わらない。男性

について見てみると、どの年齢階級も就業率
は９割前後で推移している。非正規雇用割合
は、女性と比較すると低いが、平成24（2012）
年に、特に25～34歳の若い年代で10年前と
比べて増加し、その後横ばいで推移している
（特－２図再掲）。
収入を見ると、女性の平均給与（実質）は

男性と比較して低いが、この30年間、おお
むね横ばいで推移している。一方、男性の平
均給与（実質）は、平成４（1992）年頃ま
では上昇傾向にあったが、それ以降は減少傾
向にある。特に35～44歳、45～54歳の男性
の平均給与（実質）の減少幅が大きく、令和
３（2021）年の35～44歳、45～54歳の男
性の平均給与（実質）は、平成12（2000）
年の９割程度となっている（特－４図）。

特－１図 社会・経済情勢の変遷

（備考）１．	実質GDP成長率は内閣府「国民経済計算」、国債流通利回りは日本銀行「金融経済統計月報」、東京証券取引所「東
証統計月報」等、完全失業率は総務省「労働力調査」より作成。

２．	国債流通利回りは、平成９（1997）年以前は東証上場国債10年物最長期利回りの末値、平成10（1998）年以降
は新発10年国債流通利回りの末値。

３．労働力調査の平成23（2011）年の数値は補完的に推計した値。
４．	男女雇用機会均等法施行の昭和61（1986）年を起点に、前後の世代を見ている。
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昭和40（1965）年
いざなぎ景気スタート 昭和48（1973）年
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昭和49（1974）年
戦後初のマイナス成長

昭和61（1986）年
バブル経済スタート

平成20（2008）年
リーマン・ショック

平成23（2011）年
東日本大震災

令和２（2020）年
コロナ感染拡大

平成３（1991）年
バブル経済崩壊

平成５（1993）年
就職氷河期突入

昭和61（1986）年
男女雇用機会
均等法施行

平成11（1999）年
男女共同参画社会
基本法成立

平成27（2015）年
女性活躍推進法成立

高度成長期
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バブル経済
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５歳 ７歳
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23歳 32歳 35歳 44歳
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完全失業率（女性、右軸）

国債流通利回り
完全失業率（男性、右軸）

昭和41（1966）年
生まれ

昭和51（1976）年
生まれ

昭和61（1986）年
生まれ

平成13（2001）年
生まれ
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令和４（2022）年の二人以上世帯のうち
勤労者世帯4の１か月間の勤め先収入（実質）
は、平成12（2000）年と比較して増加して
いるにもかかわらず、世帯主収入は減少、世

帯主の配偶者の収入の占める割合が増加して
おり、片働きでは、以前と同じ収入を維持で
きなくなってきている状況がうかがえる
（特－５図）。

特－２図 年代別男女の働き方の変化

（備考）１．	就業率は総務省「労働力調査（基本集計）」、非正規雇用割合は「労働力調査（詳細集計）」より作成。
２．	非正規雇用割合は、「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合計に占める割合。

女性 男性

平成14
（2002）年

平成24
（2012）年

令和４
（2022）年

平成14
（2002）年

平成24
（2012）年

令和４
（2022）年

25～34歳
就業率� （%） 61.2� 69.1� 81.4� 90.1� 89.4� 91.3�

非正規雇用割合� （%） 36.7� 40.9� 31.4� 9.4� 15.3� 14.3�

35～44歳
就業率� （%） 63.0� 66.7� 78.4� 93.6� 92.6� 93.8�

非正規雇用割合� （%） 52.6� 53.8� 48.4� � 5.6� � 8.2� � 9.3�

45～54歳
就業率� （%） 67.3� 72.2� 79.8� 92.5� 92.3� 93.2�

非正規雇用割合� （%） 54.7� 58.4� 54.9� � 7.4� � 8.6� � 8.6�
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令和４
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25～34歳 35～44歳 45～54歳

4	 	世帯主の年齢60歳未満。
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特－３図 女性の年齢階級別労働力人口比率の推移

（備考）１．	総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．	労働力人口比率は、「労働力人口（就業者＋完全失業者）」／「15歳以上人口」×100。
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平成14（2002）年
昭和57（1982）年

令和４（2022）年
平成24（2012）年

特－４図 平均給与（実質）の推移（男女別、年齢階級別）

（備考）１．	国税庁「民間給与実態調査」より作成。
２．	１年を通じて勤務した給与所得者の平均給与を令和２（2020）年基準の消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く

総合）で補正して作成。
３．	平均給与は、給与支給総額を給与所得者数で除したもの。
４．	給与支給総額は、各年における１年間の支給総額（給料・手当及び賞与の合計額をいい、給与所得控除前の収入金

額である。）で、通勤手当等の非課税分は含まない。なお、役員の賞与には、企業会計上の役員賞与のほか、税法
上役員の賞与と認められるものも含まれている。
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（就業継続に関する意識の変化）
続いて、20～29歳、30～39歳、40～49

歳の男女の、平成12（2000）年、平成21（2009）
年、令和元（2019）年時点での女性の就業
継続に関する意識を比較する。「子供ができ
ても、ずっと職業を続ける方がよい」と考え
る男女の割合はどの年齢階級でも増加傾向に
あり、特に女性の方がそのように考える割合
が大きい。また、女性の中でも年齢階級が高
い方がそのように考える傾向があり、令和元
（2019）年時点では、20～29歳の57.7％、
30～39歳の68.4％、40～49歳の73.7％が「子
供ができても、ずっと職業を続ける方がよい」
と回答している。さらに、平成12（2000）

年時点で20～29歳の30.3％、平成21（2009）
年時点で30～39歳の47.0％、令和元（2019）
年時点で40～49歳の73.7％が「子供ができ
ても、ずっと職業を続ける方がよい」と回答
しており、同じ世代でも、年齢が上がるにつ
れて、そのように考える傾向が強くなる。逆
に、「子供が大きくなったら再び職業を持つ
方がよい」と考える割合は、どの年齢階級で
も減少傾向にある。
なお、令和４（2022）年においても、20

～29歳の女性の約６割、30～49歳の女性の
約７割が「子供ができても、ずっと職業を続
ける方がよい」と回答している5（特－６図）。

特－５図 １世帯当たり１か月間の勤め先収入と消費支出の推移（二人以上世帯のうち勤労者世帯（世帯主の年齢60歳未満））

（備考）１．	総務省「家計調査」より作成。
２．	世帯主収入、世帯主の配偶者の収入、他の世帯員収入、消費支出を令和２（2020）年基準の消費者物価指数（持

家の帰属家賃を除く総合）で補正して作成。
３．	平成30（2018）年１月から調査で使用する家計簿の改正を行っており、平成30（2018）年を含む期間又は平成

30（2018）年をまたぐ期間で時系列比較する際は、当該改正の影響による変動を含むため、注意が必要である。
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0

70

60

50

40

30

20

10

0

25

20

15

10

5

（万円） （％）

世帯主収入 世帯主の配偶者の収入 他の世帯員収入
消費支出 世帯主の配偶者の収入が占める割合（右軸）

（年）

5	 	令和４（2022）年調査から、調査方法が個別面接聴取法から郵送法に変更となり、選択肢も一部変更となっているため、過去
の調査結果との比較はできない（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）。
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特－６図 年代別女性の就業継続に関する意識の変化

（備考）１．	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」より作成。
２．	質問文は「一般的に女性が職業を持つことについて、あなたはどうお考えですか」。令和元（2019）年以前の選択

肢は「女性は職業を持たない方がよい」「結婚するまでは職業を持つ方がよい」「子供ができるまでは、職業を持つ
方がよい」「子供ができても、ずっと職業を続ける方がよい」「子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職
業を持つ方が良い」「その他」「わからない」。令和４（2022）年調査から、調査方法が個別面接聴取法から郵送法
に変更となり、選択肢も一部変更となっているため、過去の調査結果との比較はできない。

女性 男性

平成12
（2000）年

平成21
（2009）年

令和元
（2019）年

平成12
（2000）年

平成21
（2009）年

令和元
（2019）年

20～29歳

子供ができても、ずっと職業
を続ける方がよい� （%）

30.3� 52.8� 57.7� 26.8� 38.5� 43.8�

子供が大きくなったら再び職
業を持つ方がよい� （%）

46.2� 35.2� 20.6� 37.4� 30.8� 28.1�

30～39歳

子供ができても、ずっと職業
を続ける方がよい� （%）

36.1� 47.0� 68.4� 37.0� 46.9� 62.9�

子供が大きくなったら再び職
業を持つ方がよい� （%）

43.4� 39.4� 23.2� 36.1� 31.3� 23.4�

40～49歳

子供ができても、ずっと職業
を続ける方がよい� （%）

40.2� 52.8� 73.7� 35.5� 52.0� 57.0�

子供が大きくなったら再び職
業を持つ方がよい� （%）

38.1� 34.0� 19.2� 40.8� 26.5� 25.8�

29.629.6

22.322.3

24.724.7

58.458.4

69.169.1

65.865.8

27.127.1

24.224.2

20.520.5

56.156.1

61.461.4

64.564.540～49歳

30～39歳

20～29歳

0 100
（％）

女性

80604020

40～49歳

30～39歳

20～29歳

0 100
（％）

男性

80604020

女性は職業を持たない方がよい

子供ができるまでは、職業を持つ方がよい

子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つ方がよい

結婚するまでは職業を持つ方がよい

子供ができても、ずっと職業を続ける方がよい

無回答

＜女性が職業を持つことに対する意識（令和４（2022）年）＞
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２．�１日の時間の使い方、家事・育児等・働
き方の現状

⑴ １日の時間の使い方、家事・育児等の現状
前述のとおり、時代の変遷とともに働き方・

収入や意識が変わってきているが、男女別の
１日の時間の使い方のデータを見ると、現在
でも有償労働（仕事）時間が男性、無償労働
（家事関連）時間が女性に大きく偏っている
（特－７図）。男性の家事関連時間は少しず
つ増加しており、長期的には家事関連時間の
妻の分担割合は減っているものの、令和３
（2021）年時点で、６歳未満の子供を持つ妻・

夫の家事関連時間の妻の分担割合を見ると、
妻が無業（専業主婦）の場合は家事関連時間
の84.0％、有業（共働き）であっても77.4％
を妻が担っている（特－８図）。
また、生活時間の国際比較を行うと、我が

国においては、諸外国に比べて男性の有償労
働時間が極端に長く、無償労働時間が極めて
短いことが特徴であり、このことが我が国の
女性の社会での活躍、男性の家庭や地域での
活躍を阻害する一因になっていると考えられ
る（特－９図）（特－10図）。

特－７図 １日の時間の使い方（週全体平均）（令和３（2021）年）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	対象は我が国に住んでいる10歳以上の人。
３．	「家事関連」は、「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買い物」の合計。
４．	「３次活動」とは、睡眠、食事など生理的に必要な活動（１次活動）、仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な

性格の強い活動（２次活動）以外の、各人が自由に使える時間における活動を指し、「移動（通勤・通学を除く）」、
「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎ」、「学習・自己啓発・訓練（学業以外）」、「趣味・娯楽」、「スポー
ツ」、「ボランティア活動・社会参加活動」、「交際・付き合い」、「受診・療養」、「その他」が含まれる。
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特－８図 ６歳未満の子供を持つ妻・夫の家事関連時間及び妻の分担割合の推移（週全体平均）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	「専業主婦」は、夫が有業で妻が無業の世帯。「共働き」は、夫が有業で妻も有業（共働き）の世帯。
３．	「家事関連時間」は、「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買い物」の合計。
４．	分担割合は、（妻の家事関連時間）／（妻と夫の家事関連時間の合計時間）×100で算出。
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特－10図 男女別に見た生活時間（週全体平均）（１日当たり、国際比較）

（備考）１．	OECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	（2021）̓ より作成。
２．	有償労働は、「paid	work	or	study」に該当する生活時間、無償労働は「unpaid	work」に該当する生活時間。
３．	「有償労働」は、「有償労働（すべての仕事）」、「通勤・通学」、「授業や講義・学校での活動等」、「調査・宿題」、「求

職活動」、「その他の有償労働・学業関連行動」の時間の合計。「無償労働」は、「日常の家事」、「買い物」、「世帯員
のケア」、「非世帯員のケア」、「ボランティア活動」、「家事関連活動のための移動」、「その他の無償労働」の時間の
合計。

４．	日本は平成28（2016）年、韓国は平成26（2014）年、英国は平成26（2014）年、フランスは平成21（2009）年、
米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは平成22（2010）年、スウェーデンは平成
22（2010）年の数値。
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（備考）１．	OECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	（2021）̓ より作成。
２．	有償労働は、「paid	work	or	study」に該当する生活時間、無償労働は「unpaid	work」に該当する生活時間。
３．	「有償労働」は、「有償労働（すべての仕事）」、「通勤・通学」、「授業や講義・学校での活動等」、「調査・宿題」、「求
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４．	日本は平成28（2016）年、韓国は平成26（2014）年、英国は平成26（2014）年、フランスは平成21（2009）年、
米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは平成22（2010）年、スウェーデンは平成
22（2010）年の数値。
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生活時間の国際比較

我が国においては、無償労働時間が女性に、有償労働時間が男性に偏っており、このこと
が女性の社会での活躍、男性の家事・育児への参画を阻害する一因になっている可能性があ
ることは、ここまで見てきたとおりである。ここでは、経済協力開発機構（OECD）の生
活時間の国際比較データを元に、複数の地域にまたがる、11か国の生活時間を比較し、我
が国の男女の生活時間の特徴を見ていく。

初めに、各国の男女の無償労働時間と有償労働時間の合計時間（以下「労働時間」という。）
を見ると、我が国の労働時間は、11か国中、米国に次いで２番目に長く、男女別に見ても、
男女ともに米国に次いで２番目に長い（図１）。

地域 国

北米 米国、カナダ

欧州（北欧以外） 英国、フランス、ドイツ、イタリア

北欧 ノルウェー、スウェーデン、フィンランド

アジア 日本、韓国

COLUMN
1
コラム

（図１）労働時間の国際比較

（備考）１．	OECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	（2021）̓ より作成。
２．	ここでの労働時間は、有償労働時間と無償労働時間の合計。
３．	有償労働は、「paid	work	or	study」に該当する生活時間、無償労働は「unpaid	work」に該当する生活

時間。
４．	「有償労働」は、「有償労働（すべての仕事）」、「通勤・通学」、「授業や講義・学校での活動等」、「調査・

宿題」、「求職活動」、「その他の有償労働・学業関連行動」の時間の合計。「無償労働」は、「日常の家事」、
「買い物」、「世帯員のケア」、「非世帯員のケア」、「ボランティア活動」、「家事関連活動のための移動」、「そ
の他の無償労働」の時間の合計。

５．	日本は平成28（2016）年、韓国は平成26（2014）年、英国は平成26（2014）年、フランスは平成21（2009）
年、米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは平成22（2010）年、スウェー
デンは平成22（2010）年、カナダは平成27（2015）年、フィンランドは平成21（2009）年、イタリア
は平成25（2013）年の数値。
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有償労働時間と無償労働時間の内訳を見ると、我が国は、有償労働時間が11か国中最も
長く、一番短いイタリアの２倍以上となっている。男女別に見ると、特に男性の有償労働時
間が他の国と比較して著しく長いが、女性の有償労働時間も11か国中、２番目に長い（図２）。
一方、無償労働時間に目を向けると、我が国は11か国中、韓国に次いで２番目に短い。特
に男性の無償労働時間が突出して短いことによる影響が大きいが、女性の無償労働時間も各
国と比較して必ずしも長いわけではなく、我が国の男女の労働時間の長さは、有償労働時間
が長いことに起因するものと考えられる（図３）。

（図２）有償労働時間の国際比較

（備考）１．	OECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	（2021）̓ より作成。
２．	有償労働は、「paid	work	or	study」に該当する生活時間。「有償労働（すべての仕事）」、「通勤・通学」、「授

業や講義・学校での活動等」、「調査・宿題」、「求職活動」、「その他の有償労働・学業関連行動」の時間の合計。
３．	日本は平成28（2016）年、韓国は平成26（2014）年、英国は平成26（2014）年、フランスは平成21（2009）

年、米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは平成22（2010）年、スウェー
デンは平成22（2010）年、カナダは平成27（2015）年、フィンランドは平成21（2009）年、イタリア
は平成25（2013）年の数値。
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（備考）１．	OECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	（2021）̓ より作成。
２．	無償労働は「unpaid	 work」に該当する生活時間。「日常の家事」、「買い物」、「世帯員のケア」、「非世帯
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年、米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは平成22（2010）年、スウェー
デンは平成22（2010）年、カナダは平成27（2015）年、フィンランドは平成21（2009）年、イタリア
は平成25（2013）年の数値。
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有償労働時間と無償労働時間の女性の分担割合1を見ると、諸外国においても、有償労働
時間は男性に偏り、無償労働時間は女性に偏る傾向が見られる。しかし、我が国の有償労働
時間の女性の分担割合は37.5％と11か国中で最も小さい一方で、無償労働時間の女性の分
担割合は84.6％と11か国中で最も大きく、諸外国と比較しても、男女間での有償労働時間
と無償労働時間の分担のバランスが極端であることがうかがえる。国別に見ると、スウェー
デン、フィンランド、ノルウェーの北欧諸国では、男女の有償労働時間、無償労働時間の分
担割合が半分に近い一方で、日本、韓国、イタリアでは、有償労働時間が男性、無償労働時
間が女性に偏る傾向が特に強い。なお、スイスの非営利団体「世界経済フォーラム」が公表
しているジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）2を見ると、北欧諸国は上位にいる一方で、日
本、韓国、イタリアは11か国中、下位に位置している（図４）。

（図４）有償労働時間と無償労働時間の女性の分担割合及びジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）

（備考）１．	有償労働時間と無償労働時間の女性の分担割合はOECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	
（2021）̓、ＧＧＩは世界経済フォーラム「Global	Gender	Gap	Report	2022」より作成。

２．	有償労働は、「paid	work	or	study」に該当する生活時間、無償労働は「unpaid	work」に該当する生活
時間。

３．	「有償労働」は、「有償労働（すべての仕事）」、「通勤・通学」、「授業や講義・学校での活動等」、「調査・
宿題」、「求職活動」、「その他の有償労働・学業関連行動」の時間の合計。「無償労働」は、「日常の家事」、
「買い物」、「世帯員のケア」、「非世帯員のケア」、「ボランティア活動」、「家事関連活動のための移動」、「そ
の他の無償労働」の時間の合計。

４．	生活時間について、日本は平成28（2016）年、韓国は平成26（2014）年、英国は平成26（2014）年、
フランスは平成21（2009）年、米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは
平成22（2010）年、スウェーデンは平成22（2010）年、カナダは平成27（2015）年、フィンランドは
平成21（2009）年、イタリアは平成25（2013）年の数値。

５．	女性の分担割合は、（女性の労働時間）／（女性と男性の労働時間の合計）×100で算出。
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25 カナダ 0.772�

27 米国 0.769�
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1� �（女性の労働時間）／（女性と男性の労働時間の合計）×100で算出。
2� �Gender� Gap� Index。以下の４分野からなり、男性に対する女性の割合を示す。①経済分野（労働参加率の男女比、同

一労働における賃金の男女格差、推定勤労所得の男女比、管理的職業従事者の男女比、専門・技術者の男女比）、②教育
分野（識字率の男女比、初等、中等、高等教育の就学率の男女比）、③健康分野（出生児性比、健康寿命の男女比）、④
政治分野（国会議員（下院）の男女比、閣僚の男女比、最近50年における行政府の長の在任年数の男女比）。測定可能な
国数は、146か国。
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続いて、労働時間以外の生活時間を見てみると、我が国は男女ともに睡眠時間が11か国
中最も短く、労働時間が長い分、睡眠時間が短くなっていることが推察される。他方、男女
ともに睡眠時間が最も長いのは、米国である（図５）。米国は、男女ともに労働時間も11か
国中、最も長い一方、飲食に費やす時間が11か国中、最も短い。なお、男女ともに飲食に
費やす時間が11か国中、最も長いのはフランス、２番目に長いのはイタリアであり、両国
とも飲食に米国の２倍以上の時間をかけている（図６）。
米国は、マクドナルドやケンタッキー・フライドチキンといった世界的なファストフード

の文化の発祥の地である。また、フランスの美食術3は、誕生日や結婚式、記念日などの個
人や個人の集団の生活における最も大切な時を祝うための社会的慣習とされ、イタリア料理・
食習慣も含む地中海食4は、家族や友人など皆で食卓を囲みゆっくりと楽しみながら美味し
い時間を共有するという食事のスタイルに特徴があるとされており、いずれもユネスコの無
形文化遺産に登録されている。これらのことは、米国での飲食時間が短く、フランス、イタ
リアでの飲食時間が長いことと無関係ではないだろう。

（図５）睡眠時間の国際比較

（備考）１．	OECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	（2021）̓ より作成。
２．	睡眠時間は、「sleeping」に該当する生活時間。
３．	日本は平成28（2016）年、韓国は平成26（2014）年、英国は平成26（2014）年、フランスは平成21（2009）

年、米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは平成22（2010）年、スウェー
デンは平成22（2010）年、カナダは平成27（2015）年、フィンランドは平成21（2009）年、イタリア
は平成25（2013）年の数値。
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男女の生活時間は、各国によって大きな違いがあるが、その国々の文化や人々の考え方と
も密接な関わりがあるため、正解を求めることは難しい。しかしながら、男女共同参画社会
の形成の促進のためには、男女間で有償労働時間と無償労働時間を公平に分担することも重
要である。特に、我が国においては、国際的に見て、男性の有償労働時間が著しく長いこと
が特徴であり、これを改善しない限りは、男性の無償労働時間を増やすことは難しいと考え
られる。逆に、男性の長時間労働を改善することで、男性の無償労働時間を増やす余地が生
まれるだけでなく、女性の有償労働時間の分担割合も上がり、男女共同参画社会の形成の促
進に資すると考えられる。

（図６）飲食時間の国際比較

（備考）１．	OECD	̒ Balancing	paid	work,	unpaid	work	and	leisure	（2021）̓ より作成。
２．	飲食時間は、「eating	&	drinking」に該当する生活時間。
３．	日本は平成28（2016）年、韓国は平成26（2014）年、英国は平成26（2014）年、フランスは平成21（2009）

年、米国は令和元（2019）年、ドイツは平成24（2012）年、ノルウェーは平成22（2010）年、スウェー
デンは平成22（2010）年、カナダは平成27（2015）年、フィンランドは平成21（2009）年、イタリア
は平成25（2013）年の数値。
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⑵ 働き方の現状
ここでは、男女間の働き方の違いについて

見ていく。
（第１子出産後の就業継続）

前述のとおり、かつて、我が国の女性は出
産後に退職する場合が多く、女性の年齢階級
別労働力人口比率は、25～29歳及び30～34
歳を底とするＭ字カーブを描いていた（特－
３図再掲）。しかしながら、女性活躍推進法
や働き方改革関連法6に基づく企業の取組、
保育の受け皿整備、両立支援等、これまでの
官民の積極的な取組により、年々、第１子出
産後も就業継続する女性は増加しており、直
近では、第１子出産前有職者の約７割が就業
を継続している（特－11図）。

別調査7でも、第１子について、母親が有
職である割合を見ると、令和２（2020）年
度は、第１子全体の62.9％と、前回（平成
27（2015）年度）の45.8％から17.1％ポイ
ント上昇している。第２子及び第３子以上の
母親が有職である割合も、第２子で57.7％
（前回39.7％）、第３子以上で54.7％（前回
38.4％）と、それぞれ、前回より上昇して
いる。
しかし、従業上の地位別に第１子出産後の

就業継続率を見ると、「正規の職員」及び「自
営業主・家族従業者・内職」の就業継続率は
８割を超えているのに対し、「パート・派遣」
の就業継続率は約４割にとどまっており、雇
用形態別に見ると大きな差がある（特－12図）。

特－11図 子供の出生年別第１子出産前後の妻の就業経歴

（備考）１．	国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（夫婦調査）」より作成。
２．	第12～16回調査を合わせて集計。対象は第15回以前は妻の年齢50歳未満、第16回は妻が50歳未満で結婚し、妻

の調査時年齢55歳未満の初婚どうしの夫婦。第１子が１歳以上15歳未満の夫婦について集計。
３．	出産前後の就業経歴

就業継続（育休利用）―妊娠判明時就業～育児休業取得～子供１歳時就業
就業継続（育休無し）―妊娠判明時就業～育児休業取得無し～子供１歳時就業
出産退職 ―妊娠判明時就業～子供１歳時無職
妊娠前から無職 ―妊娠判明時無職

４．	「妊娠前から無職」には、子供１歳時に就業しているケースを含む。育児休業制度の利用有無が不詳のケースは、「育
休無し」に含めている。
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特－12図 第１子出産前有職者の就業継続率

（備考）１．	国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（夫婦調査）」より作成。
２．	対象は第15回以前は妻の調査時年齢50歳未満、第16回は妻が50歳未満で結婚し、妻の調査時年齢55歳未満の初婚

どうしの夫婦。妊娠前に就業していた妻について集計。
３．	第12～16回調査について、第１子が１歳以上15歳未満の夫婦を合わせて集計。
４．	出産前後の就業経歴

就業継続（育休利用）―妊娠判明時就業～育児休業取得～子供１歳時就業
就業継続（育休無し）―妊娠判明時就業～育児休業取得無し～子供１歳時就業
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（雇用形態）
女性は男性と比較して正規雇用比率が低

く、令和４（2022）年の雇用者の雇用形態
別の割合を男女別に見ると、女性雇用者の半
分以上が非正規雇用労働者となっている一方
で、男性雇用者の約８割が正規雇用労働者と
なっている。非正規雇用労働者全体の男女比
を見ると、男性よりも女性の割合が大きく、
産業別に見ると、女性雇用者の割合が大きい
「医療、福祉」、「宿泊業、飲食サービス業」、
「生活関連サービス業、娯楽業」、「卸売業、

小売業」において、非正規雇用労働者の割合
も大きい（特－13図）。また、年齢階級別の
正規雇用8比率を見ると、男性は20代後半か
ら50代までは７割を超えているものの、女
性は25～29歳の60.0％をピークに低下し、
年齢の上昇とともに下がる、Ｌ字カーブを描
いている（特－14図）。出産を契機に働き方
を変える、もしくは一旦退職し、子供が大き
くなったら非正規雇用労働者として再就職す
る場合が多いと考えられる。

特－13図 産業別雇用者の雇用形態別割合（令和４（2022）年）

（備考）１．	総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。原数値。
２．	棒グラフの数値の単位は万人。

669
（11％）
669

（11％）
32

（
32

（8％）
103

（10％）
103

（10％）
18

（7％）
18

（7％） 55
（16％）
55

（16％）
11

（12％）
117

（12％） 64
（19％）
64

（19％）
26

（15％）
26

（15％）

43
（5％）
43

（5％） 80
（19％）
80

（19％）

2,608
（43％）
2,608
（43％）

287
（72％）
287

（72％）

606
（60％）
606

（60％）
167

（65％）
167

（65％） 206
（61％）
206

（61％）

340
（35％）
340

（35％）
56

（17％）
56

（17％）
41

（24％）
41

（24％）

164
（19％）
164

（19％）

162
（39％）
162

（39％）

1,432
（24％）
1,432
（24％）

20
（5％）
20

（5％）

139
（14％）
139

（14％）
19

（7％）
19

（7％） 44
（13％）
44

（13％）

334
（34％）
334

（34％）
175

（53％）
175

（53％）

62
（37％）
62

（37％）

285
（33％）
285

（33％）

112
（27％）
112

（27％）

1,333
（22％）
1,333
（22％） 57

（14％）
57

（14％）
157

（16％）
157

（16％）
54

（21％）
54

（21％） 32
（9％）
32

（9％）

182
（19％）
182

（19％） 35
（11％）
35

（11％）

40
（24％）
40

（24％）

384
（44％）
384

（44％）
63

（15％）
63

（15％）

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

医
療
、
福
祉

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、

娯
楽
業

宿
泊
業
、

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業
、
小
売
業

運
輸
業
、
郵
便
業

情
報
通
信
業

製
造
業

建
設
業

産
業
計

0

100
（％）

90

80

70

60

50

40

30

20

10

6,041
（万人）

396 1,006 258 337 973 330 169 876 417

女性役員・正規雇用労働者 女性非正規雇用労働者
男性役員・正規雇用労働者 男性非正規雇用労働者

8	 	「役員」と「正規の職員・従業員」の合計。

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

23

      



非正規雇用労働者の現在の雇用形態に就い
ている理由を見ると、男女ともに「自分の都
合のよい時間に働きたいから」が一番多い（女
性34.5％、男性31.2％）が、女性の場合は「家
計の補助・学費等を得たいから」（22.1％）、
「家事・育児・介護等と両立しやすいから」
（15.4％）が続き、上記３つの理由の合計
が約７割となっている。なお、年齢階級別に
見ると、35～44歳の女性の約３割、25～34
歳、45～54歳の女性の約２割が「家事・育児・
介護等と両立しやすいから」としている（特－
15図）。
別調査9でも、女性は、パートタイムを選

んだ理由として、「家庭の事情（育児・介護等）
で正社員として働けないから」と回答する割
合が男性と比べて大きい（女性18.0％、男
性4.3％）（特－16図）。また、パートタイム
を選んだ理由の男女差を年齢階級別に見る

と、女性の場合、「自分の都合の良い時間（日）
に働きたいから」「勤務時間・日数が短いから」
「家庭の事情（育児・介護等）で正社員とし
て働けないから」「就業調整（年収の調整や
労働時間の調整）ができるから」と回答する
割合が男性と比較して大きい年齢階級が多
い。対して、男性の場合は、女性と比較して、
「専門的な知識・技能を活かせるから」「正
社員として採用されなかったから」を理由と
して挙げる割合が大きい年齢階級が多い
（特－17図）。
これらのことにより、女性と男性では非正

規雇用労働者として働くことを選択する理由
が異なり、女性は、正規雇用労働者として働
くことと家事・育児等を両立させることに課
題を感じ、非正規雇用労働者として働くこと
を選択している場合が多いことが分かる。

（備考）１．	総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．	労働力人口比率は、「労働力人口（就業者＋完全失業者）」／「15歳以上人口」×100。
３．	正規雇用労働者は「役員」と「正規の職員・従業員」の合計。非正規雇用労働者は「非正規の職員・従業員」。

特－14図 年齢階級別労働力人口比率の就業形態別内訳（男女別、令和４（2022）年）
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9	 	厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」。
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特－15図 現在の雇用形態に就いている理由（非正規雇用労働者）（令和４（2022）年）

（備考）	総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成。

34.5 34.5 

22.1 22.1 
15.4 15.4 

4.7 4.7 
6.0 6.0 

7.7 7.7 
9.5 9.5 

31.2 31.2 

12.7 12.7 

1.3 
4.5 4.5 

12.7 12.7 

16.1 16.1 

21.5 21.5 

12.312.3 14.214.2 7.07.0 7.47.4 9.59.5 11.611.6
5.15.1

11.511.5
7.47.4 8.58.5 8.58.5 4.24.2

2.92.9
5.45.4

4.74.7 5.25.2 8.28.2 9.09.04.34.3

4.14.1

3.93.9 4.44.4
5.15.1 6.36.31.41.4

21.621.6
27.927.9 17.217.2 11.211.2 6.96.919.619.6

11.511.5 20.920.9
27.927.9 24.124.1

20.120.1

54.354.3

31.831.8 28.328.3 29.529.5 33.333.3
41.841.8

12.412.4
25.325.3 25.525.5 24.624.6 28.328.3

19.119.1
5.05.0

24.024.0 27.327.3 31.131.1 19.719.7

9.89.8
3.33.3

9.39.3 7.37.3
9.89.8 18.118.1

18.618.6

5.05.0

4.04.0 5.55.5
4.94.9 3.93.9

4.64.6

1.31.3 1.81.8
3.33.3 1.61.6

1.01.0

22.322.3

9.39.3 3.63.6
3.33.3 10.210.2

14.914.9

52.152.1

26.726.7 29.129.1 23.023.0 18.118.1
32.032.0

65
〜

（歳）55
〜
64

45
〜
54

35
〜
44

25
〜
34

15
〜
24

65
〜

（歳）55
〜
64

45
〜
54

35
〜
44

25
〜
34

15
〜
24

0

100
（％） （％）

80

60

40

20

年齢階級別（女性） 年齢階級別（男性）

女性（％） 男性（％）

0

100

80

60

40

20

自分の都合のよい時間に働きたいから 家計の補助・学費等を得たいから
家事・育児・介護等と両立しやすいから 通勤時間が短いから
専門的な技能等をいかせるから
その他

正規の職員・従業員の仕事がないから

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

25

      



特－16図 現在の就業形態を選んだ理由（パートタイム）

（備考）１．	厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」より作成。
２．	複数回答。
３．	パートタイムは、「無期雇用パートタイム」、「有期雇用パートタイム」の就業形態の労働者をいう。
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（育児休業の取得・各種両立支援制度の利用
状況）
育児休業取得率の推移を見ると、男性の育

児休業取得率はここ数年で上昇しており、令和
３（2021）年度の男性の育児休業取得率は民
間企業で13.97％、国家公務員で34.0％、地方
公務員で19.5％となったものの、８割を超えて
いる女性の取得率（民間企業85.1％、国家公
務員104.2％、地方公務員100.6％）と比較す
ると、依然として大きな差がある（特－18図）。
また、育児休業取得期間を見ると、男女間

で大きな差がある。令和３（2021）年度の
民間企業の男性の育児休業取得期間は、約半
数が２週間未満、約９割が３か月未満であり、
平成24（2012）年度と比較すると長期化し
ているものの、約８割が10か月以上取得し
ている女性と比較して、短期間の取得となっ
ている。国家公務員、地方公務員においても
同様の傾向が見られ、国家公務員の男性の育
児休業承認期間は、約７割が１か月以下であ

る一方で、女性の場合は、約８割が９か月を
超えている。地方公務員においても、男性の
育児休業承認期間は約半数が１か月以下であ
る一方、女性の場合は約９割が９か月を超え
ている（特－19図）。なお、民間企業の事業
所規模・産業別の育児休業者割合を見ると、
事業所規模が大きい方が、男性の育児休業取
得率が高く、産業別に見ると、「金融業、保険
業」が40.64％と最も高い。一方、女性雇用
者の割合が大きい「宿泊業、飲食サービス業」
「生活関連サービス業、娯楽業」については、
女性の育児休業取得率が最も低い（特－20図）。
さらに、民間企業における、育児のための

所定労働時間の短縮措置等の各制度の利用状
況を見ると、育児の場合に利用できるフレッ
クスタイム制度やテレワーク（在宅勤務等）
は男性の利用率も比較的高いが、短時間勤務
制度や所定外労働の制限など、勤務時間を制
限する制度は「女性のみ利用者有り」の事業
所が９割以上である（特－21図）。

特－17図 現在の就業形態を選んだ理由（女性と男性の差、パートタイム）

（備考）１．	厚生労働省「令和３年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」より作成。
２．	複数回答。
３．	女性の現在の就業形態を選んだ理由の割合から、男性の現在の就業形態を選んだ理由の割合を引いた値を表示。
４．パートタイムは、「無期雇用パートタイム」、「有期雇用パートタイム」の就業形態の労働者をいう。
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特－18図 育児休業取得率の推移

（備考）１．	国家公務員は、内閣官房内閣人事局「国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」より作成。
２．	地方公務員は、総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」より作成。
３．	民間企業は、厚生労働省「雇用均等基本調査（女性雇用管理基本調査）」より作成。平成23（2011）年度の割合は、

岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
４．	国家公務員の令和３（2021）年度の育児休業取得率の算出方法は、令和３（2021）年度中に子が生まれた職員（育

児休業の対象職員に限る）の数（a）に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数（b）の割合（b／a）。（b）には、
令和２（2020）年度以前に新たに子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、令和３（2021）年度になって
新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100％を超えることがある。
	国家公務員の令和２（2020）年度の育児休業取得率の算出方法は、令和２（2020）年度中に新たに育児休業が可
能となった職員数（a）に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数（b）の割合（b／a）。（b）には、令和元（2019）
年度以前に新たに育児休業が可能となったものの、当該年度には取得せずに、令和２（2020）年度になって新た
に取得した職員が含まれるため、取得率が100％を超えることがある。令和元（2019）年度以前も同様。

５．	地方公務員の令和３（2021）年度の育児休業取得率の算出方法は、令和３（2021）年度中に新たに育児休業が可
能となった職員数（a）に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数（b）の割合（b／a）。（b）には、令和２（2020）
年度以前に新たに育児休業が可能となったものの、当該年度には取得せずに、令和３（2021）年度になって新た
に取得した職員が含まれるため、取得率が100％を超えることがある。令和２（2020）年度以前も同様。

６．	民間企業の育児休業取得率の算出方法は、調査前年の９月30日までの１年間（平成22（2010）年度までは、調査
前年度１年間）の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数（a）に対する、出産者のうち、調査時点までに
育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数（b）の割合（b／a）。

育児・介護休業法
令和３年改正、令和４年４月以
降段階的に施行
育児休業を取得しやすい雇用環
境の整備及び妊娠・出産等の申
出をした労働者に対する個別の
周知・意向確認の措置を義務づ
け。期間を定めて雇用される労
働者の育児休業要件緩和。子の
出生後８週間以内に４週間まで
取得することができる柔軟な育
児休業の枠組み（「産後パパ育
休」）創設。一部の事業主に対し、
男性の育児休業等の取得状況の
公表が義務付けられた。

育児・介護休業法
平成28年改正、平成29年１月施行
期間を定めて雇用される労働者の育児
休業取得要件緩和。育児休業等に関す
る上司・同僚による就業環境を害する
行為に対する防止措置を義務付ける規
定が設けられた。

育児・介護休業法
平成21年改正、平成22年施行
父親が出産後８週間以内に育児休
業を取得した場合に再度育児休業
を取得できる制度を創設。配偶者
が専業主婦（夫）であれば育児休
業取得を不可とする制度を廃止。
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平成16年改正、平成17年施行
期間を定めて雇用される労働者
の一部が育児休業の対象に。

育児・介護休業法
平成29年３月改正、平成29年10月施行
必要と認められる場合に、子が２歳に達する
まで育児休業の延長が可能に。事業主が、労
働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを
知った際に、個別に育児休業に関する制度を
周知するよう努めることを規定。
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特－19図 育児休業取得期間

（備考）１．	民間企業は、厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。
２．	国家公務員は、平成25（2013）年度は内閣官房内閣人事局・人事院「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の

育児休業等の取得状況のフォローアップ」、令和３（2021）年度は内閣官房内閣人事局「国家公務員の育児休業等の取
得状況のフォローアップ及び男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の１か月以上取得促進に係るフォローアップにつ
いて」より作成。

３．	地方公務員は、総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」より作成。
４．	民間企業は、調査前年度１年間（４月１日～３月31日）に育児休業を終了し、復職した者に対して、育児休業の取

得期間を聞いたもの。国家公務員及び地方公務員は、当該年度に新たに育児休業を取得した職員の育児休業承認期間。
５．	国家公務員及び地方公務員の構成比は端数処理のため、合計しても必ずしも100とはならない。
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特－20図 事業所規模・産業別育児休業者割合（民間企業、令和３（2021）年度）

（備考）１．	厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。
２．	令和元（2019）年10月１日～令和２（2020）年９月30日に出産した者又は配偶者が出産した者のうち、調査時

点（令和３（2021）年10月１日）までに育児休業を開始した者（開始の予定の申出をしている者を含む。）の割合。

＜事業所規模別育児休業取得率＞  （％）
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100～499人 94.7 14.70�

30～99人 79.3 13.08�

５～29人 79.9 12.39�

産業 女性 男性

金融業、保険業 � 86.9� 40.64�

鉱業、採石業、砂利採取業 100.0� 24.54�
サービス業（他に分類されないもの） � 87.5� 24.45�

情報通信業 � 97.6� 19.11�

複合サービス事業 � 90.9� 18.00�

学術研究、専門・技術サービス業 � 87.2� 16.33�
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特－21図 育児のための所定労働時間の短縮措置等の各制度の利用状況（民間企業、令和３（2021）年度）

（備考）１．	厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。
２．	各制度の利用者がある事業所の男女別内訳。
３．	「利用者」は、令和２（2020）年10月１日から令和３（2021）年９月30日までの間に各制度の利用を開始した者（開

始予定の申出をしている者を含む。）をいう。
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（妊娠・出産前との仕事の変化）
末子の妊娠・出産前との仕事の変化を見る

と、正規雇用労働者の女性は「帰宅時間を配
慮されるようになった」（33.4％）の割合が
最も大きく、「労働時間が短くなった」
（32.6％）がこれに続く。非正規雇用労働

者の女性の場合は「特に変化はない」
（36.6％）の割合が最も大きく、「労働時間
が短くなった」（24.9％）がこれに続く。そ
の一方で、男性の場合は約７割が「特に変化
はない」としている（特－22図）。

これらのことから、子供が生まれたことに
より、仕事との向き合い方を変え、仕事の時
間を制限するのは、男性と比べて女性が多く、
共働きでも性別役割分業を行っている夫婦が
多いと考えられる。両立支援制度等の充実に
より、女性が第１子出産後も就業継続を行う

ことが可能となったが、両立支援制度の利用
者が女性に偏れば、「家事・育児等は女性が
担うもの」といった性別役割分業を固定化す
ることにつながる可能性がある点には注意が
必要である。

特－22図 末子の妊娠・出産前との仕事の変化

（備考）	厚生労働省「令和２年度	仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業（厚生労働省委託事業）」より作成。
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女性活躍の３つのステージ ～資生堂の働き方改革と21世紀職業財団の調査結果より～

株式会社資生堂（以下「資生堂」という。）は、創業時より女性の能力発揮や継続就労を
支援してきた。ここでは、同社の働き方改革と公益財団法人21世紀職業財団（以下「21世
紀職業財団」という。）の調査結果から、女性活躍の３つのステージについて考察する。
資生堂は、平成26（2014）年４月に「男女ともに育児・介護をしながらキャリアアップ」

することを推進する一環として、美容職の働き方改革の取組を開始した。
同社では、平成４（1992）年の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）の施行の前
から、他社に先駆けて、法律を上回る充実した内容の仕事と育児・介護の両立支援制度を導
入し、継続して運用の充実を図ってきた。その背景としては、育児期の社員がこれらの制度
をしっかり活用しながら、仕事と育児の両立という段階から、その先に位置付けられる「よ
り影響力の大きな」「より貢献度の高い」仕事に挑戦して自らのキャリアアップを図って欲
しいという会社側の考えがあった。
働き方改革を開始する前、同社の育児時間制度を利用している美容職の多くは、平日の早

番のシフトに入った上で、育児時間取得により17時に帰ることで、仕事と育児との両立を
行っていた。しかしながら、育児期にある美容職は、繁忙時間帯である遅番や休日のシフト
に入らないことで担当できる業務が限られ、スキルアップやキャリア形成の機会が阻害され
る傾向にあった。また、育児時間制度の利用者が増加する中、遅番や休日勤務が独身の美容
職と子育てを終えた美容職に集中することで、これらの人達は仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）が進まず、育児時間取得者との不公平感を生じさせていた。
育児期の社員にもキャリアアップを目指して欲しいという考えから導入した両立支援制度

が、結果的に性別役割分担を固定化し、利用者のキャリアロスを招いている。このような問
題意識から、同社は、育児時間取得者にも遅番、土日・休日勤務を検討してもらうという働
き方改革を実施した。その結果、美容職の夫の家事・育児参画が進み、時短勤務中の美容職
1,200名のうち約98％が働き方を見直し、遅番・土日勤務有りのシフト勤務へ移行した。
また、このことに伴い、育児短時間勤務者であっても、業績をあげれば昇進できることが認
識されるという効果があった。
資生堂の女性活躍戦略は３つのステージに分けられる。第１ステージは、子供が生まれる

と女性は働き続けるのが難しく、働き続けるにしても家庭を犠牲にせざるを得ない状況であ
る。第２ステージは、子育て支援が整い、子育てをしながら誰もが働き続けられる状況であ
る。そして、第３ステージは、「男女ともに育児・介護などをしながらもしっかりキャリアアッ
プでき、仕事で会社に貢献できる」状態であり、前述の働き方改革は、第２ステージから第
３ステージへの移行を表している（図１）。
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2
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我が国では、平成の前半、第１子出産前有職者の約６割が出産退職していた。しかしなが
ら、女性活躍推進法や働き方改革関連法に基づく企業の取組、保育の受け皿整備、両立支援
等、これまでの官民の積極的な取組により、直近では、第１子出産前有職者の約７割が就業
を継続できるようになっているのは、これまで見てきたとおりである（特－11図再掲）。
一方で、就業継続はできても、出産や育児を機にキャリアが停滞してしまい、思うように

活躍できない、いわゆる「マミートラック」の問題（キャリアロス）が存在することが課題
としてある。21世紀職業財団がミレニアル世代1で子供のいる夫婦を対象に実施した調査2

によると、女性全体の46.6％、総合職の約４割が「難易度や責任の度合いが低く、キャリ
アの展望もない」状況（いわゆる「マミートラック」の状況）に陥っている。ただし、女性
総合職について、過去における「一皮むける経験3」の有無別に見ると、「一皮むける経験」
がある場合は、「キャリア展望がある」人の割合が高く、「キャリア展望がない」人の割合が
低い（図２）。
また、第１子出産後復帰した際に「マミートラック」にいると感じたものの、現在は「キャ

リア展望がある」女性が「マミートラック」を脱出できた理由を見ると、最も多い理由は、
「定時退社だけでなく、必要な時には残業するようにした」（30.1％）であり、「時短をや
めて、フルタイムで働くようにした」（25.2％）、「上司からの働きかけがあった」（24.3％）、
「上司に要望を伝えた」（23.3％）がこれに続く（図３）。

（図１）資生堂の女性活躍推進のあゆみ

第１ステージ

出産・育児で
退職しない会社

育児・介護中などの
社員もキャリアアップ

女性に優しい
（楽な）会社

時短制約があっても
戦力として会社に貢献

第２ステージ 第３ステージ

子供が出来たら多くは退職
（両立困難）

育児をしながら仕事を継続
（両立可能）

 育児を中心とした制度拡充
 女性活躍に向けた基盤づくり

 一律支援から一人別配慮
 時間制約にかかわらずアウト

プットでフェアに評価

育児・介護などをしながらも
キャリアアップ

（備考）資生堂提供資料。

1� �調査研究においては、ミレニアル世代を調査時26～40歳（昭和55（1980）年～平成７（1995）年生まれ）と定義し
ている。調査を実施した21世紀職業財団によれば、当該世代は、男女雇用機会均等法の第１回目の改正（平成11（1999）
年）後に就職し、次世代育成支援対策法（平成17（2005）年）、男女雇用機会均等法の第２回目の改正（平成19（2007）
年）後に子育てをしていること、家庭科を男女共修で受けていることから、その上の世代と比べると、男女平等の環境
の中で働き、子供を育てていると考えられる。

2� �公益財団法人21世紀職業財団「～ともにキャリアを形成するために～ 子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意
識に関する調査研究」（令和４（2022）年２月公表）。

3� �調査研究においては、以下のような、仕事の能力が大きく伸びたり、自信を持った経験のことを、「一皮むける経験」と
している。「入社初期段階の異動」、「部門を横断するような大きな異動」「プロジェクトチームへの参画」「問題のある部
門での大きな業務の改善や再構築」「昇進・昇格による権限の拡大」「新規事業・新市場・新分野のゼロからの立ち上げ」
「海外勤務」「その他」。
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（図２）現在のマミートラックの状況（女性、コース別、一皮むける経験別）

（備考）１．	21世紀職業財団「～ともにキャリアを形成するために～子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意
識に関する調査研究」（令和４（2022）年２月公表）より作成。

２．	対象は、ミレニアル世代（昭和55（1980）～平成７（1995）年生まれ）かつ有配偶、かつ同居している
子供がおり、従業員31人以上の企業に勤めている正社員・正職員で、現在の勤務先に３年以上勤めてい
る女性のうち、現在育児休業中の人以外。

３．	以下のような、仕事上の能力が大きく伸びたり、自信を持った経験のことを、「一皮むける経験」として
いる。「入社初期段階の異動」「部門を横断するような大きな異動」「プロジェクトチームへの参画」「問題
のある部門での大きな業務の改善や再構築」「昇進・昇格による権限の拡大」「新規事業・新市場・新分野
のゼロからの立ち上げ」「海外勤務」「その他」。
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（図３）マミートラックを脱出できた理由

（備考）１．	21世紀職業財団「～ともにキャリアを形成するために～子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意
識に関する調査研究」（令和４（2022）年２月公表）より作成。

２．	対象は、ミレニアル世代（昭和55（1980）～平成７（1995）年生まれ）かつ有配偶、かつ同居している
子供がおり、従業員31人以上の企業に勤めている正社員・正職員で、現在の勤務先に３年以上勤めてい
る女性のうち、第１子出産後復帰した時は「マミートラック」にいると感じ、現在は「キャリア展望があ
る」女性（n＝103）。
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さらに、配偶者（夫）の家事・育児と、本人（妻）のキャリアアップへの影響を見ると、
配偶者（夫）が子供の保育園や幼稚園への「お迎え」をしている割合が週の20％以上（週
１回以上「お迎え」している）である女性は、０％（「お迎え」をしていない）の女性に比べ、
自分がキャリアアップできていると思う割合が高い（図４）。

21世紀職業財団は、女性が第１子出産後もキャリア展望を失わずに活躍するためには、
仕事復帰後も仕事の難易度を下げずに仕事での成果を出せるよう支援を行うこと、フルタイ
ム勤務でも無理なく仕事と育児の両立を可能とする働き方や柔軟な働き方の導入が重要であ
ると提言している。加えて、男性が家事・育児に参画し、週１回でも女性が子育ての心配を
せずに、仕事に専念することができると、女性のキャリア形成に好影響があることが示唆さ
れると考察している。
以前、我が国においては、多くの女性は第１子出産を契機に退職していた。これが我が国

の女性活躍の第１ステージだとすると、第１子出産後も就業継続が可能となった現在は、第
２ステージにいると考えられる。しかしながら、我が国の就業者に占める女性の割合は、令
和４（2022）年は45.0％であり、諸外国と比較して大きな差はないものの、管理的職業従
事者に占める女性の割合は、諸外国と比べて低い水準となっている（特－32図参照）。コロ
ナを経て、柔軟な働き方が浸透した今こそ、第３ステージ、就業継続が可能となった女性た
ちが、第１子出産後もキャリア展望を失わずに活躍できる社会に移行するべき時であると考
えられる。

（図４）配偶者（夫）の「お迎え」割合別本人のキャリアアップ状況（キャリアアップできていると思う割合）

（備考）１．	21世紀職業財団「～ともにキャリアを形成するために～子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意
識に関する調査研究」（令和４（2022）年２月公表）より作成。

２．	対象は、ミレニアル世代（昭和55（1980）～平成７（1995）年生まれ）かつ有配偶、かつ同居している
子供がおり、従業員31人以上の企業に勤めている正社員・正職員で、現在の勤務先に３年以上勤めてい
る女性。
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（労働時間）
令和４（2022）年の「雇用者の共働き世

帯10」数は1,191万世帯と、「男性雇用者と無業
の妻から成る世帯（いわゆるサラリーマンの夫
と専業主婦の世帯）11」数（430万世帯）の３倍
近くとなっている。しかし、現在でも、有償労
働時間が男性、無償労働時間が女性に偏る背
景の一つには、高度成長期に確立された、長時
間労働や転勤等を当然とする働き方を前提とし
た雇用慣行の存在の影響もあると考えられる。
男女の労働時間を見ると、週間就業時間

49時間以上及び60時間以上の就業者の男性

の割合は減少傾向にあるが、令和４（2022）
年時点で、男性就業者の約２割が週間就業時
間49時間以上、約１割が週間就業時間60時
間以上となっており、女性と比較すると高い
水準となっている（特－23図）。年代別に見
ると、働き盛りと言われる30代後半から50
代前半について、男性の場合は、週間就業時
間49時間以上及び60時間以上の就業者の割
合が他の年代と比較して大きくなっているの
に対し、女性の場合は、子育て期と重なるこ
ともあり、下の年代と比較して小さくなって
いる（特－24図）。

特－23図 週間就業時間49時間以上、60時間以上の就業者の割合の推移

（備考）１．	総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．平成23（2011）年値は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
３．	「働き方改革関連法」の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」。
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（平均帰宅時刻）
特に子育て期の女性の労働時間が短い一方

で、男性の労働時間が長いことは、平均帰宅
時刻にも反映されている。ライフステージ別
の仕事からの平均帰宅時刻を見ると、17時
台以前に帰宅する女性の割合は独身女性で約
３割であり、独身期の男女の平均帰宅時刻に
は大きな差は無い。一方、子供のいない有配
偶女性は約５割、子育て期の有配偶女性は約
７割が17時台以前に帰宅しており、有配偶
になると、子供の有無にかかわらず、女性の
平均帰宅時刻は早くなる傾向にある。特に子
育て期の有配偶女性の平均帰宅時刻が一番早
いが、男性においては、子育て期の有配偶男
性の平均帰宅時刻が一番遅い。なお、子育て
期のひとり親の女性の平均帰宅時刻は子育て
期の有配偶女性よりも遅く、ひとり親の男性
の平均帰宅時刻は子育て期の有配偶男性より

も早い傾向にある（特－25図）。
末子の年齢が６歳未満の妻・夫の平日の主

な行動の平均時刻を見てみると、妻の就業の
有無・就業形態にかかわらず、夫の仕事から
の平均帰宅時刻は19：40頃となっており、
夕食開始平均時刻は仕事からの帰宅の平均時
刻とほぼ同じ、もしくは、わずかに早くなっ
ている（特－26図）。
別調査12で、共働きで配偶者と同居してい

る女性の仕事のある日の、自分と配偶者の平
均的な帰宅時刻について見てみても、同様の
結果となっている（特－27図）。
以上から、独身期は男女の生活には大きな

違いはないものの、結婚後、特に子供を持っ
た後は、女性がライフスタイルを変え、夕方
以降の家事・育児等を一人で担い、男性は労
働時間が増える傾向にあることが分かる。

特－24図 年齢階級別週間就業時間49時間以上、60時間以上の就業者の割合（令和４（2022）年）

（備考）	総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
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12	 	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府委託調査）。
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特－25図 ライフステ－ジ別仕事からの帰宅時刻（平日、令和３（2021）年）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	平均帰宅時刻は「不詳」は除いて算出。
３．	「帰宅時刻」は、０時15分以降、24時（翌日０時）前に始まる最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻。最後

の仕事の前後に通勤・通学がなく、それ以前に現れる仕事の後に通勤・通学がある場合は最後の仕事を持ち帰り仕
事とみなし、それ以前に現れる仕事の後の通勤・通学の終了時刻とし、他の仕事の後にも通勤・通学がない場合は
最後の仕事の終了時刻としている。なお、最後の仕事の後に通勤・通学はないが、仕事の前に通勤・通学があり、
かつそれ以前の仕事の後にも通勤・通学がある場合は、変則勤務又は複数の仕事に従事しているとみなし、仕事か
らの帰宅時刻は「不詳」としている。また、この日の行動の種類で「出張・研修など」に記入があったものは除く。

４．	「深夜・早朝」は、24時（翌日０時）以降。
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特－26図 末子の年齢が６歳未満の妻・夫の主な行動の平均時刻（平日、子供のいる世帯）（令和３（2021）年）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	「専業主婦世帯」は、夫が有業で妻が無業の世帯。
３．	「起床」は、０時以降、12時前に始まり、60分を超えて続く最初の睡眠の終了時刻。なお、睡眠と睡眠の間の睡眠

以外の行動が30分以内の場合は、睡眠が続いているとしている。「朝食」は、４時以降、11時前に始まる最初の食
事開始時刻。「夕食」は、16時以降、24時（翌日０時）前に始まる最初の食事開始時刻。「就寝」は、17時以降、
36時（翌日12時）前に始まり、60分を超えて続く睡眠の開始時刻。該当の睡眠が２行動以上ある場合は、睡眠継
続時間が最長の睡眠（継続時間が同じ場合は、早く現れる方の睡眠）の開始時刻としている。なお、睡眠と睡眠の
間の睡眠以外の行動が30分以内の場合は、睡眠が続いているとしている。「出勤」は、０時15分以降、24時（翌
日０時）前に始まる最初の仕事の前にある通勤・通学の開始時刻。最初の仕事の前に通勤・通学がなく、他の仕事
の前に通勤・通学がある場合は最初の仕事を前日からの仕事又は持ち帰り仕事とみなし、その次に現れる仕事の前
の通勤・通学の開始時刻としている。他の仕事の前にも通勤・通学がない場合は最初の仕事の開始時刻としている。
「帰宅」は、０時15分以降、24時（翌日０時）前に始まる最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻。最後の
仕事の前後に通勤・通学がなく、それ以前に現れる仕事の後に通勤・通学がある場合は最後の仕事を持ち帰り仕事
とみなし、それ以前に現れる仕事の後の通勤・通学の終了時刻とし、他の仕事の後にも通勤・通学がない場合は最
後の仕事の終了時刻としている。なお、最後の仕事の後に通勤・通学はないが、仕事の前に通勤・通学があり、か
つそれ以前の仕事の後にも通勤・通学がある場合は、変則勤務又は複数の仕事に従事しているとみなし、仕事から
の帰宅時刻は「不詳」としている。また、この日の行動の種類で「出張・研修など」に記入があったものは除く。
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このような背景もあり、単独世帯の世帯主
である有業男女の平日の生活時間を比較する
と、性別による大きな違いはないものの、末

子の年齢が６歳未満の共働き夫婦の妻と夫の
平日の生活時間を見てみると、家事関連時間
は妻、仕事時間は夫に偏っている（特－28図）。

特－27図 仕事がある日の自分と配偶者の平均的な帰宅時間（共働き・配偶者と同居している女性）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「子育て期」は、配偶者と子供と同居している人（同居している子供は小学生まで、中学生以上の子供とは同居し
ていない）。
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３．現行の家事・育児等・働き方が抱える課題
働く女性が増える一方で、家事関連時間は

妻、仕事時間が夫に偏ることで、社会に様々
な歪みが生じている可能性がある。
⑴ 女性の社会での活躍の遅れ
家事・育児等の負担が女性に偏ること、長

時間労働の慣行が変わらないことの弊害の一
つに、我が国の女性の社会での活躍が遅れて
いることがあると考えられる。実際、内閣府
の実施した世論調査13において、「育児や介
護、家事などに女性の方がより多くの時間を

費やしていることが、職業生活における女性
の活躍が進まない要因の一つだという意見が
ありますが、あなたはこの意見について、ど
う思いますか」という質問に対して、女性の
場合は、全ての年齢階級で「そう思う」「どち
らかといえばそう思う」の合計が８割を超え
ている。特に有配偶女性ではその割合が大き
くなる傾向にあり、18～29歳の有配偶女性で
は、95.2％となっている。男性も、どの年齢
階級でも７～８割が「そう思う」「どちらかと
いえばそう思う」と回答している（特－29図）。

特－28図 時刻区分別行動者率（平日、令和３（2021）年）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	「行動者率」は、行動者数／属性別の人口×100（％）。
３．	「３次活動」とは、睡眠、食事など生理的に必要な活動（１次活動）、仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な

性格の強い活動（２次活動）以外の、各人が自由に使える時間における活動を指し、「移動（通勤・通学を除く）」、
「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎ」、「学習・自己啓発・訓練（学業以外）」、「趣味・娯楽」、「スポー
ツ」、「ボランティア活動・社会参加活動」、「交際・付き合い」、「受診・療養」、「その他」が含まれる。
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13	 	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４（2022）年11月調査）。
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（指導的地位に就く女性の割合）
女性の登用促進は、我が国経済の発展にも

資するものであり、我が国にとって非常に重
要な課題の一つである。
しかしながら、常用労働者100人以上を雇

用する企業の労働者のうち役職者に占める女
性の割合を役職別に見ると、上位の役職ほど
女性の割合が小さく、令和４（2022）年は、
係長級24.1％、課長級13.9％、部長級8.2％
となっている（特－30図）。また、上場企業
の役員に占める女性の割合を見ると、近年上

昇傾向にあるが、令和４（2022）年７月現
在で9.1％となっている（特－31図）。
我が国の就業者に占める女性の割合は、令

和４（2022）年は45.0％であり、諸外国と
比較して大きな差はない。しかしながら、管
理的職業従事者に占める女性の割合は、諸外
国ではおおむね30％以上となっているとこ
ろ、我が国は令和４（2022）年は12.9％と、
諸外国と比べて低い水準となっている（特－
32図）。

特－29図 職業生活において女性の活躍が進まない要因

（備考）１．	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４（2022）年11月調査）より作成。
２．	質問文は次のとおりとなっている。

	問９「育児や介護、家事などに女性の方がより多くの時間を費やしていることが、職業生活における女性の活躍が
進まない要因の一つだという意見がありますが、あなたはこの意見について、どう思いますか。（〇は１つ）」
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特－30図 民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合の推移

（備考）１．	厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
２．	令和２（2020）年から、調査対象が変更となり、10人以上の常用労働者を雇用する企業を集計しているが、令和

元（2019）年以前の企業規模区分（100人以上の常用労働者を雇用する企業）と比較可能となるよう、同様の企
業規模区分の数値により算出した。

３．	常用労働者の定義は、平成29（2017）年以前は、「期間を定めずに雇われている労働者」、「１か月を超える期間
を定めて雇われている労働者」及び「日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている者のうち４月及び５月に雇
われた日数がそれぞれ18日以上の労働者」。平成30（2018）年以降は、「期間を定めずに雇われている労働者」及
び「１か月以上の期間を定めて雇われている労働者」。

４．	令和２（2020）年から推計方法が変更されている。
５．	「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる取扱いをしていたところ、平

成31（2019）年１月30日の総務省統計委員会において、「十分な情報提供があれば、結果数値はおおむねの妥当
性を確認できる可能性は高い」との指摘がなされており、一定の留保がついていることに留意する必要がある。
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特－31図 上場企業の役員に占める女性の人数及び割合の推移

（備考）１．	東洋経済新報社「役員四季報」より作成。
２．	調査時点は原則として各年７月31日現在。
３．	調査対象は、全上場企業。
４．	「役員」は、取締役、監査役、指名委員会等設置会社の代表執行役及び執行役。
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（男女間賃金格差）
職階や職責の男女差は、我が国の男女間賃

金格差の一つの要因であると言われている。
我が国の女性の賃金は男性の賃金の約８割に
とどまり、諸外国と比較しても大きな格差が
存在している（特－33図）。雇用形態別に見
ると、男性の割合が大きい正社員と、女性の
割合が大きい非正社員の間に給与差があるこ
とに加え、同じ雇用形態でも男女間に給与差
があり、その差は年齢とともに上昇する傾向
がある（特－34図）。
しかしながら、女性に家事・育児が集中す

ること、もしくは将来的に家事・育児を担う

ことを想定して職業選択を行うことで経済的
な自立ができないと、長い人生の中で生じ得
る様々な出来事に対応できなくなるリスクが
ある。
また、夫婦の家庭内分業では、家事・育児

等の機会費用（家事・育児等を行うことで所
得が減ることによるコスト）の少ない方がそ
れらの活動を担うことが経済的に合理的とな
る。そのため、男女間賃金格差の存在は、女
性よりも男性の就労を促進、女性の技能形成・
キャリア形成を阻害し、性別役割分担を後押
しする要因となる可能性がある。

特－32図 諸外国の就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合

（備考）１．	総務省「労働力調査（基本集計）」（令和４（2022）年）、その他の国はILO	“ILOSTAT”より作成。
２．	日本、米国は令和４（2022）年、オーストラリア、マレーシアは令和２（2020）年、英国は令和元（2019）年、

その他の国は令和３（2021）年の値。
３．	総務省「労働力調査」では、「管理的職業従事者」とは、就業者のうち、会社役員、企業の課長相当職以上、管理

的公務員等。また、「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。
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特－33図 男女間賃金格差の国際比較

（備考）１．	OECD	“OECD.	Stat”より作成。
２．	ここでの男女間賃金格差とは、フルタイム労働者について男性賃金の中央値を100とした場合の女性賃金の中央値

の水準を割合表示した数値。
３．	イスラエルは令和元（2019）年、デンマーク、イタリア、ポルトガル、ドイツは令和２（2020）年、それ以外の

国は令和３（2021）年の数字。
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特－34図 所定内給与額（雇用形態別・年齢階級別）（令和４（2022）年）

（備考）	厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査」より作成。
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⑵ 家族の姿の変化、人生の多様化への対応
（単独世帯、ひとり親世帯の増加）

我が国の家族の姿は変化しており、近年で
は単独世帯が全世帯の約４割を占めるように
なった。また、子供がいる世帯が徐々に減少
する中14、ひとり親世帯は昭和63（1988）
年から令和３（2021）年までの約30年間に
102.2万世帯（母子世帯数84.9万世帯、父子
世帯数17.3万世帯）から134.4万世帯（母子
世帯数119.5万世帯、父子世帯数14.9万世帯）
へと増加している15。
仕事か家庭の二者択一を求められる現状

は、家事・育児を抱えているものの、夫婦間
で役割分担をできないひとり親世帯にとっ
て、特に厳しいものであると考えられる。配
偶関係・就業状況・６歳未満の子供の有無別
の男女の生活時間を見ると、ひとり親の女性

は、有配偶女性と比較して仕事時間が長く、
６歳未満の子供を持つひとり親の女性は、６
歳未満の子供を持つ専業主婦の約５割、共働
き女性の約７割の時間しか家事・育児に充て
られていない（特－35図）。また、「子供が
いても男性は長時間労働をするのが当然」「子
育ては女性が行うもの」という性別役割分担
意識は、ひとり親の男性を孤立させるおそれ
がある。
結婚しても子供を持たない夫婦も増加して

いる16。結婚・出産が誰にとっても当たり前
の人生設計ではなくなった今、一部の人に両
立支援制度の利用が偏り、その他の人の働き
方が変わらなければ、子育てを行う女性の
キャリアアップの機会が失われるだけでな
く、職場内の不公平感にもつながる可能性が
ある。

特－35図 配偶関係・就業状況・６歳未満の子供の有無別男女の生活時間（週全体平均、令和３（2021）年）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	「専業主婦」は、夫が有業で妻が無業の世帯。「共働き」は、夫が有業で妻も有業（共働き）の世帯。
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14	 	児童（18歳未満の未婚の者）のいる世帯の推移を見ると、昭和61（1986）年17,364千世帯（全世帯に占める割合46.2％）、令
和３（2021）年10,737千世帯（同20.7％）となっている（厚生労働省「国民生活基礎調査」）。

15	 	厚生労働省「令和３年度全国ひとり親世帯等調査」より。ここでの母子世帯：父のいない児童（満20歳未満の子供であって、未
婚のもの）がその母によって養育されている世帯。父子世帯：母のいない児童（同上）がその父によって養育されている世帯。

16	 	結婚持続期間15～19年の夫婦の出生子供数の分布をみると、「出生子供数０人」の割合は、昭和52（1977）年（第７回調査）3.0％、
令和３（2021）年（第16回調査）7.7％となっている（国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」）。
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（有業の介護者の増加）
15歳以上で家族の介護をしている人（以

下「介護者」という。）は、長期的に見ると
増加傾向にあり、令和３（2021）年では、
平成３（1991）年と比較して、女性介護者
は1.6倍、男性介護者は2.3倍となっている
（特－36図）。男性の介護者が増加してきた
ことの背景には、女性（妻）が配偶者（夫）
の親の介護に必ずしも従事しなくなってきて
いることや、単独世帯が増加する中、未婚男
性が親を介護する場合が増加していることな
どがあると考えられる。
令和３（2021）年時点での介護者の有業

率を見ると、40代以上では女性と比較して
男性の有業率が高く、介護をしている50代

男性の９割超が有業となっている（特－37
図）。単独世帯や共働き世帯が増加している
中、これからも、介護と仕事を両立する人が
増加すると考えられる。
女性も男性も、働きたい全ての人が仕事か

家事・育児・介護かの二者択一を迫られるこ
となく働き、活躍し続けることができる社会
の実現のためには、介護や育児等を行ってい
る人に配慮するだけではなく、長時間労働等
の慣行を見直し、柔軟な働き方を浸透させる
ことで、全ての人が働きやすい環境を作るこ
とが重要である。そのことが、育児や介護等
を行う人にとっても働きやすく、活躍しやす
い環境を作ることにつながると考えられる。

特－36図 介護者数の推移（男女別）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	ここでいう介護とは、日常生活における入浴・トイレ・移動・食事等の際に何らかの手助けをすることや洗濯・掃

除などの家事援助などを行うことをいう。介護保険法における要介護認定を受けていない人や障害者総合支援法に
おける障害支援区分の認定を受けていない人に対する介護も含み、一時的に病気等で寝ている人に対する介護は除
く。ふだんの状態がはっきり決められない場合は、おおむね１年間に30日以上介護をしていれば「ふだん介護を
している」としている。
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⑶ 男性への影響
伝統的な性別役割分担意識や長時間労働等

の慣行は、男性の生活や健康にも影響を与え
ている可能性がある。
（性別役割分担意識）

内閣府の調査17によれば、特に20代の男性
が、職場での役割に関して、性別役割分担意
識を強く感じている。職場の役割分担に関す
る項目のうち、「職場では、女性は男性のサ
ポートにまわるべきだ」「男性は出産休暇／
育児休業を取るべきでない」「仕事より育児
を優先する男性は仕事へのやる気が低い」「営
業職は男性の仕事だ」「女性社員の昇格や管
理職への登用のための教育・訓練は必要ない」
の５項目について、女性よりも男性の方が「そ
う思う」「どちらかといえばそう思う」傾向
が強く、かつ、男性の中でも年代が低いほど
「そう思う」「どちらかといえばそう思う」

傾向が強い。また、「男性なら残業や休日出
勤をするのは当たり前だ」「同程度の実力な
ら、まず男性から昇進させたり管理職に登用
するものだ」という項目についても、女性よ
り男性の方が「そう思う」「どちらかといえ
ばそう思う」傾向が強い（特－38図）。
さらに、同調査では、女性よりも男性の方

が性別役割の意識について強く感じているこ
とが分かった。一方、男性は女性と比較して、
性別に基づく役割を直接言われた、あるいは
言動や態度で間接的に接した「経験」は少な
く、伝統的な役割観に自身が捉われているこ
とに気付いていない可能性がある（特－39
図）。しかしながら、周囲に前述のような考
え方を押し付けるような言動を取ってしまう
と、価値観の問題では済まず、職場でのハラ
スメントにもつながるとの認識を持つ事が必
要である。

特－37図 介護者の有業率（男女別、年齢階級別、令和３（2021）年）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	ここでいう介護とは、日常生活における入浴・トイレ・移動・食事等の際に何らかの手助けをすることや洗濯・掃

除などの家事援助などを行うことをいう。介護保険法における要介護認定を受けていない人や障害者総合支援法に
おける障害支援区分の認定を受けていない人に対する介護も含み、一時的に病気等で寝ている人に対する介護は除
く。ふだんの状態がはっきり決められない場合は、おおむね１年間に30日以上介護をしていれば「ふだん介護を
している」としている。
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17	 	内閣府「令和４年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」（令和４（2022）年11月
公表）。
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特－38図 職場の役割分担に関する意識

（備考）	内閣府「令和４年度	性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」より作成。

11.611.6
9.49.4

10.110.1
7.67.6
8.98.9

15.915.9
14.214.2
13.913.9
13.013.0

10.810.8

1.81.8
2.52.5
1.41.4
1.01.0
0.70.7
4.64.6
3.23.2
2.32.3
1.71.7
1.41.4

8.18.1
7.87.8
9.89.8

8.58.5
9.49.4

14.514.5
13.013.0
14.314.3
13.913.9

11.211.2

1.31.3
2.12.1
2.22.2
1.21.2
0.80.8
4.44.4
3.73.7
2.82.8
2.82.8
1.91.9

.77.7
7.27.2
7.87.8

6.56.5
6.56.5

12.012.0
12.612.6
12.412.4

9.09.0
6.96.9

2.32.3
2.12.1
2.32.3
1.41.4
1.21.2
5.25.2

2.82.8
2.52.5
1.81.8
1.51.5

9.39.3
7.77.7
8.38.3

7.47.4
8.38.3

14.914.9
16.416.4

15.815.8
14.014.0
13.913.9

1.71.7
2.72.7
2.12.1
1.01.0
1.11.1
5.55.5
4.34.3

1.81.8
1.71.7
1.91.9

7.87.8
7.47.4
8.78.7

8.08.0
6.26.2

13.513.5
12.812.8
14.214.2
13.713.7

10.410.4

1.91.9
2.82.8
2.12.1
1.11.1
0.90.9
4.74.7
3.43.4
2.22.2
1.91.9
1.21.2

11.711.7
9.29.2
9.49.4

7.17.1
6.86.8

15.315.3
14.014.0

13.213.2
11.111.1

9.59.5

2.42.4
2.12.1
2.12.1
1.11.1
1.21.2
4.04.0
2.92.9
1.61.6
1.41.4
0.50.5

8.08.0
8.08.0
7.87.8
6.56.5
8.38.3

13.713.7
14.114.1
15.815.8
16.716.7
16.816.8

1.81.8
2.32.3
1.61.6
1.41.4
1.71.7
4.54.5
3.73.7
3.03.0
2.82.8
2.52.5

そう思う
どちらかといえばそう思う

女性60代（n＝1,084）
女性50代（n＝1,075）
女性40代（n＝1,070）
女性30代（n＝1,094）
女性20代（n＝1,061）

男性60代（n＝1,097）
男性50代（n＝1,083）
男性40代（n＝1,065）
男性30代（n＝1,230）
男性20代 （n＝977）

0 2015105 25（％）
職場では、女性は男性のサポートにまわるべきだ

女性60代（n＝1,084）
女性50代（n＝1,075）
女性40代（n＝1,070）
女性30代（n＝1,094）
女性20代（n＝1,061）

男性60代（n＝1,097）
男性50代（n＝1,083）
男性40代（n＝1,065）
男性30代（n＝1,230）
男性20代 （n＝977）

0 2015105 25（％）
仕事より育児を優先する男性は仕事へのやる気が低い

女性60代（n＝1,084）
女性50代（n＝1,075）
女性40代（n＝1,070）
女性30代（n＝1,094）
女性20代（n＝1,061）

男性60代（n＝1,097）
男性50代（n＝1,083）
男性40代（n＝1,065）
男性30代（n＝1,230）
男性20代 （n＝977）

0 2015105 25（％）
女性社員の昇格や管理職への登用のための教育・訓練は必要ない

女性60代（n＝1,084）
女性50代（n＝1,075）
女性40代（n＝1,070）
女性30代（n＝1,094）
女性20代（n＝1,061）

男性60代（n＝1,097）
男性50代（n＝1,083）
男性40代（n＝1,065）
男性30代（n＝1,230）
男性20代 （n＝977）

0 2015105 25（％）
同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に登用するものだ

女性60代（n＝1,084）
女性50代（n＝1,075）
女性40代（n＝1,070）
女性30代（n＝1,094）
女性20代（n＝1,061）

男性60代（n＝1,097）
男性50代（n＝1,083）
男性40代（n＝1,065）
男性30代（n＝1,230）
男性20代 （n＝977）

0 2015105 25（％）
男性は出産休暇／育児休業を取るべきでない

女性60代（n＝1,084）
女性50代（n＝1,075）
女性40代（n＝1,070）
女性30代（n＝1,094）
女性20代（n＝1,061）

男性60代（n＝1,097）
男性50代（n＝1,083）
男性40代（n＝1,065）
男性30代（n＝1,230）
男性20代 （n＝977）

0 2015105 25（％）
営業職は男性の仕事だ

女性60代（n＝1,084）
女性50代（n＝1,075）
女性40代（n＝1,070）
女性30代（n＝1,094）
女性20代（n＝1,061）

男性60代（n＝1,097）
男性50代（n＝1,083）
男性40代（n＝1,065）
男性30代（n＝1,230）
男性20代 （n＝977）

0 2015105 25（％）
男性なら残業や休日出勤をするのは当たり前だ

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

49

      



（男性の健康への影響）
健康面に目を向け、「気分障害」の患者数

を見ると、どの年代においても女性の患者数
が男性の患者数を上回っているが、男性の場
合は、働き盛りの40～50代の患者が多いこ
とが特徴である（特－40図）。また、「アルコー
ル使用（飲酒）による精神及び行動の障害」
の患者数を見ると、女性よりも男性の方が顕
著に多い（特－41図）。
男性自殺者数は長期的には減少傾向にある

が、女性よりも高い水準にあり、年齢階級別
に見ると、40～50代の働き盛りの男性の自
殺が最も多い（特－42図）。自殺の原因別に
見ると、男性は女性と比較して「経済・生活

問題」「勤務問題」を原因とする自殺が多く、
特に40～50代の男性でこれらを原因とする
自殺が多い（特－43図）。
男性もまた男女共同参画社会の主役であ

る。前述のとおり、男性の有償労働時間は諸
外国と比較しても極めて長く、男性が地域や
家庭に活躍の場を広げることを望んでいて
も、叶っていない場合もあると考えられる。
しかしながら、男性においても、仕事か家庭
の二者択一を迫られることなく、のびのびと
生きやすい社会を実現する必要がある。その
ことが男女ともに生きやすく、活躍できる社
会の実現につながるものと考えられる。

特－39図 性別役割について意識及び経験

（備考）１．	内閣府「令和４年度	性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」より作成。
２．	意識：測定の41項目について、各項目「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」の回答率の41項目平均（％）

を男女別に算出したもの。
	経験：性別に基づく役割を「直接言われた」あるいは「言動や態度から感じた」経験の回答率の41項目平均（％）
を男女別に算出したもの。
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特－40図 男女別・年代別気分障害総患者数（令和２（2020）年）

（備考）１．	厚生労働省「患者調査」より作成。
２．	総患者数は、ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮し

た調整を行うことにより、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療してい
ない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。
総患者数＝推計入院患者数＋推計初診外来患者数＋（推計再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））

推計に用いる平均診療間隔は99日以上を除外して算出。
３．	気分障害とは、気分の波が主な症状として表れる病気。うつ状態のみを認める時はうつ病と呼び、うつ状態と躁状

態を繰り返す場合には、双極性障害（躁うつ病）と呼ぶ。
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特－41図 アルコール使用（飲酒）による精神及び行動の障害総患者数

（備考）１．	厚生労働省「患者調査」より作成。
２．	総患者数は、ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮し

た調整を行うことにより、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療してい
ない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。
総患者数＝推計入院患者数＋推計初診外来患者数＋（推計再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））

	令和２（2020）年から推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限
を変更。平成29（2017）年までは31日以上であったが、令和２（2020）年からは99日以上を除外して算出。

３．	平成23（2011）年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
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特－42図 男女別・年代別自殺者数

（備考）	厚生労働省ホームページ「自殺の統計」より作成。
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特－43図 男女別自殺の原因別自殺者数（令和４（2022）年）

（備考）１．	厚生労働省ホームページ「自殺の統計」より作成。
２．	遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき４つまで計上しているため、

原因・動機別の和と自殺者数（総数）及び原因・動機特定者数は一致しない。なお、自殺者の中には原因・動機不
特定者も多くみられる。
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国連女性機関（UN Women）「HeForShe（ヒーフォーシー）キャンペーン」活動

ジェンダー平等への取組は、かつては女性だけによる女性のための取組として認識されて
いた。しかしながら、ジェンダー平等は女性だけの問題ではなく、全人類が関わる問題である。
国連女性機関（UN�Women）は、ジェンダー平等の促進のためには、男性の関与が不可

欠であるとして、平成26（2014）年から「HeForSheキャンペーン」活動を実施している。
平成26（2014）年９月20日、潘基文国連事務総長（当時）とエマ・ワトソンUN�

Women親善大使が同キャンペーン活動の立ち上げについて発表した。その際に、エマ・ワ
トソンUN� Women親善大使が、「ジェンダー平等は男性の問題でもある。男女ともに繊細
でいられる自由があり、男女ともに強くいられる自由がある」と呼び掛け、話題を呼んだ。

エマ・ワトソンUN Women親善大使の国連でのスピーチ「Gender equality 
is your issue too」一部抜粋

男性の皆さん、この場を借りてみなさ
んを正式に御招待いたします。ジェン
ダー平等はあなた方の問題でもあると。
今日まで私の父の役割が軽んじられた

のをこの目にしてきました。母と同等に
大切であるにもかかわらず。
多くの若い男性をこの目にしました。

「男らしくない」と見られる恐怖から精神を患い、しかし、支援は受けないのです。実際
に英国では20～49歳の男性の死亡原因のトップは自殺です。交通事故、がん、心臓疾患
を凌いでいます。男性としての成功を形作る意識が男性を傷つけ、不安にさせる姿を目に
してきました。男性もまた、平等の恵みを受けていないのです。
ジェンダーの固定観念に囚われている男性については、私たちは多くを語りません。し

かし、男性が固定観念から自由になれば、女性にとっても自然と世界は変わるのです。
もし男性が男性として認められるために攻撃的になる必要がなければ、女性も服従する必

要はないでしょう。もし男性が管理する必要がなければ、女性が管理されることもないでしょう。
男女ともに繊細でいられる自由があり、男女ともに強くいられる自由があるのです。今

こそ、二つの考え方の対立ではなく、ジェンダーを広い視点で捉える時なのです。「私た
ちはちがう」という定義付けをやめ、「私たちとは誰なのか」を自分自身で定義すれば、
私たちはもっと自由になれるのです。それこそが「HeForShe」そのものなのです。
（出典）�国際連合広報センター。エマ・ワトソンUN� Women親善大使が、国連本部で

開催されたHe�For�Sheキャンペーン発表会で行ったスピーチの映像の日本語字
幕の一部抜粋。
 �https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/audio_visual/learn_videos/
gender/

©UN�Women／Simon�Luethi
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エマ・ワトソンUN� Women親善大使はスピーチの中で、男性は、「男らしくない」と見
られる恐怖から精神を患っても支援を求めることに課題を感じる場合があり、英国の20～
49歳の男性の死亡原因の一位が自殺であることを述べている。我が国においても、令和３
（2021）年の10～44歳の男性の死亡原因の一位は自殺であった（（図）年齢階級別死因順
位（令和３（2021）年））。また、第１節で見てきたとおり、男性の自殺者数は減少傾向に
あるが、女性よりも高い水準にあり、自殺の原因別に見ると、男性は女性と比較して「経済・
生活問題」「勤務問題」を原因とする自殺が多い（特－42図、特－43図再掲）。この背景には、
「男性は一家の大黒柱」という性別役割分担意識や長時間労働等の慣行等があると考えられ、
我が国においても、男性が男女共同参画の恩恵を受けられていない側面があることが分かる。

また、内閣府の調査1では、我が国の男性は、女性と比較して、性別役割の意識について
強く感じていることが分かった（特－39図再掲）。しかしながら、エマ・ワトソンUN�
Women親善大使がスピーチで述べているとおり、男女ともに性別役割の意識から解放さ
れ、繊細でいられる自由、強くいられる自由があるはずであり、男女共同参画を推進するこ
とで、男女ともに恩恵を受けられるはずである。また、男性が固定観念から自由になること
で、女性にとっても世界が変わるはずである。
男女共同参画は女性だけでなく、全ての人にとっての問題であるということを、一人一人

が認識し、男女共同参画を推進していく必要がある。

（図）年齢階級別死因順位（令和３（2021）年）

（備考）１．	厚生労働省「令和３年	人口動態統計」より作成。
２．	死因順位は死亡数の多いものから定めた。

10～14歳 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

女性

第１位 自殺 自殺 自殺 自殺 自殺
悪性新生物
＜腫瘍＞

悪性新生物
＜腫瘍＞

第２位
悪性新生物
＜腫瘍＞

悪性新生物
＜腫瘍＞

不慮の事故
悪性新生物
＜腫瘍＞

悪性新生物
＜腫瘍＞

自殺 自殺

第３位
先天奇形、変形
及び染色体異常

不慮の事故
悪性新生物
＜腫瘍＞

不慮の事故 不慮の事故 心疾患 心疾患

男性

第１位 自殺 自殺 自殺 自殺 自殺 自殺 自殺

第２位
悪性新生物
＜腫瘍＞

不慮の事故 不慮の事故 不慮の事故
悪性新生物
＜腫瘍＞

悪性新生物
＜腫瘍＞

悪性新生物
＜腫瘍＞

第３位 不慮の事故
悪性新生物
＜腫瘍＞

悪性新生物
＜腫瘍＞

悪性新生物
＜腫瘍＞

心疾患 心疾患 心疾患

1� �内閣府「令和４年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」（令和４（2022）
年11月公表）。
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この節では、内閣府の調査18等をもとに、
主に若い世代を中心に変わってきている、生
活様式や働き方についての考え方を明らかに
し、考察を深める。

１．�若い世代の生活様式・働き方についての
考え方

⑴ 働き方に対する意識
仕事・働くことに対する現在の考え方19を

男女別・年代別に比較すると、20代では男
女で10％ポイント以上差がある項目はなく、
上の年代と比べて男女差が小さい。20～30
代で、女性の方が男性よりも５％ポイント以
上高い項目は、「負荷の少ないことを仕事に

して働きたい」「雇用の安定性を重視して働
きたい」「残業が少ないことを優先して働き
たい」「突発的な時にも休みやすいことを優
先して働きたい」であり、女性は男性と比べ
て、働きやすい環境で働くことを求めている
ことが分かる。一方で、男性の方が女性より
も５％ポイント以上高い項目は、「専門性を
磨けるように働きたい」「新しいことに挑戦
できるかを優先して働きたい」となっており、
男性は、女性と比較して仕事内容を重視する
傾向が強い。40～50代の女性では、若い世
代よりも「残業が少ないことを優先して働き
たい」「突発的な時にも休みやすいことを優
先して働きたい」の男女差が大きい。なお、
男女ともに全体的な優先度は高くないが、若
い年代ほど「新しいことに挑戦できるかを優
先して働きたい」としている（特－44図）。

第２節 根付きつつある新たな生
活様式・働き方

18	 	「令和４年度	 新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府委託調査）。
以下、本文中に具体的な調査名がなく、「調査」と記載してあるものは全て、同調査。

19	 	対象は有業者。
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⑵ 生活時間の使い方に対する意識
第１節では、我が国では有償労働時間が男

性、無償労働時間が女性に偏っていることを
確認したが、ここでは、生活時間の使い方に
対する希望を見ていく。
（家事・育児時間の増減希望）

子供のいる男女の家事・育児時間の増減希
望について見てみると、女性は、いずれの年
代においても、家事・育児時間を「減らした
い」が「増やしたい」を上回るが、20～30

代で「減らしたい」と思う傾向が強く、40
～60代と比較して13.3％ポイント高い（20
～30代33.5％、40～60代20.2％）。男性は、
いずれの年代においても「増やしたい」が「減
らしたい」を上回るが、40～60代と比較して、
20～30代で「増やしたい」と考える人が
13.4％ポイント高く（20～30代27.7％、40
～60代14.3％）、若い年代の方が、それ以外
の年代よりも家事・育児参画意欲が高いこと
が分かる（特－45表）。

特－44図 仕事・働くことに対する現在の考え方（有業者）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」の累計値。

55.6

71.8

73.7

59.7

76.1

77.5

81.0

36.5

81.3

80.6

54.4

68.3

71.4

72.2

76.9

81.7

86.1

35.0

83.3

83.7

60.0

67.9

66.2

76.4

77.6

81.7

86.9

38.7

84.3

85.2

64.3

71.7

65.2

78.2

76.3

81.4

84.6

44.1

84.5

82.2

62.5

72.4

64.1

78.9

79.2

79.7

83.7

50.8

81.8

79.4

67.5

67.6

73.4

60.9

78.8

69.7

78.7

44.1

75.5

72.9

71.2

70.9

69.8

76.1

77.8

68.7

82.5

49.8

74.6

74.0

72.8

70.6

68.9

77.9

77.0

69.9

80.7

50.6

74.2

75.4

71.5

70.8

65.5

74.4

73.9

71.5

77.9

55.4

74.4

75.6

70.970.9

69.9

65.1

72.7

73.8

70.8

74.7

57.9

72.5

71.7

女性 男性

専門性を磨けるように
働きたい

女性／20代（n＝1,045）
女性／30代（n＝1,175）
女性／40代（n＝1,560）
女性／50代（n＝1,227）
女性／60代（n＝710）

男性／20代（n＝1,089）
男性／30代（n＝1,646）
男性／40代（n＝2,209）
男性／50代（n＝1,970）
男性／60代（n＝1,355）

0 80604020 100 0 80604020 100
（％） （％）

新しいことに
挑戦できるかを
優先して働きたい

人として成長することを
目指して働きたい

会社・社会の役に
立つように働きたい

給与を重視して働きたい

自分がやりたいことを
仕事にして働きたい

残業が少ないことを
優先して働きたい

雇用の安定性を
重視して働きたい

負荷の少ないことを
仕事にして働きたい

突発的な時にも
休みやすいことを
優先して働きたい
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（仕事時間の増減希望）
子供のいる男女の仕事時間の増減希望につ

いて見てみると、女性は、20～30代は「減
らしたい」と「増やしたい」に分かれる（「減
らしたい」23.2％、「増やしたい」28.6％）

一方、40～60代は「増やしたい」が「減ら
したい」を上回る（「減らしたい」12.7％、「増
やしたい」22.5％）。子供のいる女性は、出
産を機に家事・育児時間が増えるために仕事
時間を減らすものの、子育てが一段落した後

特－45表 生活の中の時間増減希望

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「該当なし」は除外して集計。
３．	減らしたい計は「大幅に減らしたい」「少し減らしたい」の累計値。増やしたい計は「大幅に増やしたい」「少し増

やしたい」の累計値。
４．	「子供がいる」は子供がいる・子供を持ったことがある人。

20-39歳・子供がいる
減らしたい
計（％）

増やしたい
計（％）

仕事時間

女性
（n＝865）

23.2 28.6

男性
（n＝941）

34.1 16.6

家事・育児時間

女性
（n＝1,142）

33.5 14.4

男性
（n＝959）

14.1 27.7

家族と遊んだり
くつろいだり
する時間

女性
（n＝1,142）

� 5.0 44.1

男性
（n＝959）

� 6.0 42.2

自分のことに
使う時間

女性
（n＝1,142）

� 4.2 51.3

男性
（n＝959）

� 7.3 44.4

40-69歳・子供がいる
減らしたい
計（％）

増やしたい
計（％）

仕事時間

女性
（n＝3,023）

12.7 22.5

男性
（n＝3,760）

25.7 10.2

家事・育児時間

女性
（n＝4,613）

20.2 � 6.0

男性
（n＝4,149）

� 7.6 14.3

家族と遊んだり
くつろいだり
する時間

女性
（n＝4,613）

� 2.1 25.2

男性
（n＝4,149）

� 3.4 30.7

自分のことに
使う時間

女性
（n＝4,613）

� 2.6 34.1

男性
（n＝4,149）

� 3.8 35.0

20-39歳・子供がいない
減らしたい
計（％）

増やしたい
計（％）

仕事時間

女性
（n＝1,878）

24.8 21.1

男性
（n＝2,062）

24.9 18.6

家事・育児時間

女性
（n＝2,201）

18.2 12.4

男性
（n＝2,395）

13.3 12.9

家族と遊んだり
くつろいだり
する時間

女性
（n＝2,201）

� 5.4 29.9

男性
（n＝2,395）

� 7.3 23.9

自分のことに
使う時間

女性
（n＝2,201）

� 5.1 39.5

男性
（n＝2,395）

� 8.0 33.4

40-69歳・子供がいない
減らしたい
計（％）

増やしたい
計（％）

仕事時間

女性
（n＝1,483）

17.8 20.9

男性
（n＝2,031）

25.0 13.5

家事・育児時間

女性
（n＝2,125）

18.6 � 6.8

男性
（n＝2,416）

11.6 � 7.9

家族と遊んだり
くつろいだり
する時間

女性
（n＝2,125）

� 2.8 20.7

男性
（n＝2,416）

� 3.7 20.6

自分のことに
使う時間

女性
（n＝2,125）

� 3.5 33.1

男性
（n＝2,416）

� 3.8 33.8
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に、仕事時間を増やしたいと考える場合が多
いことが推察される。男性は、いずれの年代
においても、「減らしたい」が「増やしたい」
を上回るが、40～60代と比較して、20～30
代で「減らしたい」が8.4％ポイント高く（20
～30代34.1％、40～60代25.7％）、若い年
代の方が、より仕事時間を「減らしたい」と
考えていることが分かる（特－45表再掲）。
子供がいる女性がどの年代においても家

事・育児時間を「減らしたい」と思っている
背景には、第１節でも指摘したとおり、無償
労働時間が女性に偏っていることがあり、若
い世代において「減らしたい」と考える割合
が大きいのは、子育て期においては特にその
負担が重いためであると考えられる。一方、
子供がいる男性はどの年代においても、家事・
育児時間を「増やしたい」傾向にあり、特に
若い世代で家事・育児への参画意欲が強いこ
とが分かる。しかし、男性はいずれの年代に
おいても仕事時間を「減らしたい」と考えて
おり、特に若い世代において「減らしたい」
意向が強いことから、労働時間が長いことが、
特に若年男性の家事・育児への参画を阻んで
いることが推察される。
なお、男女ともに、子供の有無にかかわら

ず、どの年代においても、「家族と遊んだり
くつろいだりする時間」「自分のことに使う
時間」は、「増やしたい」が「減らしたい」
を大きく上回るが、特に20～30代の子供の
いる女性において顕著であり、「自分のこと
に使う時間」を「増やしたい」が５割を超え

ている（特－45表再掲）。
（仕事とプライベート・家庭生活のバランス）

続いて、仕事とプライベート・家庭生活の
バランスに関する「理想」と「現実」を見て
みる。
「理想」については、男女ともに、いずれ
の年代、配偶状況、子供の有無別で見ても、
「仕事とプライベート・家庭生活を両立」が
４～５割を占め、「プライベート・家庭生活
を優先」「プライベート・家庭生活に専念」
したいという割合も合計で３～５割を占め
る。子供のいる20代男性の「理想」を見ると、
37.6％が「プライベート・家庭生活を優先」
「プライベート・家庭生活に専念」したいと
考えており、40～50代と10％ポイント近く
差がある（40代28.6％、50代28.5％）。逆
に、「仕事に専念」「仕事を優先」したいとい
う意向は、50代以下では、配偶状況、子供
の有無別で見ても、女性は合計で１割未満、
男性も同１割前後と、強くない。
しかし、「理想」と「現実」の間には大き

な差がある。「現実」になると、男女ともに、
いずれの年代、配偶状況、子供の有無別で見
ても「仕事に専念」「仕事を優先」している
人の割合が大きくなり、50代以下の男性に
おいては、合計で35～45％程度を占める。
また、特に男性においては「プライベート・
家庭生活を優先」「プライべート・家庭生活
に専念」している人の割合が理想と比較して
大きく減少し、合計で１～２割となっている
（特－46図）。
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特－46図 仕事とプライベート・家庭生活のバランスの理想と現実（有業者）
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34.634.6

35.535.5

29.829.8

26.226.2

26.826.8

27.627.6

23.123.1

27.827.8

39.539.5

37.337.3

38.838.8

40.540.5

46.646.6

38.138.1

39.139.1

45.045.0

46.946.9

43.743.7

3.03.0

2.62.6

2.12.1

3.53.5

8.78.7
5.05.0

5.55.5

3.83.8

5.65.6

8.28.2

3.53.5

3.23.2

2.62.6

4.04.0

3.13.1

9.49.4
6.66.6

5.55.5

5.45.4

5.15.1

6.16.1

5.05.0

5.55.5

6.96.9

8.48.4

12.112.1

8.98.9
5.75.7

5.85.8

3.83.8

15.315.3

11.211.2

8.68.6

6.26.2

5.55.5

12.112.1

5.05.0

7.07.0

8.08.0

5.35.3

30.530.5

32.832.8

32.732.7

36.336.3

33.033.0

25.525.5

25.825.8

22.922.9

22.722.7

28.528.5

43.543.5

45.945.9

48.448.4

45.345.3

46.446.4

38.338.3

49.449.4

52.252.2

52.652.6

53.853.8

2.32.3

1.51.5

2.62.6

3.63.6

5.35.3

2.82.8

5.05.0

6.66.6

5.45.4

5.45.4

2.32.3

3.73.7

2.22.2

1.71.7

1.51.5

9.29.2
5.85.8

5.55.5

5.55.5

3.23.2

12.212.2

14.614.6

10.510.5

15.215.2

9.19.1

25.625.6

27.327.3

29.429.4

21.121.1

26.226.2

38.538.5

37.937.9

42.142.1

45.645.6

43.743.7

4.84.8

5.45.4

4.14.1

5.35.3

9.99.9

0 80604020 100
（％）

0 80604020 100
（％）

仕事を優先 仕事とプライベート・家庭生活を両立 プライベート・家庭生活を優先仕事に専念
考えたことがない・わからないプライベート・家庭生活に専念

20代
（n＝851）

30代
（n＝484）

40代
（n＝530）

50代
（n＝430）

60代
（n＝265）

20代
（n＝859）

30代
（n＝631）

40代
（n＝639）

50代
（n＝513）

60代
（n＝252）

女
性

男
性

〈配偶状況別〉
①理想

独身

〈子供有無別〉

有配偶

20代
（n＝194）

20代
（n＝914）

20代
（n＝131）

30代
（n＝691）

30代
（n＝656）

30代
（n＝519）

40代
（n＝1,030）

40代
（n＝619）

40代
（n＝941）

50代
（n＝797）

50代
（n＝425）

50代
（n＝802）

60代
（n＝445）

60代
（n＝161）

60代
（n＝549）

20代
（n＝230）

20代
（n＝948）

20代
（n＝141）

30代
（n＝1,015）

30代
（n＝851）

30代
（n＝795）

40代
（n＝1,570）

40代
（n＝865）

40代
（n＝1,344）

50代
（n＝1,457）

50代
（n＝702）

50代
（n＝1,268）

60代
（n＝1,103）

0 80604020 100
（％）

0 80604020 100
（％）

女
性

男
性

子供無し 子供有り

60代
（n＝316）

60代
（n＝1,039）

特
集
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活
様
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・
働
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19.219.2

15.515.5

14.014.0

12.112.1

8.78.7

14.914.9

17.717.7

13.513.5

16.016.0

8.78.7

3.23.2

3.33.3

3.23.2

2.32.3

1.51.5

3.13.1

2.72.7

1.91.9

2.32.3

2.82.8

15.215.2

16.516.5

20.620.6

20.220.2

20.420.4

11.811.8

13.213.2

13.913.9

13.813.8

19.419.4

33.433.4

31.431.4

35.135.1

43.343.3

47.247.2

32.532.5

30.730.7

34.634.6

31.631.6

40.140.1

21.921.9

24.824.8

21.121.1

16.316.3

18.918.9

24.924.9

25.825.8

24.124.1

27.927.9

22.622.6

7.37.3

8.58.5
6.06.0

5.85.8

3.43.4

12.812.8

9.89.8

12.112.1

8.48.4

6.36.3

17.817.8

12.812.8

12.112.1

11.111.1

7.57.5

14.314.3

15.515.5

12.612.6

13.413.4

10.410.4

3.53.5

3.03.0

3.63.6

2.42.4

1.21.2

3.03.0

2.82.8

1.51.5

1.91.9

2.52.5

15.415.4

20.420.4

27.027.0

27.127.1

25.525.5

12.212.2

12.212.2

12.712.7

13.213.2

19.619.6

35.435.4

34.834.8

36.836.8

38.138.1

38.538.5

33.433.4

31.631.6

35.335.3

34.534.5

39.639.6

20.520.5

22.022.0

15.315.3

15.815.8

23.623.6

25.225.2

27.327.3

27.127.1

29.129.1

23.423.4

7.37.3

7.07.0
.25.2

5.65.6

3.73.7

11.811.8

10.610.6

10.910.9

8.08.0
4.44.4

12.212.2

8.58.5

8.78.7

8.48.4

8.08.0

12.112.1

5.95.9

7.77.7

9.89.8

6.26.2

9.99.9

7.77.7
2.12.1

3.03.0

3.13.1

5.05.0

2.32.3

1.41.4

1.31.3

1.31.3

26.726.7

29.129.1

29.129.1

34.534.5

32.132.1

10.610.6

11.311.3

10.010.0

10.310.3

19.219.2

33.633.6

38.238.2

45.545.5

39.939.9

45.445.4

35.535.5

35.835.8

38.838.8

41.541.5

49.049.0

15.315.3

12.912.9

12.512.5

11.811.8

10.410.4

28.428.4

36.236.2

33.833.8

29.329.3

21.121.1

2.32.3

3.73.7

2.02.0

2.42.4

1.11.1

8.58.5

8.48.4

8.38.3

7.87.8
3.33.3

8.28.2

7.77.7

8.18.1

7.87.8

7.47.4

10.910.9

6.66.6

8.08.0

9.39.3

6.86.8

9.39.3

6.46.4
2.42.4

3.03.0

3.43.4

3.53.5

2.52.5

1.31.3

1.21.2

1.31.3

24.224.2

29.729.7

32.232.2

38.338.3

36.636.6

13.013.0

10.910.9

9.99.9

10.410.4

19.319.3

43.343.3

39.739.7

45.645.6

37.137.1

41.841.8

38.338.3

35.535.5

38.638.6

41.641.6

48.348.3

10.810.8

13.213.2

9.89.8

11.511.5

10.110.1

28.328.3

35.235.2

34.034.0

29.729.7

21.421.4

4.14.1

3.53.5

1.81.8

2.32.3

0.70.7

6.16.1

9.49.4

8.28.2

7.77.7
2.92.9

0 80604020 100
（％）

0 80604020 100
（％）

仕事を優先 仕事とプライベート・家庭生活を両立 プライベート・家庭生活を優先仕事に専念
考えたことがない・わからないプライベート・家庭生活に専念

女
性

男
性

〈配偶状況別〉
②現実

独身

〈子供有無別〉

有配偶

0 80604020 100
（％）

0 80604020 100
（％）

女
性

男
性

子供無し 子供有り

20代
（n＝851）

30代
（n＝484）

40代
（n＝530）

50代
（n＝430）

60代
（n＝265）

20代
（n＝859）

30代
（n＝631）

40代
（n＝639）

50代
（n＝513）

60代
（n＝252）

20代
（n＝194）

20代
（n＝914）

20代
（n＝131）

30代
（n＝691）

30代
（n＝656）

30代
（n＝519）

40代
（n＝1,030）

40代
（n＝619）

40代
（n＝941）

50代
（n＝797）

50代
（n＝425）

50代
（n＝802）

60代
（n＝445）

60代
（n＝161）

60代
（n＝549）

20代
（n＝230）

20代
（n＝948）

20代
（n＝141）

30代
（n＝1,015）

30代
（n＝851）

30代
（n＝795）

40代
（n＝1,570）

40代
（n＝865）

40代
（n＝1,344）

50代
（n＝1,457）

50代
（n＝702）

50代
（n＝1,268）

60代
（n＝1,103）

60代
（n＝316）

60代
（n＝1,039）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	有配偶は事実婚及び内縁を含む。
３．	「子供有り」は子供がいる・子供を持ったことがある人。
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⑶ 長時間労働に対する意識
内閣府の調査で、年代別、配偶状況別に勤

務時間を見ると、女性の場合、20代では有
配偶者と独身者でフルタイム勤務者の割合に
大きな差は無いが、30代以上では、有配偶
者は独身者と比べてフルタイム勤務者の割合
が小さい。また、30～50代では、月25時間

以上残業をしている者の割合も小さい。一方、
男性については、どの年齢階級においても、
独身者よりも有配偶者の方が、フルタイム勤
務者の割合が大きく、月25時間以上残業し
ている者の割合も大きい傾向にある（特－
47図）。

特－47図 勤務時間（年代別）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	有配偶は事実婚及び内縁を含む。

18.318.3

23.123.1

23.623.6

27.727.7

46.446.4

12.612.6

15.515.5

12.512.5

12.912.9

22.622.6

12.512.5

15.915.9

15.315.3

15.615.6

17.717.7

8.68.6

9.79.7

14.914.9

18.718.7

20.620.6

38.538.5

33.133.1

37.037.0

38.638.6

26.426.4

26.226.2

30.030.0

28.028.0

31.231.2

34.134.1

16.816.8

14.014.0

12.612.6

9.39.3

7.57.5

22.222.2

20.320.3

18.818.8

17.317.3

12.712.7

7.27.2

6.86.8

6.66.6

4.44.4

0.80.8

16.316.3

12.012.0

14.214.2

8.88.8

3.23.2

6.76.7

7.07.0

4.94.9

4.44.4
1.11.1

14.114.1

12.512.5

11.611.6

11.111.1

6.76.7

29.929.9

40.440.4

52.752.7

59.659.6

66.366.3

1.71.7

1.61.6

1.01.0

2.52.5

21.821.8

3.63.6

10.310.3

10.910.9

10.910.9

10.810.8

2.22.2

3.03.0

3.83.8

7.57.5

13.713.7

35.135.1

26.526.5

24.424.4

18.318.3

16.216.2

25.225.2

24.324.3

28.128.1

34.134.1

37.337.3

12.912.9

10.910.9

5.65.6

6.06.0

2.92.9

27.027.0

25.625.6

27.027.0

23.923.9

14.414.4

8.28.2

5.95.9

2.62.6

2.42.4

2.52.5

19.619.6

21.921.9

18.518.5

15.815.8

6.46.4

10.310.3

6.16.1

3.83.8

2.82.8
1.31.3

24.324.3

23.623.6

21.621.6

16.116.1

6.46.4

0 80604020 100
（％）

フルタイムで残業が多い（月25～45時間残業）仕事
フルタイムで残業がある程度ある（月10～24時間残業）仕事 フルタイムで残業はほとんどない（月９時間以下残業）仕事
フルタイムで残業が非常に多い（月46時間以上残業）仕事

短時間勤務時間を調整・融通がきく仕事

女
性

男
性

独身 フルタイム
（残業月25
時間以上）

フル
タイム
計

13.9％ 69.2％

13.8％ 61.0％

11.5％ 61.1％

8.8％ 56.7％

1.9％ 35.8％

30.4％ 78.8％

24.6％ 74.8％

25.8％ 72.6％

19.9％ 68.4％

9.9％ 56.7％

20代
（n＝851）

30代
（n＝484）

40代
（n＝530）

50代
（n＝430）

60代
（n＝265）

20代
（n＝859）

30代
（n＝631）

40代
（n＝639）

50代
（n＝513）

60代
（n＝252）

0 80604020 100
（％）

女
性

男
性

有配偶 フルタイム
（残業月25
時間以上）

フル
タイム
計

18.6％ 66.5％

12.0％ 49.3％

6.4％ 36.4％

5.1％ 29.5％

3.8％ 22.9％

43.9％ 96.1％

45.5％ 95.5％

40.1％ 95.2％

31.9％ 89.9％

12.9％ 64.6％

20代
（n＝194）

30代
（n＝691）

40代
（n＝1,030）

50代
（n＝797）

60代
（n＝445）

20代
（n＝230）

30代
（n＝1,015）

40代
（n＝1,570）

50代
（n＝1,457）

60代
（n＝1,103）
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（男性が長時間労働を行う理由）
内閣府の調査からは、長時間労働を行って

いる男性は、必ずしも長時間働くことによる
メリットを感じているわけではないことが明
らかになっている。現在の勤務時間による影
響を見ると、フルタイムで残業が非常に多い
（月46時間以上残業）男性が、フルタイム
で残業が少ない（月24時間以下残業）男性
と比較して、現在の勤務時間によるプラスの

影響として感じている項目は、いずれの年代
においても「昇進・昇給によい影響を与える」
のみであるが、40～60代と比較して、20～
30代の方が、差が小さい（20～30代：月46
時間以上残業61.9％、月24時間以下残業
55.0 ％、40～ 60代：月46時間以上残業
54.2％、月24時間以下残業44.2％）（特－
48図）。

（勤務時間を減らしにくい理由）
月25時間以上残業を行っている男性の、勤

務時間を減らしにくい理由を見てみると、残

業時間、年代にかかわらず、「仕事量が多く仕
事・業務が終わらない」（月25～45時間残業：
20～30代58.5％、40～60代63.0％、月46時

特－48図 現在の勤務時間による影響（男性）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「A：自分がやりたい仕事ができる」と「B：自分がやりたい仕事ができない」等の対照的な選択肢を提示し、どち
らの方に近いかを質問。「Aに近い」「どちらかといえばAに近い」の累計値を掲載。

64.6

55.0

64.6

65.4

61.2

59.3

60.8

50.7

59.6

59.0

61.1

61.9

65.4

43.1

39.8

43.3

45.1

41.8

61.5

61.9

60.1

57.3

43.5

44.4

46.8

46.8

40.7

69.0

44.2

72.5

71.8

63.3

61.3

65.4

55.1

66.1

61.3

47.3

66.6

66.3

36.8

35.2

41.3

39.4

40.4

66.0

54.2

58.8

61.4

43.0

38.5

41.1

39.5

41.1

20～39歳 40～69歳

自分がやりたい仕事が
できる

フルタイム
（月46時間以上残業）（n＝496）
フルタイム
（月25～45時間残業）（n＝483）
フルタイム
（月24時間以下残業）（n＝1,360）

フルタイム
（月46時間以上残業）（n＝793）
フルタイム
（月25～45時間残業）（n＝736）
フルタイム
（月24時間以下残業）（n＝2,946）

0 80604020 100 0 80604020 100
（％） （％）

知人などとの繋がりが
増える

昇進・昇給によい影響を
与える

仕事で周りに負担を
かけることがない

職場での人間関係が
円滑になる

趣味等の時間を
十分取りやすい

家事・育児等の時間を
十分取りやすい
家族との

コミュニケーションの
時間を取りやすい

ワーク・ライフ・バランス
を保つことができる
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間以上残業：20～30代47.5％、40～60代
52.4％）が最も多い。月46時間以上残業を行っ
ている20～30代の男性と40～60代の男性を
比較すると、20～30代は上の年代と比較して、
「周囲が家族より仕事を優先すべきと考えて
いる」（20～30代21.1％、40～60代11.4％）、
「将来的に昇進・昇格しにくくなる」（20～30
代15.7％、40～60代7.7％）、「残業する人を
評価する風潮がある」（20～30代32.7％、40
～60代25.6％）とする割合が大きい一方、40
～60代は下の年代と比較して、「自分にしかで

きない仕事がある」（20～30代17.0％、40～
60代28.2％）、「職場の人手不足」（20～30代
38.6％、40～60代43.9％）、「残業代が必要」
（20～30代6.7％、40～60代12.0％）とする
割合が大きい（特－49図）。
これらのことから、男性は自ら望んで長時間

労働を行っているのではなく、長時間労働をせ
ざるを得ない状況にある場合も多いと考えられ
るが、その中でも、20～30代の男性は、上の
年代と比較して、周囲の目を気にした結果、長
時間労働となっている場合が多いと考えられる。

特－49図 勤務時間を減らしにくい理由（男性）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	仕事（収入を伴う仕事、学業）の時間について「大幅に減らしたい」「少し減らしたい」とした人が対象。
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２．女性の働き方を取り巻く状況
第１節では、女性は男性と比較して正規雇

用比率が低く、令和４（2022）年時点で、
女性雇用者の半分以上が非正規雇用労働者と
なっており、その理由として、女性に無償労
働時間が偏っていることから、正規雇用労働
者として働くことと家事・育児等を両立させ
ることに課題を感じ、非正規雇用を選択して
いる場合が多いことを指摘した。
（現在の職業・雇用形態で働いている理由）

非正規雇用労働者が現在の職業・雇用形態
で働いている理由について、内閣府の調査で
も確認をすると、全ての年齢階級で男女で割
合に差異があり、女性の方が大きい項目は「自
分で自由に使えるお金が欲しいので」「家事・
育児等と両立がしやすいので」、男性の方が
大きい項目は「その形でしか雇用されないの
で」となっている。女性については、世代間
で10％ポイント以上差がある項目はないが、
男性においては、40～60代で、20～30代と
比較して「その形でしか雇用されないので」
の割合が大きい（20～30代21.6％、40～60
代36.7％）。一方、20～30代では、40～60
代と比較して「特に理由はない」の割合が大

きく（20～30代25.4％、40～60代10.6％）、
男性の非正規雇用労働者として働くことに対
する考え方が変わってきている可能性がある。
女性について配偶状況別でも見てみると、

有配偶の場合、「家事・育児等と両立がしや
すいので」の割合が最も大きく、40～60代
と比較して20～30代で割合が大きい（20～
30代51.5％、40～60代39.8％）。一方、「自
分で自由に使えるお金が欲しいので」（20～
30代25.9％、40～60代36.5％）、「社会保険
料や配偶者控除などを考えて」（20～30代
19.5％、40～60代24.2％）は20～30代と
比較して40～60代で割合が大きい。子供の
いる女性においても、同様の傾向が見られる
が、子供のいる20～30代の女性の場合、特
に「家事・育児等と両立がしやすいので」と
する傾向が強く、約６割となっている（特－
50図）。
20～30代の女性が非正規雇用労働者とし

て働くことを選択する際には、仕事と家事・
育児等を両立することを重視している一方、
40～60代の女性は、20～30代と比較して、
自分の収入はあくまで家計の補助と捉えてい
る人が多いことがうかがえる。
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特－50図 現在の職業・雇用形態で働いている理由（非正規雇用労働者）
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（正規雇用労働者として働く条件）
現在、非正規雇用労働者もしくは無職者に、

どのような条件であれば「正規雇用労働者」
として働きたいかを聞いたところ、20～30代
女性は、40～60代と比較して、「仕事と育児・
介護との両立に関して理解のある職場であれ
ば」（20～30代24.2％、40～60代11.1％）、「働
く時間を調整しやすい・融通がきく仕事であれ
ば」（20～30代43.8％、40～60代32.9％）の
割合が大きく、仕事と家事・育児等を両立し

ながら、正規雇用で働くことを望んでいる人が
多いことが分かる。一方、40～60代女性は、
約４割が「わからない・考えたことがない」と
しており、20～30代と比較して16.4％ポイン
ト高い（20～30代23.9％、40～60代40.3％）。
非正規雇用労働者として働いている女性に

ついて、配偶状況別に見てみると、有配偶の
20～30代女性は、上の年代と比較して、「仕
事と育児・介護との両立に関して理解のある
職場であれば」（20～30代33.0％、40～60
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代15.7％）、「自分の家事・育児などの負担が
軽くなれば」（20～30代30.9％、40～60代
16.9％）、「働く時間を調整しやすい・融通が
きく仕事であれば」（20～30代51.2％、40～
60代38.0％）の割合が大きい。子供の有無
別に見ても同様で、子供のいる20～30代女
性は、上の年代と比較して「仕事と育児・介

護との両立に関して理解のある職場であれ
ば」（20～30代40.8％、40～60代16.1％）、「自
分の家事・育児などの負担が軽くなれば」（20
～30代33.9％、40～60代16.3％）、「働く時
間を調整しやすい・融通がきく仕事であれば」
（20～30代53.6％、40～60代37.4％）の割
合が大きい（特－51図）。

特－51図 どのような条件であれば「正規雇用労働者」として働きたいと思うか

35.7

29.3

6.7

6.9

24.5

12.2

9.1

12.3

19.0

25.7

5.0

30.5

27.2

43.8

20.4

24.2

28.8

13.6

5.6

10.4

22.3

23.8

5.5

23.9

25.3

24.8

2.0

2.7

17.6

8.1

1.6

5.0

14.5

20.3

9.7

38.9

18.4

32.9

11.6

11.1

20.3

8.7

1.5

5.1

17.7

16.7

7.4

40.3

20～39歳 40～69歳

希望する職種に
正規の職があれば

女性／20～39歳（n＝2,019）
男性／20～39歳（n＝985）

女性／40～69歳（n＝5,274）
男性／40～69歳（n＝1,843）

0 604020 80 0 604020 80
（％） （％）

職場が教育・研修を
しっかりしてくれる
仕事であれば

＜男女別（非正規雇用労働者もしくは無職者）＞

働く時間を調整しやすい・
融通がきく仕事であれば

自分の家事・育児などの
負担が軽くなれば

仕事と育児・介護との
両立に関して理解のある

職場であれば
長時間労働や残業がない

仕事であれば

テレワークできる
仕事であれば

キャリア形成が期待できる
仕事であれば

責任が大きくない
仕事であれば

満足のいく所得が
得られるのであれば

今の働き方が
変わらないのであれば

わからない・
考えたことがない

68 １ 令和４年度男女共同参画社会の形成の状況

      



20.3

51.2

30.9

33.0

29.3

11.1

2.6

6.9

21.1

20.3

13.5

17.9

34.4

42.6

7.5

9.3

30.0

11.0

5.6

11.8

29.0

28.6

11.8

19.1

22.0

38.0

16.9

15.7

22.8

6.3

1.6

5.3

19.1

18.9

18.2

27.0

33.4

34.4

5.6

7.2

25.1

8.3

1.2

4.6

22.7

27.9

22.1

21.1

20～39歳 40～69歳

希望する職種に
正規の職があれば

女性／独身（n＝517）
女性／有配偶（n＝379）

女性／独身（n＝569）
女性／有配偶（n＝1,464）

0 604020 80 0 604020 80
（％） （％）

職場が教育・研修を
しっかりしてくれる
仕事であれば

＜女性、配偶状況別（非正規雇用労働者）＞

働く時間を調整しやすい・
融通がきく仕事であれば

自分の家事・育児などの
負担が軽くなれば

仕事と育児・介護との
両立に関して理解のある

職場であれば
長時間労働や残業がない

仕事であれば

テレワークできる
仕事であれば

キャリア形成が期待できる
仕事であれば

責任が大きくない
仕事であれば

満足のいく所得が
得られるのであれば

今の働き方が
変わらないのであれば

わからない・
考えたことがない

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

69

      



（仕事での昇進等について）
仕事での昇進等についての20代時点での

考え方を見てみると、男性では、「昇進でき
ると思っている・いた（以下「昇進できる」
という。）」「いずれは管理職につきたいと思っ
ている・いた（以下「管理職につきたい」と
いう。）」について、年代の差はあまりないも
のの、「この仕事を長く続けたいと思ってい
る・いた（以下「長く続けたい」という。）」
とする割合は、若い年代ほど小さくなってい
る。女性では、若い年代ほど、「長く続けたい」、

「昇進できる」、「管理職につきたい」と考え
る割合が大きい。特に「昇進できる」「管理
職につきたい」は、20代と40～60代で10％
ポイント以上の差があり、男女雇用機会均等
法や女性活躍推進法などの法整備に伴い、自
分が仕事を長く続けることができる・続けた
い、昇進できる・したい、管理職につくこと
ができる・つきたいと思う若い女性が増加し
てきていると推察される（特－52図）。
しかしながら、現状では、女性の正規雇用

比率は、出産後に低下する傾向にある。前述
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働く時間を調整しやすい・
融通がきく仕事であれば

自分の家事・育児などの
負担が軽くなれば

仕事と育児・介護との
両立に関して理解のある

職場であれば
長時間労働や残業がない

仕事であれば

テレワークできる
仕事であれば

キャリア形成が期待できる
仕事であれば

責任が大きくない
仕事であれば

満足のいく所得が
得られるのであれば

今の働き方が
変わらないのであれば

わからない・
考えたことがない

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	有配偶は事実婚及び内縁を含む。
３．	「子供有り」は子供がいる・子供を持ったことがある人。
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のとおり、20～30代の女性が仕事と家事・
育児等を両立することを重視して非正規雇用
労働者として働くことを選択していること
や、正規雇用労働者として働く条件として、
仕事と育児・介護との両立に関して理解のあ
る職場であること、自分の家事・育児負担が
軽くなることとする割合が大きいことから
は、無償労働時間が女性に偏っている我が国
において、仕事と家庭の両立に課題を感じて
いる女性が多いことが推察される。このこと
は、第１節で触れたとおり、内閣府の実施し
た世論調査20において、「育児や介護、家事
などに女性の方がより多くの時間を費やして
いることが、職業生活における女性の活躍が
進まない要因の一つである」という意見につ

いて、女性の場合は、全ての年齢階級で「そ
う思う」「どちらかといえばそう思う」の合
計が８割を超えていることに表れている
（特－29図再掲）。
我が国の未来を担う若い世代の、家庭でも

社会でも活躍したいという希望が叶えられる
社会を作ることは極めて重要であり、女性が
家事・育児等を行いながら仕事を継続できる
だけでなく、しっかりとキャリア形成ができ
るような環境を整えることが必要であると考
えられる。そのためには、現在の雇用慣行を
改め、長時間労働を是正し、柔軟な働き方を
浸透させることに加え、男女間で家事・育児
を公平に分担することも重要である。

特－52図 仕事の継続希望、昇進希望（20代時点での考え方）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	20代の人は現在どう思っているか、30～60代の人は20代の頃どう思っていたかについて回答。
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25.625.6

22.622.6

16.216.2

13.013.0

9.69.6

7.97.9

31.331.3

29.329.3

28.528.5

27.427.4

25.125.1

6.36.3

6.06.0

4.64.6

3.93.9

3.03.0

13.613.6

13.213.2

12.912.9

15.415.4

22.622.660代男性
（n＝2,017）

50代男性
（n＝2,159）

40代男性
（n＝2,389）

30代男性
（n＝1,809）

20代男性
（n＝1,545）

60代女性
（n＝2,140）

50代女性
（n＝2,205）

40代女性
（n＝2,393）

30代女性
（n＝1,811）

20代女性
（n＝1,532）

0 70605040302010 80

どちらかといえば当てはまる当てはまる

この仕事を長く続けたいと思っている・いた
（％）

0 70605040302010 80
（％）

0 70605040302010 80
（％）

昇進できると思っている・いた いずれは管理職につきたいと思っている・いた

20	 	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４（2022）年11月調査）。
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３．テレワークを取り巻く状況
コロナ前の令和元（2019）年は、テレワー

クを「導入している」企業は約２割にとどまっ
ていたが、コロナ下の令和２（2020）年に

急増し、約５割となった（特－53図）。ここ
では、コロナ下で普及した新しい働き方とい
える、テレワークが生活時間に与える影響を
考察する。

（テレワークの導入状況及び実施状況）
前述のとおり、コロナ下でテレワークは普

及したが、テレワークの導入状況は業種別に
見ると差があり、令和３（2021）年時点で、
情報通信業では97.7％の企業で導入されて
いる一方、運輸業・郵便業での導入率は
27.6％にとどまっている（特－54図）。また、
テレワーク実施率を男女別に見ると、この３
年間で最もテレワークが多かった時期の実施
率は、女性19.4％、男性35.7％、この３か
月間21の実施率は、女性16.0％、男性30.4％
となっており、男女間で実施率に差がある。
雇用形態別に見ると、正規雇用労働者の場合
は、この３年間で最もテレワークが多かった
時期の実施率は、女性27.9％、男性39.3％、
この３か月間の実施率は、女性22.4％、男

性33.2％となっており、同じ正規雇用労働
者であっても、男女間で実施率に差がある。
非正規雇用労働者の場合は、この３年間で最
もテレワークが多かった時期の実施率は、女
性10.6％、男性17.8％、この３か月間の実
施率は、女性8.7％、男性14.1％となってお
り、男女ともに正規雇用労働者と比較して実
施率が低く、男女間でも実施率に差がある。
女性のテレワーク実施率が男性と比較して低
い理由は、女性は男性と比較して非正規雇用
労働者が多いことに加え、女性労働者の多い
産業では、男性労働者の多い産業と比較して
テレワークの導入がされていないことが多
く、同じ雇用形態内でも実施率に差が生じて
いるものと考えられる（特－55図）。

特－53図 テレワークの導入状況の推移

（備考）	総務省「通信利用動向調査」より作成。
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21	 	令和４（2022）年10～12月を想定。
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特－54図 テレワークの導入状況（産業分類別）

（備考）	総務省「通信利用動向調査」より作成。
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特－55図 テレワ－クの実施状況

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「最も多かった時期」は、ここ３年の間を想定して回答。「この３か月間」は、令和４（2022）年10～12月を想定
して回答。
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（テレワークの日の時間の使い方）
有業者の仕事のある日の１日の時間の使い

方を、テレワークの日と、テレワーク以外の
日で比較してみると、テレワークの日は、男
女ともに、どの年代も、通勤時間だけでなく、
仕事時間が減り、男性の場合は家事・育児時
間が増えている（特－56図）。
有配偶の正規雇用労働者の男性、フルタイ

ムで残業の多い（月46時間以上残業）男性
についても同様の傾向が見られ、特にフルタ
イムで残業の多い男性では、いずれの年代に
おいても、テレワークの日の仕事時間がテレ
ワーク以外の日よりも１時間以上短くなって
おり、家事・育児時間は30分以上長くなっ
ていることが分かる（特－57表）。
総務省の社会生活基本調査において、有業

者で、平日にテレワーク（在宅勤務）をした
人とそれ以外の人の生活時間を比較してみて
も、テレワークをした男性は、それ以外の男
性よりも65歳未満の全ての年齢階級で仕事
時間が短く、家事・育児時間が長い。また、
年齢階級別に見ると、35～44歳のテレワー
クをした女性はそれ以外の女性よりも育児時
間が長く、25～34歳、45～54歳、55～64
歳の女性は、仕事時間が長い。さらに、男女
ともに15～24歳以外の全ての年齢階級で、
３次活動の時間が長くなっている（特－58

図）。
テレワークの場合、労働者が上司等とコ

ミュニケーションを取りにくい、上司等が労
働者の心身の変調に気付きにくいなどの状況
が生じる場合もある。また、勤務時間とそれ
以外の区別がつけづらく、使用者は労働時間
の管理の現認ができないため、コミュニケー
ションの取り方や労働時間の把握に工夫が必
要である点には注意が必要である22。しかし
ながら、テレワークの実施は、主に男性の労
働時間を減らし、家事・育児時間を増やす効
果があることに加え、ほぼ全ての年齢階級で
３次活動や睡眠の時間が長くなっていること
から示唆されるように、通勤時間を短縮した
時間を余暇や睡眠時間に充てることで、心身
の負担の軽減につながる可能性がある23。ま
た、フレックスタイム制度なども含めた柔軟
な働き方を推進することにより、短時間勤務
を選択していた女性がフルタイムで勤務する
ことが可能となり、このことが女性のキャリ
ア形成に寄与することも期待できる。さらに、
テレワークの普及に伴い、転勤制度を見直す
企業も一部出てきており、長時間労働や転勤
を当然とする働き方を見直すきっかけにもな
ると考えられることから、一層の普及が期待
される。

22	 	テレワークのデメリットについては、内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
（第１回～第６回）でも指摘されている。

23	 	厚生労働省「令和４年版 過労死等防止対策白書」の中でも、テレワーク実施による心身への好影響が報告されている。
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特－56図 テレワ－クをした日としない日の時間の使い方の差（仕事のある日、有業者）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	n値は次のとおり。テレワークをしない日：20代女性1,045、30代女性1,175、40代女性1,560、50代女性1,227、
60代女性710、20代男性1,089、30代男性1,646、40代男性2,209、50代男性1,970、60代男性1,355。テレワー
クの日：20代女性285、30代女性306、40代女性341、50代女性203、60代女性124、20代男性435、30代男性
661、40代男性843、50代男性731、60代男性486。
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特－57表 仕事のある日の時間の使い方（有配偶男性、テレワーク以外の日とテレワークの日）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	有配偶は事実婚及び内縁を含む。

正規雇用男性
①テレワーク以外の日
20-39歳（n＝1,171）
40-69歳（n＝3,165）

②テレワークの日
20-39歳（n＝521）
40-69歳（n＝1,308）

差異
（②－①）

仕事時間
20-39歳 ９時間05分 ８時間15分 －50分

40-69歳 ８時間47分 ８時間11分 －36分

家事・育児時間
20-39歳 １時間26分 １時間54分 ＋28分

40-69歳 ０時間43分 １時間06分 ＋23分

家族と遊んだり
くつろいだり
する時間

20-39歳 １時間21分 １時間36分 ＋15分

40-69歳 １時間22分 １時間35分 ＋13分

自分のことに
使う時間

20-39歳 １時間23分 １時間42分 ＋19分

40-69歳 １時間49分 2時間17分 ＋28分

フルタイム（月46時間
以上残業）男性

①テレワーク以外の日
20-39歳（n＝296）
40-69歳（n＝645）

②テレワークの日
20-39歳（n＝156）
40-69歳（n＝261）

差異
（②－①）

仕事時間
20-39歳 ９時間44分 ８時間29分 －１時間15分

40-69歳 ９時間35分 ８時間28分 －１時間07分

家事・育児時間
20-39歳 １時間15分 １時間55分 ＋40分

40-69歳 ０時間45分 １時間19分 ＋34分

家族と遊んだり
くつろいだり
する時間

20-39歳 １時間01分 １時間22分 ＋21分

40-69歳 １時間16分 １時間28分 ＋12分

自分のことに
使う時間

20-39歳 １時間14分 １時間31分 ＋17分

40-69歳 １時間35分 １時間56分 ＋21分
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４．育児休業を取り巻く状況
男女別の育児休業取得状況については、第

１節で概観したが、ここでは、育児休業取得
に関する希望と現実の差や、男性の育児休業
取得率が女性と比較して低い理由について考
察する。

（育児休業取得経験）
内閣府の調査において、育児休業取得経験

を見ると、20～30代では、「過去に自分が育
児休業を取った」「現在自分が育児休業取得
中」の合計が、女性は41.4％、男性は22.2％
となっている（特－59図）。

特－58図 テレワーク（在宅勤務）をした人とそれ以外の人の生活時間の差（平日、令和３（2021）年）

（備考）１．	総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．	「その他」には、「身の回りの用事」、「食事」、「学業」が含まれる。
３．	「３次活動」とは、睡眠、食事など生理的に必要な活動（１次活動）、仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な

性格の強い活動（２次活動）以外の、各人が自由に使える時間における活動を指し、「移動（通勤・通学を除く）」、
「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎ」、「学習・自己啓発・訓練（学業以外）」、「趣味・娯楽」、「スポー
ツ」、「ボランティア活動・社会参加活動」、「交際・付き合い」、「受診・療養」、「その他」が含まれる。
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特－59図 育児休業の取得経験

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	子供がいる・子供を持ったことがある人が対象。
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（育児休業取得の希望）
こうした中、年代別、子供の有無別の育児

休業取得の希望24を見てみると、子供のいな
い女性の場合、20～30代の約７割、40代以
上の女性の約６割が「２か月以上取得したい」
としており、20～30代の場合は５割以上が
「半年以上取得したい」としている。子供が
いる女性は、20代の約６割、30代の約５割、
40代以上の約４割が「２か月以上取得した
い」としており、20代の約５割、30代の約
４割が「半年以上取得したい」としている。
男性の場合は、女性と比較して長期での育児
休業取得を希望する割合は小さいが、子供の
有無にかかわらず、年代が低い方が「２か月
以上取得したい」と考える割合が大きく、

20代の約３割が「２か月以上取得したい」
としている。また、年代が低い方が育児休業
の取得意向25が強く、20～30代では、６割
を超える（特－60図）。しかし、第１節でも
見たとおり、令和３（2021）年度の実際の
男性の育児休業取得率は、民間企業で
13.97％、国家公務員で34.0％、地方公務員
で19.5％となっている（特－18図再掲）。ま
た、実際の男性の育児休業取得者の取得期間
は、民間企業で約６割が１か月未満、国家公
務員で約７割、地方公務員で約５割が１か月
以下となっており（特－19図再掲）、男性の
育児休業の取得について、希望と現実には差
があることが分かる。

24	 	子供がいる人は、実際の取得期間ではなく、希望としてどのように考えていたかを回答。
25	 	「育児休業を半年以上取得したい」「育児休業を４～５か月（半年未満）取得したい」「育児休業を２～３か月取得したい」「育児

休業を１か月程度取得したい」「育児休業を数日間取得したい」の合計。

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

79

      



（男性の育児休業取得率が女性と比較して低
い理由）
男性の育児休業取得率が女性に比べて低い

理由についての考え方を見てみると、男女と
もに、総じて「男性の方が家計を支える必要
があるから」「男性の方が昇進・昇給にマイ
ナスの影響があるから」「男性の方が上司や
同僚の支援を受けにくいから」の割合が大き
い。また、「女性の方が給与が低い場合が多
いから」は、若い世代での男女差が大きく、
20～30代では女性の方が約10％ポイント大
きい（特－61図）。男女間賃金格差や長時間

労働等の慣行、性別役割分担等の意識の両面
が、男性の育児休業取得率を上げられない要
因となっていると考えられる。
しかし、男女ともに「男性の方が上司や同

僚の支援を受けにくいから」「女性は家事・
育児等に向いているから」と回答した者の割
合は年代が低い方が小さい傾向にある。また、
女性では、「男性の方が昇進・昇給にマイナ
スの影響があるから」「男性の方がより責任
の重い仕事を担っているから」と回答した者
の割合は年代が低い方が小さく、性別役割分
担の意識は若い世代では少なくなってきてい

特－60図 育児休業取得の希望（年代別、子供の有無別）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	第一子が生まれてから、子供が０～３歳の頃を想定。
３．	「子供無し」は子供を持ったことがないが、今後子供を持ちたい人（妊娠中も含む）、「子供有り」は子供がいる・

子供を持ったことがある人。実際の取得期間ではなく、希望としてどのように考えていたかを回答。
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る可能性がある。なお、別の調査26でも、「男
性は仕事をして家計を支えるべきだ」「共働
きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべき

だ」について、20～40代の方が、50～60代
と比較して、「そう思う27」割合が小さくなっ
ている（特－62図）。

特－61図 男性の育児休業取得率が女性に比べて低い理由
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26	 	内閣府「令和４年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」（令和４（2022）年11月
公表）。

27	 	「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の累計値。
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（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	有配偶は事実婚及び内縁を含む。
３．	「子供有り」は子供がいる・子供を持ったことがある人。
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（育児休業取得への考え方）
育児休業取得経験者の育児休業取得への考

え方を見てみると、男女で差が大きい項目は、
20～30代では、「収入が減り不安な状態にな
る」（女性83.1％、男性70.9％）、「復帰後の
スキル・経験に同僚との差が出る」（女性
70.8％、男性58.6％）、「子供との良い関係
を築くことができる」（女性90.0％、男性

78.8％）、40～60代では「子供との良い関
係を築くことができる」（女性87.8％、男性
79.3％）で、いずれの項目も女性の割合の
方が大きい。なお、20～30代女性で、「復帰
後のスキル・経験に同僚との差が出る」の割
合が大きいのは、女性の方が長期間の取得意
向があることの影響もあると考えられる
（特－63図）。

特－62図 性別役割意識（性・年代別）

（備考）	内閣府「令和４年度	性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」より作成。
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（育児休業取得の効果）
育児休業取得経験者の育児休業取得への考

え方では、男女ともに「子供との良い関係を
築くことができる」とする割合が最も大きい。
また、20～30代男性は、女性と比較して「仕
事から離れることで価値観が広がる」（女性
67.5％、男性72.4％）の割合が大きい。実
際に育児休業を取得した男性が、取得による
プラスの効果を感じていることは、特筆すべ
きことであると考えられる（特－63図再掲）。
子供のいる男女の、自分自身の家事・育児

スキルへの評価を見ると、育児休業取得経験

のある男性の方が、育児休業取得経験のない
男性と比較して、自分自身の家事・育児スキ
ルへの評価が高い（特－64図）。また、配偶
者が実施する家事・育児への満足度を見ると、
男性では、配偶者（妻）が実施する家事・育
児への満足度は、配偶者（妻）の育児休業取
得経験の有無では大きく変わらないが、女性
では、配偶者（夫）が実施する家事・育児へ
の満足度は、配偶者（夫）に育児休業取得経
験がある方が高い傾向にある（特－65図）。
さらに、生活時間に目を向けると、全ての

年代で、育児休業取得経験のある男性の方が、

特－63図 育児休業取得への考え方（育児休業取得経験者）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の累計値を掲載。
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育児休業取得経験のない男性と比較して、仕
事がある日の家事・育児時間が長い（特－
66図）。
上記のデータからは、家事・育児への参画

意欲が高い男性が育児休業を取得しているの
か、育児休業を取得することにより男性の家

事・育児参画意欲が高まるのかの因果関係ま
では読み取れないが、育児休業取得と男性の
家事・育児参画については正の相関関係があ
ると考えられ、男性の育児休業取得を促進し
ていくことには意味があると考えられる。

特－64図 育児休業取得経験有無別家事・育児スキルの自己評価

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	対象は、子供がいる・子供を持ったことがある人。
３．	「経験有り」は育児休業を取得したことがある人、もしくは現在取得中の人。「経験無し」は育児休業を取得したこ

とがない人。
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特－65図 配偶者の育児休業取得経験有無別配偶者の実施する家事・育児への満足度

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	対象は、子供がいる・子供を持ったことがある人。家事への満足度については、配偶者と同居している人が対象。
３．	「経験有り」は配偶者が育児休業を取得したことがある人、もしくは現在取得中の人。「経験無し」は配偶者が育児

休業を取得したことがない人。
４．配偶者には、事実婚・内縁の関係を含む。
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特－66図 育児休業取得経験有無別仕事がある日の家事・育児時間

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	対象は、子供がいる・子供を持ったことがある有業者。
３．	「経験有り」は育児休業を取得したことがある人、もしくは現在取得中の人。「経験無し」は育児休業を取得したこ

とがない人。
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COLUMN
4
コラム

我が国の育児休業制度は世界一！？男性の育児休業の変遷と背景

UNICEF�Office�of�Research�-�Innocenti（ユニセフの専門研究センター）の報告書「先
進国の子育て支援の現状（Where�Do�Rich�Countries�Stand�on�Childcare?）」（令和３
（2021）年６月）では、経済協力開発機構（OECD）及び欧州連合（EU）加盟国を対象に、
各国の保育政策や育児休業政策を評価し、順位付けしている。総合評価では、ルクセンブル
ク、アイスランド、スウェーデン、ノルウェー、ドイツが上位国であるが、我が国は、育児
休業制度では１位と順位付けられている（表１）。完全賃金の週数に再計算した父親の育児
休業の期間が最も長いこと（図２）が評価された結果である。なお、同報告書では、制度を
導入した際は男性の取得率は低かったものの、近年では取得率が上がっていること、政府が
さらに取得率を上げることを目的に、令和３（2021）年により柔軟な内容となるよう、制
度を改正したことも紹介されている。

（表１）育児休業、保育へのアクセス、保育の品質、保育の価格別ランキング

（備考）１．	UNICEF	Office	of	Research	–	 Innocenti（ユニセフの専門研究センター）の報告書「先進国の子育て
支援の現状（Where	Do	Rich	Countries	Stand	on	Childcare?）」（令和３（2021）年６月）より抜粋。

２．背景が黄色は上位３分の１、ピンクは中位３分の１、紫は下位３分の１であることを示している。

順位 国 育児休業 アクセス 品質 手頃な価格

1 ルクセンブルク 5 3 13 16

2 アイスランド 19 5 1 15

3 スウェーデン 9 4 17 10

4 ノルウェー 6 12 20 8

5 ドイツ 13 21 9 4

21 日本 1 31 22 26

＜ランキングを構成する指標＞
○育児休業
・	2018年に完全有給相当で母親が取得できる有給の雇用保護休暇
の週数

・	2018年に完全有給相当で父親に確保された有給の雇用保護休暇
の週数

○アクセス
・	2019年に週１時間以上幼児教育・保育を利用した３歳以下の子供
・	2018年に就学前の１年間、組織的な学習をした子供

○品質
・	2018年の組織的保育における児童と教師の比率
・	保育の先生になるための最低限必要な資格

○手頃な価格
・	2020年時点の平均所得の共稼ぎ夫婦と子供２人世帯の、保育の
価格（政府補助金後）

・	2020年時点の低所得の片親と子供２人の世帯の、保育の価格（政
府補助金後）

COLUMN
4
コラム
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以降では、我が国の育児休業制度について、その変遷と、制度が求められた背景を、特に
男性の育児参画や育児休業取得の促進の視点から紹介する。
平成３（1991）年に成立した育児・介護休業法について、平成21（2009）年（平成22

（2010）年施行）の改正では、「パパ・ママ育休プラス」が創設された。これにより、「父
母ともに育児休業を取得した場合」は、育児休業を子が１歳２か月に達するまで（のうち１
年間まで）取得できるようになった（原則は１歳まで）。さらに、出産後８週間以内の父親
の育児休業取得の促進のため、妻の出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特
例として、育児休業の再度の取得を認めた（パパ休暇）。また、配偶者が専業主婦（夫）で
あれば育児休業の取得を不可とすることができた制度が廃止された。
この背景について、政府の社会保障国民会議1最終報告（平成20（2008）年11月）で「男

性（父親）の長時間労働の是正や育児休業の取得促進などの働き方の見直しが必要。」と指
摘されたことのほか、当時の現状認識として、次の点が挙げられている2。
○�勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっているなかで、女性だけでなく男性も子育てが
でき、親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められている。

○�男性の約３割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は1.56％（図３）。
男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準。

（図２）育児休業の週数（完全賃金の週数に再計算したもの）（平成30（2018）年）

（備考）１．	UNICEF	Office	of	Research	–	 Innocenti（ユニセフの専門研究センター）報告書「先進国の子育て支
援の現状（Where	Do	Rich	Countries	Stand	on	Childcare?）」（令和３（2021）年６月）より抜粋。

２．	完全賃金の週数とは、例えば10週間の休暇を通常給与の50％で取得する場合、給与に換算すると５週間
となるとして再計算したもの。
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母親が利用できる休暇
父親に確保された休暇

1� �社会保障国民会議は、社会保障のあるべき姿と財源問題を含む以降の改革の方向について、国民目線で議論する場として、
内閣総理大臣の下に平成20（2008）年１月に設置され、同年11月に最終報告を取りまとめた。

2� �厚生労働省「平成21年改正法の概要『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇
用保険法の一部を改正する法律の概要』」及び「改正育児・介護休業法参考資料集」より。
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○�男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、女性に子育てや家事の負荷がかかり
すぎていることが、女性の継続就業を困難にし、少子化の原因にもなっている。

平成29（2017）年（同年施行）には、男性の育児参画を促進するため、就学前までの子
供を有する労働者が育児にも使える休暇が新設された。これは、事業主に対し、小学校就学
の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措
置を設けることに努めることを義務付けたもので、背景には、配偶者の妊娠・出産に際して
男性が取得した休暇・休業制度をみると、育児休業制度以外の休暇が多く利用されており、
育児を目的とした休暇は高いニーズがあると見込まれたことがある3。
最も新しい改正は、令和３（2021）年６月（令和４（2022）年４月より順次施行）で、

「産後パパ育休（出生時育児休業）」が創設された。これにより、男性の育児休業促進のため、
出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが用意されたほか、妊娠・出産等（本人又
は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確
認のための措置を講ずることを、事業主に義務付けた。また、同改正によって、従業員数1,000
人超の企業について、男性の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等及び育児目的休暇の
取得率」の公表の義務付けが令和５（2023）年４月に施行され、父親の育児・家事分担を
さらに後押しするものとなっている。

（図３）男性育児休業取得率

（備考）１．	厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。
２．	平成23（2011）年度の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

1.56

13.97

3
（2021）（年度）

2
（2020）

令和元
（2019）

30
（2018）

29
（2017）

28
（2016）

27
（2015）

26
（2014）

25
（2013）

24
（2012）

23
（2011）

22
（2010）

21
（2009）

20
（2008）

19
（2007）

17
（2005）

平成16
（2004）

0

16
（％）

14

12

10

8

6

4

2

全体 子供有り 全体 子供有り
調査数（n） 1,553 1,104 752 801 515
育児休業制度 50.9 50.0 31.8 68.9 69.3

男性 女性
全体 子供有り

589
33.1

両立支援制度の利用意向（従業員調査） （％）

（備考）ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」
（平成20（2008）年）より作成。

3� �厚生労働省「平成29年改正法の概要」より。
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国立研究開発法人国立成育医療研究センターによる研究分析４結果では、乳児期の父親の
育児への関わりが多いことが、子供が16歳時点でのメンタルヘルス不調を予防する可能性
が示唆されている。父親が育児休業を取得しやすくなるよう、職場や社会の環境を整備する
ことは、母親の負担を減らすだけでなく、子供へも好影響が見込まれることから、ますます
重要性が高まっている。
しかしながら、日本の男性の育児休業取得率は直近の令和３（2021）年度でも13.97％

であり、諸外国と比較しても、まだまだ低い５。一方、前述のユニセフの専門研究センター
による報告では、「男女共同参画の取組が進んだ北欧諸国でさえ、男性の育児休業制度が導
入された当時は取得率が低かった」と、制度が定着するためには時間がかかることも指摘さ
れている。取得率の向上に向け、引き続き充実した制度を活用できる方向へ政策を図ってい
くことが重要である。

４� �国立研究開発法人国立成育医療研究センターが厚生労働省及び文部科学省が実施している21世紀出生児縦断調査を用い、
平成13（2001）年に生まれた子供がいる世帯で、父親の育児への関わり（「おむつを取り換える」「入浴させる」など）
の程度を最も少ない群から多い群まで４群に分けて、それぞれの群における16歳時点での子供のメンタルヘルスの状況
を比較した結果、最も関わりが少ない群と比較して、最も多い群では、メンタルヘルスの不調のリスクが10％下がって
いた（令和５（2023）年１月12日付国立研究開発法人国立成育医療研究センターニュースリリース「乳児期における
父親の育児への関わりが多いことが、子どもが16歳時点でのメンタルヘルスの不調を予防する可能性」より）。

５� �ユニセフの専門研究センターの報告によれば、比較可能な11か国（スロベニア、フィンランド、スウェーデン、デンマー
ク、スペイン、リトアニア、エストニア、アイルランド、ポーランド、オーストラリア及びハンガリー）の男性の育児
休業の平均取得率は55％である（UNICEF�Office�of�Research�–�Innocenti「先進国の子育て支援の現状（Where�Do�
Rich�Countries�Stand�on�Childcare?）」（令和３（2021）年６月）より）。
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（表４）「育児・介護休業法」における特に男性の育児参加を促進するための改正

改正 施行 改正内容
平成21
（2009）年

平成22
（2010）年

○�父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２か月（従前１歳）までの間
に、１年間育児休業を取得可能とする（パパ・ママ育休プラス）。

○�配偶者の出産後８週間以内に、父親が育児休業を取得した場合、再度、育
児休業を取得可能とする（パパ休暇）。

○�配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業を取得不可とすることができる
制度を廃止する。

※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正。
平成29
（2017）年

平成29
（2017）年

○�事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、
育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めること
を義務付ける。

例）�いわゆる配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える
多目的休暇など（失効年次有給休暇の積立制度を育児目的として使用で
きる休暇制度として措置することも含む）。

令和３
（2021）年

令和４
（2022）年

「産後パパ育休」の創設
子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の
枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。
※従前の育児休業（１か月前）よりも短縮。

②分割して取得できる回数は、２回とする。
例１
出生

産休 育休

育休 育休 育休

育休 育休 育休

休

＋

休

出生時
退院時等

さらに
もう１回

母

父

出生後
８週 １歳 １歳半

保育所に入所できない等の場合
２歳

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

産後パパ育休
→分割して２回取得可能

育児休業
→夫婦ともに分割して２回取得可能

１歳以降の育児休業
→途中交代可能

例２
出生

産休 育休

育休

育休 育休

育休 育休 育休休

＋

休

出生時
退院時等

さらに
もう１回

母

父

出生後
８週 １歳 １歳半

保育所に入所できない等の場合
２歳

妻の職場復帰等
のタイミング

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

③�労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前
に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

※�これらにあわせ、出生時育児休業給付、育児休業給付についても所要の改正。
また、パパ休暇は産後パパ育休の創設に伴い廃止された。

令和５
（2023）年

従業員数1,000人超の企業について、男性の「育児休業等の取得率」又は「育
児休業等及び育児目的休暇の取得率」の公表の義務付け。

出生

例①
母産休 母 父

母
父

母産休
例②

８週間 １歳 １歳２か月

父（又は母）、交替。２か月
延長可能。（父母それぞれが
１年を超えない範囲内）

出生

（母産休）

父１度目 父２度目

８週間 １歳

理由無くとも２度目
取得可能。
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５．家事・育児等を取り巻く状況
ここでは、家事・育児等への考え方と実態

を概観した上で、外部サービスの利用や、男
性が積極的に家事・育児等に取り組むために
必要と考えられることについて見ていく。
⑴ 家事・育児等への考え方と実態
（考え方）

家事・育児等について、女性では年代が高

い方が、男性では年代が低い方が、「自分が
率先してするべきことである」と回答する割
合が大きい傾向にある。同年代の男女で比較
すると、50～60代では男女で10％ポイント
以上差異があるが、年代が低くなるほど男女
の差異が小さくなり、20代では、ほとんど
差異が見られない（女性70.1 ％、男性
69.8％）（特－67図）。

（実態）
第１節で、６歳未満の子供を持つ夫婦の家

事関連時間について、妻の分担割合は、共働
き世帯で77.4％であることを確認した（特－
８図再掲）。さらに、末子の年齢別・妻の就
労形態別に夫の家事・育児時間を見てみると、
末子０～２歳時点で最も長く、妻の雇用形態
別ではほとんど差異は無いが、末子の年齢が
３歳以上の場合、妻が正規雇用労働者の男性
の方が、妻が非正規雇用労働者や専業主婦（非
就労）の男性よりも、家事・育児時間が長い。

妻が正規雇用労働者として働く男性の、家
事・育児時間の分担割合を見てみると、末子
０～２歳で35.9％、末子３～６歳で36.8％、
末子小学生で34.6％、末子13～19歳で
25.4％と、末子が小学生以下の場合は、３割
強となっている（特－68図）。妻が正規雇用
労働者として働いていても、依然として妻が
家事・育児の大部分を担っていると見ること
もできるが、若い世代、特に妻が正規雇用労
働者として働いている男性を中心に、家事・
育児参画が進みつつあると見ることもできる。

特－67図 家事・育児等への考え方（自分が率先してするべきことである）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の累計値。
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⑵ 外部サービスの利用
女性の家事・育児等の無償労働の負担を軽

減するためには、外部サービスの利用も一つ
の解決策となると考えられる。
（外部サービス利用の現状）

我が国においては、家事の外部化はあまり

進んでおらず、共働き世帯、専業主婦世帯、
単独世帯いずれにおいても、１か月の消費支
出のうち、「家事サービス」が占める割合は
0.2％、金額にすると1,000円未満（共働き
世帯645円、専業主婦世帯601円、単独世帯
376円）となっている（特－69図）。

特－68図 末子年齢別・妻の就労形態別に見た夫の家事・育児時間、末子年齢別に見た正規雇用労働者の妻の家事・育児時間（仕事がある日）（平均値）

（備考）１．	「令和４年度新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）調査検討委員会 稲葉昭英委員他による分析結果より作成。

２．	同一世帯内の調査（いわゆるカップル調査）ではないことに留意。
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【夫回答n＝955】夫の家事・育児時間（妻が正規雇用労働者）
【夫回答n＝831】夫の家事・育児時間（妻が非正規雇用労働者）
【夫回答n＝626】夫の家事・育児時間（妻が非就労）

【妻回答n＝507】妻（正規雇用労働者）の家事・育児時間
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特－69図 消費支出に占める家事サービスの支出金額の割合

（備考）１．	総務省「2019年全国家計構造調査」より作成。
２．	「家事サービス」とは、「家事代行料」、「清掃代」及び「家具・家事用品関連サービス」の合計。
３．	「共働き世帯」とは、夫婦のみ又は夫婦と未婚の子供のみの世帯で、世帯主の配偶者が女、世帯主が勤労者、配偶

者が勤労者の世帯を指す。
４．	「専業主婦世帯」とは、夫婦のみ又は夫婦と未婚の子供のみの世帯で、世帯主の配偶者が女、世帯主が勤労者、配

偶者が無職の世帯を指す。

25.8％25.8％17.4％17.4％

16.3％16.3％

9.3％9.3％
6.8％6.8％

6.4％6.4％
4.2％4.2％
4.3％4.3％
6.2％6.2％
3.2％3.2％ 0.8％0.8％

0.2％0.2％
0.2％0.2％

0.9％0.9％

0.8％0.8％

0.2％0.2％

26.8％26.8％
16.8％16.8％

15.2％15.2％

10.2％10.2％
7.4％7.4％

6.6％6.6％
4.9％4.9％
4.3％4.3％
4.3％4.3％
3.5％3.5％ 0.9％0.9％

0.2％0.2％
0.3％0.3％

1.0％1.0％

0.9％0.9％

0.2％0.2％

25.1％25.1％14.8％14.8％

13.6％13.6％

11.7％11.7％
17.3％17.3％

6.5％6.5％
4.4％4.4％
3.7％3.7％
2.9％2.9％ 0.8％0.8％

0.3％0.3％
0.2％0.2％0.8％0.8％

0.6％0.6％

0.2％0.2％

共働き世帯

専業主婦世帯

単独世帯

消費支出：300,419円
（家具・家事用品の内訳）
家事サービス：645円

消費支出：286,541円
（家具・家事用品の内訳）
家事サービス：601円

消費支出：160,154円
（家具・家事用品の内訳）
家事サービス：376円

家具・家事用品

＜うち、家具・家事用品の内訳＞

＜消費支出の内訳＞
食料 その他の消費支出 交通・通信 教養娯楽

住居 光熱・水道 教育

寝具類家事サービス
家事雑貨 家事用消耗品

家庭用耐久財 室内装備・装飾品

保健医療 被服及び履物

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

95

      



（外部サービスの利用意向）
内閣府が実施した世論調査28によると、家

事について、「外部サービスを利用しながら、
それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担」し
たいと希望する割合が、どの年代でも女性は
約３～５割、男性は約３～４割となっている。
また、育児・介護については、「外部サービ
スを利用しながら、それ以外は自分と配偶者
で半分ずつ分担」したいと希望する割合が家
事と比較して大きく、育児については、女性
は約６～７割、男性は約５～６割、介護につ
いては、男女とも約７～８割となっている
（特－70図）。
内閣府の調査でも、家事・育児等への考え

方について、「時短家電や外部サービス等を
利用して効率化すればいい」と考える割合が、
どの年齢階級においても、女性は約６～７割、
男性は約６割となっている（特－71図）。サー
ビス別に利用経験・意向を見てみると、男女
ともに「市販のおかず購入」の利用経験・意
向が最も高く、女性約８割、男性約７割となっ
ている。他のサービスでは、「フードデリバ
リー・出前利用」は女性約５～７割、男性約
５～６割となっている一方、「料理代行」は
男女ともに約２～４割にとどまっている。ま

た、「部分的なハウスクリーニング（エアコ
ンだけ等）の利用」は女性約６割、男性４～
５割となっている一方、「ハウスクリーニン
グ（家全体）の利用」は女性約４～５割、男
性約３～４割となっており、掃除や料理など
の家事について丸ごと外部サービスを利用す
るよりも、一部分で補助的に利用する方が、
抵抗が少ない人が多いことが分かる。また、
「高齢者支援などヘルパーの利用」は女性約
３～５割、男性約３～４割となっている一方、
「子供の送迎の外部委託」は女性約１～３割、
男性約１～４割、「キッズ・ベビーシッター
の利用」は男女ともに約１～４割となってお
り、介護と比較して、育児では外部サービス
を利用することに抵抗がある人が多いと考え
られる。
しかし、年代別に比較すると、男女ともに

「料理代行」「フードデリバリー・出前利用」
「ハウスクリーニング（家全体）の利用」「子
供の送迎の外部委託」「キッズ・ベビーシッ
ターの利用」では、若い年代の方が利用経験・
意向が高く、若い年代の方が外部サービス利
用について抵抗が少ない傾向が見てとれる
（特－72図）。

28	 	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４（2022）年11月調査）。
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特－70図 家事・育児・介護参画に対する意識（性別、年齢別）

（備考）１．	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４（2022）年11月調査）より作成。
２．	調査票では次のとおりとなっている。

	問８「あなたは、次の⑴から⑶の育児、介護などの家庭で担われている役割について、あなたと配偶者でどのよう
に分担したいと思いますか。保育所、訪問介護、家事代行など外部サービスの利用も含め、あなたの気持ちに最も
近いものをお答えください。
	なお、育児、介護などをしている、していないに関わらず、お答えください。また、配偶者がいる、いないに関わ
らず、お答えください。（〇はそれぞれ１つ）
⑴育児 ⑵介護 ⑶育児・介護以外の家事」

2.12.1

2.32.3

0.40.4

2.92.9

2.42.4

5.85.8

1.41.4

1.11.1

0.40.4

2.02.0

1.61.6

12.412.4

22.322.3

21.021.0

22.522.5

17.617.6

12.612.6

66.966.9

60.060.0

55.155.1

56.056.0

60.060.0

59.959.9

0.70.7

1.11.1

0.80.8

1.21.2

1.11.1

4.14.1

5.75.7

11.911.9

11.611.6

8.28.2

11.511.5

12.412.4

7.47.4

10.310.3

6.96.9

8.68.6

7.57.5

0.80.8

3.83.8

2.52.5

2.72.7

3.93.9

4.34.3

3.13.1

7.67.6

11.511.5

12.412.4

13.213.2

11.111.1

6.36.3

2.32.3

2.52.5

3.53.5

2.72.7

3.53.5

57.557.5

58.358.3

52.552.5

56.656.6

56.656.6

55.455.4

7.97.9

6.86.8

11.11.0

8.88.8

10.910.9

9.79.7

2.42.4

0.80.8

2.52.5

1.61.6

1.91.9

22.022.0

20.520.5

17.517.5

15.915.9

11.211.2

14.114.1

2.12.1

2.32.3

0.80.8

1.81.8

2.42.4

3.53.5

2.12.1

0.60.6

2.52.5

0.70.7

2.92.9

2.72.7

6.26.2

16.016.0

14.814.8

20.020.0

15.115.1

19.719.7

84.884.8

76.676.6

77.477.4

74.274.2

77.177.1

69.069.0

1.11.1

0.40.4

0.40.4

0.40.4

0.40.4

2.12.1

1.11.1

1.21.2

2.22.2

4.84.8

3.43.4

2.12.1

1.81.8

0.80.8

2.42.4

1.61.6

4.54.5

3.03.0

1.81.8

3.13.1

4.34.3

5.55.5

3.03.0

9.59.5

10.610.6

7.07.0

10.310.3

10.210.2

4.54.5

6.56.5

11.911.9

10.910.9

5.95.9

73.273.2

80.380.3

72.572.5

69.969.9

72.972.9

70.870.8

0.80.8

0.80.8

2.52.5

1.31.3

2.32.3

2.22.2

2.32.3

0.50.5

0.90.9

1.61.6

0.80.8

8.78.7

4.54.5

5.55.5

3.53.5

2.32.3

5.75.7

2.12.1

2.32.3

0.40.4

2.22.2

2.02.0

3.53.5

1.11.1

0.40.4

0.80.8

1.11.1

4.14.1

3.43.4

6.26.2

8.08.0

6.96.9

14.614.6

39.339.3

40.640.6

36.236.2

33.833.8

40.440.4

48.648.6

2.12.1

0.60.6

0.80.8

0.70.7

1.21.2

2.22.2

9.09.0

16.616.6

17.717.7

22.522.5

16.316.3

12.412.4

43.443.4

35.435.4

38.738.7

32.432.4

32.232.2

17.517.5

1.61.6

3.83.8

2.52.5

1.81.8

3.53.5

3.83.8

1.61.6

3.03.0

5.05.0

3.53.5

6.26.2

7.67.6

2.42.4

0.80.8

2.02.0

4.94.9

3.13.1

3.23.2

31.531.5

40.940.9

33.533.5

29.629.6

36.836.8

44.144.1

3.13.1

9.89.8

14.014.0

14.614.6

12.012.0

12.712.7

4.74.7

1.51.5

5.05.0

2.22.2

2.32.3

3.23.2

55.155.1

40.240.2

38.038.0

43.443.4

36.036.0

2 .425.4

外部サービスは利用せず、自分と配偶者で半分ずつ分担
外部サービスは利用せず、自分の方が配偶者より多く分担
外部サービスは利用せず、配偶者の方が自分より多く分担
外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担
外部サービスを利用しながら、それ以外は自分の方が配偶者より多く分担
外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担
無回答

70歳以上
（n＝451）

60～69歳
（n＝245）

50～59歳
（n＝275）

40～49歳
（n＝243）

30～39歳
（n＝175）

18～29歳
（n＝145）

70歳以上
（n＝370）

60～69歳
（n＝258）

50～59歳
（n＝226）

40～49歳
（n＝200）

30～39歳
（n＝132）

18～29歳
（n＝127）

70歳以上
（n＝451）

60～69歳
（n＝245）

50～59歳
（n＝275）

40～49歳
（n＝243）

30～39歳
（n＝175）

18～29歳
（n＝145）

70歳以上
（n＝370）

60～69歳
（n＝258）

50～59歳
（n＝226）

40～49歳
（n＝200）

30～39歳
（n＝132）

18～29歳
（n＝127）

70歳以上
（n＝451）

60～69歳
（n＝245）

50～59歳
（n＝275）

40～49歳
（n＝243）

30～39歳
（n＝175）

18～29歳
（n＝145）

70歳以上
（n＝370）

60～69歳
（n＝258）

50～59歳
（n＝226）

40～49歳
（n＝200）

30～39歳
（n＝132）

18～29歳
（n＝127）

0 100（％）8060
育児（女性）
4020 0 100（％）8060

育児（男性）
4020

0 100（％）8060
介護（女性）
4020 0 100（％）8060

介護（男性）
4020

0 100（％）8060
家事（女性）
4020 0 100（％）8060

家事（男性）
4020

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

97

      



特－71図 家事・育児等への考え方（時短家電や外部サ－ビス等を利用して効率化すればいい）

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の累計値。
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特－72図 家事・育児等に関する外部サービスの利用経験・意向（年代別）

（備考）	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府委託
調査）より作成。
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⑶ 家事・育児のスキル（能力）
男性の家事・育児参画を阻む要因として、

男性の家事・育児への抵抗感や自信のなさが
あることも考えられるが、内閣府の調査で男女
の家事・育児スキルの自己評価及び配偶者の
実施する家事・育児への満足度を見ると、特
に若い男性ほど自分の家事・育児スキルへの
評価が高く、配偶者から見た満足度も高い29。
（家事）

配偶者と同居している者の自分自身の家事
スキルへの評価と、配偶者の実施する家事へ
の満足度を見てみると、女性は自分自身の家
事スキルについて、20～40代は約６割、50
代は64.7％、60代は75.0％と、年代が高い
方が「十分にある」「どちらかといえばある」
とする割合が大きい一方、配偶者（夫）の実
施する家事への満足度は、若い世代の方が「と
ても満足」「まあ満足」とする割合が大きく、
40～60代で49.3～55.0％、30代で59.1％、
20代で70.4％となっている。男性は、若い

世代の方が自分自身の家事スキルについて
「十分にある」「どちらかといえばある」とす
る割合が大きく、40～60代で49.3～52.5％、
30代で60.6％、20代で65.0％となっている。
また、配偶者（妻）の実施する家事について「と
ても満足」「まあ満足」とする割合は約８～９
割と大きく、年代が高くなるほど大きくなる
（特－73表）。
ただし、配偶者が実施する家事について、

女性の場合、「実施頻度が低い」、「本人がや
りたいことしかしない」、「雑・おおざっぱ」
と不満を持つ割合が大きく、特に「本人がや
りたいことしかしない」の割合は、年代が高
くなるほど大きくなる傾向にある。男性は「や
るべき事によく気が付いてやっている」「丁
寧にやっている」と配偶者の実施する家事を
評価する項目の割合が大きく、特に「やるべ
き事によく気が付いてやっている」と評価す
る割合は年代が高くなるほど大きくなり、
60代では約５割となっている（特－74図）。

特－73表 家事・育児スキルの自己評価と配偶者の実施する家事・育児への満足度

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	配偶者には、事実婚・内縁の関係を含む。

＜家事＞

配偶者と
同居している人

【自分の家事スキル】
十分にある＋どちらか
といえばある�計（％）

【配偶者の家事への満足度】
とても満足＋
まあ満足�計（％）

20代

女性
（n＝318） 60.4 70.4

男性
（n＝223） 65.0 79.8

30代

女性
（n＝1,168） 62.1 59.1

男性
（n＝1,004） 60.6 80.9

40代

女性
（n＝1,679） 58.8 52.3

男性
（n＝1,570） 51.8 81.2

50代

女性
（n＝1,551） 64.7 49.3

男性
（n＝1,480） 49.3 85.0

60代

女性
（n＝1,543） 75.0 55.0

男性
（n＝1,512） 52.5 88.0

＜育児＞

小学生以下の子供と
同居している人

【自分の育児スキル】
十分にある＋どちらか
といえばある�計（％）

【配偶者の育児への満足度】
とても満足＋
まあ満足�計（％）

20代

女性
（n＝213） 60.6 64.3

男性
（n＝126） 63.5 88.1

30代

女性
（n＝864） 60.5 60.5

男性
（n＝747） 55.2 85.0

40代

女性
（n＝702） 57.1 54.6

男性
（n＝821） 51.4 84.9

50代

女性
（n＝58） 58.6 50.0

男性
（n＝137） 46.7 87.6

29	 	同一世帯内の調査（いわゆるカップル調査）ではないことに留意。
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（育児）
小学生以下の子供と同居している者の自分

自身の育児スキルへの評価と、配偶者の実施
する育児への満足度を見てみると、女性は自

分自身の育児スキルについて、全ての年代に
おいて約６割が「十分にある」「どちらかと
いえばある」とする一方、配偶者（夫）の実
施する育児への満足度は、若い世代の方が

特－74図 配偶者が実施する家事・育児について

（備考）１．	「令和４年度	新しいライフスタイル、新しい働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（令和４年度内閣府
委託調査）より作成。

２．	「家事」は配偶者と同居している人、「育児」は小学生以下の子供と同居している人に限る。
３．	配偶者には、事実婚・内縁の関係を含む。
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「とても満足」「まあ満足」とする割合が大
きい。男性は、若い世代の方が自分自身の育
児スキルについて、「十分にある」「どちらか
といえばある」と評価する割合が大きい。ま
た、配偶者（妻）の実施する育児について「と
ても満足」「まあ満足」とする割合は、全て
の年代で約８～９割と大きい（特－73表再
掲）。
配偶者が実施する育児について、女性は、

年齢が高くなるほど「実施頻度が低い・低
かった」、「本人がやりたいことしかしない・
しなかった」と不満を持つ割合が大きい一方、
20代では「子供への接し方が丁寧・丁寧だっ
た」「安心して子供を任せられる・任せられた」
と評価する割合が上の年代と比較して大き
く、男性の育児参画が少しずつ進んできてい
ることが推察される。男性は、いずれの年代
においても「やるべき事によく気が付いて
やっている・やっていた」「子供への接し方
が丁寧・丁寧だった」「安心して子供を任せ
られる・任せられた」といった、配偶者の育
児を評価する項目の割合が大きい（特－74
図再掲）。

⑷ 男性が家事・育児等に積極的に参加する
ために必要なこと
内閣府が実施した世論調査30では、男性が

育児や介護、家事、地域活動に積極的に参加

するために必要なこととして、「男性が育児・
家事などに参加することに対する男性自身の
抵抗感をなくすこと」と回答する割合は、男
性と比較して女性の方が大きく、女性では年
代が低くなるほど大きくなる一方、男性では
年代が低くなるほど小さくなる傾向にあり、
20代では男女で30％ポイント近くの差が生
じている（女性71.7％、男性43.3％）。女性
が思うほど、男性は家事・育児を実施するこ
とに抵抗を感じておらず、若い男性において
は特に抵抗が少ないと考えられる。
また、男女ともに、50代以下のどの年代

でも「男性による育児・家事などについて、
職場における上司や周囲の理解を進めるこ
と」の割合が最も大きく、特に、20～40代
の女性では約８割となっている。「労働時間
の短縮や休暇制度、テレワークなどのICTを
利用した多様な働き方を普及することで、仕
事以外の時間をより多く持てるようにするこ
と」は、男女ともに年代間で大きな差があり、
年代が低い方がそのように回答する割合が大
きい傾向にある。男性が家事・育児等に積極
的に参加するためには、職場の理解を進める
ことや、長時間労働の是正、多様かつ柔軟な
働き方の推進など、職場での取組を進めてい
くことが重要であることが分かる（特－75
図）31。

30	 	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４（2022）年11月調査）。
31	 	ここでは、18～29歳の回答を「20代」としている。
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ここまで、若い世代における意識の変化を
中心に見てきたが、女性は、これまで行われ
てきた法整備や男女共同参画に関する取組の
成果もあり、上の世代よりも、就業継続、昇進、
管理職になることへの意欲が高いことが明ら
かになった。一方、働き方を見ると、依然と
して正規雇用比率は出産後に低下する傾向に
ある。無償労働時間が女性に偏っているため、
仕事と家事・育児等の両立を課題に感じる者

が多いことが、女性の職業生活での活躍が進
まない要因の一つとなっている可能性が高い。
男性は、家事・育児等への抵抗感が上の世

代と比較して少なく、家事・育児等への参画
意欲や育児休業取得意欲も上の世代と比較し
て高いことが明らかになった。一方、若い世代
の男性ほど仕事時間を減らしたいと考える傾
向が強いことなどからも、長時間労働等の労
働慣行がこの実現を阻んでいる可能性が高い。

特－75図 男性が家事・育児等に積極的に参加するために必要なこと

（備考）１．	内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４（2022）年11月調査）より作成。
２．	質問文は次のとおりとなっている。

	問７「あなたは、今後、男性が育児や介護、家事、地域活動に積極的に参画していくためにはどのようなことが必
要だと思いますか。（〇はいくつでも）」
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男性の家事・育児等参画の必要性・効果

本文で男性の家事・育児等参画が進むことの必要性を、主に生き方、働き方の観点から考
察してきたが、本文では触れなかった側面の必要性・効果について例示する。
一つ目は、配偶者（妻）の健康・命に関わることである。医療が進んだ現在でも出産は命

がけであるが、個人差はあるものの、妊娠した女性は、妊娠中から様々な心身のトラブルに
見舞われる。そして、出産時の身体へのダメージは交通事故に例えられることもあるほど、
非常に大きく、産後もそのダメージの後遺症を抱えながら育児を行うことになる。
また、妊娠中の女性の約10％、産後の女性の10～15％前後にうつ病のリスクがあり、妊

産婦の自殺の背景の１つに精神疾患があるとの研究・報告がある。うつ病の要因は、妊娠・
出産に伴う女性ホルモンの大きな変化のほかに、周囲のサポート不足、妊娠中のうつ症状や
不安、精神疾患の既往が挙げられている（図１）。さらに、妊産婦の精神的な不安定は、子
供の発育・成長にも大きく影響するとも言われている1。

家族の姿が変わり、妊娠・出産・子育てにあたり、かつては当たり前だった親兄弟や地域
の手助けが少なくなっている現在、夫の家事・育児等の参画に家族の将来がかかっていると
言っても過言ではない。出産後も就業継続を希望する女性が増えており、女性の心身を支え
る社会の仕組みの充実も大切であるが、一番身近な存在である夫の理解、家事・育児参画は
ますます重要になる。両親学級（パパママ学級）等では、赤ちゃんのお風呂やおむつ替え等
の実技のほか、妊産婦の体と心の変化等についても学ぶことが多い。妻と一緒に積極的に参
加し、妊産婦の状況を正しく理解し、適切なサポートを行うことが求められる。そのために
は、雇用側も男性に育児休業を取得させることだけを目的とするのではなく、男性が両親学

（図１）妊娠・出産時のうつ病で生じる悪循環

（備考）厚生労働省「e-ヘルスネット」ホームページより。
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1� �公益社団法人日本産婦人科医会「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル～産後ケアへの切れ目のない支援に向けて～」
（平成29（2017）年７月）、厚生労働省「健やか親子21」ホームページhttps://sukoyaka21.mhlw.go.jp/、厚生労働
省「e-ヘルスネット」ホームページhttps://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-001.htmlより。
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級等に参加できるよう後押しをすることが大事である。そうすることで、育児休業を取った
ものの家事・育児に参画せずに単なる休暇になってしまう、いわゆる「取るだけ育休」とな
る懸念も減るのではないか。
二つ目は、出生についてである。国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本

調査」（平成27（2015）年）2によると、「理想の子供数を持たない理由」について、「子育
てや教育にお金がかかりすぎるから」を挙げる割合が最も大きいが、正規雇用労働者として
働いている女性の場合、「自分の仕事に差し支えるから」という理由を選択する割合が大きく、
仕事か家庭かの選択に迫られ、子供を持つことをあきらめている可能性がある（図２）。
また、本文で考察してきたとおり、有償労働は男性に、無償労働は女性に偏っている我が

国では、仕事がある日の１日の時間の使い方として、子育て中の男性は長い仕事時間の隙間
に家事・育児時間を入れようとし、働いている女性は、家事・育児等の大半を担いながら仕
事も抱えている状況で、男女ともに日々の仕事・家事・育児で疲弊し、なかには更なる子供
を持つことを考えられない夫婦もいると推察される。

一方、厚生労働省「第８回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」（令和２（2020）
年11月25日公表）によると、夫の休日の家事・育児時間別に、この７年間の出生状況をみ
ると、子供が一人以上いる夫婦では、夫の「家事・育児時間無し」で50.0％、夫の「家事・
育児時間有り」では７割以上で第２子以降が生まれており、平成14年成年者（第８回）と
同様に、家事・育児時間が長いほど子供が生まれる割合が大きくなる傾向がある（図３）。

（図２）理想の子供数を持たない理由

（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」（平成27（2015）年）より作成。
２．	予定子供数が理想子供数を下回る夫婦について。項目ごとに、その項目を選択した夫婦の割合を示す。複

数回答有り。
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2� �令和４（2022）年９月に第16回の調査結果の概要は公表されているが、詳細統計は未公表。
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家事・育児等については、まずは家族でよく話し合い、お互いの状況を理解すべきではあ
るが、今や、男性の家事・育児等参画は、直接、家族の在り方に関わってくる。男性本人は
もちろんのこと、家族、雇用側、その他取り巻く周囲にとっても、男性の家事・育児等参画
が当たり前という社会となるよう、さらに機運を高める時ではないか。

（図３）夫の休日の家事・育児時間別にみたこの７年間の第２子以降の出生の状況（平成14（2002）年成年者）（平成24（2012）年成年者）

（備考）１．厚生労働省「第８回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）概況」より。
２．家事・育児時間は、「出生有り」は出生前調査時の、「出生無し」は第７回調査時の状況である。
３．７年間で２人以上出生有りの場合は、末子について計上している。
４．「総数」には、家事・育児時間不詳を含む。
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第１節、第２節で確認したとおり、男性の
長時間労働、家事・育児等を理由に働き方を
変える女性等、高度成長期・昭和時代の働き
方、雇用慣行が依然として残っている一方で、
若い世代を中心に、生活様式、働き方につい
ての考え方が変わってきている。これは、こ
れまでに行われてきた男女共同参画に関する
法整備等の成果が表れてきているものと考え
られる。
我が国の未来を担う若い世代が、理想とす

る生き方、働き方を実現できる社会を作るこ

とこそが、今後の男女共同参画社会の形成の
促進において、重要である。そのためには、
マクロ的にはあまり表れない小さな芽であっ
ても、若い世代の意識の変化を認識し、その
芽をつぶさないように、時代に合わなくなっ
ている慣行等を変えていかなければならな
い。若い世代で、意識の上での男女共同参画
は進んできていることが確認できたが、結婚
し、さらに子供を持っている人たちの間では、
男女間の意識や行動の差異が大きくなる。家
族を形成することにより、固定的な性別役割
分業や意識が表面化しているように見える。
結婚し、子供を持つことになっても、生き方、
働き方を「昭和時代」に戻していくことがな

第３節 「令和モデル」の実現に
向けて
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いようにしなければならない。
（変革のチャンス）

若い世代を中心に意識が変わってきている
ことに加え、コロナを経て、社会全体の意識
も変わりつつある。
長い間推奨されながらもなかなか進まな

かったことがコロナ下で一気に進んだ。例え
ば、企業のテレワーク導入率は、令和元
（2019）年は約２割にとどまっていたが、
令和３（2021）年で５割を超えた（特－53
図再掲）。地方移住相談件数は、令和３（2021）
年度は、調査開始以降、最多の件数となっ
た32。しかし、現在、テレワーク実施率はコ
ロナ感染拡大期よりも下がり、地方移住につ
いては、東京都で３年ぶりに転入超過が拡
大33するなど、コロナとの共存の中で、一部、
コロナ前に戻る動きもみられる。とはいえ、
家族の姿が変わっている今、生活様式、働き
方を元に戻すのではなく、コロナ下の経験か
ら学び、コロナ前よりもより良い状態にする
ことが必要である。
未曽有の少子化危機34は憂慮すべき事態で

あるが、社会全体で働き方を見直す動きにつ
ながっている。今こそ、全ての人が希望に応
じた生き方、働き方を選択できる社会、女性
も男性も希望に応じて、家庭でも仕事でも活
躍できる社会を実現する変革のチャンスである。
（全ての人にとっての問題）

これまで、女性活躍や仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）について考え
る際には、主に女性、特に夫婦と子供から成
る世帯の女性の置かれている状況、就業継続
や仕事と家庭の両立に着目されることが多
かった。しかし、単独世帯が増加する中、男
女問わず、自分の親の介護と仕事を両立する
ことが必要となる人が増加している。ひとり
親世帯が増加する中、夫婦間ではなく、ひと

りで仕事と育児を両立させる必要がある人も
増加している。今こそ、ワーク・ライフ・バ
ランスは、女性だけでなく、男性や、多様な
ライフコースを歩んでいる全ての人にとって
の問題でもあると、改めて認識する必要があ
る。これまで、官民の努力により両立支援制
度の整備等が進められてきた結果、育児や介
護を行っている人も、仕事を継続しやすく
なってきている。しかし、両立支援制度の利
用が女性に偏り、その他の人々の働き方が変
わらなければ、性別役割分担の固定化につな
がるおそれがある。また、育児や介護等の事
情を抱える人に配慮した取組は、配慮された
側のキャリアロスや、職場の不公平感につな
がりかねない。事情を抱えた人への支援や配
慮も必要だが、同時に長時間労働等を見直し、
柔軟な働き方を浸透させることで、全ての人
が働きやすい環境を作ることこそが、育児や
介護等を行う人にとっても働きやすく、キャ
リアも追求できる環境を作ることにつながる
と考えられる。
現在、我が国の女性においては、子育てを

行うことと、キャリアの追求のどちらかを選
択しなければならない場合が多く見受けられ
る。労働力人口の減少が見込まれる中、女性
が子育てかキャリアかを選択しなければなら
ない状況は、女性が希望する生き方を叶えら
れていないだけでなく、少子化対策という観
点からも、我が国経済の成長という観点から
も、損失が大きい。男性においても、主に若
い世代において家事・育児参画の意欲が高
まっているものの、長時間労働等の慣行によ
り実現が叶っていない。加えて、第１節で見
たとおり、働き盛りといわれる年代で、経済・
生活問題や勤務問題を理由とした自殺が多い
など、長時間労働等の慣行は、男性の心身の
健康にも影響を及ぼしている。男性もまた、

32	 	総務省「令和３年度における移住相談に関する調査結果（移住相談窓口等における相談受付件数等）」より。調査開始は、平成
27（2015）年度。

33	 	総務省「住民基本台帳人口移動報告	2022年（令和４年）」より。
34	 	令和４（2022）年の出生数は、初めて80万人を割り込み、過去最少となった（厚生労働省「人口動態統計速報」）。
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男女共同参画社会の恩恵を受けられておら
ず、希望する生き方を実現できていない。結
婚してもしなくても、子供を持っても持たな
くても、性別を問わず、仕事か家庭の二者択
一を迫られることなく、自分らしく活躍でき
る環境が求められている。
（「昭和モデル」から「令和モデル」へ）
「男性は仕事」「女性は家庭」という、いわ
ゆるサラリーマンの夫と専業主婦から成る家
庭を前提とした制度、固定的な性別役割分担
を前提とした長時間労働や転勤を当然とする
雇用慣行等を「昭和モデル」だとすると、職
業観・家庭観が大きく変化する中、全ての人
が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍でき
る社会への変革が実現した姿が「令和モデル」
であると言える。「令和モデル」の早期実現
に向けて、特に優先すべきことは、以下のと
おりである。
第一に、男女ともに自分の希望が満たされ、

能力を最大限に発揮して仕事ができる環境の
整備である。
生活様式・働き方に対する人々の意識は変

化してきており、特に若い世代の未婚の男女
では、生活時間の使い方について、実態も意
識も大きな差がない。しかし、結婚し、さら
に子供が生まれると、女性は家事・育児と仕
事を両立することを目的に働き方を変える場
合が多く、その結果、我が国では女性の非正
規雇用労働者の割合が大きいのが現状であ
る。女性がライフイベントの変化にかかわら
ず、自分の希望が満たされ、能力を最大限に
発揮できるようにするためにも、柔軟な働き
方の浸透、勤務時間にかかわらず仕事の成果
を評価され、昇進を目指すことができる環境
の整備が必要である。
また、我が国においては、指導的役割に占

める女性の割合が諸外国と比較して低い。女
性活躍のための取組は一朝一夕には成らず、
中長期的な視点を持つことが必要不可欠であ
る。しかし、各国の企業役員に占める女性比
率の推移を見ると、欧米諸国は10年以上前

から取組を加速しており、我が国は、諸外国
に大きく遅れを取っている（特－76図）。こ
の状況を変えるために、加速度的に取組を進
めていくべきである。
一方、育児や介護のために一旦労働市場か

ら退出することを希望する人も、今後も存在
し続けることが見込まれる。これらの人が再
就職を希望する際、また、就業を継続してい
る女性がキャリアアップを目指す際に、能力
やスキルを向上できるよう、リスキリング等
の機会を提供することも重要である。なお、
単に講座・講義等の場の提供だけでなく、育
児・介護等の心配をせずにリスキリング等に
参加できる仕組み、集中できるような工夫・
配慮、上司等の周囲の応援・後押しも求めら
れる。
第二に、男女ともに仕事と家事・育児等の

バランスが取れた生活を送ることができるこ
とである。
長期的に見ると男性の平均給与額は下がっ

ていることに加え、このところの物価高の影
響もあり、片働きで家族を支えることが現実
的に難しくなってきており、これからはます
ます共働き世帯が増加することが見込まれ
る。しかし、国際的に見ても、我が国の男性
の労働時間は長く、これを改善しなければ、
男性が家事・育児時間を増やしたいと考えて
いても、増やす余地が無く、実現が難しい。
また、女性に家事・育児負担が偏っているこ
とにより生じている、特に子育て期の女性と
男性の仕事時間の差は、女性の社会での活躍
の遅れにつながっている。女性に家事・育児
の負担が偏ることの弊害は、学校休校等の措
置が取られたコロナ下でも明らかになった。
さらに、長時間労働や家計を支える責任の、
男性への負担は大きく、有償労働の負担を軽
減し、男女間で分担することは、男性の心身
の健康にも資すると考えられる。一方、平日
の男性の家事・育児時間が長くなるほど、出
産後の妻の離職率が低下することも明らかに
なっている（特－77図）。男女双方が現在の
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働き方を変えることで、女性の社会での更な
る活躍、男性の更なる家事・育児参画を追求
していく必要がある。長時間労働の是正は急
務である。
男性の育児休業取得の促進も必要である。

育児休業取得については、男性の家事・育児
への参画を促進する効果が期待されると同時
に、実際に取得した男性からは、「仕事から
離れることで価値観が広がる」といった、プ
ラスの効果も聞かれる。しかし、20～30代
の男性が１か月以上の育児休業を取得しない
理由を見ると、「収入が減少してしまうため」
と「職場に迷惑をかけたくないため」が約５
割となっている（特－78図）。育児休業取得
の推進や男性の家事・育児への参画に関する
取組を促進するために、民間企業でも育児休
業取得者の担当業務を引き継いで業務が増加
する他の社員に応援手当を支給する、男性を
対象に育児体験研修を行うなど、様々な工夫
がされ始めている。このような事例から学ぶ
と同時に、職場での業務の見直し35や、効率
的な業務配分を行い、更なる取組の促進を
図っていくことが重要である。
第三に、これらを下支えする前提としての、

女性の経済的自立である。
そのためには、まずは男女間賃金格差の是

正である。これまで見てきたとおり、男女間
賃金格差の存在は、性別役割分担を固定化す
る要因となり得ることからも、是正が必要で
ある。令和４（2022）年度、政府は常用労働
者301人以上の一般事業主（民間企業等）及
び全ての特定事業主（国・地方公共団体等）に、
男女の賃金の差異に関する情報の公表を義務
化した36。これを契機に、各事業主が、現に
存在している格差が本当に合理的なものかど
うかを改めて確認し、不合理な格差がある場
合には、その解消に向けた取組を一層促進し
ていく必要がある。同時に、これまでも取り

組んできた同一労働同一賃金についても徹底
を図り、女性が多い非正規雇用労働者の待遇
を改善することも重要である。男女間賃金格
差の是正のためには、リスキリングによる能
力向上支援及びデジタル人材の育成など、成
長分野への円滑な労働移行も重要である。
また、就業調整を行っている非正規雇用労

働者の女性がいることを踏まえれば、いわゆ
る「年収の壁」に代表されるような、女性の
就労の壁となっている制度・慣行についても、
見直しを進めていくことが必要である。
増加しているひとり親については、希望す

る全てのひとり親世帯が養育費を受領できる
ようにすることが重要である。前述の認識の
下、養育費受領目標を設定したところである
が、養育費を支払うのは当然のことであると
いう意識を定着させる必要がある。
「令和モデル」の実現には、上記のほか、
誰もが勤務時間中、子供を安心して預け、安
心して働ける社会の仕組み（乳幼児の保育施
設だけでなく、学童保育施設等、児童が放課
後や長期休み期間に過ごす施設も含む。）、介
護の心配をせずに働ける社会の仕組み、自営
業者やフリーランス・ギグワーカー等が安心
して働ける環境の整備、各種手続・申請のオ
ンライン化等の簡素化等々、男女共同参画施
策だけでなく、こども・子育て施策、働き方
改革、税・社会保障制度等、ソフト・ハード
両面、個々別ではなく、相互の関連を見なが
ら同時並行で、官民総力を挙げて推進してい
くことが求められる。
性別を問わず、希望に応じて、家庭でも、

仕事でも活躍できる社会の実現、既婚者も非
婚者も（未婚者も）、子供のいる人もいない
人も、誰もが活躍できる社会の実現こそ、日
本社会が目指すべき姿である。
世界情勢も、我が国の経済情勢も先行き不

透明な中、現状では何も解決しない。新しい

35	 	第４回こども政策の強化に関する関係府省会議（令和５（2023）年３月22日開催）資料４では、我が国では、属人的業務が多く、
引き継ぎがしにくいことが男性の育児休業取得の妨げになっている可能性が指摘されている。

36	 	特定事業主については、令和５（2023）年４月１日施行。
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動きに気付き、制度・慣行を今の時代に合っ
たものに変え、新しい発想、新しい叡智を取
り入れ、全ての人が活躍できる社会、「令和

モデル」への転換の先にこそ、我が国の更な
る成長がある。

特－76図 諸外国の役員に占める女性の割合の推移

（備考）１．	OECD	“OECD.	Stat”より作成。
２．	EUは、各国の優良企業銘柄50社が対象。他の国はMSCI	ACWI構成銘柄の企業が対象。
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特－77図 出産後の夫の家事・育児時間別妻の離職率

（備考）１．	厚生労働省「第10回21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）」より作成。
２．	集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当するこの９年間に子供が生まれた同居夫婦である。

①第１回から第10回まで双方が回答した夫婦
②第１回に独身で第９回までの間に結婚し、第10回まで回答した夫婦
③妻が出産前に仕事有りで、かつ、第１回の「女性票」の対象者
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特－78図 １か月以上の育児休業を取得しない理由（既婚20～30代男性）

（備考）	内閣府「第６回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」（令和５（2023）年
４月19日公表）より作成。
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その他
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特－79図 「令和モデル」の実現に向けて

希望が満たされ、
能力を最大限に
発揮して
仕事ができる
環境の整備

仕事と家事・育児等の
バランスが取れた生活

女性の
経済的自立

〇長時間労働の是正
〇男性の育児休業取得の促進
職場での業務の見直し、効率的な業務配分

〇男女間賃金格差の是正
〇成長分野への円滑な労働移行
能力向上支援、デジタル人材の育成等

〇女性の就労の壁となっている制度・慣行の見直し
〇養育費を支払うのは当然であるという意識の定着

「令和モデル」
職業観・家庭観が
大きく変化する中、
全ての人が
希望に応じて、
家庭でも仕事でも
活躍できる社会の実現へ

「昭和モデル」
・いわゆるサラリーマンの夫と専業
主婦から成る世帯を前提とした制度

・固定的な性別役割分担を前提とした
長時間労働や転勤を当然とする雇用慣行

新しい生活様式・働き方
・若い世代を中心に、生活様式、働き方についての
考え方が変化、多様化
・家族の姿の変化、人生の多様化
単独世帯、ひとり親世帯、共働き世帯の増加

変革
１

２

３

〇柔軟な働き方の浸透、勤務時間にかかわらず仕事の
成果を評価され、昇進を目指すことができる環境の整備

〇指導的役割に占める女性を増やすための取組の加速
〇再就職の際、またはキャリアアップを目指す際に能力や
スキルを向上できるよう、リスキリング等の機会の提供
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休み方考察～サバティカル休暇

祝祭日を含む休日と休暇の状況を国際比較してみると、我が国は、いわゆる「国民の祝日」
（16日）1と年次有給休暇（10日）2を合計して26日間となっている。諸外国と比較して、祝
日は多い方である。また、法定最低年次有給休暇は10日となっているが、勤続年数に応じ
て付与日数が増加することになっており、勤続年数6.5年以上の場合は20日付与され、諸外
国と同程度の日数になる。しかし、有給休暇の実際の平均取得日数となると、20日以上取
得している諸外国と比較して8.6日と非常に少ないものとなっている（図１）。

我が国内の状況を見てみると、労働者１人平均年次有給休暇取得率の年次推移は、平成
28（2016）年以降増加に転じ、上昇を続けているが、業種間で差が出ており、例えば、宿
泊業、飲食サービス業では付与日数も取得日数も短くなっている（図２）（図３）。

（図１）休日・休暇の状況（国際比較）

（備考）１．	OECD	“Employment	Outlook	2021”	より作成。
２．米国には法定最低年次有給休暇はない。
３．国によってはデータが欠落しているものもある。
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1� �「国民の祝日」については、内閣府ホームページを参照。https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
2� �「年次有給休暇」については、厚生労働省ホームページを参照。https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

roudousya.html
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（図２）労働者１人平均年次有給休暇取得率の年次推移

（備考）１．	厚生労働省「令和４年就労条件総合調査」より作成。
２．「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。
３．	年次については、平成13（2001）年以降は調査年（１月１日時点）の前年１年間の状況を表すものであり、

平成11（1999）年以前は調査年（12月31日時点）１年間の状況を「賃金労働時間制度等総合調査」とし
て取りまとめたものである。

４．	平成19（2007）年以前は、調査対象を「本社の常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」としてお
り、平成20（2008）年から「常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」に範囲を拡大した。

５．	平成26（2014）年以前は、調査対象を「常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」としており、ま
た、「複合サービス事業」を含まなかったが、平成27（2015）年より「常用労働者が30人以上の民営法人」
とし、さらに「複合サービス事業」を含めることとした。
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次に、法定休暇・休業（年次有給休暇、産前・産後休業、育児休業、介護休業、子の看護
休暇等）以外に付与される特別休暇のうち、「サバティカル休暇」に目を向けてみる。
政府が令和４（2022）年６月７日に閣議決定した５か年計画「新しい資本主義のグラン

ドデザイン及び実行計画～人・技術・スタートアップへの投資の実現～」の中で、「サバティ
カル休暇」について記載されている。
「サバティカル休暇」のサバティカル（sabbatical）は、旧約聖書に登場する「安息日」
の意味のラテン語に由来し、明治13（1880）年に米国ハーバード大学で始まった、研究の
ための有給休暇が起源とされ、1990年代に離職対策として欧州企業で広まったと言われて
いる。
我が国では「長期休暇」「研修休暇」などと訳されることもあり、内閣府、厚生労働省、

経済産業省、文部科学省等で、ワーク・ライフ・バランス、人材育成、リカレント（学び直
し）、仕事活性化等、個別の観点から研究・検討されてきた（参考）。
既に、各大学において、「サバティカル休暇」制度の導入、利用する教職員が見受けられ、

続いて、このところ、企業でも取り入れる動きが散見される。「サバティカル休暇」も含ま
れると思われる「教育訓練休暇制度」の導入状況を見ると、全業種で約８割が「導入してい
ないし、導入する予定はない」としている（図４）。

（図３）労働者１人平均年次有給休暇の取得状況

（備考）１．	厚生労働省「令和４年就労条件総合調査の概況」より作成。
２．	「付与日数」は、繰越日数を除く。「取得日数」は、令和３（2021）年（又は令和２（2020）会計年度）

１年間に実際に取得した日数である。「取得率」は、取得日数計／付与日数計×100（％）である。
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令和３（2021）年６月に育児・介護休業法が改正され、更なる育児休業等の取得の推進
が図られているところであるが、家族の姿が変化し、人生が多様化している中、育児・介護
をしていなくても、「サバティカル休暇」等の長期休暇を取得する手段があることは、様々
なメリットをもたらすと考えられる。例えば、現在の仕事を中断して他に目を向け、得た経
験は、その後の仕事はもちろん、長い人生の糧となるのではないか。また、社会に還元され
れば、我が国の成長につながる可能性がある。長期休暇取得は当たり前、お互い様という風
潮が社会で醸造されることで、育児をしている人にとっては、心理的に育児休業等を利用し
やすくなるのではないか。また、長期休暇期間中の代替要員の確保に努める仕組みが作られ
ることになり、さらに多くの人が長期休暇を取りやすくなり、それぞれの事情に応じて、家
庭のため、仕事のために休暇を活かし、全ての人のワーク・ライフ・バランスの実現にも資
するのではないか。
働き方、休み方も、人生100年時代に合ったものになるべきである。今後の「サバティカ

ル休暇」等の長期休暇の普及に期待したい。

（図４）教育訓練休暇制度の導入状況

（備考）１．	厚生労働省「能力開発基本調査（企業調査）」（令和３（2021）年度）より作成。
２．	「教育訓練休暇」とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して

与えられる休暇のことをいう。有給であるか無給であるかは問わない。また、社内での名称が異なる場合
でも同様の目的で使用できる場合も含む（有給の場合は、労働基準法（昭和22年法律第49号）第39条の
規定による年次有給休暇として与えられるものは除く。）。
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参考  我が国における「サバティカル休暇」について
の検討の変遷概要

平成16（2004）年６月30日
「職業生活活性化のための年単位の長期休暇制度等に関する研究会報告書」（厚生労働省）

平成22（2010）年７月30日
メールマガジン「カエル！ジャパン通信Vol.�10」（内閣府 仕事と生活の調和推進室）
・�「フランスと日本の休暇制度」を特集し、フランスにおける「サバティカル休暇」の
特徴を紹介

平成24（2012）年９月７日
「大学共同利用機関法人及び大学共同利用機関の今後の在り方について（審議のまとめ）」
（文部科学省研究環境基盤部会）
・大学におけるサバティカルの実施状況
・サバティカル制度を活用した取組例

平成29（2017）年３月13日
経済財政諮問会議 経済・財政一体改革推進委員会 経済社会の活力ワーキング・グ
ループ
第２回（内閣府）
・議題２：サバティカル、教育訓練休暇について
〈論点〉
・�今後、平均寿命・健康寿命の延伸に伴い、これまでよりも就業人生が長くなる一方で、
先端技術の進歩のスピードは速く、スキルの陳腐化も進むと見込まれる中、教育訓練
休暇の仕組みを広げることが必要ではないか。

・�そのためには、企業側の代替要員の確保やその（及び有給の場合の）コストの確保、
従業員の離職リスク等の課題をどのように克服していくか。

平成30（2018）年３月公表
「我が国産業における人材力強化に向けた研究会（人材力研究会）報告書」（経済産業省、
中小企業庁）
［一部抜粋］
２．リカレント教育の推進
・�企業による「サバティカル休暇」等の個人の学び直しや振り返りを支援するための
制度整備を促進するため、そのような制度を整備する企業に対する助成の在り方に
ついて関係省庁と連携して検討する。
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令和３（2021）年３月26日閣議決定
「第６期科学技術・イノベーション基本計画」
［一部抜粋］
⑤学び続けることを社会や企業が促進する環境・文化の醸成
○�社員の学び直しに対し、サバティカル休暇の付与や経済的支援等を行う企業につい
て、人材育成のリーディングカンパニーとして評価し、企業イメージの向上等につ
なげる方策を導入する。

令和４（2022）年６月７日閣議決定
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技術・スタートアップへの投
資の実現～」
［一部抜粋］
⑸ 多様性の尊重と選択の柔軟性
� 多様性を尊重し、性別にかかわらず仕事ができる環境を整備することで、選択の柔
軟性を確保していく。
①多様性の尊重
� 日本の大企業は、ともすれば、中高年の男性が中心となって経営されてきたが、こ
れからは組織の中でより多様性を確保しなければならない。日本企業が多様性を成長
につなげることを応援する。
� 同一労働同一賃金制度の徹底とともに、短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、
職種・職務限定正社員制度といった多様な正社員制度の導入拡大を、産業界に働きか
けていく。また、女性・若者等の多様な人材の役員等への登用、サバティカル休暇の
導入やスタートアップへの出向等の企業組織の変革に向けた取組を促進する。

令和４（2022）年10月４日
「『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』の実施についての総合経済対策の
重点事項」（新しい資本主義実現会議）
［一部抜粋］
３．人への投資
・�個人のリスキリングに対する公的支援について、人への投資策を５年間で１兆円の
施策パッケージに拡充する。

○�現在３年間で4,000億円規模で実施している人への投資強化策について、施策パッ
ケージを５年間で１兆円へと抜本強化する。

○�デジタル人材育成を強化し、現在100万人のところ2026年度までに330万人に拡
大する。年末までに、デジタルスキル標準を策定し、見える化を図る。

○企業によるスキル向上のためのサバティカル休暇の導入を促進する。
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令和５（2023）年G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合開催について

令和５（2023）年１月から12月の１年間、我が国はG7の議長国となっている。G7サミッ
ト（主要国首脳会議）は、フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ（議長
国順）の７か国及び欧州連合（EU）の首脳が参加して毎年開催される国際会議であり、５
月19日（金）～21日（日）に広島県広島市で開催された。G7サミットの日本での開催は、
平成28（2016）年伊勢志摩サミット以来７年ぶり７回目1である。
サミット（首脳会合）のほか、全国各地で15の関係閣僚会合2が

開催され、各分野の重要課題について議論を行う。６月24日（土）、
25日（日）には、栃木県日光市にて、我が国で初めてG7男女共同
参画・女性活躍担当大臣会合が開催される予定である。

G7男女共同参画担当大臣会合は、平成29（2017）年イタリア・タオルミーナにおいて
初めて開催された。以後、コロナ下における中断もありつつも、継続的にG7の男女共同参
画担当大臣等が一堂に会し、国際社会が直面する様々な男女共同参画・女性活躍に関する課
題について議論を行っている。

過去のG7男女共同参画担当大臣会合開催経緯

平成29（2017）年11月 イタリア（タオルミーナ）
平成30（2018）年３月 カナダ（米国・ニューヨーク3）
令和元�（2019）年５月 フランス（パリ）
令和４ （2022）年10月 ドイツ（ベルリン）

我が国の男女共同参画・女性活躍施策は、これまでも、海外における取組も参考にしなが
ら、国際的な協調の下に進められてきた。G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大
臣会合（英語名称：G7� Ministerial� Meeting� on� Gender� Equality� and� Women’s�
Empowerment� in�Nikko,� Tochigi）を開催することで、G7におけるジェンダー主流化の
流れをより強固なものとするとともに、我が国の男女共同参画・女性活躍に関する取組を一
層進展させる上での貴重な知見を得ることができる。そして、同時に、我が国の取組を国際
社会へ発信するとともに、国際社会の議論や取組に従来以上に貢献する、重要な機会である。

令和４（2022）年ドイツ会合の様子

COLUMN
7
コラム

1� �過去の開催経緯・開催地は以下のとおり。昭和54（1979）年東京、昭和61（1986）年東京、平成５（1993）年東京、
平成12（2000）年九州・沖縄、平成20（2008）年北海道洞爺湖、平成28（2016）年伊勢志摩。

2� �関係閣僚会合の会合名、日程、開催地は以下のとおり。科学技術大臣会合（５月12日～14日、宮城県仙台市）、男女共
同参画・女性活躍担当大臣会合（６月24日～25日、栃木県日光市）、内務・安全担当大臣会合（12月８日～10日、茨城
県水戸市）、デジタル・技術大臣会合（４月29日～30日、群馬県高崎市）、司法大臣会合（７月７日、東京都）、外務大
臣会合（４月16日～18日、長野県軽井沢町）、貿易大臣会合（10月28日～29日、大阪府堺市）、財務大臣・中央銀行総
裁会議（５月11日～13日、新潟県新潟市）、教育大臣会合（５月12日～15日、富山県富山市・石川県金沢市）、保健大
臣会合（５月13日～14日、長崎県長崎市）、労働雇用大臣会合（４月22日～23日、岡山県倉敷市）、農業大臣会合（４
月22日～23日、宮崎県宮崎市）、気候・エネルギー・環境大臣会合（４月15日～16日、北海道札幌市）、交通大臣会合（６
月16日～18日、三重県志摩市）、都市大臣会合（７月７日～９日、香川県高松市）。

3� �第62回国連女性の地位委員会（CSW）の開催に合わせて、米国ニューヨークにて開催。
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開催地（栃木県日光市）について

栃木県は関東地方北部に位置し、県北西部に
は白根山や男体山、北東部には茶臼岳や朝日岳
が連なり、中央から南部にかけては平地が広が
る自然豊かな土地である。農業や製造業が盛ん
で、中でもいちごの生産量は54年連続全国１
位を誇る。
開催地の日光市は、県北西部に位置し面積は

県全体の４分の１ほどを占めており、日本初の
国立公園の一つである日光国立公園やラムサー
ル条約登録湿地である奥日光を始めとする美し
い自然を有している。さらに、鬼怒川温泉や湯西川温泉などの関東有数の温泉地が多数
分布し、世界遺産の「日光の社寺」や「日光杉並木街道」、「足尾銅山坑内施設」など多
くの歴史的と文化的遺産を有している。男体山の麓に位置する中禅寺湖畔には、明治中
頃から昭和初期にかけて、各国の大使館別荘が建てられ、「夏は外務省が日光に移る」
と言われたほど、国際避暑地として栄えた歴史を持つ。かつて外交官や政府要人が集っ
た場所にG7各国の閣僚が集まり、男女共同参画・女性活躍に関する諸課題について議
論を行う予定である。

日光市

栃木県
福島福島

茨城茨城

栃木栃木
群馬群馬

埼玉埼玉
東京東京 千葉千葉
神奈川神奈川

新潟新潟

日光市日光市山梨山梨

〈栃木県及び日光市の位置〉

特
集

新
た
な
生
活
様
式
・
働
き
方
を
全
て
の
人
の
活
躍
に
つ
な
げ
る
た
め
に
～
職
業
観
・
家
庭
観
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、「
令
和
モ
デ
ル
」
の
実
現
に
向
け
て
～

119

      



女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会について

人生100年時代を迎え、女性の経済的自立は喫緊の課題である。
女性の就業者数はこの10年間に大幅に増加したが、正規雇用比率はいわゆるＬ字カーブ

を描いており、令和４（2022）年12月１日開催の経済財政諮問会議において、岸田内閣総
理大臣から、希望する女性が正規職に従事して働きながら、安心して子供を育てられる社会
を構築すべく、女性の就労、正規化促進等に向けて取り組むよう指示があったところである。
経済的自立に向けてその解消が求められる男女間賃金格差は、職階の男女差が主要な要因

との指摘があり、女性役員比率の向上を始め女性の登用を促進することが重要である。さら
に、女性の登用促進は、企業のパフォーマンス向上の面でもメリットがあり、我が国経済の
発展にも資するものである。
また、岸田政権が推し進めるスタートアップやDXを重点分野とする成長のための投資、

リスキリング等の人への投資に関連して、女性起業家の支援や女性デジタル人材育成等の取
組も重要である。
このように、女性活躍と経済成長の好循環を実現するための諸施策について幅広く検討す

るため、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）の下に有識者の参集を求め「女性活躍と経済
成長の好循環実現に向けた検討会」を開催した。
検討会は、令和５（2023）年５月22日までに計６回開催し、Ｌ字カーブの解消、女性の

登用拡大、男女間賃金格差の解消に向けた方策、従来の日本型雇用慣行や働き方から脱する
方策、スピード感を持って女性による起業を促進するための方策などについて様々な角度か
ら議論を行った。検討会議論を踏まえた提言として、「女性活躍と経済成長の好循環の実現
に向けて」がまとめられた。提言には、女性活躍の現状、女性活躍が進まない背景（構造的
要因）、女性活躍の課題をまとめたうえで、女性役員の登用とパイプラインの構築、女性起
業家の育成・支援、女性デジタル人材の育成、地方・中小企業における女性活躍の促進につ
いて具体的な施策が盛り込まれた。
検討会の議事概要及び資料は内閣府ホームページに掲載されている。

女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会 構成員・臨時構成員

� （令和５（2023）年３月22日時点）
� （五十音順）

［構成員］
秋山 咲恵 株式会社サキコーポレーション ファウンダー

北川 哲雄 青山学院大学名誉教授・東京都立大学特任教授

田代 桂子 株式会社大和証券グループ本社 取締役兼執行役副社長
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中畑 英信 �株式会社日立製作所 代表執行役執行役専務�
CHRO兼人財統括本部長�
兼コーポレートコミュニケーション責任者

羽生 祥子 �株式会社羽生プロ 代表取締役社長・�
京都大学「令和版ジェンダー論」講師

（座長）平野 信行 株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問

政井 貴子 SBI金融経済研究所株式会社 取締役理事長

吉田 浩一郎 株式会社クラウドワークス 代表取締役社長CEO

［臨時構成員］
上野 直子 �Glass�Lewis�Japan合同会社�

Vice�President,�Asian�Research�and�Engagement

キャシー 松井 MPower�Partners�General�Partner 代表

月田 有香 株式会社MAIA 代表取締役社長

菱田 賀夫 �三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社�
代表取締役社長

女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会 開催経緯

第１回 令和４（2022）年12月23日（金）
○有識者からのプレゼンテーション
・キャシー松井臨時構成員

第２回 令和５（2023）年１月23日（月）
○有識者からのプレゼンテーション
・菱田賀夫臨時構成員
・上野直子臨時構成員
・鈴木ゆかり・株式会社資生堂代表取締役常務、チーフD&Iオフィサー

第３回 令和５（2023）年２月15日（水）
○関係省庁からの説明（女性起業家支援について）
・金融庁政策オープンラボ（金融界のDiversity,�Equity&Inclusion）
・内閣官房新しい資本主義実現本部事務局
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第４回 令和５（2023）年３月24日（金）
○有識者からのプレゼンテーション
・�ロレーナ・デッラジョヴァンナ・株式会社日立製作所執行役常務�Chief�Sustainability�
Officer兼グローバル環境統括本部長兼Chief�Diversity,�Equity�&�Inclusion�Officer�
(CDEIO)

・月田有香臨時構成員

第５回 令和５（2023）年４月28日（金）
○関係省庁からの説明
・�金融庁（「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム」に
ついて）

・経済産業省（中小企業における女性活躍の推進施策等について）
○女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会提言骨子案について

第６回 令和５（2023）年５月22日（月）
○女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会提言案について
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参考  「令和４年度 新しいライフスタイル、新しい働き方
を踏まえた男女共同参画推進に関する調査」（内閣府
男女共同参画局委託調査）

⑴ 調査目的
これまで女性に対する施策は多数行われているが、更なる女性活躍を目指すためには、男

性の変革が必要である。例えば、女性が様々なライフステージで仕事を継続できる環境は整っ
てきたが、男性の長時間労働の慣行は十分に改善されておらず、このことが、男性の家事参
画が進まない要因、女性に家事負担が集中する要因となっている。家族の姿が変化し、共働
き世帯が増加している中、従来通りの家事・育児に加え、仕事での活躍も求められ、女性の
負担は増加している。このことは、コロナ下で改めて顕在化した。
一方、コロナ下での生活も３年となり、働き方、ライフスタイルが変わってきている。特

に若い世代と中高年との間では、両者に対する考え方も大きく異なっている可能性があり、
今後の男女共同参画を推進する上では、確認しておく必要がある。
さらに、コロナ下では、中高年男性の孤独・孤立が注目されることになったが、これは、

現役時代に仕事以外の繋がりを持てなかったこと、性別役割分業の副産物であることが指摘
されている。
本調査は、前述の問題意識を念頭に、コロナを経験した上でのライフスタイルにおける意

識の変化、ライフスタイル、働き方に対する理想と実態について、男女別、年代別、配偶関
係別等で確認し、今後の男女共同参画推進に向けた材料とすることを目的とする。

⑵ 調査方法
インターネット・モニターに対するアンケート調査

⑶ 調査期間
令和４（2022）年12月23日（金）～令和５（2023）年１月６日（金）

⑷ 調査項目
「あなた自身に関する調査」という名目で、以下①～④の項目を調査した。
①働き方の現状と課題
②仕事とプライベートのバランス
③生活時間の考え方
④ストレスと責任への考え方

⑸ 回答者数など
・回答者数は、20,000人
・調査対象は、国内在住のインターネット・モニター（20歳以上70歳未満）
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第１節 政治分野

Ⅰ �あらゆる分野における女性の参画
拡大

政策・方針決定過程への
女性の参画拡大第１分野

１－１図 衆議院議員総選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移

（備考）�総務省「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調」より作成。
※ �第５次男女共同参画基本計画において、候補者に占める女性の割合を2025年までに35％とする目標を設定しているが、

これは、政府が政党に働きかける際に念頭に置く努力目標であり、政党の自律的行動を制約するものではなく、また、各
政党が自ら達成を目指す目標ではない。
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○衆議院議員総選挙における候補者及び当選者に占める女性の割合は上昇傾向にあるが、低い
水準となっている。

○令和３（2021）年10月執行の総選挙では、候補者に占める女性の割合は17.7％、当選者に
占める女性の割合は9.7％となり、平成29（2017）年10月執行の総選挙の結果を下回った。
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１－２図 参議院議員通常選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移

（備考）�総務省「参議院議員通常選挙結果調」より作成。
※ �第５次男女共同参画基本計画において、候補者に占める女性の割合を2025年までに35％とする目標を設定しているが、

これは、政府が政党に働きかける際に念頭に置く努力目標であり、政党の自律的行動を制約するものではなく、また、各
政党が自ら達成を目指す目標ではない。
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○参議院議員通常選挙における候補者及び当選者に占める女性の割合は上昇傾向にあるが、低
い水準となっている。

○令和４（2022）年７月執行の通常選挙では、候補者に占める女性の割合は33.2％、当選者
に占める女性の割合は27.4％。
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１－３図 統一地方選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移

（備考）１．�平成31（2019）年までは総務省「地方選挙結果調」、令和５（2023）年は総務省「統一地方選挙結果の概要（速報）」
（令和５（2023）年４月25日現在）より作成。

２．昭和22（1947）年の「市議会」には、五大市議及び東京都特別区議の女性当選人数を含む。
※ �第５次男女共同参画基本計画において、統一地方選挙の候補者に占める女性の割合を2025年までに35％とする目標を設

定しているが、これは、政府が政党等への要請、「見える化」の推進、実態の調査や好事例の横展開及び環境の整備等に
取り組むとともに、政党を始め、国会、地方公共団体、地方六団体等の様々な関係主体と連携することにより、全体とし
て達成することが期待される目標数値であり、各団体の自律的行動を制約するものではなく、また各団体が自ら達成を目
指す目標ではない。
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○統一地方選挙における候補者及び当選者に占める女性の割合は、上昇傾向にあるが、低い水
準となっている。

○令和５（2023）年の統一地方選挙では、候補者に占める女性の割合は、特別区議会が
32.0％と最も高く、町村議会が14.7％と最も低くなっており、全体で19.2％。一方、当選
者に占める女性の割合は、特別区議会が36.8％と最も高く、都道府県議会が14.0％と最も
低くなっている。
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１－４図 地方議会における女性議員の割合の推移

（備考）１．�総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（令和５（2023）年５月末時点で公表されてい
るもの）より作成。

２．�各年12月末現在。
３．�市議会は政令指定都市議会を含む。合計は都道府県議会及び市区町村議会の合計。

6.6

1.2
1.1
0.5

30.8

7.9

20.8

11.8

2.1

17.4

12.2

15.1

11.7

16.8

30.7

20.7

11.8

15.6

令和４
（2022）
（年）

30
（2018）

25
（2013）

20
（2008）

15
（2003）

５
（1993）

10
（1998）

平成元
（1989）

60
（1985）

56
（1981）

昭和52
（1977）

0

45

40

35

30

25

20

15

10

5

50
（％）

都道府県議会

市議会
政令指定都市議会

合計

特別区議会
町村議会

○令和４（2022）年12月末現在、女性の割合が最も高いのは、特別区議会で30.8％、次いで、
政令指定都市の市議会20.8％、市議会全体17.4％、町村議会12.2％、都道府県議会11.8％
となっており、都市部で高く郡部で低い傾向にある。
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第２節 司法分野

１－５図 司法分野における女性の割合の推移

（備考）１．�裁判官については最高裁判所資料より作成。
２．�弁護士については日本弁護士連合会事務局資料より作成。
３．�検察官（検事）、司法試験合格者については法務省資料より作成。
４．�裁判官は平成26（2014）年までは各年４月現在、平成27（2015）年以降は前年12月現在、検察官（検事）は各

年３月31日現在。弁護士は年により異なるが、令和４（2022）年は９月30日現在。司法試験合格者は各年の値。
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○裁判官、検察官（検事）及び弁護士に占める女性の割合は、裁判官が23.7％（令和３（2021）
年12月現在）、検察官（検事）が25.8％（令和４（2022）年３月31日現在）、弁護士が
19.6％（令和４（2022）年９月30日現在）。

○司法試験合格者に占める女性の割合は、平成４（1992）年以降はおおむね２～３割で推移
しており、令和４（2022）年は27.7％。
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第３節 行政分野

１－６図 国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合の推移

（備考）１．�平成17（2005）年度及び18（2006）年度は総務省、平成19（2007）年度から24（2012）年度は総務省・人事
院「女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果」、平成25（2013）年度は総務省・
人事院、平成26（2014）年度は内閣官房内閣人事局・人事院、平成27（2015）年度以降は内閣官房内閣人事局「女
性国家公務員の採用状況のフォローアップ」より作成。

２．�「総合職等」とは、国家公務員採用総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）及び国家公務員採用Ⅰ種試験並びに
防衛省職員採用Ⅰ種試験をいう。

３．�「技術系区分」の詳細
総合職（院卒者・大卒程度）：�工学/数理科学・物理・地球科学/化学・生物・薬学/農業科学・水産/農業農村工学/

森林・自然環境
一般職（大卒程度）：�電気・電子・情報/機械/土木/建築/物理/化学/農学/農業農村工学/林学
一般職（高卒者）：�技術/農業/農業土木/林業
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○国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合は上昇傾向にあり、令和４（2022）
年４月１日時点では37.2％と、第５次男女共同参画基本計画における成果目標（毎年度
35％以上）を達成。

○一方、国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性の割合は34.5％、国家公務員採
用試験（技術系区分）からの採用者に占める女性の割合は、前年から低下し24.1％と、いず
れも第５次男女共同参画基本計画における成果目標（総合職：毎年度35％以上、技術系区分：
2025年度までに30％）を達成していない。
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１－７図 国家公務員の各役職段階に占める女性の割合の推移

（備考）１．�内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況のフォローアップ」より作成。
２．�「指定職相当」とは一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。）の

指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和27年法律第266号）に基づき一般
職給与法の指定職俸給表に定める額の俸給が支給される防衛省職員を、「本省課室長相当職」とは同法の行政職俸
給表（一）７級から10級相当職の職員を、「国の地方機関課長・本省課長補佐相当職」とは同俸給表（一）５級及
び６級相当職の職員を、「係長相当職（本省）」とは同俸給表（一）３級及び４級相当職の本省職員をいう。
�また、「係長相当職（本省）のうち新たに昇任した職員」とは令和４（2022）年７月１日時点の本省に在籍する係
長相当職の職員のうち、令和３（2021）年７月２日から令和４（2022）年７月１日までの間に初めて本省の係長
相当職に任用された職員をいう。

３．�平成17（2005）年から平成26（2014）年までは各年１月時点。平成27（2015）年から令和４（2022）年まで
は各年７月時点。ただし、平成27（2015）年について、指定職相当は平成27（2015）年11月時点。
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○国家公務員の各役職段階に占める女性の割合は上昇傾向にあるが、いずれの役職段階も第５
次男女共同参画基本計画における成果目標を達成していない。

○令和４（2022）年７月時点では、係長相当職（本省）28.3％、係長相当職（本省）のうち
新たに昇任した職員26.3％、地方機関課長・本省課長補佐相当職14.1％、本省課室長相当
職6.9％、指定職相当5.0％。
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１－８図 地方公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合の推移

（備考）１．�内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より作成。
２．�各年４月１日から翌年３月31日の採用期間のデータとして各地方公共団体から提出のあったものを基に作成した

ものである。
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○令和３（2021）年度の地方公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合は、都道府県
では、全体で39.3％、うち大学卒業程度で37.7％。政令指定都市では、全体で49.5％、う
ち大学卒業程度で44.8％。

１－９図 都道府県職員の各役職段階に占める女性の割合の推移

（備考）１．�内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より作成。
２．�各年４月１日時点（一部の地方公共団体においては、異なる場合あり）のデータとして各地方公共団体から提出の

あったものを基に作成したものである。

20.5
22.7 22.4

22.3

13.9

8.1
16.4

21.3

25.0

8.5

13.0
16.0

4.9
7.4

10.0

30.0

（第５次男女共同参画基本
計画における成果目標）
(いずれも2025年度末)

7
（2025）
（年）

平成27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

31
（2019）

令和２
（2020）

3
（2021）

4
（2022）

0

45

40

35

30

25

20

15

10

5

50
（％）

本庁部局長・次長相当職本庁課長相当職
本庁係長相当職 本庁課長補佐相当職

○都道府県職員の各役職段階に占める女性の割合は、令和４（2022）年４月１日現在で、本
庁係長相当職22.4％、本庁課長補佐相当職22.3％、本庁課長相当職13.9％、本庁部局長・
次長相当職8.1％。
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１－10図 市区町村職員の各役職段階に占める女性の割合の推移

（備考）１．�内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より作成。
２．�各年４月１日時点（一部の地方公共団体においては、異なる場合あり）のデータとして各地方公共団体から提出の

あったものを基に作成したものである。
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○市区町村職員の各役職段階に占める女性の割合は、令和４（2022）年４月１日現在で、本
庁係長相当職35.7％、本庁課長補佐相当職29.6％、本庁課長相当職19.0％、本庁部局長・
次長相当職11.5％。
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１－11図 国の審議会等における女性委員の割合の推移  

（備考）１．�内閣府「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」より作成。
２．�昭和63（1988）年から平成６（1994）年は、各年３月31日時点、平成７（1995）年以降は、各年９月30日時点

のデータとして各府省庁から提出のあったものを基に作成したものである。昭和62（1987）年以前は、年により
異なる。

３．�調査対象の審議会等には、調査時点で、停止中のもの、委員が選任されていないもの、委員任命過程にあるもの及
び地方支分部局に置かれているものは含まれない。
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○国の審議会等の委員に占める女性の割合は、令和４（2022）年９月30日現在で43.0％と、
調査開始以来最高値となり、第５次男女共同参画基本計画における成果目標（2025年まで
に40％以上、60％以下）を達成。

○また、専門委員等に占める女性の割合も、調査開始以来最高値の33.8％となったが、第５次
男女共同参画基本計画における成果目標（2025年までに40％以上、60％以下）を達成して
いない。

※専門委員等とは、委員とは別に、専門又は特別の事項を調査審議するため必要があるとき、
専門委員、特別委員又は臨時委員の名称で置くことができるもの。
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１－12図 地方公共団体の審議会等委員に占める女性の割合の推移

（備考）１．�内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」より作成。
２．�各年４月１日時点（一部の地方公共団体においては、異なる場合あり）のデータとして各地方公共団体から提出の

あったものを基に作成したものである。
３．�法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会について集計。
４．�調査対象の審議会等には、調査時点で設置されていないもの及び委員の任命を行っていないものは含まれない。
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○都道府県の審議会等委員に占める女性の割合は、令和４（2022）年は34.0％となっており、
第５次男女共同参画基本計画における成果目標（2025年までに40％以上、60％以下）を達
成していない。

○市区町村の審議会等委員に占める女性の割合は、令和４（2022）年は28.0％となっており、
第５次男女共同参画基本計画における成果目標（2025年までに40％以上、60％以下）を達
成していない。

134 １ 令和４年度男女共同参画社会の形成の状況

      



１－13図 独立行政法人等の役職員の各役職段階に占める女性の割合の推移

（備考）１．�内閣府「独立行政法人等女性参画状況調査」より作成。
２．各年度４月１日時点のデータとして各独立行政法人等から提出のあったものを基に作成したものである。
３．�「役員」とは、会社法上の役員等（取締役、会社参与、監査役、執行役）、独立行政法人通則法上の役員（法人の長、

監事）及び個別法上の役員とし、執行役員は含まない。
４．「管理職」とは、部長相当職及び課長相当職をいう。
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○令和４（2022）年４月１日時点で、独立行政法人等の役員に占める女性の割合は16.5％となっ
ており、第５次男女共同参画基本計画における成果目標（2025年度末までに20％）を達成
していない。

○また、管理職（常勤）に占める女性の割合は16.1％となっており、第５次男女共同参画基本
計画における成果目標（2025年度末までに18％）を達成していない。
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第４節 経済分野

１－14図 民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合の推移

（備考）１．�厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
２．�令和２（2020）年から、調査対象が変更となり、10人以上の常用労働者を雇用する企業を集計しているが、令和

元（2019）年以前の企業規模区分（100人以上の常用労働者を雇用する企業）と比較可能となるよう、同様の企
業規模区分の数値により算出した。

３．�常用労働者の定義は、平成29（2017）年以前は、「期間を定めずに雇われている労働者」、「１か月を超える期間
を定めて雇われている労働者」及び「日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている者のうち４月及び５月に雇
われた日数がそれぞれ18日以上の労働者」。平成30（2018）年以降は、「期間を定めずに雇われている労働者」及
び「１か月以上の期間を定めて雇われている労働者」。

４．�令和２（2020）年から推計方法が変更されている。
５．�「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる取扱いをしていたところ、平

成31（2019）年１月30日の総務省統計委員会において、「十分な情報提供があれば、結果数値はおおむねの妥当
性を確認できる可能性は高い」との指摘がなされており、一定の留保がついていることに留意する必要がある。
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○常用労働者100人以上を雇用する企業の労働者のうち役職者に占める女性の割合を役職別に
見ると、上位の役職ほど女性の割合が低く、令和４（2022）年は、係長級24.1％、課長級
13.9％、部長級8.2％。
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１－15図 諸外国の就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合

（備考）１．�総務省「労働力調査（基本集計）」（令和４（2022）年）、その他の国はILO�“ILOSTAT”より作成。
２．�日本、米国は令和４（2022）年、オーストラリア、マレーシアは令和２（2020）年、英国は令和元（2019）年、

その他の国は令和３（2021）年の値。
３．�総務省「労働力調査」では、「管理的職業従事者」とは、就業者のうち、会社役員、企業の課長相当職以上、管理

的公務員等。また、「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。
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○就業者に占める女性の割合は、日本は令和４（2022）年は45.0％であり、諸外国と比較し
て大きな差はない。

○一方、管理的職業従事者に占める女性の割合は、諸外国ではおおむね30％以上となっている
が、日本は令和４（2022）年は12.9％となっており、諸外国と比べて低い水準となっている。

１－16図 上場企業の役員に占める女性の人数及び割合の推移

（備考）１．�東洋経済新報社「役員四季報」より作成。
２．�調査時点は原則として各年７月31日現在。
３．�調査対象は、全上場企業。
４．�「役員」は、取締役、監査役、指名委員会等設置会社の代表執行役及び執行役。
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○上場企業の役員に占める女性の人数は、平成24（2012）年以降の10年間で5.8倍に増加。
〇令和４（2022）年７月現在で、上場企業の役員に占める女性の人数は3,654人（昨年比
599人増）、割合は9.1％。
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１－17図 起業家に占める女性の割合の推移

（備考）１．�総務省「就業構造基本調査」（中小企業庁特別集計結果）より作成。
２．�旧定義に基づく起業家とは、過去１年間に職を変えた又は新たに職についた者のうち、現在は「自営業主（内職者

を除く）」となっている者。新定義に基づく起業家とは、過去１年間に職を変えた又は新たに職についた者で、現
在は会社等の役員又は自営業主となっている者のうち、自分で事業を起こした者。

※ �第５次男女共同参画基本計画においては、新定義に基づく起業者に占める女性の割合を成果目標として設定。
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○起業家に占める女性の割合は、平成29（2017）年は27.7％。
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第１節 就業

雇用等における男女共同参画
の推進と仕事と生活の調和第２分野

○就業率は、近年男女ともに上昇傾向。令和４（2022）年は、15～64歳の女性は72.4％、
25～44歳の女性は79.8％、15～64歳の男性は84.2％。

２－１図 女性就業率の推移

（備考）１．�総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。なお、労働力調査では令和４（2022）年１月分結果から算出の基礎
となるベンチマーク人口を令和２（2020）年国勢調査結果を基準とする推計人口に切り替えた。当グラフでは、
過去数値について新基準切り替え以前の既公表値を使用している。

２．平成23（2011）年の就業率は、総務省が補完的に推計した値。
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○女性の年齢階級別正規雇用比率は25～29歳の59.7％をピークに低下（Ｌ字カーブ）。

２－２図 女性の年齢階級別正規雇用比率（令和４（2022）年）

（備考）１．�総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．�就業率は、「就業者」／「15歳以上人口」×100。
３．�正規雇用比率は、「正規の職員・従業員」／「15歳以上人口」×100。
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第２節 仕事と生活の調和

２－３図 週間就業時間60時間以上の雇用者の割合の推移

（備考）１．�総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．�非農林業雇用者数（休業者を除く）に占める割合。
３．�平成23（2011）年値は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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○週間就業時間60時間以上の雇用者の割合は減少傾向。
○男女別に見ると、男性は女性より高く、子育て期にある30代男性では9.1％、40代男性では
10.3％となっている。
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２－４図 年次有給休暇取得率の推移

（備考）１．�平成11（1999）年までは労働省「賃金労働時間制度等総合調査」、平成12（2000）年以降は厚生労働省「就労条
件総合調査」より作成。

２．�取得率は、「取得日数計」／「付与日数計」×100。
３．�平成19（2007）年及び26（2014）年で、調査対象が変更になっているため、時系列比較には注意を要する。

�平成18（2006）年まで：本社の常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業
�平成19（2007）年から25（2013）年まで：常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業
�平成26（2014）年以降：�常用労働者が30人以上の民営企業（複合サービス事業、会社組織以外の法人（医療法人、

社会福祉法人、各種の協同組合等）を含む。）
４．�平成23（2011）年から25（2013）年は、東日本大震災による企業活動への影響等を考慮し、被災地域から抽出

された企業を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産業・規模に属する企業を再抽出し代替。
５．�平成26（2014）年は26（2014）年４月、平成27（2015）年は27（2015）年９月、平成28（2016）年は28（2016）

年７月にそれぞれ設定されている避難指示区域（帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域）を含む
市町村に所在する企業を調査対象から除外。

44.2

53.4
51.6

56.5

62.1
58.3

55.0

60.156.6

30
（2018）

令和２
（2020）

３
（2021）

28
（2016）

26
（2014）

24
（2012）

４
（1992）

６
（1994）

８
（1996）

10
（1998）

12
（2000）

14
（2002）

16
（2004）

18
（2006）

20
（2008）

22
（2010）

昭和60
（1985）

（年）

62
（1987）

平成２
（1990）

35

75

70

65

60

55

50

45

40

80
（％）

男女計

男性
女性

○年次有給休暇の取得率は近年上昇傾向にあり、令和３（2021）年は58.3％。
○男女別に見ると、男性は女性より低く、令和３（2021）年の取得率は、女性62.1％、男性
56.5％。
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２－５図 子供の出生年別第１子出産前後の妻の就業経歴

（備考）１．�国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（夫婦調査）」より作成。
２．�第12～16回調査を合わせて集計。対象は第15回以前は妻の年齢50歳未満、第16回は妻が50歳未満で結婚し、妻

の調査時年齢55歳未満の初婚どうしの夫婦。第１子が１歳以上15歳未満の夫婦について集計。
３．�出産前後の就業経歴

就業継続（育休利用）－妊娠判明時就業～育児休業取得～子供１歳時就業
就業継続（育休無し）－妊娠判明時就業～育児休業取得無し～子供１歳時就業
出産退職 －妊娠判明時就業～子供１歳時無職
妊娠前から無職 －妊娠判明時無職

４．�「妊娠前から無職」には、子供１歳時に就業しているケースを含む。育児休業制度の利用有無が不詳のケースは「育
休無し」に含めている。
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○第１子出産前に就業していた女性の就業継続率（第１子出産後）は上昇傾向にあり、平成27
（2015）から令和元（2019）年に第１子を出産した女性では69.5％。
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２－６図 男性の育児休業取得率の推移

（備考）１．�国家公務員は、平成21（2009）年度までは総務省・人事院「女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォロー
アップの実施結果」、平成22（2010）年度から24（2012）年度は「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の
育児休業の取得状況のフォローアップ」、平成25（2013）年度は内閣官房内閣人事局・人事院「女性国家公務員
の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」、平成26（2014）年度から令和２（2020）
年度は内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアッ
プ」、令和３（2021）年度は内閣官房内閣人事局「国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ及び男性
国家公務員の育児に伴う休暇・休業の１か月以上取得促進に係るフォローアップについて」より作成。

２．�国家公務員（一般職）は、人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」及び人事院「年次報告書」よ
り作成。なお、調査対象は、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第109号）が適用される一般職
の国家公務員で、行政執行法人職員を含み、自衛官など防衛省の特別職国家公務員は含まない。

３．地方公務員は、総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」より作成。
４．民間企業は厚生労働省「雇用均等基本調査（女性雇用管理基本調査）」より作成。
５．�国家公務員の育児休業取得率について、令和２（2020）年度以前は、当該年度中に新たに育児休業が可能となっ

た職員数に対する当該年度中に新たに育児休業をした職員数の割合。令和３（2021）年度は、当該年度中に子が
生まれた職員（育児休業の対象職員に限る。）の数に対する当該年度中に新たに育児休業をした職員数の割合。

６．�地方公務員の育児休業取得率は、当該年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する当該年度中に新たに
育児休業をした職員数の割合。

※ �第５次男女共同参画基本計画において、民間企業、国家公務員及び地方公務員の男性の育児休業取得率を2025年までに
30％とすることを、成果目標として設定。
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○近年、男性の育児休業取得率は上昇しており、令和３（2021）年度では、民間企業が
13.97％、国家公務員が34.0％（一般職62.8％）、地方公務員が19.5％。
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地域における男女共同参画の
推進第３分野

○男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条では、地方公共団体に対し、男女
共同参画計画を策定することを求めている（都道府県は義務、市区町村は努力義務）。

○男女共同参画計画の令和４（2022）年の策定率は、市区町村全体では86.7％となっている。
市区では98.2％だが、町村では76.6％にとどまっている。

３－１図 市区町村における男女共同参画計画策定の割合の推移

（備考）１．�内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より作成。
２．�各年４月１日時点（一部の地方公共団体においては、異なる場合あり）のデータとして各地方公共団体から提出の

あったものを基に作成したものである。
３．�東日本大震災の影響により、平成23（2011）年値には、岩手県の一部（花巻市、陸前高田市、釜石市、大槌町）、

宮城県の一部（女川町、南三陸町）、福島県の一部（南相馬市、下郷町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、
浪江町、飯館村）が、平成24（2012）年値には、福島県の一部（川内村、葛尾村）がそれぞれ含まれていない。
また、北海道胆振東部地震の影響により、平成30（2018）年値には北海道厚真町が含まれていない。

４．�市区には、政令指定都市を含む。
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〇令和４（2022）年の10～20代女性の転出超過数の割合は1.15％（前年比0.08％ポイント増）、
同年代男性の転出超過数の割合は0.97％（同0.08％ポイント増）。

○10～20代女性の転出超過数の割合は、同年代男性の転出超過数の割合より高い状態が続いている。

３－２図 地域における10～20代の人口に対する転出超過数の割合

（備考）１．�総務省「住民基本台帳人口移動報告」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より内閣府で算出。
２．�三大都市圏（東京圏、名古屋圏及び関西圏）を除く道県の対前年転出増加数を算出。
３．�東京圏は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県、名古屋圏は岐阜県、愛知県及び三重県、関西圏は京都府、大阪府、

兵庫県及び奈良県。
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（第５次男女共同参画基本計画
における成果目標）（2025年）

３－３図 自治会長及びPTA会長に占める女性の割合の推移

（備考）１．�自治会長は、内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」、PTA会
長（小中学校）は、内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」より作成。

２．�自治会長は、各年４月１日時点（一部の地方公共団体においては、異なる場合あり）のデータとして各地方公共団
体から提出のあったものを基に作成したものである。PTA会長（小中学校）は、平成28（2016）年までは各年９
月時点、平成29（2017）年、令和２（2020）年から令和４（2022）年は12月時点、平成30（2018）年及び令
和元（2019）年は10月時点のデータとして団体から提出のあったものを基に作成したものである。

３．�自治会長については、回答のあった地方公共団体のうち、男女別の人数を把握できた団体のみを集計。
４．�自治会長については、東日本大震災の影響により、平成23（2011）年値には、岩手県の一部（花巻市、陸前高田市、釜

石市、大槌町）、宮城県の一部（女川町、南三陸町）、福島県の一部（南相馬市、下郷町、広野町、楢葉町、富岡町、大
熊町、双葉町、浪江町、飯館村）が、平成24（2012）年値には、福島県の一部（川内村、葛尾村、飯館村）がそれぞ
れ含まれていない。また、北海道胆振東部地震の影響により、平成30（2018）年値には北海道厚真町が含まれていない。
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（第５次男女共同参画基本計画
における成果目標）（2025年度）

○令和４（2022）年時点の自治会長に占める女性の割合は6.8％（前年比0.5％ポイント増）。
○令和４（2022）年時点のPTA会長に占める女性の割合は17.4％（前年比0.8％ポイント増）。
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３－４図 農業委員会、農協、漁協、森林組合における女性の参画状況の推移

（備考）１．�農林水産省資料より作成。ただし、「女性役員のいない農業協同組合数」、「農協個人正組合員に占める女性の割合」
及び「農協役員に占める女性の割合」の令和４（2022）年度値は、全国農業協同組合中央会調べによる。

２．�農業委員とは、市町村の独立行政委員会である農業委員会の委員であり、市町村長が市町村議会の同意を得て任命
する。農業委員会は、農地法（昭和27年法律第229号）に基づく農地の権利移動の許可等の法令に基づく業務のほ
か、農地等の利用の最適化の推進に係る業務を行っている。

３．�農業委員会については、各年10月１日現在。ただし、昭和60（1985）年度は８月１日現在、平成27（2015）年
度は９月１日現在。

４．�女性委員のいない農業委員会数は平成20（2008）年度からの調査。
５．�農業協同組合については、各事業年度末（農業協同組合により４月末～３月末）現在。ただし、令和４（2022）

年度値は令和４（2022）年７月末現在。
６．�漁業協同組合については、各事業年度末（漁業協同組合により４月末～３月末）現在。
７．�漁業協同組合は、沿海地区出資漁業協同組合の値。
８．�森林組合については、各事業年度末現在。
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（第５次男女共同参画基本計画における成果目標
：農協役員に占める女性の割合)（2025年度）

（第５次男女共同参画基本計画における成果目標
：農業委員に占める女性の割合)（2025年度）

(第５次男女共同参画基本計画における成果目標
：女性役員のいない農業協同組合数)（2025年度）

(第５次男女共同参画基本計画における成果目標
：女性委員のいない農業委員会数)（2025年度）

○令和３（2021）年度の農業委員に占める女性の割合は12.4％（前年比0.1％ポイント増）。
○令和４（2022）年度の農業協同組合役員に占める女性の割合は9.7％（前年比0.4％ポイン
ト増）。

○令和２（2020）年度の漁業協同組合役員に占める女性の割合は0.5％（前年比0.1％ポイン
ト増）。
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科学技術・学術における男女
共同参画の推進第４分野

○女子学生の割合が高い分野は薬学・看護学等と人文科学。
○女子学生の割合が低い分野は工学と理学。

４－１図 大学（学部）及び大学院（修士課程、博士課程）学生に占める女子学生の割合（専攻分野別、令和４（2022）年度）

（備考）１．�文部科学省「学校基本統計」（令和４（2022）年度）より作成。
２．�その他等は、大学（学部）及び大学院（修士課程）は、「商船」、「家政」、「芸術」及び「その他」の合計。大学院（博

士課程）は、商船の学生がいないため、「家政」、「芸術」及び「その他」の合計。
３．�大学（学部）の「薬学・看護学等」の数値は、「薬学」、「看護学」及び「その他」の合計。大学院（修士課程、博

士課程）の「薬学・看護学等」の数値は、「薬学」及び「その他」の合計。
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○職位が上がるほど女性教員の割合は低くなっていくが、助手時点では女性割合が高い。
○女性割合が比較的高いのは人文科学、保健及び社会科学。女性割合が著しく低いのは工学及
び理学。

４－２図 大学等における専門分野別教員の女性の割合（令和元（2019）年度）

（備考）１．�文部科学省「学校教員統計調査」（令和元（2019）年度）の調査票を基に作成。
２．�「大学等」は、大学の学部、大学院の研究科、附置研究所（国立のみ）、学内共同教育研究施設、共同利用・共同研

究拠点、附属病院、本部（学長・副学長及び学部等に所属していない教員）。
３．�「教授等」は、「学長」、「副学長」及び「教授」の合計。「講師以上」は「教授等」、「准教授」及び「講師」の合計。
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（2025年）
大学の理工系の教員（講師以上）
に占める女性の割合
理学系：12.0％
工学系：9.0％

４－３図 大学の研究者の採用に占める女性の割合の推移（学部ごと）

（備考）１．�文部科学省調べより作成。
２．�大学が採用した教員（非常勤教員を除く）のうち、教授、准教授、講師及び助教について集計。
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○大学が採用する研究者の女性割合は、多くの分野において年々増加傾向にある。
○工学及び理学における女性割合は依然として低い。
〇令和２（2020）年度は、工学が成果目標（2025年までに15％）を達成しており、また理
学を上回っている。
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４－４図 女性研究者数及び研究者に占める女性の割合の推移

（備考）１．�総務省「科学技術研究調査」より作成。
２．�各年３月31日現在。
３．�研究者数は、自然科学系の研究者だけでなく、人文・社会科学系等の研究者も含まれている。
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○女性研究者の数、割合ともに増加傾向にあるが、男性と比べて依然として低い。
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第１節 配偶者暴力

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現

女性に対するあらゆる暴力
の根絶第５分野

〇女性の約４人に１人、男性の約５人に１人は、配偶者から暴力を受けたことがあり、女性の
約10人に１人は何度も被害を受けている。

５－１図 配偶者からの被害経験（令和２（2020）年度）

（備考）１．�内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和２（2020）年度）より作成。
２．�全国20歳以上の男女5,000人を対象とした無作為抽出によるアンケート調査の結果による。集計対象者は、女性

1,803人、男性1,635人。
３．�「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」及び「性的強要」のいずれかの被害経験について調査。それぞれの

用語の定義は以下のとおり。
「身体的暴行」：�なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行。
「心理的攻撃」：�人格を否定するような暴言、交友関係や行き先、電話・メールなどを細かく監視したり、長期間無

視するなどの精神的な嫌がらせ、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるのではな
いかと恐怖を感じるような脅迫。

「経済的圧迫」：�生活費を渡さない、給料や貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど。
「性的強要」 ：�嫌がっているのに性的な行為を強要される、見たくないポルノ映像等を見せられる、避妊に協力し

ないなど。
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〇相談者の年齢は、30～40代で全体の半数以上（55.2％）を占める。
〇相談の約６割が精神的DVを含んだ内容となっている。

５－２図 DV相談者の年齢・相談内容

（備考）上図．�内閣府「令和３（2021）年度後期『DV相談プラス事業における相談支援の分析に係る調査研究事業』報告書」
より作成。DV相談プラスでの相談対応件数のうち、年代が不明であるものを除いた件数。

下図．�同報告書の相談内容（複数のテーマを含む。）より、配偶者からの暴力のみ抽出し作成。複数回答になるため、
割合は合計しても100％にはならない。
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５－３図 配偶者からの被害経験のある者のうち誰かに相談した者の割合の推移

（備考）１．�内閣府「男女間における暴力に関する調査」より作成。
２．�全国20歳以上の男女5,000人を対象とした無作為抽出によるアンケート調査の結果による。
３．�平成20（2008）年度及び23（2011）年度は「身体的暴行」、「心理的攻撃」及び「性的強要」のいずれか、平成

26（2014）年度以降は「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」及び「性的強要」のいずれかの被害経験に
ついて誰かに相談した経験を調査。

４．�平成26（2014）年度以降は、期間を区切らずに、配偶者から何らかの被害を受けたことがあった者について集計。
また、平成20（2008）年度及び23（2011）年度は、過去５年以内に配偶者から何らかの被害を受けたことがあっ
た者について集計。集計対象者は、平成20（2008）年度が女性185人、男性92人、平成23（2011）年度が女性
169人、男性88人、平成26（2014）年度が女性332人、男性211人、平成29（2017）年度が女性427人、男性
223人、令和２（2020）年度が女性363人、男性219人。前項３と合わせて、調査年度により調査方法、設問内容
等が異なることから、時系列比較には注意を要する。

５．�四捨五入により100％とならない場合がある。
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〇令和２（2020）年度を見ると、女性の約４割、男性の約６割はどこ（だれ）にも相談していない。

５－４図 配偶者暴力相談支援センタ－数の推移

（備考）１．�内閣府男女共同参画局調べより作成。
２．�平成19（2007）年７月に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）が

改正され、平成20（2008）年１月から市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となった。
３．�各年度末現在の値。
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（第５次男女共同
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おける成果目標）
（2025年）
150か所

〇配偶者暴力相談支援センターの設置数は、年々増加。
〇令和５（2023）年３月現在、全国に309か所（うち市町村が設置する施設は136か所）が
設置されている。
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５－５図 配偶者暴力相談支援センタ－等への相談件数の推移

（備考）１．�配偶者暴力相談支援センターの相談件数は、内閣府男女共同参画局において、各都道府県から報告を受けた全国の
配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等をとりまとめ、集計。

２．�「DV相談プラス」（令和２（2020）年４月に、内閣府が開設した相談窓口）に寄せられた相談件数を集計。
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〇配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、令和２（2020）年度に過去最高となり、高
水準で推移。
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５－６図 配偶者暴力等に関する保護命令事件の処理状況等の推移

（備考）１．�最高裁判所資料より作成。
２．�「認容」には、一部認容の事案を含む。「却下」には、一部却下一部取下げの事案を含む。「取下げ等」には、移送、

回付等の事案を含む。
３．�配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」と

いう。）の改正により、平成16（2004）年12月に「子への接近禁止命令」制度が、平成20（2008）年１月に「電
話等禁止命令」制度及び「親族等への接近禁止命令」制度がそれぞれ新設された。これらの命令は、被害者への接
近禁止命令と同時に又は被害者への接近禁止命令が発令された後に発令される。さらに、平成26（2014）年１月
より、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、法の適用対象となった。

４．�平成13（2001）年値は、同年10月13日の配偶者暴力防止法施行以降の件数。
５．�令和４（2022）年値は、速報値。
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令」及び「親族等への接近禁止命令」が同時に
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被害者に関する保護命令と「子への接近禁止命
令」のみ発令
被害者に関する保護命令と「親族等への接近禁
止命令」のみ発令

（上段：件数，下段：％）

＜令和４（2022）年における認容（保護命令発令）件数の内訳＞
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〇令和４（2022）年に終局した配偶者暴力等に関する保護命令事件（1,453件）のうち、保
護命令が発令された件数は1,111件。

〇そのうち「被害者に関する保護命令」のみ発令されたものは27.5％、被害者に関する保護命
令と「子への接近禁止命令」のみ発令されたものは36.0％。

154 １ 令和４年度男女共同参画社会の形成の状況

      



〇令和４（2022）年のストーカー事案の相談等件数は１万9,131件で、前年に比べ597件
（3.0％）減少。

〇平成24（2012）年以降高い水準で推移してきたが、30（2018）年から減少傾向。

５－７図 スト－カ－事案の相談等件数の推移

（備考）�警察庁「ストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」より作成。
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第２節 性犯罪・性暴力

〇女性の約14人に１人は無理やりに性交等された経験がある。
〇加害者は、交際相手、配偶者、職場の関係者など、大多数は被害者が知っている人となって
おり、全く知らない人からの被害は１割程度。

〇性暴力被害について、女性の６割程度、男性の７割程度が、誰にも相談していない。
〇被害にあったときの状況について、女性は「相手から、不意をつかれ、突然に襲いかかられた」
が最も多く、男性は「相手との関係性から拒否できなかった」「驚きや混乱等で体が動かなかっ
た」「相手から、脅された」が多かった。

５－８図 無理やりに性交等された被害経験等（令和２（2020）年度）

（備考）�内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和２（2020）年度）より作成。
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５－９図 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センタ－の全国の相談件数の推移

（備考）１．�内閣府男女共同参画局調べより作成。
２．�相談件数は、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金（性犯罪・性暴力被害者支援事業）の事業実績として、都道

府県等から報告のあった電話・面接・メール・SNS等による相談の合計。
３．令和２（2020）年の対象施設は49か所、令和３（2021）年度は49か所、令和４（2022）年度は50か所。
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〇性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの相談件数は、年々増加。
〇令和４（2022）年度上半期の相談件数は、前年度同期に比べ、10.4％増加。

５－10図 強制性交等・強制わいせつ認知件数の推移

（備考）�警察庁「犯罪統計」より作成。
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〇強制性交等の認知件数は、令和４（2022）年は1,655件で、前年に比べ267件（19.2％）増加。
〇強制わいせつの認知件数は、令和４（2022）年は4,708件で、前年に比べ425件（9.9％）
増加。
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〇児童買春事犯の検挙件数は、令和４（2022）年は630件で、前年に比べ３件（0.5％）増加。
〇児童ポルノ事犯の検挙件数は、令和４（2022）年は3,035件で、前年に比べ66件（2.2％）
増加。

５－11図 児童買春及び児童ポルノ事件の検挙件数の推移

（備考）�警察庁「少年非行及び子供の性被害の状況」より作成。
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男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困
難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備第６分野

○国際的に見ると、高齢者（66歳以上）の貧困率は、女性の方が男性よりも高い水準にある。
〇日本の高齢者の貧困率は、女性が22.8％で男性が16.4％となっており、いずれもOECD平
均を上回るが、国際的な傾向と同様に女性の方が高い水準にある。

６－１図 高齢者の貧困率（男女別）の国際比較

（備考）１．�OECD�“Pensions�at�a�Glance�2021”より作成。
２．�日本については、平成30（2018）年のデータ。なお、日本の高齢者は65歳以上である。
３．�貧困率の定義は、所得が全人口の家計所得の中央値の半分を下回る人の割合。
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○ひとり親世帯の就業率は８割超と高いが、母子世帯ではそのうち46.5％が非正規であり、平
均年間就労収入が236万円と低い。

〇離婚相手からの養育費受領率は、母子世帯で28.1％、父子世帯で8.7％にとどまっている。

６－２表 ひとり親世帯の状況

（備考）１．母子世帯及び父子世帯は厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査（令和３（2021）年度）」（推計値）より作成。
�母子世帯及び父子世帯の正規雇用労働者、非正規雇用労働者の構成割合は、「正規の職員・従業員」及び「非正規
の職員・従業員」（「派遣社員」、「パート・アルバイト等」の計）の合計を総数として算出した割合。
�平均年間就労収入は、母子世帯及び父子世帯の母又は父自身の就労収入。

２．�一般世帯の就業率は総務省「労働力調査（基本集計）（令和４（2022）年）15～64歳」、平均年間就労収入は国税
庁「民間給与実態統計調査（令和３（2021）年）」より作成。

母子世帯 父子世帯 一般世帯（参考）

就業率 86.3% 88.1% 女性72.4％
男性84.2％

役員を除く雇用者のうち
正規雇用労働者 53.5% 91.6% 女性49.5％

男性83.0％
役員を除く雇用者のうち
非正規雇用労働者 46.5%   8.4% 女性50.5％

男性17.0％

平均年間就労収入
236万円

正規雇用労働者：344万円
パート・アルバイト等：150万円

496万円
正規雇用労働者：523万円

パート・アルバイト等：192万円

平均給与所得
女性302万円
男性545万円

養育費受領率 28.1%   8.7% ー

およそ30年間で、母子世帯は約1.4倍に増加。
（昭和63（1988）年） （令和３（2021）年）

母子世帯数【注】  84.9万世帯 119.5万世帯 （ひとり親世帯の88.9％）
父子世帯数【注】 17.3万世帯   14.9万世帯 （ひとり親世帯の11.1％）

【注】母子又は父子以外の同居者がいる世帯を含めた全体の母子世帯、父子世帯の数
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６－３表 ひとり親世帯の貧困率の国際比較（子供がいる世帯（大人が１人））

（備考）１．OECD、Family�database�“Child�poverty”�（令和５（2023）年１月閲覧）より作成。
２．�「貧困率」は、OECDの作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整

した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合を算出したものを用いて算出（相対的貧困率）。
３．�基本的に平成30（2018）年の数値であるが、ニュージーランドは平成26（2014）年、オランダは平成28（2016）

年、チリ、デンマーク、アイスランド及び米国は平成29（2017）年、カナダ、ラトビア、スウェーデン及び英国
は令和元（2019）年、コスタリカは令和２年（2020）年、コロンビア及びスイスは数値なし。

順位 国名 貧困率

１ デンマーク   9.7 

２ フィンランド 16.3 

３ アイスランド 18.9 

４ ノルウェー 23.4 

５ ハンガリー 23.5 

６ ポーランド 23.8 

７ フランス 24.1 

８ スロベニア 24.5 

９ ラトビア 24.8 

10 スウェーデン 25.3 

11 ギリシャ 26.8 

12 ドイツ 27.2 

13 ポルトガル 27.5 

13 アイルランド 27.5 

15 英国 28.1 

16 チェコ 28.4 

17 エストニア 29.1 

18 オランダ 29.5 

18 ベルギー 29.5 

順位 国名 貧困率

20 オーストリア 31.0 

21 トルコ 31.2 

22 イタリア 33.4 

23 スロバキア 33.6 

24 イスラエル 33.9 

25 メキシコ 34.2 

26 ルクセンブルク 40.2 

27 スペイン 40.3 

28 オーストラリア 41.0 

29 リトアニア 41.3 

30 チリ 42.6 

31 カナダ 44.1 

32 米国 45.7 

33 ニュージーランド 46.1 

34 コスタリカ 47.4 

35 韓国 47.7 

36 日本 48.3 

OECD平均 31.9 

○ひとり親世帯の貧困率を国際比較すると、数値のあるOECD加盟36か国中最下位。

161

男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
貧
困
等
生
活
上
の
困
難
に
対
す
る
支
援
と
多
様
性
を
尊
重
す
る
環
境
の
整
備

第
６
分
野

      



生涯を通じた健康支援第７分野

○子宮頸がんや乳がんは５年相対生存率が高く、早期発見が重要である。
〇我が国における女性のがん検診の受診率は徐々に上昇しているものの、令和元（2019）年
の子宮頸がん検診受診率は43.7％、同じく乳がん検診受診率は47.4％にとどまり、第５次
男女共同参画基本計画における成果目標（2022年度までに50％）を達成していない。

７－１図 子宮頸がん検診、乳がん検診受診率の推移

（備考）１．�厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成。
２．�がん検診の受診率については、「第３期がん対策推進基本計画」（平成30（2018）年３月９日閣議決定）に基づき、

算定年齢を子宮頸がん検診は20～69歳、乳がん検診は40～69歳とした。
３．�平成28（2016）年の数値は、熊本県を除いたものである。
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○人工妊娠中絶件数及び人工妊娠中絶実施率（15歳以上50歳未満女子人口千対）は、緩やか
な減少傾向。

○令和３（2021）年度の人工妊娠中絶件数は126,174件、人工妊娠中絶実施率（年齢計）は5.1。
年齢階級別では20歳未満が9,093件・3.3、20代が56,969件・9.2、30代が46,821件・6.9
であり、半数以上が10代及び20代となっている。

７－２図 年齢階級別人工妊娠中絶件数及び実施率の推移

（備考）１．�人工妊娠中絶件数及び人工妊娠中絶実施率（年齢計及び20歳未満）は、平成12（2000）年までは厚生省「母体保
護統計報告」、平成17（2005）年度以降は厚生労働省「衛生行政報告例」より作成。平成12（2000）年までは暦
年の値、平成17（2005）年度以降は年度値。

２．�人工妊娠中絶実施率（20代及び30代）の算出に用いた女子人口は、平成22（2010）年度まで、平成27（2015）
年度及び令和２（2020）年度は総務省「国勢調査」、平成23（2011）～26（2014）年度まで、平成28（2016）
～令和元（2019）年度まで及び令和３（2021）年度は総務省「人口推計」による。いずれも各年10月１日現在の
値。

３．�人工妊娠中絶実施率は、「当該年齢階級の人工妊娠中絶件数」／「当該年齢階級の女子人口」×1,000。ただし、
人工妊娠中絶実施率（20歳未満）は、「人工妊娠中絶件数（20歳未満）」／「女子人口（15～19歳）」×1,000、人
工妊娠中絶実施率（年齢計）は、「人工妊娠中絶件数（15歳未満を含め50歳以上を除く。）」／「女子人口（15～
49歳）」×1,000。

４．�平成22（2010）年度値は、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村を除く（人工妊娠中絶実施率（20代及び
30代）の算出に用いた女子人口は、総務省「国勢調査」の結果を用いて内閣府が独自に算出）。
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７－３図 25歳から44歳までの就業医師に占める女性の割合

（備考）１．�厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」より作成。
２．�各年12月31日現在。
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第５次男女共同参画基本計画
における成果目標

（20年代の可能な限り早期に）
33.6％

○25歳から44歳までの就業医師に占める女性の割合は、着実に上昇しているが、第５次男女
共同参画基本計画における成果目標（20年代の可能な限り早期に33.6％）を達成していない。
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防災・復興、環境問題における
男女共同参画の推進第８分野

○令和４（2022）年の地方防災会議の委員に占める女性の割合は、都道府県防災会議では
19.2％（前年度比3.1％ポイント増）、市区町村防災会議では10.3％（同1.0％ポイント増）。

８－１図 地方防災会議の委員に占める女性の割合の推移

（備考）１．�内閣府 ｢地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況｣ より作成。
２．�各年４月１日時点（一部の地方公共団体においては、異なる場合あり）のデータとして各地方公共団体から提出の

あったものを基に作成したものである。
３．�東日本大震災の影響により、平成23（2011）年値には、岩手県の一部（花巻市、陸前高田市、釜石市、大槌町）、

宮城県の一部（女川町、南三陸町）、福島県の一部（南相馬市、下郷町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、
浪江町、飯館村）が、平成24（2012）年値には、福島県の一部（川内村、葛尾村、飯館村）がそれぞれ含まれて
いない。また、北海道胆振東部地震の影響により、平成30（2018）年値には北海道厚真町が含まれていない。

４．�「市区」には特別区を含む。
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○令和４（2022）年４月１日現在、消防吏員に占める女性の割合は3.4％（前年度比0.2％ポ
イント増）。

○女性のいない消防本部数は121（前年度は131）。

８－２図 消防本部数及び消防吏員に占める女性の割合の推移

（備考）１．�消防庁「消防防災・震災対策現況調査」より作成。
２．�各年度４月１日現在。

［154］［154］［131］［131］［121］［121］

848848

726 724

1.31.3

3.03.0 3.23.2

723

3.43.4

5.0

（第５次男女共同参画基本
計画における成果目標）

（2026年度当初）

8
（2026）

令和３
（2021）

４
（2022）

29
（2017）

31
（2019）

27
（2015）

（年度）

25
（2013）

23
（2011）

21
（2009）

19
（2007）

平成17
（2005）

0

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

5

6

4

3

2

1

（本部数） （％）

消防本部数
うち女性消防吏員がいない消防本部数
消防吏員に占める女性の割合（右目盛）

８－３図 消防団数及び消防団員に占める女性の割合の推移

（備考）１．�消防庁「消防防災・震災対策現況調査」及び消防庁資料より作成。
２．�原則として各年度４月１日現在。
３．�東日本大震災の影響により、平成23（2011）年の岩手県、宮城県及び福島県、平成24（2012）年の宮城県牡鹿

郡女川町の値は、平成22（2010）年４月１日の数値で集計。
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○令和４（2022）年４月１日現在、消防団員に占める女性の割合は3.5％（前年度比0.1％ポ
イント増）。

○女性団員がいない消防団数は515（前年度は530）。
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Ⅲ �男女共同参画社会の実現に向けた
基盤の整備

男女共同参画の視点に立った
各種制度等の整備第９分野

○令和４（2022）年４月１日時点の待機児童数は2,944人で、前年に比べ2,690人減少。
○待機児童数は直近のピーク時である平成29（2017）年の26,081人から５年間で23,137人
減少し、約９分の１になった。

９－１図 保育の申込者数、待機児童数の状況

（備考）�厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」及び「新子育て安心プラン」より作成。
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○令和４（2022）年５月１日時点の放課後児童クラブを利用できなかった児童数（待機児童数）
は15,180人で、前年に比べ1,764人増加。

○登録児童数は1,392,158人（対前年43,883人増）となり、過去最高値を更新。

９－２図 放課後児童クラブの登録児童数の状況

（備考）１．�厚生労働省「令和４年（2022年）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況」より作成。
２．�各年５月１日現在。令和２（2020）年のみ７月１日現在。
３．�「支援の単位」とは、児童の集団の規模を示す基準であり、児童の放課後児童クラブでの活動は、この「支援の単位」

を基本として行うこととなっている。
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24,573

25,328
25,881

26,625 26,683
26,925

放課後児童クラブの支援の単位数（左目盛）
利用できなかった児童数（待機児童数）（左目盛）
登録児童数（右目盛）

放課後児童クラブ数（左目盛）

392,893392,893
452,135

502,041 540,595
593,764

654,823
704,982

749,478
794,922

807,857

814,439 833,038
851,949

889,205
936,452

1,024,635
1,093,085

1,171,162
1,234,366

1,299,307
1,311,008

1,348,275
1,392,158
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教育・メディア等を通じた男女
双方の意識改革、理解の促進第10分野

○教員に占める女性の割合は、教育段階が上がるほど、また役職が上がるほど低くなる。
○特に、中学校及び高等学校の校長に占める女性の割合は１割未満。
○大学・大学院の教授等に占める女性割合は２割未満。

10－１図 本務教員総数に占める女性の割合（教育段階別、令和４（2022）年度）

（備考）１．�文部科学省「学校基本統計」（令和４（2022）年度）より作成。
２．�高等学校は、全日制及び定時制の値（通信制は除く）。
３．�初等中等教育の「その他」は「助教諭」、「養護教諭」、「養護助教諭」、「栄養教諭」及び「講師」の合計。
４．�高等教育の「教授等」は「学長」、「副学長」及び「教授」の合計。
５．�「初等中等教育機関」は、小学校、中学校、中等教育学校、義務教育学校、高等学校（通信制を含む）、特別支援学

校の合計。
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男女共同参画に関する
国際的な協調及び貢献第11分野

○ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ指数）は、スイスの非営利団体「世界経済フォーラム」が公表。
０が完全不平等、１が完全平等を示しており、日本は146か国中116位。

○ＧＩＩ（ジェンダー不平等指数）は、国連開発計画（ＵＮＤＰ）が作成。０が完全平等、１
が完全不平等を示しており、日本は191か国中22位。

11－１表 ＧＧＩ、ＧＩＩの国際比較

① ＧＧＩ 令和４（2022）年 ② ＧＩＩ 令和４（2022）年
（ジェンダー・ギャップ指数） （ジェンダー不平等指数）

順位 国名 ＧＧＩ値 順位 国名 ＧＩＩ値
1 アイスランド 0.908 1 デンマーク 0.013 
2 フィンランド 0.860 2 ノルウェー 0.016 
3 ノルウェー 0.845 3 スイス 0.018 
4 ニュージーランド 0.841 4 スウェーデン 0.023 
5 スウェーデン 0.822 5 オランダ 0.025 
9 アイルランド 0.804 6 フィンランド 0.033 
10 ドイツ 0.801 8 アイスランド 0.043 
11 リトアニア 0.799 9 ルクセンブルク 0.044 
12 コスタリカ 0.796 10 ベルギー 0.048 
13 スイス 0.795 12 オーストリア 0.053 
14 ベルギー 0.793 13 イタリア 0.056 
15 フランス 0.791 14 スペイン 0.057 
17 スペイン 0.788 15 韓国 0.067 
21 オーストリア 0.781 15 ポルトガル 0.067 
22 英国 0.780 17 カナダ 0.069 
25 カナダ 0.772 18 スロベニア 0.071 
26 ラトビア 0.771 19 オーストラリア 0.073 
27 米国 0.769 19 ドイツ 0.073 
28 オランダ 0.767 21 アイルランド 0.074 
29 ポルトガル 0.766 22 日本 0.083 
31 メキシコ 0.764 22 イスラエル 0.083 
32 デンマーク 0.764 22 フランス 0.083 
39 スロベニア 0.744 25 ニュージーランド 0.088 
43 オーストラリア 0.738 27 英国 0.098 
46 ルクセンブルク 0.736 28 エストニア 0.100 
47 チリ 0.736 30 リトアニア 0.105 
52 エストニア 0.733 31 ポーランド 0.109 
60 イスラエル 0.727 32 ギリシャ 0.119 
63 イタリア 0.720 34 チェコ 0.120 
67 スロバキア 0.717 40 ラトビア 0.151 
75 コロンビア 0.710 44 米国 0.179 
76 チェコ 0.710 45 スロバキア 0.180 
77 ポーランド 0.709 47 チリ 0.187 
88 ハンガリー 0.699 55 ハンガリー 0.221 
99 韓国 0.689 60 コスタリカ 0.256 
100 ギリシャ 0.689 65 トルコ 0.272 
116 日本 0.650 75 メキシコ 0.309 
124 トルコ 0.639 102 コロンビア 0.424 

以下の４分野からなり、男性に
対する女性の割合を示す。
【経済分野】
・労働参加率の男女比
・同一労働における賃金の男女格差
・推定勤労所得の男女比
・管理的職業従事者の男女比
・専門・技術者の男女比
【教育分野】
・識字率の男女比
・�初等、中等、高等教育の就学率
の男女比

【健康分野】
・出生児性比
・健康寿命の男女比
【政治分野】
・国会議員（下院）の男女比
・閣僚の男女比
・�最近50年における行政府の長の
在任年数の男女比

国家の人間開発の達成が男女の
不平等によってどの程度妨げられ
ているかを明らかにするもの。次の
３側面５指標から構成されている。
【�リプロダクティブ・ヘルス（性
と生殖に関する健康）】

・妊産婦死亡率
・�思春期出生率（15～19歳の女性
1,000人当たりの出生数）

【エンパワーメント】
・国会議員女性割合
・�中等教育以上の教育を受けた人
の割合（男女別）

【労働市場】
・労働参加率（男女別）

ＧＧＩ ジェンダー・ギャップ指数
（Gender Gap Index）

ＧＩＩ ジェンダー不平等指数
（Gender Inequality Index）

（備考）１．�ＧＧＩは世界経済フォーラム「Global�Gender�Gap�Report�2022」、ＧＩＩは国連開発計画（ＵＮＤＰ）「人間開
発報告書2021/22」より作成。

２．�測定可能な国数は、ＧＧＩは146か国、ＧＩＩは191か国。そのうち、上位５か国及びOECD加盟国（38か国）を
抽出。
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○日本は、「教育」と「健康」の値は世界トップクラスだが、「政治」と「経済」の値が低くなっ
ている。

11－２図 各分野におけるジェンダ－・ギャップ指数（令和４（2022）年）

（備考）�世界経済フォーラム「Global�Gender�Gap�Report�2022」より作成。
分野別の順位（146か国中）：経済（121位）、教育（１位）、健康（63位）、政治（139位）
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・労働参加率の男女比
・同一労働における賃金の男女格差
・推定勤労所得の男女比
・管理的職業従事者の男女比
・専門・技術者の男女比

・出生児性比
・健康寿命の男女比

・識字率の男女比
・初等教育就学率の男女比
・中等教育就学率の男女比
・高等教育就学率の男女比
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・閣僚の男女比
・最近50年における行政府の
長の在任年数の男女比
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11－３図 ＳＩＧＩの国際比較

（備考）１．�OECD�“Social�Institutions�&�Gender�Index�2023”より作成。
２．�データが取得できる140か国のうち、OECD加盟国36か国（データが取得できないアイスランド、ルクセンブル

クを除く）を抽出。
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○�「社会制度とジェンダー指標（ＳＩＧＩ）」は、公的な制度や法律の整備状況だけではなく、ジェンダー
に関する態度・慣行や事実上の差別を考慮に入れ、質的・量的なデータを組み合わせたもの。ジェンダー
不平等の根本要因となる差別的な社会制度に関する包括的な理解と国家間比較を可能とするデータ（グ
ローバル指標であるSDG�5.1.1（※）の公式モニタリングデータ）。

※�性別に基づく平等と差別撤廃を促進、実施及びモニターするための法律の枠組みが制定されているかど
うか

〇�４分野、計16の指標について「法律」「態度」「実態」の３つの観点から分析が行われている。
【家庭生活】
児童婚、家事育児、離婚、相続

【身体】
女性に対する暴力、女性性器切除、不自然な男女比、性と生殖

【経済活動】
土地所有、土地以外資産、金融アクセス、職場の権利

【市民生活】
市民権、政治参加、移動の自由、司法アクセス

○�数値が低いほど平等に近い状態を表している。

○ＳＩＧＩ（社会制度とジェンダー指数）は、OECD開発センターが公表。数値が低いほど平
等に近い状態を表しており、日本は、140か国中81位。
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２ 男女共同参画社会の形成の 
促進に関する施策

      





令和４年度に講じた
男女共同参画社会の
形成の促進に関する
施策

第１部

      





Ⅰ �あらゆる分野における女性の参画
拡大

政治分野における男女共同参画の推進に関する法
律（平成30年法律第28号）の趣旨に沿って、政治
分野における男女共同参画の推進は、政党等が自主
的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団
体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機
関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り
組んでいる。

ア 政党、国会事務局等における取組
の促進

①� 各政党における人材育成や両立支援、ハラスメ
ント防止に関する取組状況等を調査し、毎年調査
結果を公表している。【内閣府】

②� 諸外国における議員等に対するハラスメントの
防止・解決に係る制度・取組について、文献調査
や関係機関・有識者へのヒアリング等による調査
を行った。【内閣府】

③� 令和４（2022）年４月に公表した政治分野に
おけるハラスメント防止のための研修教材につい
て衆議院及び参議院の事務局、政党に対し、情報
提供等を行った。【内閣府】

イ 地方議会・地方公共団体における
取組の促進

①� 地方議会において女性を含めたより幅広い層が
議員として参画しやすい環境整備について、第
33次地方制度調査会において審議され、令和４

（2022）年12月に答申がなされた。当該答申等
を踏まえ、勤労者の地方議員への立候補のための
環境整備に関する経済団体への要請や、育児・介
護を理由とした地方議会の委員会へのオンライン
出席に関する助言、委員会のオンライン開催の状
況等の調査を行った。また、「地方議会活性化シ
ンポジウム2022」において、地方議会への多様
な人材の参画に資する観点から、各議会等での実
践例の共有や意見交換を行った。このほか、候補
者となり得る女性の人材育成のため、各地方議会
における「女性模擬議会」等の自主的な取組につ
いて情報提供を行った。【総務省】

②� 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠
席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取
組の実施状況等、地方公共団体・地方議会におけ
る両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調
査し、「見える化」の推進を行っている。【内閣府】

③� 地方議会や地方公共団体における、議員活動と
家庭生活との両立支援や、人材の育成等に係る取
組事例を収集した事例集について、広く情報提供
を行った。【内閣府】

④� 諸外国における議員等に対するハラスメントの
防止・解決に係る制度・取組について、文献調査
や関係機関・有識者へのヒアリング等による調査
を行った。（再掲）【内閣府】

⑤� 令和５（2023）年３月に、内閣府主催、総務
省及び三議長会1共催により、「政治分野への女性
の参画拡大に向けたシンポジウム」を開催し、地
方議会等におけるハラスメントの防止や、議員活
動と家庭生活との両立、人材育成に資する取組等

第１分野 政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

第１節 政治分野

1� 全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会。
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の事例を紹介するとともに、女性の政治参画の拡
大に向けた方策について、地方議員のなり手不足
の解消も含め、様々な観点から議論を行った。【内
閣府、総務省】

⑥� 令和４（2022）年４月に公表した政治分野に
おけるハラスメント防止のための研修教材につい
て、都道府県及び市町村の議会、三議長会並びに
地方公共団体の所管部局に対し情報提供等を行う
とともに、その利用状況について調査し、公表し
た。【内閣府】

ウ 政治分野における女性の参画状況
の情報収集・提供の推進

①� 政治分野における女性の参画状況等を調査し、
「見える化」を推進している。毎年、「女性の政
治参画マップ」、「都道府県別全国女性の参画マッ
プ」及び「市区町村女性参画状況見える化マップ」
を作成し、内閣府ホームページで公表している。
【内閣府】

②� 地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数
並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人
数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体
に対する当該調査等への協力の依頼を行った。【総
務省】

エ 人材の育成に資する取組
①� 各種研修・講演やホームページにおいて、政治
分野における男女共同参画の推進状況に関する情
報について広く発信している。【内閣府】

ア 検察官
①� 女性検察官の積極的な登用を進めるとともに、
法曹志望者に対する説明会等において、ロールモ
デルとなる女性検察官の活躍を積極的に情報発信
するなど、女性検察官の登用拡大に向けた取組を
進めた。【法務省】

②� また、子育て中の検察官の継続就業のため、育
児休業中の検察官に対して職務に関する情報提供
を行い、育児休業中に実施された研修につき、復

帰後に研修の機会を付与するほか、保育所確保の
ための早期内示、勤務先周辺の保育所等に関する
情報提供を行うなど、仕事と家庭の両立支援に関
する取組を進めている。【法務省】

③�「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の中で、
検察官、裁判官、弁護士など司法分野における女
性の参画状況を毎年公表している。【内閣府】

イ 法曹養成課程
①� 法科大学院の公的支援の枠組や、法曹養成課程
における女性法曹輩出のための取組例を各法科大
学院に共有することなどを通じて各法科大学院に
おける女性法曹輩出のための取組を促進してい
る。【文部科学省】

ア 国の政策・方針決定過程への女性
の参画拡大

（ア）国家公務員に関する取組
①� 内閣官房内閣人事局及び各府省等は、女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律（平成
27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。）
に基づき策定した行動計画の仕組みを活用して、
取組を積極的に推進している。その際、働き方改
革や女性の採用・登用の拡大等について定めた「国
家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進
のための取組指針」（平成26年10月17日女性職
員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定）
に基づき各府省等が策定した取組計画の内容と整
合性を図っている。また、各府省等において、数
値目標を設定した事項の進捗状況及び取組の実施
状況を経年で公表している。【内閣官房、内閣府、
全府省】

②� 女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内
閣府令（平成27年内閣府令第61号）及び事業主
行動計画策定指針（平成27年内閣官房、内閣府、
総務省、厚生労働省告示第１号）を令和４（2022）
年12月に改正し、女性活躍推進法に基づく情報
公表及び状況把握・分析の必須項目として「職員

第２節 司法分野

第３節 行政分野
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の給与の男女の差異」を追加した（令和５（2023）
年４月１日施行）。【内閣官房、内閣府】

③� 各府省等、衆議院事務局、衆議院法制局、参議
院事務局、参議院法制局、国立国会図書館及び最
高裁判所等の取組について、「女性活躍推進法『見
える化』サイト」で比較できる形での「見える化」
を行っている。【内閣府】

④� 女性の国家公務員志望者の拡大に資するため、
内閣官房内閣人事局においては、各府省等や大学
等と連携し、「女子学生霞が関インターンシップ」
を１回開催した。このほか、性別に関わりなく技
術系を含めた様々な切り口で公務への関心を高め
てもらうことを目的として、内閣官房内閣人事局
においては「大学ガイダンス」を17回、「少人数
座談会」を35回、「国家公務員の出身高等学校へ
の派遣」を16回、人事院では、各府省等と連携し、
「ＷＥＢ国家公務員セミナー」を10回、「技術×
国家公務員仕事OPEN」を２回開催した。また、
Twitter、Instagram等のＳＮＳやホームページ
を積極的に活用し、働き方改革の取組やワーク・
ライフ・バランスの実践例、職業生活への多様な
支援等について具体的で分かりやすい情報発信を
行うなど、女性の国家公務員志望者の拡大に向け
た広報活動を行っている。【内閣官房、全府省、
（人事院）2】

⑤� 女性職員の登用拡大に向けて、社会全体におけ
る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み
（アンコンシャス・バイアス）の存在が指摘され
ていることを踏まえ、能力及び実績による人事管
理を前提としつつ、従来の人事慣行を見直し、職
域の固定化を解消するなど積極的な職域の拡大、
研修や多様な職務機会の付与による積極的・計画
的な育成や相談体制の整備を進めている。また、
出産・育児期等の前後又は育児期で時間制約があ
るような場合でも、本人の意向を考慮し、働く場
所や時間の柔軟化を活用するなどして重要なポス
トを経験させ、登用につなげるなどの柔軟な人事
管理を進めている。内閣官房内閣人事局では、「若
手女性職員キャリアデザインセミナー」及び「中
堅女性職員キャリアデザインセミナー」の実施、
「女性国家公務員の活躍事例集」の作成・配布等

を通じて、女性職員の意識啓発やロールモデル展
開の取組を進めているほか、各府省等における女
性職員の登用拡大に向けた取組について横展開し
ている。【内閣官房、全府省、（人事院）】

⑥� 人事院においては、女性職員を対象とした研修
の実施を通じて、相互啓発等による業務遂行能力
の伸長、マネジメント能力開発、人的ネットワー
ク形成等の機会を付与した。また、「女性職員登
用推進セミナー」の実施を通じて、本府省及び地
方機関の人事管理・人材育成の責任を有する管理
職の意識啓発を図った。【内閣官房、全府省、（人
事院）】

⑦� 内閣官房内閣人事局及び各府省では、キャリア
パスにおける転勤の必要性について再検討を行
い、育児、介護等がキャリアパスの支障にならな
いよう職員に対する十分な配慮を行うよう取り組
んでいる。【内閣官房、全府省】

⑧�「令和４年度における人事管理運営方針」（令和
４年３月30日内閣総理大臣決定）等に基づき、
業務効率化・デジタル化、勤務時間管理の徹底、
各種休暇の取得促進等を実施した。
� 人事院においては、令和４（2022）年１月か
ら令和５（2023）年３月まで開催した学識経験
者による研究会において、テレワーク等の柔軟な
働き方に対応した勤務時間制度等の在り方や勤務
間インターバルの確保の方策等について検討さ
れ、令和４（2022）年７月にフレックスタイム
制及び休憩時間制度の柔軟化を早期に実施すべき
との中間報告が、令和５（2023）年３月に、今
後の国家公務員の目指すべき働き方と、それに対
応した、より柔軟な働き方、テレワーク、勤務間
インターバルの在り方について、最終報告が取り
まとめられた。また、この中間報告を踏まえ、同
年１月、フレックスタイム制及び休憩時間制度を
柔軟化する人事院規則等の改正を行った（同年４
月施行）。【内閣官房、全府省、（人事院）】

⑨� 特に男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を
促すべく、子供が生まれた全ての男性職員が１か
月以上を目途に育児休業等を取得できるような環
境の実現に向けて、組織の実情を踏まえて必要な
工夫も加えつつ、管理職による本人の意向に沿っ

2� （人事院）とは、人事院に対して検討を要請するものである。以下同じ。
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た取得計画の作成、取得中の業務運営の確保、幹
部職員のリーダーシップ発揮、人事当局の積極的
な関与、人事評価への反映のほか、男性育休取得
者の体験談等を掲載した冊子「イクメンパスポー
ト」を改訂・配布するなど周知・啓発等の取組を
進めている。これに加えて、男性職員の育児等に
係る状況を把握し、育児休業等の取得を呼び掛け
ることにより、男性職員の育児休業等の取得は着
実に定着してきており、令和２（2020）年度に
子供が生まれた職員のうち87.5％が子の出生後
１年以内に育児に伴う休暇・休業を１か月以上取
得している。【内閣官房、全府省】

⑩� 内閣官房内閣人事局及び各府省では、女性職員
の活躍及びワーク・ライフ・バランスに関する管
理職の理解促進や行動変容を促すため、全管理職
向けの研修を実施している。【内閣官房、全府省】

⑪� 女性職員の活躍及び男女のワーク・ライフ・バ
ランスを進め、限られた時間を効率的にいかすこ
とを重視する管理職を人事評価において適切に評
価することを徹底するため、マネジメントに係る
行動の能力評価における重点的な評価や、業績評
価におけるマネジメントに関する目標の設定・評
価等の取組を進めるとともに、多面観察、職員の
エンゲージメントや職場環境調査等の結果を踏ま
えた取組等を通じて管理職のマネジメント能力の
向上を図っている。【内閣官房、全府省、（人事院）】

⑫� 各府省では、ハラスメントの防止等のための人
事院規則等に基づき、研修やセミナー、ハラスメ
ント防止週間における職員に対する一層の周知啓
発、苦情相談体制の整備、ハラスメントが生じた
場合の被害職員の救済及び行為職員に対する厳正
な処分等の迅速かつ適切な措置等を実施した。
� 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康増
進等基本計画」（平成３年３月20日内閣総理大臣
決定）において、各府省等におけるハラスメント
に関する研修の受講必修化等の研修の強化、職員
への啓発の推進やハラスメントに関する相談体制
の整備について明記しているほか、各府省等が実
施する研修の受講者以外を対象とした、セクシュ
アルハラスメントに関する内容を含んだハラスメ
ント防止に関するe-ラーニング講習を実施した。
�� 人事院では、一般職国家公務員について、人事
院規則10-10（セクシュアル・ハラスメントの防

止等）、人事院規則10-15（妊娠、出産、育児又
は介護に関するハラスメントの防止等）、人事院
規則10-16（パワー・ハラスメントの防止等）等
に基づき、ハラスメントの防止等の対策を講じて
いる。「国家公務員ハラスメント防止週間」（毎年
12月４日から同月10日まで）を定め、職員の意
識啓発等を図る講演会を開催したほか、ハラスメ
ント防止等についての認識を深め、各府省におけ
る施策の充実を図るため、各府省担当者会議を開
催するとともに、ハラスメント相談員を育成する
セミナーを実施した。また、各府省における相談
体制等に関する調査を実施した。【内閣官房、全
府省、（人事院）】

⑬� 各府省が実施する子宮頸がん検診・乳がん検診
について、女性職員が受診しやすい環境整備を
行っている。
� 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康週
間」（毎年10月１日から同月７日まで）において、
本府省、地方支分部局等の健康管理者等を対象に、
婦人科検診の重要性を含めた、女性の健康に関す
る講演会を開催し、意識啓発を図った。
� また、人事院では、同週間において、女性職員
に対する意識啓発や受診しやすい環境整備を行う
よう各府省に周知した。【内閣官房、全府省、（人
事院）】

⑭� 治安、矯正、安全保障等の分野で働く国家公務
員の女性の採用、育成及び登用並びに生活環境・
両立環境の整備を進めている。【警察庁、法務省、
国土交通省、防衛省】

（イ）国の審議会等委員等の女性の参画拡大
①� 令和４（2022）年度中に２回「国の審議会等
における女性委員の参画状況調べ」を実施し、各
審議会等の女性委員の人数・比率について調査・
公表するとともに、委員等に占める女性の割合が
40％未満の全ての審議会等について、その要因
と目標達成に向けた今後の方策について所管府省
に回答を求め、その内容を公表している。【内閣府、
関係府省】

②� 審議会等委員の選任に際しては、各府省におい
て、性別のバランスに配慮するとともに、団体推
薦による審議会等委員について、各団体等に対し
て、団体からの委員の推薦に当たって格段の協力
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を要請している。【関係府省】

（ウ）�独立行政法人、特殊法人及び認可法人におけ
る女性の参画拡大

①�「独立行政法人等女性参画状況調査」を実施し、
独立行政法人、特殊法人及び認可法人における役
員や管理職に占める女性の割合等について調査
し、公表している。【内閣府、厚生労働省、関係
府省】

イ 地方公共団体の政策・方針決定過
程への女性の参画拡大

（ア）地方公務員に関する取組
①� 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画や
女性の活躍状況に関する情報の公表について、数
値目標を設定した項目の進捗状況及び取組の実施
状況が経年で公表されることを徹底するととも
に、各団体の取組について、比較できる形での「見
える化」を行っている。【内閣府、総務省】

②� 女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内
閣府令及び事業主行動計画策定指針を令和４
（2022）年12月に改正し、女性活躍推進法に基
づく情報公表及び状況把握・分析の必須項目とし
て「職員の給与の男女の差異」を追加した（令和
５（2023）年４月１日施行）。（再掲）【内閣府、
総務省】

③� テレワークの推進等による職場の働き方改革や
徹底した時間外勤務の縮減、休暇の取得促進を行
うため、テレワークの導入・実施に係る積極的な
取組や、時間外勤務の上限規制及び健康確保措置
の実効的な運用等について、各団体に対し必要な
助言を行っている。【内閣府、総務省】

④� 男性職員の育児等に係る状況を把握し、育児に
伴う休暇・休業等の取得を呼び掛けるとともに、
周囲のサポート体制や代替要員の確保を図り、気
兼ねなく育児休業等を取得できる職場環境の整備
を促進するため、国家公務員における取組や取得
率が大きく上昇した団体の取組事例を各団体に対
し周知し、更なる取組を促進している。また、地
方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休
業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正す

る法律の一部を改正する法律（令和４年法律第
35号）の公布にあわせて、総務大臣から都道府
県知事及び市区町村長に対し、組織のトップによ
る積極的な取組を要請する大臣書簡を発出した。
【内閣府、総務省】

⑤� 女性職員の登用拡大に向けて、キャリア形成支
援研修の実施、女性職員が少ない職種・部門への
積極的な配置、相談体制の整備、女性人材の外部
からの採用・登用及び管理職の意識改革などの取
組について、先進事例や取組のポイントをまとめ
たガイドブックを作成している。また、各地方公
共団体の実情に即した主体的かつ積極的な取組を
促進するため、刊行物において、地方公共団体に
おける先進事例を収集・周知しているほか、地方
公共団体における妊娠・出産・育児等と仕事の両
立支援に取り組む団体における取組事例を収集・
周知する冊子を作成している。【総務省】

⑥�「地方公共団体における男女共同参画社会の形
成又は女性に関する施策の推進状況」の中で、地
方公共団体における職員の通称又は旧姓使用に関
する規定等の整備状況を毎年調査し、公表してい
る。また、職員が旧姓を使用しやすい職場環境づ
くりを促進している。【内閣府、総務省】

⑦� 地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳が
ん検診について、女性職員が受診しやすい環境整
備を促進している。【総務省】

⑧� 非常勤職員を含めた全ての女性職員が、その個
性と能力を十分に発揮できるよう、育児休業や介
護休暇等の普及・啓発の実施や、ハラスメント等
の各種相談体制の整備等を促進している。あわせ
て、男性に比べて女性の割合が高い非常勤職員に
ついて、各地方公共団体における会計年度任用職
員制度の施行状況等に関する調査を実施し、その
結果を踏まえ、制度の適切な運用について助言を
行った。【総務省】

⑨� 警察では、男女共同参画に関する施策について
の都道府県警察の幹部職員への教育を実施するな
ど、女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍
できるよう様々な取組を推進している。また、令
和８（2026）年度当初までに地方警察官に占め
る女性の割合を全国平均で12％程度とすること
を目標として、各都道府県警察が、それぞれにお
いて策定している計画等を踏まえ女性警察官の採
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用・登用の拡大に向けた取組を推進しており、令
和４（2022）年４月１日現在で、その割合は
10.9％となっているほか、女性警察官の職域は
全ての分野に拡大しており、警察署長を始めとす
る幹部への登用も進んでいる。【警察庁、総務省】

（イ）�地方公共団体の審議会等委員への女性の参画
拡大

①� 各都道府県・政令指定都市が設定している審議
会等委員への女性の参画に関する数値目標や、こ
れを達成するための様々な取組、女性比率の現状、
女性が１人も登用されていない審議会等の状況等
を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への
女性の参画を促進している。【内閣府、関係府省】

ア 企業における女性の参画拡大
①� 令和４（2022）年12月から小倉將信内閣府特
命担当大臣（男女共同参画）の下、経済・経営の
専門家等で構成する有識者検討会（「女性活躍と
経済成長の好循環実現に向けた検討会」）を開催
している。検討会は、令和５（2023）年３月ま
でに４回開催し、女性役員比率の向上等、経済分
野の女性活躍に向けた実効性ある諸施策の取りま
とめを目指し幅広く検討している。【内閣府】

②� 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関す
る情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行
う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等
の取組を促進している。また、女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律等の一部を改正す
る法律（令和元年法律第24号）による改正後の
女性活躍推進法（以下「改正女性活躍推進法」と
いう。）及び同法に基づく省令、指針により新た
に義務付けられた取組内容について、あらゆる機
会を通じて事業主に周知し、法の実効性の確保を
図るとともに、企業向けの相談会・説明会の実施
やコンサルティングにより女性活躍推進のための
取組を行う企業への支援を行った。【内閣府、厚

生労働省】
③� 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び「女性の活躍推
進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取
組指針」（平成28年３月22日すべての女性が輝く
社会づくり本部決定。以下「公共調達等取組指針」
という。）に基づき、国及び独立行政法人等が、
総合評価落札方式又は企画競争方式による調達を
行う際は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策
推進法（平成15年法律第120号）、青少年の雇用
の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）
に基づく認定を取得した企業等を加点評価する取
組を実施している。
� 令和４（2022）年３月に改正した「女性の活
躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関す
る実施要領」（平成28年３月22日内閣府特命担当
大臣（男女共同参画）決定。以下「公共調達等実
施要領」という。）に基づき、本取組について更
に実効的な運用を図る観点から、国の機関におけ
る加点評価の実施状況や、ワーク・ライフ・バラ
ンス等推進企業の入札参加及び受注の状況等を新
たに調査・公表し、取組状況の更なる「見える化」
を行った。また、努力義務となっている地方公共
団体でも国に準じた取組が進むよう働きかけを
行っている。【内閣府、厚生労働省】

④� 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有
効な企業情報の開示を促進するため、有価証券報
告書等において企業の判断で行う情報開示の好事
例を取りまとめ、周知を行った。また、令和５
（2023）年１月、企業の多様性確保を含むサス
テナビリティ開示の充実のため、有価証券報告書
における開示項目として、女性管理職比率等を開
示項目とする、企業内容等の開示に関する内閣府
令（昭和48年大蔵省令第５号。以下「開示府令」
という。）の改正を行い、その内容に沿った開示
を上場会社に促した。企業のガバナンスにおける
ジェンダー平等の確保の重要性に鑑み、金融審議
会において有価証券報告書等における開示の在り
方を含め、コーポレートガバナンスの改善に向け
てジェンダーの視点も踏まえた検討を行った。【金
融庁】

⑤� 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情

第４節 経済分野
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報の集計及び開示の取組や女性役員の登用が進ん
でいない要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極
的に取り組む企業が評価されることや、企業にお
ける女性役員登用・育成の課題の課題の克服につ
ながるよう努めている。令和４（2022）年度は、
新たに、プライム市場上場企業の女性役員比率ラ
ンキングを掲載した。【内閣府】

⑥� 令和４（2022）年度にプライム市場上場企業
を対象に、新たに「執行役員又はそれに準じる役
職者」における女性割合に関する調査を行い、結
果を公表した。【内閣府】

⑦� 女性活躍の要素を考慮したジェンダー投資の状
況等について調査し、広く発信した。【内閣府】

⑧�� 女性を始め多様な人材の能力を最大限発揮させ
る「ダイバーシティ経営」の推進に向け、企業の
実践に必要な取り組みを見える化する「ダイバー
シティ経営診断ツール」や企業事例の普及、企業
のダイバーシティ担当者等を対象にしたダイバー
シティ経営実践に向けた研修の実施により、企業
における取組を促進している。【経済産業省】

イ 女性の能力の開発・発揮のための
支援

①� 長期的な視野から女性リーダーを養成していく
ため、学校等における女性リーダーの養成プログ
ラムの開講を促している。【文部科学省】

②� 役員候補者となり得る女性人材のデータベース
「女性リーダー人材バンク」の利用者増加に向け
てアンケート調査等を実施し、改善に向けた取組
の検討を行っている。【内閣府】

③�「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
では、令和４年（2022）年11月に小倉將信内閣
府特命担当大臣（男女共同参画）出席の下、会の
参加者が集まるミーティングを開催した。また、
令和４（2022）年10月に石川県、12月に徳島県、
令和５（2023）年１月に栃木県にて地域シンポ
ジウムを開催し、各地方における企業経営者等に
対し、会への参加を呼び掛けた。その他、参加者
の好事例を掲載した冊子を作成し、女性活躍に関
する取組を共有するとともに、会の周知を行った。
【内閣府】

④� 女性活躍推進法に基づき、地域における女性の
活躍を迅速かつ重点的に推進するため、地域の経

済団体、金融機関、教育機関、ＮＰＯ等などの多
様な主体による連携体制の下、一般事業主行動計
画の策定が義務化されている中小企業が行う同計
画策定への支援など、地方公共団体が地域の実情
に応じて支援を行う取組を、地域女性活躍推進交
付金により支援している。【内閣府】

ウ 女性起業家に対する支援等
①� 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／
シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施している。【経済産業省】

②� 令和２（2020）年12月に設立した「わたしの
起業応援団」を通じ、女性起業家の支援事例や支
援手法・関係省庁の施策情報の共有を行うととも
に、引き続き女性起業家支援に携わる自治体等の
担当者に対する研修を実施している。これらによ
り、女性起業家の起業・創業の活性化を図ってい
る。【経済産業省】

③� 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、事業承継・引継ぎ補助金等、予算・税制等を
含めた総合的な支援策を推進している。また、ホー
ムページなどで支援策の活用事例を展開してい
る。【経済産業省】

①� 各分野における関連施策を着実に実施し、女性
の参画拡大を推進している。【関係府省】

②� 専門・技術職、経済団体、労働組合、職能団体
（日本医師会、日本弁護士連合会等）など、様々
な分野における女性の政策・方針決定過程への参
画状況について「女性の政策・方針決定参画状況
調べ」の中で取りまとめ、公表している。【内閣府】

第５節 専門・技術職、各種団体等
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ア ワーク・ライフ・バランスの実現
のための長時間労働の削減等

①� 法定労働条件の履行確保及び長時間労働是正の
ための監督指導体制の充実強化を行っている。【厚
生労働省】

②� 年次有給休暇の取得促進のため、連続した休暇
を取得しやすい時季（夏季、年末年始及びゴール
デンウィーク）にポスター・リーフレットの作成
や、関係団体への周知依頼等の集中的な広報の実
施により機運の醸成を図っている。【厚生労働省】

③� 勤務間インターバル制度について、職種・業種
等の特性を踏まえた業種別導入マニュアルや制度
導入を支援するための動画を作成して周知すると
ともに、導入企業に運用面の工夫等を紹介いただ
くセミナーを開催して企業への導入促進を図って
いる。【厚生労働省】

④� 労働者が健康で充実した生活を実現できるよ
う、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
（平成４年法律第90号）を働き方・休み方改善ポー
タルサイトで周知し、労使の自主的な働き方の見
直しを促進している。【厚生労働省】

⑤� メンタルヘルスの確保等、職場における健康確
保対策を推進している。【厚生労働省】

⑥� 女性活躍推進法等に基づき、（ⅰ）職業生活に
関する機会の提供と（ⅱ）職業生活と家庭生活と
の両立に資する雇用環境の整備の両面からの目標
設定や、情報公表を促進している。【厚生労働省】

⑦� 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援す
る事業主団体に対する助成を行っている。【厚生
労働省】

⑧� 上記を含め「過労死等の防止のための対策に関
する大綱」（令和３年７月閣議決定）を踏まえた

取組を着実に推進している。【厚生労働省】

イ 多様で柔軟な働き方の実現
①� 多様で柔軟な働き方の実現に向けた企業の取組
を促進している。

・� 労働者が育児休業や介護休業等を取得して、継
続就業できるよう育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成
３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」と
いう。）の履行確保を図っている。また、出生直
後の休業の取得を促進する新たな枠組みの創設、
本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした個別
の労働者に対する休業制度等の周知の措置や、研
修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等につい
て事業主に義務付けること、男性の育児休業取得
率の公表を促進すること等を内容とする、育児休
業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正す
る法律（令和３年法律第58号）が令和４（2022）
年４月より施行されており、改正法の着実な履行
確保及び改正内容の周知を徹底している。【厚生
労働省】

・� 短期の育児休業の取得に対応して、月内に２週
間以上の育児休業を取得した場合であっても、そ
の月の社会保険料を免除すること等を内容とする
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健
康保険法等の一部を改正する法律（令和３年法律
第66号）が、令和４（2022）年10月に施行され
たところであり、関係通知等を発出し、制度の適
切な運用を図った。【厚生労働省】

・� 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プラン」
モデル及び「介護支援プラン」モデルの普及促進
を図るとともに、プランの策定を支援している。
【厚生労働省】

・� 働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇
用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事
業主に助成金を支給している。【厚生労働省】

第２分野 雇用等における男女共同参画
の推進と仕事と生活の調和

第１節 ワーク・ライフ・バランス
等の実現
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・� 時間単位の年次有給休暇制度について、子育て、
介護、治療など様々な事情を抱えている方が、柔
軟に休暇を取得できるよう、働き方・休み方改善
ポータルサイトでの周知リーフレット及び導入事
例の掲載等により企業への導入促進を図ってい
る。【厚生労働省】

・� 労働者一人一人のライフステージに応じ、勤務
地・職務・労働時間を限定した「多様な正社員」
制度を導入する上での留意事項や好事例を周知す
るとともに実態把握を行っている。【厚生労働省】

・� 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けない
勤務形態であるテレワークについて、適正な労務
管理下における良質なテレワークの定着・促進の
ため、中小企業に対するテレワーク導入経費の助
成や、テレワークに関する労務管理とＩＣＴ（情
報通信技術）の双方についてワンストップで相談
できる窓口の設置など、各種支援策を推進してい
る。【総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交
通省】

・� 効率的・自律的に働ける制度であるフレックス
タイム制度の導入時における適切な労務管理の徹
底を図っている。【厚生労働省】

・� 転勤に関する企業のニーズや動向を捉え、企業
の転勤に関する雇用管理のポイントを整理した
「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の周知
を通じて、労働者の仕事と家庭生活の両立の推進
を図っている。【厚生労働省】

・�「多様な正社員」も含め、労働者全般の労働契
約関係の明確化について、労働政策審議会におけ
る検討結果を踏まえて、労働基準法（昭和22年
法律第49号）の労働条件明示事項に就業場所・
業務の変更の範囲を追加する、労働基準法施行規
則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置
法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生
労働省令第39号）を公布した。【厚生労働省】

・� 不妊治療と仕事との両立を支援する企業内制度
の導入に向けたマニュアルの周知、企業等を対象
とした研修会・シンポジウムの実施、不妊治療の
ための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環
境整備に取り組み、実際に利用させた中小企業事
業主に対する助成金の支給、「くるみん」認定制
度において創設された「プラス」認定の取得促進
等により、不妊治療と仕事が両立できる職場環境

の整備を推進している。【厚生労働省】
・� 中小企業における女性の活躍推進を図るため、
育児休業中の代替要員を確保しやすくするための
取組を推進しているとともに、中小企業が自社の
経営課題解決に資する人材を確保できるよう、女
性を含む多様な人材に対する企業の魅力発信や
マッチングの促進等を行っている。【厚生労働省、
経済産業省】

②� 企業の経営者、業界単位の企業ネットワーク、
経済団体等と連携し、女性の活躍の必要性に関す
る経営者や管理職の意識改革、女性の活躍やワー
ク・ライフ・バランスの推進に向けた経営者のコ
ミットメントを促している。【内閣府、関係府省】

③�「少子化対策地域評価ツール」の活用促進等に
より、地域コミュニティを巻き込んだ子育ての支
え合い、男女ともに子育てと両立できる魅力的な
働き方、職・住・育が近接した暮らしやすいまち
づくりなど、各地方公共団体における女性活躍に
資する具体的な取組を推進している。【内閣官房】

④� 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の実現に関する調査研究及び好事例の情報提供を
行っている。【内閣府】

⑤� 企業・団体の経営者・管理職・担当者や仕事と
生活の調和に取り組む全ての人が取組にいかせる
よう、仕事と生活の調和に関するメールマガジン
「カエル！ジャパン通信」を月１～２回程度配信
し、好事例の情報提供を行っている。【内閣府】

ウ 男性の子育てへの参画の促進、介
護休業・休暇の取得促進

①� 育児等を理由とする男性に対する不利益取扱い
や、企業における育児休業等に関するハラスメン
トを防止するための対策等を推進している。【厚
生労働省】

②� 企業における男性社員の育児休業等取得促進の
ための事業主へのインセンティブ付与や、取得状
況の情報開示（「見える化」）について、引き続き
推進している。【金融庁、厚生労働省】

③�「男女共同参画週間」などの啓発活動や表彰の
実施を通じて、男性の仕事と育児の両立の促進を
図るとともに、男性の家事育児への参画等に関す
る社会的な機運の醸成を図った。【内閣府、厚生
労働省】
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④� 公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物
において、ベビーベッド付男性トイレ等の子育て
世帯に優しいトイレの整備等を推進するほか、子
供連れの乗客等への配慮等を求めることにより、
男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備
を行っている。【国土交通省】

⑤� 男性が、妊娠・出産の不安と喜びを妻と分かち
合うパートナーとしての意識を高めていけるよ
う、両親共に参加しやすい日時設定やオンライン
での開催など、両親学級等の充実等により、父親
になる男性を妊娠期から側面支援した。【厚生労
働省（こども家庭庁）3】

⑥� 配偶者の出産直後の子育てを目的とした休暇取
得の促進を図る「さんきゅうパパプロジェクト」
による広報啓発等を実施するとともに、「第９回
子育て応援コンソーシアム」において中小企業の
男性の育児休業取得を促進する取組事例を紹介し
た。【内閣府（こども家庭庁）】

⑦� 介護のために働けなくなることを防止するた
め、仕事と介護が両立できる職場環境が整備され
るよう、育児・介護休業法の履行確保を図ってい
る。また、介護支援専門員（ケアマネジャー）等
が仕事と介護の両立に関する制度等の知識を習得
するための研修カリキュラムを策定するなど、家
族を介護する労働者に介護休業制度等が広く周知
されるよう取り組んだ。【厚生労働省】

エ 女性の就業継続に向けた人材育成
①� 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施
等の支援を行った。【厚生労働省】

②� 労働者の主体的な職業能力の開発及び向上を促
進し、再就職時の職業能力に基づいた評価にも資
するよう、業界共通の職業能力評価の物差しとな
る技能検定を始め、企業・労働者双方に活用され
る職業能力評価制度の整備を推進している。【厚
生労働省】

③� ジョブ・カードを活用したキャリア形成支援を
行っている。【厚生労働省】

ア 男女雇用機会均等の更なる推進
①� 法違反があった場合には是正指導を行うなど、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律（昭和47年法律第113号。
以下「男女雇用機会均等法」という。）の履行確
保に取り組み、事業主が報告の求めに応じない場
合や、勧告をされたにもかかわらず違反を是正し
ない場合には、過料、企業名の公表等により同法
の実効性を確保している。【厚生労働省】

②� コース等で区分した雇用管理制度を導入してい
る企業に対して、実質的な男女別雇用管理となら
ないようコース別雇用管理についての指針や間接
差別の範囲を定めた省令の周知徹底を図ってい
る。【厚生労働省】

③� 男女雇用機会均等法等の関係法令や、制度につ
いて、労使を始め社会一般を対象として幅広く効
果的に周知するとともに、学校等の教育機関にお
いても、男女の平等や相互の協力、男女が共同し
て社会に参画することの重要性等についての指導
を通じて、その制度等の趣旨の普及に努めた。【文
部科学省、厚生労働省】

④� 男女雇用機会均等に関する労使紛争について
は、男女雇用機会均等法等に基づく紛争解決の援
助制度及び調停を活用し、円滑な紛争解決を図っ
ている。【厚生労働省】

イ 男女間の賃金格差の解消
①� 労働基準法第４条や男女雇用機会均等法の履行
確保を図るほか、男女間の賃金格差の要因の解消
に向け、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、
情報公表、えるぼし・プラチナえるぼし認定の取
得促進等の取組を推進している。【厚生労働省】

②� 令和４（2022）年７月に女性活躍推進法に関
する制度改正を行い、情報公表項目に「男女の賃
金の差異」を追加するとともに、常用労働者数

第２節
雇用の分野における男女の
均等な機会と待遇の確保及
び各種ハラスメントの防止

3� �（こども家庭庁）とは、各施策担当省庁のうち、その担当部局（事務）が令和５（2023）年４月にこども家庭庁に移管されたもので
ある。以下同じ。
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301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公
表を義務付けた。【厚生労働省】

③� 女性が多い職種における賃金の実態等につい
て、調査分析を行った。【内閣府】

ウ 職場や就職活動における各種ハラ
スメントの防止等

①� 企業におけるハラスメント防止措置の推進を図
るため、説明会の開催やパンフレット等の作成・
配布等により、男女雇用機会均等法等の周知・啓
発を図るほか、12月を「ハラスメント撲滅月間」
と定め、集中的な広報・啓発を行っている。【厚
生労働省】

②� 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・
出産・育児休業等に関するハラスメント及びパ
ワーハラスメントの防止措置を定めた男女雇用機
会均等法、育児・介護休業法、労働施策の総合的
な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）
及びそれらの指針の履行確保に取り組んでいる。
【厚生労働省】

③� フリーダイヤル・メール・ＳＮＳによるハラス
メント被害者等からの相談対応事業を実施してい
る。【厚生労働省】

④� 就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラ
スメントの防止のため、男女雇用機会均等法に基
づく指針で示した望ましい取組の周知啓発や、都
道府県労働局等の総合労働相談コーナーで相談を
受け付ける等関係省庁が連携し適切に対応すると
ともに、問題のある企業を把握した場合は指導等
を行っている。
� また、大学等の対応事例について学生支援担当
者が集まる会議等を通じて周知啓発を行った。さ
らに、就職活動中の学生等に対するハラスメント
防止対策の具体例を掲載した「就活ハラスメント
防止対策企業事例集」の作成を行った。【内閣官房、
内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】

⑤� 性的指向・性自認（性同一性）に関するハラス
メント防止に取り組むとともに、性的マイノリ
ティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、
企業や労働者の性的指向・性自認（性同一性）に
ついての理解を促進している。【厚生労働省】

⑥� 近年増加している顧客等からの著しい迷惑行為

（以下「カスタマーハラスメント」という。）の
防止を推進するため、カスタマーハラスメント対
策企業マニュアルを活用した企業向け研修会を実
施した。【厚生労働省】

①� 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関す
る情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行
う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等
の取組を促進している。また、改正女性活躍推進
法及び同法に基づく省令、指針により新たに義務
付けられた取組内容について、あらゆる機会を通
じて事業主に周知し、法の実効性の確保を図ると
ともに、企業向けの相談会・説明会の実施やコン
サルティングにより女性活躍推進のための取組を
行う企業への支援を行った。（再掲）【内閣官房、
内閣府、総務省、厚生労働省】

②� 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組
指針に基づき、国及び独立行政法人等が、総合評
価落札方式又は企画競争方式による調達を行う際
は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
を取得した企業等を加点評価する取組を実施して
いる。
� 令和４（2022）年３月に改正した公共調達等
実施要領に基づき、本取組について更に実効的な
運用を図る観点から、国の機関における加点評価
の実施状況や、ワーク・ライフ・バランス等推進
企業の入札参加及び受注の状況等を新たに調査・
公表し、取組状況の更なる「見える化」を行った。
また、努力義務となっている地方公共団体でも国
に準じた取組が進むよう働きかけを行っている。
（再掲）【内閣府、厚生労働省】

③� 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有
効な企業情報の開示を促進するため、有価証券報
告書等において企業の判断で行う情報開示の好事

第３節
積極的改善措置（ポジティブ・
アクション）の推進等による女性
の参画拡大・男女間格差の是正
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例を取りまとめ、周知を行った。また、令和５
（2023）年１月、企業の多様性確保を含むサス
テナビリティ開示の充実のため、有価証券報告書
における開示項目として、女性管理職比率等を開
示項目とする、開示府令の改正を行い、その内容
に沿った開示を上場会社に促した。企業のガバナ
ンスにおけるジェンダー平等の確保の重要性に鑑
み、金融審議会において有価証券報告書等におけ
る開示の在り方を含め、コーポレートガバナンス
の改善に向けてジェンダーの視点も踏まえた検討
を行った。（再掲）【金融庁】

④� 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情
報の集計及び開示の取組や女性役員の登用が進ん
でいない要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極
的に取り組む企業が評価されることや、企業にお
ける女性役員登用・育成の課題の克服につながる
よう努めている。令和４（2022）年度は、新たに、
プライム市場上場企業の女性役員比率ランキング
を掲載した。（再掲）【内閣府】

⑤� 令和４（2022）年度にプライム市場上場企業を
対象に、新たに「執行役員又はそれに準じる役職者」
における女性割合に関する調査を行い、結果を公
表した。（再掲）【内閣府】

⑥� 女性活躍の要素を考慮したジェンダー投資の状
況等について調査し、広く発信した。（再掲）【内
閣府】

⑦� 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施
等の支援を行った。【厚生労働省】

⑧� 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラッ
ク運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車
整備士）女性の参画が十分でない業種・職種にお
いて、ＩＣＴの活用による生産性の向上、多様な
人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向けた
情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女性の
就業及び定着を促進している。【厚生労働省、国
土交通省】

⑨� 多様な人材が働きやすい環境づくりや、新たな
働き方の提案、地域経営や事業経営の改善に向け
た実践的スキルの向上に関する取組を行うべく、
全国４地域を採択し、観光人材の確保・育成強化
に向けた取組を支援した。また、採択４地域の取
組から得られた知見を全国に展開することを目的
に、成果報告会を実施した。【国土交通省】

ア 非正規雇用労働者の待遇改善や正
規雇用労働者への転換に向けた取
組の推進

①� 令和２（2020）年４月より順次施行された短
時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善
等に関する法律（平成５年法律第76号）及び労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という。）の円滑な施行に
取り組み、同一企業における正規雇用労働者と非
正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を
図っている。【厚生労働省】

②� 地域別最低賃金については令和４（2022）年
度は全国加重平均で過去最高の31円引上げを行
い、961円となった。引き続き、事業再構築・生
産性向上に取り組む中小企業へのきめ細やかな支
援や取引適正化等に取り組みつつ、景気や物価動
向を踏まえ、地域間格差にも配慮しながら、でき
る限り早期に最低賃金の全国加重平均が1,000円
以上となることを目指し、引上げに取り組んでい
る。【厚生労働省、経済産業省】

③� キャリアアップ助成金の活用促進等により非正
規雇用労働者の正規雇用労働者への転換等を推進
している。【厚生労働省】

④� 非正規雇用労働者の能力開発を図り、企業内で
のキャリアアップ、企業の枠を超えたキャリア
アップを推進している。また、キャリア形成サポー
トセンター事業等を通じてキャリアコンサルティ
ング機会の充実に取り組んでいる。さらに、公的
職業訓練について、全国47都道府県において地
域職業能力開発促進協議会を開催している。協議
会での協議内容や分析等を踏まえ、職業訓練に地
域ニーズを適切に反映させること等により、効果
的な人材育成につなげている。【厚生労働省】

⑤� 正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働
者の均衡のとれた賃金決定を促進するため、47
都道府県に設置している「働き方改革推進支援セ
ンター」において職務分析・職務評価の導入支援・

第４節
非正規雇用労働者の待遇改
善、正規雇用労働者への転
換の支援
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普及促進を図っている。【厚生労働省】

イ 公正な処遇が図られた多様な働き
方の普及・推進

①� 有期契約労働者について、労働契約法（平成
19年法律第128号）に規定されている無期労働
契約への転換（無期転換ルール）等の更なる周知
徹底を図っている。【厚生労働省】

②� 派遣労働者について、労働者派遣法に基づき、
派遣先に雇用される通常の労働者との不合理な待
遇差の解消を図るとともに、正規雇用労働者化を
含むキャリアアップの支援や派遣労働者に対する
雇用安定措置等を通じた一層の雇用の安定と保護
等を図っている。【厚生労働省】

③� 非正規雇用労働者の産前産後休業、育児休業、
産後パパ育休及び介護休業の法制度の内容につい
て、非正規雇用労働者及び事業主に対する周知・
徹底を行うとともに、利用環境の改善を図ってい
る。【厚生労働省】

④� 令和４（2022）年10月に、短時間労働者への
被用者保険の適用拡大に係る企業規模要件を501
人以上から101人以上に引き下げた。また、令和
４（2022）年10月及び令和６（2024）年10月
の短時間労働者への被用者保険の適用拡大に向け
て、準備・周知・広報を行った。【厚生労働省】

⑤� 非正規雇用労働者の正規雇用労働者への転換等
を促進するため、助成等により企業の取組を支援
している。【厚生労働省】

⑥� 国の行政機関で働く非常勤職員の給与について
は、平成29（2017）年５月に、平成30（2018）
年度以降、特別給（期末手当／勤勉手当）に相当
する給与の支給を開始すること等について各府省
等間で申し合わせた。更なる改善を図るため、令
和５（2023）年３月に、一般職の職員の給与に
関する法律（昭和25年法律第95号）等の改正に
対応した取扱いについて、常勤職員の給与改定に
係る取扱いに準じて改定することを基本とする旨
に改正した（令和５（2023）年４月１日から適用）。
� また、国の行政機関で働く非常勤職員の休暇・
休業について、人事院では、国家公務員の育児休
業等に関する法律（平成３年法律第109号）の改
正（令和４（2022）年10月１日施行）に併せて、
令和４（2022）年６月に、子が１歳以降の育児

休業の取得の柔軟化、育児参加のための休暇の対
象期間の拡大等のための改正人事院規則等を公
布・発出（令和４（2022）年10月施行）した。
また、令和３（2021）年度に措置された不妊治
療のための休暇（出生サポート休暇）等を含めた
両立支援制度が職員に広く活用されるよう、職員
向けのリーフレットや管理職向けの研修教材の提
供等、その内容を充実させて周知啓発や各府省に
対する支援・指導に取り組んだ。
� 総務省では、地方公共団体の臨時・非常勤職員
の適正な任用・勤務条件を確保するための改正法
（地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する
法律（平成29年法律第29号））の施行（令和２
（2020）年４月１日）により、各地方公共団体
で導入された会計年度任用職員制度について、令
和４（2022）年４月１日時点の施行状況に関す
る調査を実施し、その結果を踏まえ、令和４
（2022）年12月に、制度の適切な運用について
助言を行うとともに、令和５（2023）年３月に
会計年度任用職員に勤勉手当を支給することがで
きるよう改正法案（地方自治法の一部を改正する
法律案）を第211回国会（令和５（2023）年）
に提出した。
� 地方公共団体で働く会計年度任用職員の休暇・
休業について、国家公務員と同様に制度の措置が
行われるよう、令和３（2021）年12月以降順次、
総務省から各地方公共団体に対して通知を発出し
た。【内閣官房、総務省、（人事院）】

ア 再就職等に向けた支援
①� 子育て中の女性等に対して再就職支援を行うマ
ザーズハローワーク及びマザーズコーナーを拡充
し、オンラインによる就職支援や、ＳＮＳを活用
した情報発信を実施するとともに、担当者制によ
るきめ細かな職業相談・職業紹介、仕事と家庭が
両立しやすい求人の確保、再就職支援に資する各
種セミナー等を実施した。また、公的職業訓練に
おいて、育児により決まった日時に訓練を受講す
ることが困難な者等を対象としたｅラーニング

第５節 再就職、起業、雇用によら
ない働き方等における支援
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コースについては、令和３（2021）年度実績で
は57コース設定している。さらに、子育て中の
女性が受講しやすい託児サービス付きの訓練コー
スについては、令和３（2021）年度実績では
438人が託児サービスを利用した。【厚生労働省】

②� 再就職希望者を含む社会人等の就労、スキル
アップ、キャリア転換に必要な実践的な知識・技
術・技能を身に付けるためのリカレント教育を推
進し、学び直し等の充実を図っている。多様な年
代の女性の社会参画を支援するため、関係機関と
の連携の下、キャリアアップやキャリアチェンジ
等に向けた意識の醸成や相談体制の充実を含め、
学習プログラムの開発等、女性のチャレンジを総
合的に支援するモデルの開発を行った。【文部科
学省、厚生労働省、経済産業省】

イ 起業に向けた支援等
①� 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／
シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施している。（再掲）【経済産業省】

②� 令和２（2020）年12月に設立した「わたしの
起業応援団」を通じ、女性起業家の支援事例や支
援手法・関係省庁の施策情報の共有を行うととも
に、引き続き女性起業家支援に携わる自治体等の
担当者に対する研修を実施している。これらによ
り、女性起業家の起業・創業の活性化を図ってい
る。（再掲）【経済産業省】

③� 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、事業承継・引継ぎ補助金等、予算・税制等を
含めた総合的な支援策を推進している。また、ホー
ムページなどで支援策の活用事例を展開してい
る。（再掲）【経済産業省】

ウ 雇用によらない働き方等における
就業環境の整備

①� 商工業等の自営業も含む小規模事業者の実態の
把握及び課題抽出に努めている。【経済産業省】

②� 家内労働手帳の普及、工賃支払の確保、最低工
賃の決定及び周知、労災保険特別加入の促進等に
より家内労働者の労働条件の改善を図っている。
【厚生労働省】

③� フリーランスについて、多様な働き方の拡大、

高齢者雇用の拡大などの観点からも、これを安心
して選択できる環境を整えるため、内閣官房、公
正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策
定した「フリーランスとして安心して働ける環境
を整備するためのガイドライン」について、周知・
活用を図るとともに、発注事業者とフリーランス
との取引におけるトラブルに迅速に対応できるよ
う、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律（昭和22年法律第54号）や下請代金支払遅
延等防止法（昭和31年法律第120号）に基づく
執行体制の充実を図っている。また、個人が事業
者として受託した業務に安定的に従事することが
できる環境を整備するため、特定受託事業者に係
る取引の適正化等に関する法律案（フリーランス・
事業者間取引適正化等法案）を第211回国会（令
和５（2023）年）に提出した。
� また、令和２（2020）年11月から、フリーラ
ンスと発注事業者等とのトラブルについて、ワン
ストップで相談できる窓口（フリーランス・トラ
ブル110番）を設置しており、相談体制を拡充し、
丁寧な相談対応を行っている。
� さらに、労働者災害補償保険の特別加入制度に
ついて、令和３（2021）年４月１日より対象範
囲の一部拡大を行い、引き続き要望等を踏まえて
令和４（2022）年４月１日にあん摩マッサージ
指圧師、はり師又はきゅう師、同年７月１日に歯
科技工士を新たに対象とし、対象範囲の拡大の検
討を行っている。【内閣官房、公正取引委員会、
厚生労働省、経済産業省】
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ア 地方の企業における女性の参画拡大
①� 女性デジタル人材や管理職・役員の育成など女
性の参画拡大の推進、様々な課題・困難を抱える
女性に寄り添い、意欲と希望に応じて就労までつ
なげていく支援や相談支援、孤独・孤立で困難や
不安を抱える女性が、社会との絆・つながりを回
復することができるよう、ＮＰＯ等の知見を活用
した相談支援やその一環として行う生理用品の提
供等のきめ細かい支援など、地方公共団体が、多
様な主体による連携体制の構築の下で地域の実情
に応じて行う取組を、地域女性活躍推進交付金に
より支援している。様々な課題・困難を抱える女
性に寄り添った支援を行う「寄り添い支援型」を、
「寄り添い支援型プラス」として、生理用品の提
供を可能としている。また、地域女性活躍推進交
付金による事業の採択に当たり、継続事業につい
ても予算の範囲内で交付を可能とし、交付を行っ
た。地域女性活躍推進交付金による事業の採択を
行うに当たり、有識者で構成される選定審査委員
会を令和４（2022）年度は３回開催し、交付を
決定した。なお、地方公共団体が行う男女共同参
画社会の実現に向けた取組については地方財政措
置が講じられており、各地方公共団体の状況に応
じて、自主財源の確保を働きかけている。【内閣府】

②� 現在職に就いていない女性・高齢者等の新規就
業の促進及び人手不足に直面する地域の中小企業
等の人材確保に資することを目的として、都道府
県が官民連携型のプラットフォームを形成し、地
域の実情に応じて、「掘り起こし」、「職場環境改
善支援」、「マッチング」等の一連の取組を一体的
かつ包括的に実施できるよう、地方創生推進交付
金を活用して支援した。【内閣官房、内閣府】

③� 女性や若者等の移住・定着の推進のため、地域

を支える企業等への就業と移住や、地域における
社会的課題の解決に資する起業と移住への支援を
行う地方公共団体の取組等について地方創生推進
交付金を活用して支援した。【内閣官房、内閣府】

④� 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、事業承継・引継ぎ補助金等、予算・税制等を
含めた総合的な支援策を推進している。また、ホー
ムページなどで支援策の活用事例を展開してい
る。（再掲）【経済産業省】

⑤�「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」
では、令和４（2022）年11月に小倉將信内閣府
特命担当大臣（男女共同参画）出席の下、会の参
加者が集まるミーティングを開催した。また、令
和４（2022）年10月に石川県、12月に徳島県、
令和５（2023）年１月に栃木県にて地域シンポ
ジウムを開催し、各地方における企業経営者等に
対し、会への参加を呼び掛けた。その他、参加者
の好事例を掲載した冊子を作成し、女性活躍に関
する取組を共有するとともに、会の周知を行った。
（再掲）【内閣府】

⑥� 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関す
る情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行
う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等
の取組を促進している。また、改正女性活躍推進
法及び同法に基づく省令、指針により新たに義務
付けられた取組内容について、あらゆる機会を通
じて事業主に周知し、法の実効性の確保を図ると
ともに、企業向けの相談会・説明会の実施やコン
サルティングにより女性活躍推進のための取組を
行う企業への支援を行った。（再掲）【内閣府、厚
生労働省】

⑦� 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組

第３分野 地域における男女共同参画
の推進

第１節 地方創生のために重要な女
性の活躍推進
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指針に基づき、国及び独立行政法人等が、総合評
価落札方式又は企画競争方式による調達を行う際
は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
を取得した企業等を加点評価する取組を実施して
いる。
� 令和４（2022）年３月に改正した公共調達等
実施要領に基づき、本取組について更に実効的な
運用を図る観点から、国の機関における加点評価
の実施状況や、ワーク・ライフ・バランス等推進
企業の入札参加及び受注の状況等を新たに調査・
公表し、取組状況の更なる「見える化」を行った。
また、努力義務となっている地方公共団体でも国
に準じた取組が進むよう働きかけを行っている。
（再掲）【内閣府、厚生労働省】

⑧� 役員候補者となり得る女性人材のデータベース
「女性リーダー人材バンク」の利用者増加に向け
アンケート調査等を実施し、改善に向けた取組の
検討を行っている。（再掲）【内閣府】

⑨� 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラッ
ク運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車
整備士）女性の参画が十分でない業種・職種にお
いて、ＩＣＴの活用による生産性の向上、多様な
人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向けた
情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女性の
就業及び定着を促進している。（再掲）【厚生労働
省、国土交通省】

⑩� 多様な人材が働きやすい環境づくりや、新たな
働き方の提案、地域経営や事業経営の改善に向け
た実践的スキルの向上に関する取組を行うべく、
全国４地域を採択し、観光人材の確保・育成強化
に向けた取組を支援した。また、採択４地域の取
組から得られた知見を全国に展開することを目的
に、成果報告会を実施した。（再掲）【国土交通省】

⑪� 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／
シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施している。（再掲）【経済産業省】

⑫� 令和２（2020）年12月に設立した「わたしの
起業応援団」を通じ、女性起業家の支援事例や支
援手法・関係省庁の施策情報の共有を行うととも
に、引き続き女性起業家支援に携わる自治体等の
担当者に対する研修を実施している。これらによ
り、女性起業家の起業・創業の活性化を図ってい

る。（再掲）【経済産業省】

イ 地方における多様で柔軟な働き方
の実現

①� 各地方公共団体において、地域の少子化の状況
に関する地域特性の見える化から分野横断的な具
体的取組の実践についてのプロセスを示した「少
子化対策地域評価ツール」の普及・活用促進や、
地域コミュニティを巻き込んだ子育ての支え合
い、男女ともに子育てと両立できる魅力的な働き
方、職・住・育が近接した暮らしやすいまちづく
りなどの地域の実情に応じた地方公共団体の取組
への支援策の活用を通じて、各地方公共団体にお
ける女性活躍に資する具体的な取組を推進した。
【内閣官房】

②� 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援す
る事業主団体に対する助成を行っている。（再掲）
【厚生労働省】

③� 多様で柔軟な働き方の実現に向けた中小企業の
取組を促進している。

・� 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プラン」
モデル及び「介護支援プラン」モデルの普及促進
を図るとともに、プランの策定を支援している。
（再掲）【厚生労働省】

・� 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けない
勤務形態であるテレワークについて、適正な労務
管理下における良質なテレワークの定着・促進の
ため、中小企業に対するテレワーク導入経費の助
成や、テレワークに関する労務管理とＩＣＴ（情
報通信技術）の双方についてワンストップで相談
できる窓口の設置など、各種支援策を推進してい
る。（再掲）【総務省、厚生労働省、経済産業省、
国土交通省】

・� 中小企業における女性の活躍推進を図るため、
育児休業中の代替要員を確保しやすくするための
取組を推進しているとともに、中小企業が自社の
経営課題解決に資する人材を確保できるよう、女
性を含む多様な人材に対する企業の魅力発信や
マッチングの促進等を行っている。（再掲）【厚生
労働省、経済産業省】

194 第１部 令和４年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

      



ウ 地方議会・地方公共団体における
取組の促進

①� 地方議会において女性を含めたより幅広い層が
議員として参画しやすい環境整備について、第
33次地方制度調査会において審議され、令和４
（2022）年12月に答申がなされた。当該答申等
を踏まえ、勤労者の地方議員への立候補のための
環境整備に関する経済団体への要請や、育児・介
護を理由とした地方議会の委員会へのオンライン
出席に関する助言、委員会のオンライン開催の状
況等の調査を行った。また、「地方議会活性化シ
ンポジウム2022」において、地方議会への多様
な人材の参画に資する観点から、各議会等での実
践例の共有や意見交換を行った。このほか、候補
者となり得る女性の人材育成のため、各地方議会
における「女性模擬議会」等の自主的な取組につ
いて情報提供を行った。（再掲）【総務省】

②� 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠
席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取
組の実施状況等、地方公共団体・地方議会におけ
る両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調
査し、「見える化」の推進を行っている。（再掲）
【内閣府】

③� 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画や
女性の活躍状況に関する情報の公表について、数
値目標を設定した項目の進捗状況及び取組の実施
状況が経年で公表されることを徹底するととも
に、各団体の取組について、比較できる形での「見
える化」を行っている。（再掲）【内閣府、総務省】

④� 各都道府県・政令指定都市が設定している審議
会等委員への女性の参画に関する数値目標や、こ
れを達成するための様々な取組、女性比率の現状、
女性が１人も登用されていない審議会等の状況等
を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への
女性の参画を促進している。（再掲）【内閣府、関
係府省】

エ 地域に根強い固定的な性別役割分
担意識等の解消

①� 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）について、気付きの機会を提供し解消
の一助とするため、令和４（2022）年度におい

ても調査研究を行い、公表した。また、これまで
の調査研究やチェックシート・事例集に基づき、
普及啓発用動画の制作やワークショップを開催し
た。【内閣府】

②� 誰もが簡単に利用できる、様々な「職業」や「社
会生活場面」を想定した性別による固定的役割分
担に捉われないフリーイラスト素材を追加作成
し、ホームページで提供を行った。【内閣府】

③�「男女共同参画週間」における地方公共団体の
具体的な取組の掲載や「男女共同参画社会づくり
に向けての全国会議」において、地方公共団体や
関係機関・団体と連携し、男女共同参画に関する
意識の浸透を図っている。【内閣府】

ア 農林水産業における政策・方針決
定過程への女性参画の推進

①� 地域をリードできる女性農林水産業者を育成
し、農業委員や農業協同組合、森林組合、漁業協
同組合の役員及び土地改良区等の理事に占める女
性の割合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向け
た取組などを一層推進している。また、農林水産
省として、全国約3,000か所の地方公共団体、農
林水産団体等に対して、女性の登用の促進や具体
的な目標の設定等についての働きかけを行ったほ
か、農業委員や農業協同組合における目標設定状
況等についての調査・公表を行っている。【内閣府、
厚生労働省、農林水産省】

②� 地域の農業を牽引するリーダーとなり得る女性
農業経営者を育成するため、実践型研修を実施し
ている。【農林水産省】

③� 女性が役員の過半を占める農業法人等が事業を
実施する場合に貸付限度額を引き上げる特例措置
を設けた融資の内容を、農林水産省のホームペー
ジで掲載し幅広く周知することにより、役員等へ
の女性登用を促進している。【農林水産省】

④� 女性農業者のネットワークづくりなどに関する
好事例を展開するとともに、その取組や経験を継
承していくための世代間交流を促進している。【農
林水産省】

第２節 農林水産業における男女共
同参画の推進
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⑤� 地域レベルの女性グループの形成やその取組を
支援するとともに、全国の女性グループ間ネット
ワークを構築している。【農林水産省】

⑥� 地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた
農地利用の姿や農地利用者を明確化する取組につ
いて女性農業者の参画を推進している。【農林水
産省】

⑦� 女性の林業への参画や定着を促進するため、林
業の魅力を発信し地域の女性を林業就業に導くこ
とができる女性リーダーの育成や、女性による森
林資源を活用した起業活動等の取組を推進してい
る。【農林水産省】

⑧� 水産業における女性の参画を推進するととも
に、水産業経営の改善を図るため、起業的取組を
行う女性グループの取組、女性の経営能力の向上
や女性が中心となって取り組む加工品の開発、販
売等の実践的な取組を支援し、優良な取組の全国
各地への普及を推進している。【農林水産省】

イ 女性が能力を発揮できる環境整備
①� 認定農業者制度において夫婦での共同申請が可
能であることをホームページやチラシ等で引き続
きＰＲするとともに、農業経営改善計画の新規認
定及び更新を希望する申請者に対し、認定を行う
市町村等において夫婦での共同申請を提案するよ
う促し、女性の農業経営への参画を推進している。
【農林水産省】

②�「農業女子プロジェクト」や「海の宝！水産女
子の元気プロジェクト」における企業や教育機関
との連携強化、地域活動の推進により女性農林水
産業者が活動しやすい環境を作っている。【農林
水産省】

③� 家族経営協定の締結による就業条件の整備を推
進している。また、家族経営協定を締結した女性
農業者に対する融資の活用を促進している。【農
林水産省】

④� 女性の活躍推進に取り組む優良経営体（ＷＡＰ：
Women’s � Act ive � Par t ic ipat ion� in�
Agriculture）や女性農林漁業者の活躍の事例の
普及を推進している。【農林水産省】

⑤� 女性グループが行う漁業生産活動に対する融資
の活用を推進することにより、女性が行う水産業
に関連する経営や起業等を支援している。【農林

水産省】
⑥� 女性の就農希望者等に対し、就農相談会、農業
法人による会社説明会、就農促進ＰＲ活動、農業
者による農業高校への出前授業等を通じて、農業
への理解を促進し、円滑な就農を支援している。
【農林水産省】

⑦� 女性農業者への農業者年金のＰＲを積極的に実
施することにより、令和４（2022）年度に765
人の新規加入を得ている。【農林水産省】

⑧� 労働時間の管理、休日・休憩の確保、更衣室や
男女別トイレ等の整備、キャリアパスの提示やコ
ミュニケーションの充実など、女性が働きやすい
環境づくりを推進している。また、農林水産業で
働く女性にとっても扱いやすく、かつ高性能な機
械の開発や普及など、スマート農林水産業の推進
を行っている。【農林水産省】

⑨� 女性農業者の育児と農作業のサポート活動を支
援している。【農林水産省】

⑩� 女性の参画による農山漁村の魅力の掘り起こ
し・磨き上げ・発信を促進し、また、農山漁村が
潜在的に有する地域資源を引き出して地域の活性
化や所得向上に取り組む優良事例を選定し、全国
へ発信している。【農林水産省】

①� 内閣府では、専門家の派遣を通じて、自治会長
や地域の防災リーダーに対し、女性リーダーを増
やすための機運の醸成を図った。【内閣府、総務省、
文部科学省、関係府省】

②� 内閣府では、地域の防災リーダー等を対象とし
た研修において、「女性が力を発揮するこれから
の地域防災～ノウハウ・活動事例集～」について
紹介し、自主防災組織等において女性の参画を進
める好事例の展開を行った。【内閣府、総務省、
文部科学省、関係府省】

第３節 地域活動における男女共同
参画の推進
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ア 科学技術・学術分野における女性
の採用・登用の促進及び研究力の
向上

①� 科学技術・学術関連機関の理事長・学長・研究
所所長の女性比率を把握し、公表した。【内閣府、
文部科学省、厚生労働省、関係府省】

②� 男女共同参画会議、総合科学技術・イノベーショ
ン会議及び日本学術会議の連携を強化するととも
に、Society5.0の実現に向けた教育・人材育成
に関する政策パッケージ等において、男女共同参
画及び女性活躍促進の視点を踏まえた具体的な取
組を明記した。【内閣府】

③� 国が関与する科学技術プロジェクト等における
積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取
組を推進するなど、科学技術・学術に係る政策・
方針決定過程への女性の参画を拡大している。【内
閣府、文部科学省】

④� 日本学術会議において、学術分野における男女
共同参画を推進するため積極的な調査等を行うと
ともに、見解を発出した。【内閣府】

⑤� 研究者・技術者及び研究補助者等に係る男女別
の実態を把握するとともに統計データを収集・整
備し、分野等による差異、経年変化を分析した。
【内閣府、総務省、文部科学省、関係府省】

イ 科学技術・学術分野における女性
人材の育成等

①� 女性研究者・技術者の採用の拡大や研究現場を
主導する女性リーダーの育成に向けて、上位職へ
のキャリアパスの明確化、メンタリングを含めた

キャリア形成支援プログラムの構築、その他女性
研究者・技術者の採用及び登用に関する積極的改
善措置（ポジティブ・アクション）の取組につい
て、大学、研究機関、学術団体、企業等への普及
を図っている。【内閣府、文部科学省、関係府省】

②� 女性研究者・技術者の就業継続や研究力の向上
に向けた女性研究者･技術者のネットワーク形成
支援、メンター制度の導入、ロールモデル情報の
提供、定期的な研修や相談窓口の活用及び各種ハ
ラスメントのない職場環境の整備等を促進してい
る。内閣府では、科学技術・学術分野で活躍する
女性ロールモデル情報を、ウェブサイト「理工チャ
レンジ（リコチャレ）～女子中高生・女子学生の
理工系分野への選択～」（以下「理工チャレンジ
ホームページ」という。）及びオンラインシンポ
ジウム「進路で人生どう変わる？理系で広がる私
の未来2022」サイトへ掲載し、周知した。【内閣
府、文部科学省、関係府省】

③� 大学、研究機関、学術団体、企業等の経営層や
管理職が多様な人材をいかした経営の重要性を理
解し、女性研究者・技術者の活躍推進に積極的に
取り組むよう、男女共同参画に関する研修等によ
る意識改革を促進している。【内閣府、文部科学省、
関係府省】

④� 男女双方に対する研究と出産・育児、介護等と
の両立支援や、女性研究者の研究力向上及び上位
職への登用の推進、博士後期課程へ進学する女子
学生への支援の充実等を一体的に推進する、ダイ
バーシティ実現に取り組む大学等を支援してい
る。【文部科学省】

第４分野 科学技術・学術における
男女共同参画の推進4

第１節 科学技術・学術分野におけ
る女性の参画拡大

4� �国立大学や私立大学などの教育研究機関は、第２分野の「雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和」に記載されてい
る施策の対象となる。例えば、労働基準法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法などの法律の適用対象
である。
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①� 体格や身体の構造と機能の違いなど、性差等を
考慮した研究・技術開発の実施が促進されるよう
競争的研究費に関する関係府省申合せを策定し
た。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

②� 国が関与する公募型の大型研究はもとより競争
的研究費について、採択条件に、事業の特性も踏
まえつつ、男女共同参画の視点の有無と取組状況
を評価するよう競争的研究費に関する関係府省申
合せを策定した。【内閣府、文部科学省、関係府省】

③� 国が関与する競争的研究費において、事業の特
性も踏まえつつ、採択条件に、出産・育児・介護
等に配慮した取組を評価するよう競争的研究費に
関する関係府省申合せを策定した。【内閣府、文
部科学省、関係府省】

④� 研究期間中にライフイベントの発生が予想され
る優秀な研究者が安心して研究代表者として応募
できるよう配慮を行う等競争的研究費に関する関
係府省申合せを策定した。【内閣府、文部科学省、
関係府省】

ア 研究活動と育児・介護等の両立に
対する支援及び環境整備

①� 大学、研究機関、企業等において、男女の研究
者・技術者が仕事と育児・介護等を両立できるよ
うにするため、長時間労働の解消、短時間勤務や
フレックスタイム勤務、テレワークによる多様な
働き方の推進、育児・介護等に配慮した雇用形態
や両立支援制度の確立、キャリアプランや育児・
介護等に関する総合相談窓口の設置、学内保育施
設の設置など保育・介護サービスや病児・夜間保
育の実施等を促進している。【文部科学省、厚生
労働省】

②� 出産・育児等のライフイベントと研究との両立
や女性研究者の研究力の向上を通じたリーダーの
育成を一体的に推進するダイバーシティ実現に向

けた大学等の取組を支援する「ダイバーシティ研
究環境実現イニシアティブ事業」を実施している。
【文部科学省】

③� 育児・介護等により研究から一時的に離脱せざ
るを得ない場合において、研究期間の延長や中断
後の研究再開を認める等、ライフイベントが発生
しても研究を継続できるよう競争的研究費に関す
る関係府省申合せを策定した。【内閣府、文部科
学省、関係府省】

④� 若手研究者向けの研究費等の採択において、育
児・介護等により研究から一時的に離脱した者に
対して配慮した応募要件となるよう促す競争的研
究費に関する関係府省申合せを策定した。【内閣
府、文部科学省、関係府省】

⑤� 独立行政法人日本学術振興会の「特別研究員（Ｒ
ＰＤ）事業」では、博士の学位取得者で優れた研
究能力を有する者が、出産・育児による研究中断
後、円滑に研究現場に復帰して大学等の研究機関
で研究に専念し、研究者としての能力を向上でき
るよう支援している。【文部科学省】

イ 大学や研究機関におけるアカデ
ミック・ハラスメントの防止

①� 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの
防止のための取組が進められるよう必要な情報提
供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知
徹底を行った。また、各国公私立大学等に対して
通知を発出し、各種ハラスメントの防止のための
相談・調査体制への第三者的視点の導入や、被害
者への速やかな教育研究上の配慮の実施など、真
に被害者の救済となるような対応の徹底を促し
た。また、雇用関係にある者の間だけでなく、学
生等関係者も含めた防止対策の徹底を促進した。
【文部科学省】

ア 次代を担う理工系女性人材の育成
①� Society5.0の実現に向けてＡＩやＩｏＴ等の
ＩＴ分野の教育を強化するべく、オンラインシン

第２節 男女共同参画と性差の視点
を踏まえた研究の促進

第３節
男女の研究者・技術者が共
に働き続けやすい研究環境
の整備

第４節
女子学生・生徒の理工系分
野の選択促進及び理工系人
材の育成

198 第１部 令和４年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

      



ポジウム「進路で人生どうかわる？理系で広がる
私の未来2022」等を実施した。また、高等学校
情報科担当教員の配置状況の確認及び情報科特設
ページのリニューアル、情報Ⅰ実践研修等を実施
した。【内閣府、デジタル庁、文部科学省、経済
産業省】

②� スーパーサイエンスハイスクールの充実等、高
等学校における理数系教育の強化を通じて、女子
生徒の科学技術に関する関心を高めた。国立研究
開発法人科学技術振興機構では、女子中高生の理
系分野への興味・関心を高め、適切な理系進路の
選択を可能にするため、大学や民間企業等の女性
研究者・技術者を始めとした科学技術分野を背景
に持った社会人や理系分野で学ぶ大学生等と女子
中高生の交流機会の提供や、実験教室・出前授業
の実施等、地域や企業等と連携した取組などを実
施する大学等に支援を行う「女子中高生の理系進
路選択支援プログラム」を実施した。【文部科学省】

③� 理工チャレンジホームページにおいて、理工系
分野における好事例やロールモデルの紹介等を通
じ、理工系女性人材の育成について、企業による
取組を促進している。【内閣府】

④� 国立大学における、女性研究者等多様な人材に
よる教員組織の構築に向けた取組や女子生徒の理
工系学部への進学を促進する取組等を学長のマネ
ジメント実績として評価し、運営費交付金の配分
に反映した。また、私立大学等経常費補助金にお
いて、女性研究者を始め子育て世代の研究者を支
援することとしており、柔軟な勤務体制の構築等、
女性研究者への支援を行う私立大学等の取組を支
援した。【文部科学省】

⑤� 92団体、162イベント、5,000名以上の生徒等
が参加した夏のリコチャレの活動、89団体131名
が参加した理工系女子応援ネットワーク会議を通
して関係府省や経済界、学界、民間団体等産学官
から成る支援体制等を活用した、地域における意
識啓発や情報発信等を実施し、地域の未来を担う
理工系女性人材の育成や地方定着につながる取組
を促進した。また、STEM� Girls� Ambassadors
からのメッセージ動画を公開するとともに、８つ
の地域へ派遣し講演を行った。【内閣府】

⑥� 海洋人材の育成に当たっては、新たに建造する
高専の練習船を始めとした船舶において、居住環

境を含め、女性に配慮した環境整備を促進した。
【文部科学省】

イ 理工系分野に関する女子児童・生
徒、保護者及び教員の理解促進

①� 内閣府では、理工チャレンジホームページを通
して大学、研究機関、学術団体、企業等の協力の
下、女子児童・生徒、保護者及び教員に対し、理
工系選択のメリットに関する意識啓発、理工系分
野の仕事内容、働き方及び理工系出身者のキャリ
アに関する理解を促す取組やイベントの情報発信
を行った。また、無意識の思い込み（アンコンシャ
ス・バイアス）の払拭に取り組み、女子生徒の理
工系進路選択を促進するための研修用動画を公開
した。【内閣府、文部科学省】

199

科
学
技
術
・
学
術
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

第
４
分
野

      



Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現

①� 女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、「女
性に対する暴力をなくす運動」（11月12日から同
月25日の２週間）を全国的な運動として行った。
令和４（2022）年度の運動においては、「性暴力
を、なくそう」をテーマとし、小倉將信内閣府特
命担当大臣（男女共同参画）によるメッセージ動
画を公表し、全国の各層に協力を呼び掛けるとと
もに、ポスターやリーフレットの作成・配布、イ
ンターネット等を活用したキャンペーン、全国各
地のランドマーク等におけるパープル・ライト
アップの実施、シンボルマークであるパープルリ
ボンの着用の推進等により、広報活動を実施した。
また、被害者自身が被害と認識していない場合が
あることや、被害を受けていることを言い出しに
くい現状があることも踏まえ、女性に対する暴力
に関する認識の向上や、悪いのは被害者ではなく
加害者であり、暴力を断じて許さないという社会
規範の醸成を図った。【内閣府、法務省、関係府省】

②� 様々な状況に置かれた被害者に情報が届くよ
う、官民が連携した広報啓発を実施するとともに、
加害者や被害者を生まないため、予防啓発の拡充、
教育・学習の充実を図った。【内閣府、文部科学省、
厚生労働省、関係府省】

③�「多様な困難に直面する女性支援政策パッケー
ジ」（令和元年12月26日多様な困難に直面する女
性に対する支援等に関する関係府省連絡会議取り
まとめ）に基づき、配偶者等からの暴力を始めと
する複合的困難により、社会的に孤立し、生きづ
らさを抱える女性に対する支援を政府一体となっ
て推進している。

� 内閣府では、ＤＶ相談プラスを実施して、配偶
者等からの暴力の被害者の多様なニーズに対応で
きるよう、毎日24時間の電話相談、ＳＮＳ・メー
ル相談、10の外国語での相談の対応を行うとと
もに、各地域の民間支援団体とも連携し、相談員
が必要と判断した場合には、関係機関等への同行
支援なども行っている。令和３（2021）年度に
ＤＶ相談プラスに寄せられた相談件数は、５万
4,489件となっている。
� また、最寄りの配偶者暴力相談支援センター等
につながるＤＶ相談ナビに、全国共通番号「♯
8008（はれれば）」を導入して、相談窓口の更な
る周知を図っている。令和３（2021）年度に全
国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相
談件数は、12万2,478件となっている。
� さらに、交付金の交付により、官民連携の下で
民間シェルター等による先進的な取組を推進する
都道府県等への支援を行っている。令和４（2022）
年度は、計30自治体に交付金を交付決定した。【内
閣府、関係府省】

④� 関係行政機関等において、相談窓口の所在等を
広く周知するとともに、電話相談や窓口相談につ
いてサービス向上を促進するため、電話相談の番
号の周知や相談しやすくするための工夫、ＳＮＳ
等を活用した相談の実施、夜間・祝日における相
談対応の実施等を推進している。
� 内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援のため、
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援
センター（以下「ワンストップ支援センター」と
いう。）の全国共通番号「＃8891（はやくワンス
トップ）」の周知を図るとともに、若年層等の性
暴力被害者が相談しやすいよう、ＳＮＳ相談
「Cure�time（キュアタイム）」を実施している。
さらに、性犯罪・性暴力の夜間の相談や救急対応
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のため、夜間休日には対応していないワンストッ
プ支援センターの運営時間外に、被害者からの相
談を受け付け、ワンストップ支援センターと連携
して支援する「性暴力被害者のための夜間休日
コールセンター」を運営し、性犯罪・性暴力被害
者支援の充実を図っている。令和４（2022）年
度上半期にワンストップ支援センターに寄せられ
た相談件数は、３万2,367件となっている。
� 厚生労働省では、若年層を始めとした困難を抱
えた女性が支援に円滑につながるよう、都道府県
に対し、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設準備、
運用に関する支援を行っている。【内閣府、警察庁、
法務省、厚生労働省】

⑤� 中長期にわたる被害者の心身の回復を支援する
ため、トラウマ・ケアの専門家を育成し、身近な
場所で適切な相談・カウンセリングが経済的負担
なく受けられる体制を構築していくとともに、
ニーズに応じた対応が可能な民間団体や自助グ
ループの活動の促進を図っている。
� 内閣府では、交付金の交付により、官民連携の
下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
する都道府県等への支援を行っている。（再掲）
� 厚生労働省では、暴力被害者等の心のケア対策
として、婦人相談所一時保護所や婦人保護施設に
心理療法担当職員を配置し、カウンセリング等に
よる心理的回復の充実を図っている。【内閣府、
警察庁、厚生労働省】

⑥� 内閣府では、男性被害者等に対する必要な配慮
が図られるよう、担当行政職員及びワンストップ
支援センターのセンター長及びコーディネーター
等を対象とした研修を実施している。【内閣府、
関係府省】

⑦� 被害者と直接接することになる警察官、検察職
員、更生保護官署職員、地方出入国在留管理局職
員、婦人相談所職員、児童相談所職員、民間団体
等について、男女共同参画の視点から被害者の置
かれた立場を十分に理解し、適切な対応をとるこ
とができるよう、より一層の研修機会の拡大等に
努めるとともに、関係機関間や職員間の連携を促
進している。
� 内閣府では、性犯罪・性暴力被害者等が安心し
て必要な相談・支援を受けられる環境を整備する
ために、ワンストップ支援センターの相談員等を

対象としたオンライン研修教材を作成し、提供す
るとともに、研修を実施した。
� また、配偶者暴力相談支援センター長、地方公
共団体の支援センター主管課等の行政職員及び地
方公共団体の支援センター、児童相談所並びに民
間シェルター等において相談支援業務に携わる官
民の相談員等の関係者を対象として、相談対応の
質の向上及び被害者や被害親子に対する支援にお
ける官官・官民連携強化のために必要な知識の習
得機会を提供するため、オンライン研修教材を作
成し提供している。
� 厚生労働省では、婦人保護事業の担い手となる
婦人相談員の人材確保に努めるとともに、各種研
修受講等を推進することで、専門性の向上を図っ
ている。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、
関係府省】

⑧� ケーススタディの手法やオンライン研修教材の
活用等により、ＳＮＳ等を活用した相談を含む、
現場における対応に重点を置いた各職務関係者に
対する研修を充実させ、支援に携わる人材育成を
図った。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

⑨� 女性に対する暴力に関する認識を深め、被害者
の置かれた状況に十分配慮できるよう、検察官に
対し、経験年数に応じて実施する研修において、
女性被害者に関する理解・配慮に資する講義を実
施した。【法務省】

⑩� 法曹養成課程において、女性に対する暴力に関
する法律及び女性に対する暴力の被害者に対する
理解の向上を含め、国民の期待と信頼に応える法
曹の育成に努めている。【法務省、文部科学省】

⑪� 女性に対する暴力に関する被害者支援の充実を
図るため、民間シェルター等と警察や福祉などと
の協働が円滑に行われるよう、官民双方向の連携
の仕組みを構築するとともに、民間団体の活用に
よる支援の充実に努めている。
� 厚生労働省では、多様な相談対応や自立に向け
た支援を展開するＮＰＯ法人等を育成し、官・民
の協働による困難な問題を抱える女性への支援を
推進している。【内閣府、警察庁、法務省、厚生
労働省、関係府省】

⑫� 被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性
等に応じて、相談、保護、生活・就業等の支援、
情報提供等をきめ細かく実施している。また、官
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民・官官・広域連携の促進を通じて、中長期的見
守りなど切れ目のない被害者支援を実施してい
る。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、関
係府省】

⑬� 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
（令和４年法律第52号。以下「困難女性支援法」
という。）の成立に伴い、これまでの婦人保護事
業を見直し、被害者が実態に即した支援を受ける
ことができるよう、先駆的な女性支援を実践する
「民間団体との協働」といった視点も取り入れた
新たな支援の枠組みの構築について、令和６
（2024）年４月の法律施行に向けて検討を進め
ている。【厚生労働省】

⑭� 重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を行
い、重大な被害につながりやすい要因を分析し、
今後の対応に活用している。【警察庁、関係府省】

⑮� 内閣府では、男女間の取り巻く環境の変化に応
じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に必
要な基礎資料を得ることを目的に平成11（1999）
年度から実施している「男女間における暴力に関
する調査」について、令和５（2023）年度に行
う次回の調査に向けて、必要な準備等を行った。
【内閣府、関係府省】

⑯� 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
の充実を図っている。令和４（2022）年におけ
る「女性の人権ホットライン」で相談に応じた件
数は約１万3,000件である。【法務省】

①� 政府では、性犯罪・性暴力対策について、「性
犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月
11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省
会議決定）に基づき、令和２（2020）年度から
令和４（2022）年度までの３年間を「集中強化
期間」として、取組を進めてきた。その取組を継
続・強化するため、令和５（2023）年３月30日に、
性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議を
開催し、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」

を決定した。これに基づき、令和５（2023）年
度から令和７（2025）年度までの３年間を「更
なる集中強化期間」として、性犯罪・性暴力の根
絶のための取組や被害者支援を強化していくこと
としている。【内閣府、警察庁、法務省、文部科
学省、厚生労働省、関係府省】

②� 法務省では、近年における性犯罪の実情等に鑑
み、この種の犯罪に適切に対処するため、所要の
法整備を早急に行う必要があると考え、令和３
（2021）年９月、法制審議会に対し、性犯罪に
対処するための法整備に関する諮問を行ったとこ
ろ、令和５（2023）年２月、答申を得た。同答
申を踏まえ、暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能要
件の改正、いわゆる性交同意年齢の引上げ、公訴
時効の見直し等を内容とする、刑法及び刑事訴訟
法の一部を改正する法律案及び性的姿態の撮影行
為及びその画像等の提供行為に係る罪の新設等を
内容とする、性的な姿態を撮影する行為等の処罰
及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る
電磁的記録の消去等に関する法律案の立案作業を
行い、同年３月、それぞれ閣議決定の上、第211
回国会（令和５（2023）年）に提出している。【法
務省、関係府省】

③� 監護者による性犯罪・性暴力や障害者に対する
性犯罪・性暴力等の実態把握に努めるとともに、
厳正かつ適切な対処に努めるなど、必要な措置を
講じている。【法務省、文部科学省、厚生労働省、
関係府省】

④� 内閣府では、男女間の取り巻く環境の変化に応
じた被害傾向の変化等に対応する施策の検討に必
要な基礎資料を得ることを目的に平成11（1999）
年度から実施している「男女間における暴力に関
する調査」について、令和５（2023）年度に行
う次回の調査に向けて、必要な準備等を行った。
（再掲）【内閣府、関係府省】

⑤� 各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につなが
る全国共通番号「＃8103（ハートさん）」につい
て国民への更なる周知や性犯罪捜査担当係への女
性警察官の配置推進等、性犯罪被害に遭った女性
が安心して警察に届出ができる環境づくりのため
の施策を推進し、性犯罪被害の潜在化防止に努め
ている。【警察庁】

⑥� 性犯罪に関して被害の届出がなされた場合に
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は、被害者の立場に立ち、明白な虚偽又は著しく
合理性を欠くものである場合を除いて、即時に受
理することを更に徹底している。また、被害届受
理時の説明によって、被害者に警察が被害届の受
理を拒んでいるとの誤解を生じさせることがない
よう、必要な指導を行っている。告訴についても、
被害者の立場に立って、迅速・的確に対応するこ
ととしている。【警察庁】

⑦� 性犯罪等の被害者は、ＰＴＳＤ（心的外傷後ス
トレス障害）等の精神的な疾患に苦しむケースが
少なくない現状を踏まえ、捜査関係者を含む関係
者において、被害者の精神面の被害についても的
確に把握し、事案に応じた適切な対応を図ってい
る。【警察庁、関係府省】

⑧� 電車内等における痴漢に対する徹底した取締り
を行うとともに、鉄道事業者等と連携した車内放
送やポスター掲示等による痴漢防止の広報・啓発
活動を行うことで、国民の痴漢撲滅意識の向上を
図ることなど痴漢防止対策を推進している。
� さらに、令和５（2023）年３月、関係府省が
一体となって痴漢撲滅に向けた取組を実施するた
め、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022（女
性版骨太の方針2022）」（令和４年６月３日すべ
ての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推
進本部決定）に基づき、「痴漢撲滅に向けた政策
パッケージ」（令和５年３月30日内閣府、警察庁、
法務省、文部科学省、国土交通省取りまとめ）を
取りまとめた。【内閣府、警察庁、法務省、文部
科学省、国土交通省】

⑨� ワンストップ支援センターについて、内閣府で
は、24時間365日対応化や拠点となる病院にお
ける環境整備等の促進、コーディネーターの配置・
常勤化などの地域連携体制の確立、専門性を高め
るなどの人材の育成や運営体制確保、支援員の適
切な処遇など運営の安定化及び質の向上を図って
いる。
� また、全国共通番号「＃8891（はやくワンストッ
プ）」を周知するとともに、令和４（2022）年11
月から、ワンストップ支援センターの通話料の無
料化を実施している。夜間・休日においても相談
を受け付けるコールセンターの運営及び地域での
緊急事案への対応体制の整備等、相談につながり
やすい体制整備を図っている。さらに、若年層等

の性暴力被害者が相談しやすいよう、ＳＮＳ相談
「Cure�time（キュアタイム）」を実施している。
� 令和４（2022）年度上半期にワンストップ支
援センターに寄せられた相談件数は、３万2,367
件となっている。（再掲）
� 厚生労働省では、若年層を始めとした困難を抱
えた女性が支援に円滑につながるよう、都道府県
に対し、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設準備、
運用に関する支援を行っている。（再掲）【内閣府、
厚生労働省、関係府省】

⑩� ワンストップ支援センターと婦人相談所・婦人
相談員などとの連携を強化し、機動的な被害者支
援の展開を図っている。また、被害者の要望に応
じた支援をコーディネートできるよう、性犯罪被
害者支援に係る関係部局と民間支援団体間の連携
を促進している。さらに、障害者や男性等を含め、
様々な被害者への適切な対応や支援を行えるよ
う、研修を実施した。【内閣府、警察庁、厚生労
働省、関係府省】

⑪� 若年層等の性暴力被害者が相談しやすいよう、
ＳＮＳ相談「Cure�time（キュアタイム）」を実
施している。（再掲）【内閣府】

⑫� 被害者からの事情聴取に当たっては、その精神
状態等に十分に配意するとともに、被害者が安心
して事情聴取に応じられるよう、女性警察官等の
配置を推進しているほか、全ての警察署に被害者
用事情聴取室を整備している。被害者の事情聴取
の在り方等について、精神に障害がある性犯罪被
害者に配慮した聴取（代表者聴取）の取組の試行
を行うほか、より一層適切なものとなるような取
組を検討し、適切に対処している。また、被告人
の弁護人は、被害者に対する尋問に際しては、十
分に被害者の人権に対する配慮が求められること
につき、啓発に努めている。【警察庁、法務省、
厚生労働省（こども家庭庁）、国土交通省】

⑬� 被害者に対する不適切な対応による更なる被害
を防止する観点も含め、支援に従事する関係者に
対して、啓発・研修を実施している。また、刑事
司法に関係する検察官等に対し、性犯罪に直面し
た被害者の心理や障害のある性犯罪被害者の特性
や対応についての研修を実施している。
�� 内閣府では、性犯罪・性暴力被害者等が安心し
て必要な相談・支援を受けられる環境を整備する
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ために、ワンストップ支援センターの相談員等を
対象としたオンライン研修教材を作成し、提供す
るとともに、研修を実施した。（再掲）【内閣府、
法務省、関係府省】

⑭� 医療機関における性犯罪被害者の支援体制、被
害者の受入れに係る啓発・研修を強化し、急性期
における被害者に対する治療、緊急避妊等に係る
支援を含む、医療機関における支援を充実させる
とともに、支援に携わる人材の育成に資するよう、
取り分け女性の産婦人科医を始めとする医療関係
者に対する啓発・研修を強化している。【厚生労
働省、関係府省】

⑮� 性犯罪被害者に対する包括的・中長期的な支援
を推進するとともに、警察庁においては、医療費・
カウンセリング費用の公費負担制度の効果的な運
用を図っている。
� 内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援のため
の交付金により、ワンストップ支援センターを利
用する被害者の医療費・カウンセリング費用の助
成を行っており、急性期の医療的支援を必要とす
る被害者が、ワンストップ支援センターを通して
医療機関を受診した場合には、被害者の居住地及
び被害の発生地に関わらず、医療費支援が受けら
れるように都道府県等に依頼している。また、性
犯罪に関する専門的知識・技能を備えた医師、看
護師、医療関係者等や民間支援員の活用を促進し
ている。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

⑯� 性犯罪・性暴力事件及びその裁判に関する報道
において、被害に関する詳細な描写や被害者が特
定される情報が深刻な二次被害をもたらすことか
ら、その取扱いの配慮について、メディアへの啓
発に係る検討等を行った。【内閣府、関係府省】

⑰� 医師や看護師を養成する教育の中で、性犯罪被
害等に関する知識の普及に努めている。【文部科
学省、厚生労働省】

⑱� 被害者の心のケアを行う専門家の育成等相談体
制の充実を図っている。【厚生労働省】

⑲� 関係府省や都道府県警察において、13歳未満
の子供を対象とした暴力的性犯罪受刑者の出所後
の所在等の情報を共有し、その所在を確認すると
ともに、地方公共団体等において活用可能な、主
に刑事司法手続終了後の性犯罪者を対象としたプ
ログラムを開発し、各地方公共団体に提供した。

【警察庁、法務省】
⑳� 刑事施設及び保護観察所において性犯罪者に実
施している専門的プログラムを改訂し、新たなプ
ログラムを実施するとともに、指導担当者を対象
とした研修を実施したほか、仮釈放中の性犯罪者
等にＧＰＳ機器の装着を義務付けること等につい
て、諸外国の法制度・運用や技術的な知見等に関
する調査を実施した。【法務省】

㉑� 二次被害防止の観点から被害者支援、捜査、刑
事裁判手続における被害者のプライバシー保護を
図るとともに、メディア等を通じた的確な情報発
信により性犯罪に対する一般社会の理解を増進し
ている。【内閣府、警察庁、法務省、関係府省】

㉒�「女性に対する暴力をなくす運動」において、「性
暴力を、なくそう」をテーマとし、広報啓発を推
進した。（再掲）
� また、毎年４月を「若年層の性暴力被害予防月
間」と定め、ＳＮＳ等の若年層に届きやすい広報
媒体を活用した啓発活動を実施することとしてい
る。令和４（2022）年度の月間においても、若
年層の性暴力被害予防のため、誰もが性暴力の加
害者、被害者、傍観者にならないよう、啓発活動
を展開した。【内閣府、関係府省】

㉓� 政府では、アダルトビデオ出演被害に対して政
府一体となって強力に取り組んでいくため、当該
問題に関する関係府省対策会議（局長級）におい
て取りまとめた「アダルトビデオ出演被害に係る
緊急対策パッケージ」（令和４年３月31日決定）
に基づき、被害の拡大を予防するための集中的な
広報・啓発の実施や、学校教育の現場などで教育
啓発を進めてきた。さらに、令和４（2022）年
６月、アダルトビデオ出演被害の防止及び被害者
の救済を図るため、性をめぐる個人の尊厳が重ん
ぜられる社会の形成に資するために性行為映像制
作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者
の救済に資するための出演契約等に関する特則等
に関する法律（令和４年法律第78号。以下「AV
出演被害防止・救済法」という。）が制定された。
内閣府では、ウェブサイトに専用ページを設け、
AV出演被害防止・救済法の趣旨や出演契約の特
則等について周知するとともに、契約の解除や公
表の差止請求等の通知の様式等を掲載している。
また、出演被害の相談窓口となるワンストップ支
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援センターにおいて、被害者の心身の状態及び生
活の状況等に配慮した適切な対応が行われるよ
う、相談対応や法的支援に係る取組等を交付金に
より支援するとともに、相談員等を対象とした説
明会の開催、支援資料集の配布、研修等を実施し
た。さらに、出演契約について無条件で解除がで
きること等について、ＳＮＳの活用等による広報
を集中的に実施した。
� 警察庁では、アダルトビデオ出演被害に対して、
各種法令の適用を視野に入れた取締りを推進する
よう通達し、各都道府県警察において、AV出演
被害防止・救済法の罰則規定の適用も含め、厳正
な取締りが推進されている。【内閣府、警察庁、
関係府省】

①� 生命の尊さを学び生命を大切にする教育、自分
や相手、一人一人を尊重する教育を更に推進する
とともに、性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍
観者にならないよう、幼児期から子供の発達段階
に配慮した教育の充実を図っている。
� 文部科学省では、内閣府と共同で作成した「生
命（いのち）の安全教育」の教材等を活用したモ
デル事業を55校で実施した。また、教員向け研
修動画の公開及び児童生徒向け動画教材の活用等
を周知するとともに、全国の指導事例を取りまと
めるなどの取組を進めている。【文部科学省、関
係府省】

②� 学校、児童福祉施設等の子供と直接接する業務
を行う施設において、子供が相談しやすい環境を
整備し、性的虐待の兆候を把握して児童相談所等
と的確に連携するための研修・広報啓発を実施し
ている。あわせて、二次被害の防止及び円滑な専
門機関への相談のために、最初に性的虐待の被害
を打ち明けられる可能性がある保護者、保育士、
教師など子供に関わる大人に対して、初動対応に
関する啓発を推進している。【法務省、文部科学省、
厚生労働省（こども家庭庁）】

③� 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者
の児童相談所等への通告義務を周知徹底するとと

もに、児童相談所、警察等においては、性的虐待
の認知・把握に努め、被害児童の保護、被害児童
に配慮した聴取（代表者聴取）、加害者の検挙と
適切な処罰等に向けた必要な施策を実施してい
る。【警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省（こ
ども家庭庁）】

④� 若年女性を対象に、ＮＰＯ等の民間団体が公的
機関等と密接に連携し実施する、夜間の見回り・
声かけ、インターネット上での相談などのアウト
リーチ支援や居場所の確保、自立支援等について、
相談対応職員の相談技能の向上や、特に配慮を要
する若年女性への個別対応の強化など、支援体制
の強化を図っている。また、これらの支援の全国
普及に向けて地方公共団体による民間団体の育成
等を支援している。【厚生労働省】

⑤� 児童相談所やワンストップ支援センター等にお
いて、性的な暴力被害を受けた子供に対する被害
直後及びその後の継続的な専門的ケアや支援が実
施されるよう取組を進めている。あわせて、専門
的知識を備えた人材の育成を推進している。
� 内閣府では、性的な暴力被害を受けた子供に対
する被害直後及びその後の継続的な専門的ケアや
支援が実施されるよう、ワンストップ支援セン
ターの相談員等を対象としたオンライン研修教材
を提供した。【内閣府、警察庁、法務省、文部科
学省、厚生労働省】

⑥� 内閣府では、被害児童の負担を軽減しつつ、適
正な診断・治療等ができるよう、医療関係者等を
対象としたオンライン研修教材を提供するととも
に、研修を実施した。【内閣府、厚生労働省（こ
ども家庭庁）】

⑦� 被害児童の学習や通学など社会生活が妨げられ
ないよう学校で教職員が相談に乗ったり、関係機
関と連携するなどの適切な措置を講じている。【文
部科学省】

⑧� 通学路や公園等における防犯・安全対策を強化
し、性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為
に対する捜査・警告を的確に実施している。【警
察庁】

⑨� 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
関する法律（令和３年法律第57号）の適切な運
用がなされるよう、法の規定や立法趣旨、法の基
本指針等について、各教育委員会等に対して周知

第３節
子供、若年層に対する性的
な暴力の根絶に向けた対策
の推進
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徹底を行っている。また、児童生徒への性暴力等
により教員免許状が失効・取上げ処分となった者
に関する情報を記録し、こうした者が再び教職に
就くことを防ぐデータベースの構築を行った。加
えて、各教育委員会に対して、児童生徒に対して
性暴力等に及んだ教員については原則として懲戒
免職とすることや告発を遺漏なく行うことの徹
底、直近40年間分の懲戒免職処分歴等の情報が
検索可能な「官報情報検索ツール5」の更なる活
用の促進等の取組を実施した。また、児童生徒等
に対してわいせつ行為を行った保育士についても
資格管理の厳格化を行うこととし、令和４（2022）
年に児童福祉法（昭和22年法律第164号）の改
正を行った。【文部科学省、厚生労働省（こども
家庭庁）】

⑩�「こども政策の新たな推進体制に関する基本方
針について」（令和３年12月閣議決定）を踏まえ、
教育・保育施設等やこどもが活動する場（放課後
児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動な
ど）等において働く際に性犯罪歴等についての証
明を求める仕組み（日本版ＤＢＳ）の導入に向け
て必要な検討を行っているところであり、引き続
きその検討を進めている。【内閣官房、法務省、
文部科学省、厚生労働省（こども家庭庁）、経済
産業省、関係府省】

⑪�「子供の性被害防止プラン20226」に基づき、
政府全体で児童買春・児童ポルノ等の対策を推進
している。【内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、
法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省、観光庁】

⑫� アダルトビデオ出演被害について、AV出演被
害防止・救済法が制定され、同法の趣旨や出演契
約に係る特則等の周知、相談支援の充実、広報啓
発の実施、厳正な取締り等が推進されている。（再
掲）【内閣府、警察庁、関係府省】

⑬� 毎年４月を「若年層の性暴力被害予防月間」と
定め、ＳＮＳ等の若年層に届きやすい広報媒体を
活用した啓発活動を実施することとしている。令
和４（2022）年度の月間においても、若年層の
性暴力被害予防のため、誰もが性暴力の加害者、

被害者、傍観者にならないよう、啓発活動を展開
した。（再掲）【内閣府、関係府省】

⑭� 子供に対する性的な暴力根絶に向けて教育・学
習、積極的な広報啓発を実施している。特に、コ
ミュニティサイトやＳＮＳ等を通じた性犯罪・性
暴力の当事者にならないための教育・学習、啓発
活動、子供及び保護者のメディア・リテラシーの
向上等の充実を図っている。内閣府では、青少年
が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律（平成20年法律第79号）
及び「青少年が安全に安心してインターネットを
利用できるようにするための施策に関する基本的
な計画（第５次）」（令和３年６月子ども・若者育
成支援推進本部決定。以下「第５次青少年インター
ネット環境整備基本計画」という。）に基づき、
子供がインターネットを上手に、安全に使うスキ
ルを習得するため、乳幼児の子供を持つ保護者向
けのリーフレットを作成し、都道府県等の関係機
関に配布するとともに、内閣府ホームページに掲
載するなど、子供及び保護者のメディア・リテラ
シーの向上に努めた。
� 警察庁と文部科学省の共同により、具体的な犯
罪被害事例や犯罪手口を盛り込んだリーフレット
「守りたい�大切な自分�大切な誰か～忘れないで！
ネットには危険がいっぱい！～」を作成し、両省
庁のウェブサイトにおいて公開した。また、教育
委員会等と連携して児童生徒や保護者へ周知する
とともに、各都道府県警察に対し各種広報啓発活
動における活用を依頼した。
� 総務省では、関係省庁と連携の下、性や暴力に
関するインターネット上の有害な情報から青少年
を保護し、青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用できるようにするため、フィルタリング
の普及促進やインターネットの適切な利用等に関
する啓発活動等を行っている。
� 具体的には、子供たちのインターネットの安全
な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保
護者・教職員等に対する学校等の現場での出前講
座（ｅ-ネットキャラバン）や保護者及び教職員
向けの上位講座（ｅ-ネットキャラバンｐｌｕｓ）

5� �文部科学省が平成30（2018）年度から教員採用権者（都道府県・指定都市教育委員会、国立・私立学校の設置者等）に提供している、
官報に公告された教員免許状の失効の事由、失効年月日等の失効情報を検索できるツール。

6� 「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」（令和４年５月20日犯罪対策閣僚会議決定）。

206 第１部 令和４年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

      



を、情報通信分野等の企業・団体や文部科学省と
協力して全国で開催した（令和４（2022）年度
は全国2,226か所で開催）。
� また、専門家からのヒアリングを通じて、イン
ターネットに係る実際に起きた最新のトラブル事
例を踏まえ、その予防法等をまとめた「インター
ネットトラブル事例集」を平成21（2009）年度よ
り毎年内容を更新して公表し、普及を図っている。
� また、７月の「青少年の非行・被害防止全国強
調月間」において、「ペアレンタルコントロール
によるインターネット利用に係る子供の犯罪被害
等の防止」を最重点課題に掲げ、関係省庁、地方
公共団体、関係団体等の協力を得て、青少年の非
行・被害防止のための国民運動を展開した。
� 文部科学省では、都道府県ＰＴＡと連携した
ネットモラルキャラバン隊を全国３か所で開催
し、保護者を対象に情報モラルやネットとの関わ
り方、家庭でのルール作り等の啓発を行った。【内
閣府（こども家庭庁）、警察庁、総務省、文部科
学省、経済産業省】

⑮� 法務省の人権擁護機関では、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）
を活用した人権相談体制の整備を行った。【法務省】

①� 保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化、
基本方針・都道府県基本計画の記載事項の充実及
び協議会の法定化等の措置を講ずるため、配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律（平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防
止法」という。）の改正法案を第211回国会（令
和５（2023）年）に提出した。また、小倉將信
内閣府特命担当大臣（男女共同参画）を議長とす
るＤＶ対策抜本強化局長級会議において、ＤＶ被
害者の生活再建の支援を強化するため、８項目
32件にわたる「配偶者からの暴力による被害者
に係る生活再建支援の強化について」（令和４年
12月26日取りまとめ）を取りまとめた。【内閣府、
警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働
省、国土交通省】

②� 相談支援業務に携わる官民の相談員等の関係者
を対象として、オンライン研修教材の提供等を実

施している。（再掲）【内閣府】
③� ＤＶと児童虐待が密接に関連するものであるこ
とを踏まえ、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強
化に向けた取組を推進している。【内閣府、警察
庁、法務省、厚生労働省、関係府省】

④� 内閣府では、交付金の交付により、官民連携の
下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
する都道府県等への支援を行っている。
� 厚生労働省では、多様な相談対応や自立に向け
た支援を展開するＮＰＯ法人等の育成を支援し、
官・民の協働による困難な問題を抱える女性への
支援を推進している。（再掲）【内閣府、法務省、
厚生労働省、関係府省】

⑤� 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
に十分な配慮をしている。また、加害者が個人情
報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害
者等の住所を探索することを防止するなど、被害
者情報の保護の徹底を図っている。【内閣府、警
察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、
国土交通省】

⑥� 内閣府では、最寄りの配偶者暴力相談支援セン
ター等につながるＤＶ相談ナビを実施している。
� また、ＤＶ相談プラスを実施して、配偶者等か
らの暴力の被害者の多様なニーズに対応できるよ
う、毎日24時間の電話相談、ＳＮＳ・メール相談、
10の外国語での相談の対応を行うとともに、各
地域の民間支援団体とも連携し、相談員が必要と
判断した場合には、関係機関等への同行支援など
も行っている。（再掲）【内閣府、厚生労働省】

⑦� 内閣府では、内閣府ホームページ、メールマガ
ジン、ＳＮＳ等を通じて、配偶者からの暴力の被
害者支援に役立つ情報の提供を行っている。具体
的には、配偶者からの暴力の被害者の相談窓口で
ある全国の配偶者暴力相談支援センターの連絡先
に加えて、「ＤＶ相談ナビ」や「ＤＶ相談プラス」
の連絡先等を周知している。【内閣府、警察庁、
法務省、厚生労働省】

⑧� 配偶者暴力防止法に基づき、保護命令制度の適
切な運用の実現のための施策の実施に努めてい
る。また、保護命令制度の拡充・保護命令違反の
厳罰化、基本方針・都道府県基本計画の記載事項
の充実及び協議会の法定化等の措置を講ずるた

第４節 配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護等の推進
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め、配偶者暴力防止法の改正法案を第211回国会
（令和５（2023）年）に提出した。（再掲）【内
閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

⑨� ＤＶに関する相談件数の傾向を把握するため、
毎月、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター
及びＤＶ相談プラスにおける相談件数を集計し、
公表している。令和３（2021）年度にＤＶ相談
プラスに寄せられた相談件数は、５万4,489件と
なっている。また、令和３（2021）年度に全国
の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談
件数は、12万2,478件となっている。（再掲）【内
閣府】

⑩� 婦人相談所において、被害者の安全の確保や心
身の健康回復を十分に行うとともに、民間シェル
ター等の積極的活用等による適切かつ効果的な一
時保護を実施する。また、婦人相談所一時保護所
や婦人保護施設において、被害者に対する心理的
ケアや自立に向けた支援、同伴児童への学習支援
を推進している。【厚生労働省】

⑪� 被害者は身体的に傷害を受けたり、ＰＴＳＤ（心
的外傷後ストレス障害）等の疾患を抱えることが
多いことから、事案に応じて、医師、相談・保護
に関わる職員が連携して、医学的又は心理的な援
助を行っている。【内閣府、厚生労働省、関係府省】

⑫� 被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に陥
ることがあるため、配偶者暴力相談支援センター
等において、関係機関や民間シェルター等とも連
携しつつ、被害者への中長期的な支援として、就
業の促進、住宅の確保、医療保険・国民年金の手
続、同居する子供の就学、住民基本台帳の閲覧等
の制限等に関する制度の利用等の情報提供及び助
言を行っている。また、事案に応じて当該関係機
関や民間シェルター等と連携して対応に当たるな
ど、被害者の自立を支援するための施策等につい
て一層促進している。【内閣府、厚生労働省、関
係府省】

⑬� 被害者の住居の安定の確保のため、地域の実情
を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優
先入居や目的外使用の実施を促進している。【国
土交通省】

⑭� 配偶者からの暴力の被害者を含め、包括的・総
合的に支援を行う自立相談支援機関において、中
長期的な自立支援を行っている。【内閣府、厚生

労働省】
⑮� 内閣府では、配偶者等からの暴力による被害者
支援の一環として、加害者に働き掛けることで加
害者に自らの暴力を自覚させる加害者プログラム
について、地方公共団体の協力を得て実施した試
行実施の成果や課題等を踏まえ、令和４（2022）
年５月、「試行のための留意事項」を策定・公表
した。さらに、「施行のための留意事項」を活用
しつつ、更なる試行実施を行ったところであり、
その成果等の検証に基づいて「本格実施のための
留意事項」（仮称）を取りまとめることとしている。
【内閣府、関係府省】

⑯� ＤＶと児童虐待が密接に関連するものであるこ
とを踏まえ、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強
化に向けた取組を推進している。（再掲）【内閣府、
警察庁、法務省、厚生労働省、関係府省】

⑰� 内閣府では、配偶者暴力相談支援センターにお
ける相談件数等について調査を実施し、交際相手
からの暴力の相談件数の把握を行った。令和３
（2021）年度の交際相手からの暴力の相談件数は、
2,515件となっている。【内閣府、文部科学省、
厚生労働省、関係府省】

⑱� 非同棲交際相手からの暴力（いわゆるデートＤ
Ｖ）について、内閣府では、予防や一時保護、緊
急避難などについて必要な施策の整理を行い、こ
れを踏まえ、「ストーカー被害者支援マニュアル」
（平成29年12月内閣府男女共同参画局）の改訂
を行った。【内閣府、文部科学省】

①� ストーカー行為は事態が急展開して重大事案に
発展するおそれが大きいものであることを考慮
し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処
を徹底するとともに、効果的な被害者支援及び被
害の防止に関する広報啓発を推進している。
� さらに、「女性活躍・男女共同参画の重点方針
2022（女性版骨太の方針2022）」の中で、ストー
カー事案への対策の推進が盛り込まれ、関係機関
が連携した被害者支援を行うための取組を推進す
ることとされたこと等を踏まえ、令和４（2022）
年７月、ストーカー総合対策関係省庁会議におい

第５節 ストーカー事案への対策の
推進
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て、「ストーカー総合対策」（平成27年３月20日
ストーカー総合対策関係省庁会議）を改訂した。
【内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労
働省、関係府省】

②� 内閣府では、相談支援業務に携わる官民の相談
員等の関係者を対象として、オンライン研修教材
の提供等を実施している。（再掲）【内閣府、法務
省、厚生労働省】

③� 内閣府では、交付金の交付により、官民連携の
下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
する都道府県等への支援を行っている。（再掲）【内
閣府、総務省、法務省、厚生労働省、国土交通省】

④� 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
に十分な配慮をしている。また、加害者が個人情
報に係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害
者等の住所を探索することを防止するなど、被害
者情報の保護の徹底を図っている。（再掲）【内閣
府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生
労働省、国土交通省】

⑤� ストーカーの被害者にも加害者にもならないた
め、取り分け若年層に対する予防啓発・教育を推
進するとともに、インターネットの適切な利用や
インターネットの危険性に関する教育・啓発を推
進した。また、こうした教育指導を適切に実施し、
研修等により教育関係者等の理解を促進するため
に、教員等を対象に情報モラル教育指導者セミ
ナーを３回実施した。
� 総務省では、関係省庁と連携の下、青少年が安
全に安心してインターネットを利用できるように
するため、インターネットの適切な利用等に関す
る啓発活動等を行っている。
� 具体的には、児童・生徒、保護者・教職員等に
対する学校等の現場での出前講座（ｅ-ネットキャ
ラバン）を情報通信分野等の企業・団体や文部科
学省と協力して全国で開催した（令和４（2022）
年度は全国2,226箇所で開催）。
� また、インターネットに係る実際に起きた最新
のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめ
た「インターネットトラブル事例集」を平成21
（2009）年度より毎年内容を更新して公表し、
普及を図っている。（再掲）【内閣府、総務省、文
部科学省、関係府省】

⑥� ストーカー事案に係る相談・支援窓口や事案対
処の方法について、広報啓発を推進している。【内
閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、
関係府省】

⑦� 加害者に対する迅速・的確な対応を徹底すると
ともに、関係機関が適切に連携を図りながら、様々
な段階での加害者に対する更生のための働きか
け、受刑者等に対するストーカー行為につながる
問題性を考慮したプログラムの実施・充実、ストー
カー行為者に対する精神医学的・心理学的アプ
ローチ等、加害者更生に係る取組を推進している。
【内閣府、警察庁、法務省、関係府省】

⑧� 被害者の心身の健康を回復させるための方法等
に関する調査研究を実施している。【内閣府、警
察庁、厚生労働省、関係府省】

①� 職場におけるセクシュアルハラスメントは個人
としての尊厳や人格を不当に傷つける、決して
あってはならない行為である。男女雇用機会均等
法及びこれに基づく指針について、事業主が講ず
べき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等
への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周
知を行うとともに、外部相談窓口の活用も含めた
有効な相談体制の整備等により、雇用の場におけ
る防止対策を推進している。あわせて、セクシュ
アルハラスメントが原因で精神障害を発病した場
合は、労災補償の対象になる場合があることの周
知徹底を図っている。【厚生労働省】

②� 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康増
進等基本計画」において、各府省等におけるハラ
スメントに関する研修の受講必修化等の研修の強
化、職員への啓発の推進やハラスメントに関する
相談体制の整備について明記しているほか、各府
省等が実施する研修の受講者以外を対象とした、
セクシュアルハラスメントに関する内容を含んだ
ハラスメント防止に関するe-ラーニング講習を実
施した。人事院では、一般職国家公務員について、
人事院規則10-10（セクシュアル・ハラスメント
の防止等）に基づき、セクシュアルハラスメント
の防止等の対策を講じている。「国家公務員ハラ

第６節 セクシュアルハラスメント
防止対策の推進
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スメント防止週間」（毎年12月４日から同月10日
まで）を定め、職員の意識啓発等を図る講演会を
開催したほか、セクシュアルハラスメント防止等
についての認識を深め、各府省における施策の充
実を図るため、各府省担当者会議を開催するとと
もに、ハラスメント相談員を育成するセミナーを
実施した。また、各府省における相談体制等に関
する調査を実施した。（再掲）【内閣官房、全府省、
（人事院）】

③� 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラス
メントの防止のための取組が進められるよう必要
な情報提供等を行った。国公私立大学等に対して
は、通知により、セクシュアルハラスメントの防
止に向けて、周知・啓発、相談体制の整備、被害
者救済のための適切な措置、行為者の厳正な処分
及び再発防止等の徹底を要請した。【文部科学省】

④� 教職員や部活動関係者等の教育関係者への研修
等による服務規律の徹底、被害者である児童生徒
等、更にはその保護者が相談しやすい環境づくり、
相談や苦情に適切に対処できる体制の整備、被害
者の精神的ケアのための体制整備等の推進を促し
ている。また、被害の未然防止のための児童生徒、
教職員等に対する啓発の実施を促進している。【文
部科学省】

⑤� 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等に
おけるセクシュアルハラスメントの実態を把握す
るとともに、予防の取組や被害者の精神的ケアの
ための体制整備等を促進している。【文部科学省、
厚生労働省、関係府省】

⑥� 性的指向・性自認（性同一性）に関するハラス
メント防止に取り組むとともに、性的マイノリ
ティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、
企業や労働者の性的指向・性自認（性同一性）に
ついての理解を促進している。（再掲）【厚生労働
省】

①� 出入国在留管理庁の各種手続等において認知し
た人身取引（性的サービスや労働の強要等）被害
者等に関する情報や、警察における風俗営業等に
対する立入調査、取締り等あらゆる警察活動を通

じて、人身取引被害の発生状況の把握・分析に努
めるとともに、こうした関係行政機関の取組や、
各国の在京大使館、ＮＧＯ関係者、弁護士等から
の情報提供を通じて得られた情報を、関係行政機
関において共有し、外国人女性及び外国人労働者
の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内外の
ブローカー組織の現状等の把握・分析に努めてい
る。【内閣官房、警察庁、法務省、関係府省】

②� 人身取引の需要者を対象としたポスターやリー
フレットによる広報啓発を引き続き行うほか、人
身取引の被害申告等を呼び掛けるポスター、リー
フレット等を多言語で作成・配布し、上陸審査場、
外国人向け食材販売店、外国人被害者の主な送出
し国の駐日大使館及び在外日本国大使館等の人身
取引被害者の目につきやすい場所に掲示等をする
ことにより、被害を受けていることを自覚してい
ない、又は被害を訴えることができずにいる潜在
的な被害者に対し、多言語に応じた被害の申告先
や相談窓口の周知を図っている。
� 内閣府では、人身取引の被害者向け及び需要者
向けの２種類の啓発用ポスター及びリーフレット
を作成し、地方公共団体、空港・港湾、大学・高
専等、一般社団法人日本旅行業協会、国際移住機
関（ＩＯＭ）、その他関係機関等に配布した。【内
閣府、警察庁、法務省、外務省、厚生労働省】

③� 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによ
る関係行政機関の連携強化、同タスクフォースに
おいて作成した「人身取引取締りマニュアル」の
活用等を通じて、関係機関の職員が認識を共有し、
緊密な連携の下、人身取引事犯並びに売春事犯及
び風俗関係事犯等の人身取引関連事犯の取締り及
び厳正な対処の徹底を図っている。【内閣官房、
警察庁、法務省、厚生労働省、国土交通省】

④� 毎年11月に実施している「女性に対する暴力
をなくす運動」において、女性に対する暴力の根
絶を図るため、地方公共団体を始め広く関係団体
と連携して広報啓発を実施するほか、関係行政機
関が協調して、ポスター・パンフレットの作成、
ホームページへの掲載等を通じて、情報提供を行
い、広く問題意識の共有を図るとともに協力の確
保に努めている。【内閣府、関係府省】

第７節 人身取引対策の推進
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①� インターネットの安全・安心な利用のために、
関係機関・団体等と連携して、広報啓発を行うと
ともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシー
の向上のための取組を推進した。内閣府では、「第
５次青少年インターネット環境整備基本計画」に
基づき、青少年インターネットの利用に起因する
犯罪やトラブルに巻き込まれることを防止し、ス
マートフォンやＳＮＳ等を安全・安心に利用でき
るよう、関係省庁、地方公共団体、関係団体等と
連携、協力して、青少年が初めて自分のスマート
フォン等を手にする時期でもある卒業・進学・新
入学の時期に特に重点を置いた啓発活動「春のあ
んしんネット・新学期一斉行動」を実施した。ま
た、地域が自立的・継続的に青少年のインターネッ
ト利用環境づくりを実施できるようにするための
連携体制を構築することを目的とした「青少年の
インターネット利用環境づくりフォーラム」を山
梨県、石川県、大阪府において開催した。
� 警察庁と文部科学省の共同により、具体的な犯
罪被害事例や犯罪手口を盛り込んだリーフレット
「守りたい 大切な自分 大切な誰か～忘れない
で！ネットには危険がいっぱい！～」を作成し、
両省庁のウェブサイトにおいて公開した。また、
教育委員会等と連携して児童生徒や保護者へ周知
するとともに、各都道府県警察に対し各種広報啓
発活動における活用を依頼した。（再掲）
� 総務省では、関係省庁と連携の下、性や暴力に
関するインターネット上の有害な情報から青少年
を保護し、青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用できるようにするため、フィルタリング
の普及促進やインターネットの適切な利用等に関
する啓発活動等を行っている。
� 具体的には、児童・生徒、保護者・教職員等に
対する学校等の現場での出前講座（ｅ-ネットキャ
ラバン）や保護者及び教職員向けの上位講座（ｅ-
ネットキャラバンｐｌｕｓ）を、情報通信分野等
の企業・団体や文部科学省と協力して全国で開催
した（令和４（2022）年度は全国2,226か所で
開催）。
� また、インターネットに係る実際に起きた最新

のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめ
た「インターネットトラブル事例集」を平成21
（2009）年度より毎年内容を更新して公表し、
普及を図っている。（再掲）【内閣府（こども家
庭庁）、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、
経済産業省】

②� リベンジポルノやいわゆるディープフェイクポ
ルノ等に関し、事案に応じて各種法令を適用する
ことにより、違法行為に対して厳正に対処してい
る。また、プロバイダ等の事業者と連携し、公表
された私事性的画像記録の流通・閲覧防止を図る
ほか、取り分け、若年層に対する教育・学習の充
実を図るために、教員等を対象に情報モラル教育
指導者セミナーを３回実施した。
� 総務省は、関係省庁と連携の下、青少年が安全
に安心してインターネットを利用できるようにす
るため、インターネットの適切な利用等に関する
啓発活動等を行っている。
� 具体的には、子供たちのインターネットの安全
な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保
護者・教職員等に対する学校等の現場での出前講
座（ｅ-ネットキャラバン）を、情報通信分野等
の企業・団体や文部科学省と協力して全国で開催
した（令和４（2022）年度は全国2,226か所で
開催）。
� また、インターネットに係る実際に起きた最新
のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめ
た「インターネットトラブル事例集」を平成21
（2009）年度より毎年内容を更新して公表し、
普及を図っている。これらの施策の中で、自画撮
りに関する予防策等を啓発した。（再掲）【警察庁、
総務省、法務省、文部科学省】

③� インターネット上の児童ポルノ画像や人を著し
く羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、
衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を
盗撮した画像等については、警察又はインター
ネット・ホットラインセンターからサイト管理者
等に対して削除依頼を実施するなどの流通防止対
策を推進している。また、削除されなかった児童
ポルノ画像についてインターネット・サービス・
プロバイダによるブロッキング等の自主的な取組
を引き続き支援し、児童ポルノ画像の閲覧防止対
策を推進している。【警察庁、総務省、経済産業省】

第８節 インターネット上の女性に
対する暴力等への対応
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①� 売買春に係る要保護女子に対しては、様々な支
援を必要とする女性であるという観点から、関係
機関における連携を促進し、総合的な支援の充実
を図るとともに、売買春の被害に遭うおそれのあ
る若年層の女性を早期に発見し、福祉等の支援に
つなぐことができるアウトリーチ機能を持った民
間団体と協力し、福祉による生活支援や宿所の提
供、自立支援など、売春を未然に防ぐための施策

を推進している。【警察庁、厚生労働省】
②� 関係法令を厳正かつ適切に運用し、売春の相手
方に対する対策や周旋行為の取締りを強化してい
る。売春防止法（昭和31年法律第118号）の見
直しを行っている。【警察庁、法務省、厚生労働省】

③� 売買春の防止に向けた広報啓発及び教育・学習
の充実を図っている。毎年４月を「若年層の性暴
力被害予防月間」と定め、ＳＮＳ等を活用した啓
発活動を実施している。（再掲）【内閣府、法務省、
文部科学省、厚生労働省】

ア 就業・生活の安定を通じた自立に
向けた取組

①� 男女の均等な機会及び待遇の確保の徹底、男女
間の賃金格差の解消、女性の就業継続や再就職の
支援、職場における各種ハラスメントの防止、政
府の支援情報を一元的に提供する「女性応援ポー
タルサイト」の運営により、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進等に向けた取組を行っている。【内
閣府、厚生労働省】

②� 男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇
用労働者の割合が高いことが女性が貧困に陥りや
すい背景の一つとなっていることから、公正な待
遇が図られた多様な働き方の普及、同一企業にお
ける正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の
不合理な待遇差の解消等を推進している。【厚生
労働省】

③� 令和４（2022）年10月に、短時間労働者への
被用者保険の適用拡大に係る企業規模要件を501
人以上から101人以上に引き下げた。また、令和
４（2022）年10月及び令和６（2024）年10月
の短時間労働者への被用者保険の適用拡大に向け

て、準備・周知・広報を行った。（再掲）【厚生労
働省】

④� 内閣府では、配偶者からの暴力の被害者等の保
護や自立支援を図るため、交付金の交付により、
官民連携の下で民間シェルター等による先進的な
取組を推進する都道府県等への支援を行ってい
る。（再掲）【内閣府、法務省、厚生労働省、国土
交通省、関係府省】

⑤� 困難を抱える者の課題は、経済的困窮を始めと
して、就労活動困難、病気、住まいの不安定、家
庭の課題、メンタルヘルス、家計管理の課題、就
労定着困難、債務問題など多岐にわたり、かつ、
こうした課題を複数抱える者が存在する。これを
踏まえ、複合的な課題を抱える生活困窮者のそれ
ぞれの状況に応じ、包括的な支援を行いその自立
を促進するため、生活困窮者自立支援法（平成
25年法律第105号）に基づく相談支援、就労支援、
多様な就労機会の提供、居住確保支援、家計相談
支援等を行っている。【厚生労働省】

⑥� 困難女性支援法の成立を踏まえ、婦人相談所（新
法の女性相談支援センター）や婦人保護施設（新
法の女性自立支援施設）の機能強化など各都道府
県での支援体制の計画的な整備、常勤化や市町村
への配置の促進などを含む婦人相談員（新法の女
性相談支援員）の人材の確保・養成・処遇改善の

第９節 売買春への対策の推進

第６分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難
に対する支援と多様性を尊重する環境の整備

第１節 貧困等生活上の困難に直面
する女性等への支援
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推進、広域的な民間団体相互の連携基盤の構築の
検討を含めた民間団体との協働の促進など、新法
の令和６（2024）年４月の円滑な施行に向けた
環境整備を図っている。【厚生労働省】

イ ひとり親家庭等の親子が安心して
生活できる環境づくり

①� ひとり親家庭の実情に応じ、マザーズハロー
ワーク、母子家庭等就業・自立支援センター等に
おいて、ひとり親を含む子育て中の女性等に対す
るきめ細かな就職支援を実施している。また、ひ
とり親家庭の親等の就労支援に資する職業訓練や
各種雇用関係助成金の活用を推進している。さら
に、就職に有利になる資格の取得や主体的な能力
開発の取組を促進し、生活の安定を図るため、ひ
とり親家庭の親に対する給付金等の支給を実施し
ている。加えて、企業に対して、ひとり親の優先
的な雇用について協力を要請し、助成金を通じて
企業の取組を支援するとともに、マザーズハロー
ワーク等において、協力企業に関する情報を提供
した。【厚生労働省】

②� ひとり親家庭等が安心して子育てをしながら生
活できる環境を整備するため、以下の取組を含め
た総合的な支援を展開している。【内閣府、厚生
労働省、国土交通省】

・� ひとり親世帯や住宅困窮度の高い子育て世帯に
対し、公営住宅への優先入居や、民間賃貸住宅を
活用したセーフティネット登録住宅の推進、登録
住宅の改修、入居者負担の軽減、居住支援等への
支援を通じ、住まいの確保を支援している。

・� ひとり親家庭の子供に対する、放課後児童クラ
ブ等の終了後に生活習慣の習得・学習支援、食事
の提供等を行うことが可能な居場所づくりを支援
している。

・� 児童扶養手当の支給、母子父子寡婦福祉資金貸
付金の貸付けにより経済的な支援を実施するとと
もに、引き続き支給要件の周知等を図っている。

・� デジタル化社会到来の中で、女性が経済的に自
立できるよう、女性デジタル人材の育成など、多
様な主体による連携体制の構築の下で地域の実情
に応じて地方公共団体が行う取組を地域女性活躍
推進交付金により支援している。

③� ひとり親家庭を対象とした様々な支援情報を提

供している。また、ひとり親家庭の相談窓口にお
いて、ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別の
ニーズに対応するため、適切な支援メニューをワ
ンストップで提供する体制を整備している。【厚
生労働省（こども家庭庁）】

④� 養育費の取決め等の促進や別居時の婚姻費用の
分担制度などについて、動画やパンフレット等に
よる効果的な周知・啓発を行っている。養育費等
相談支援センターや地方公共団体における養育費
の相談支援について、多様な方法での提供や、身
近な地域での伴走型の支援、専門的な相談を更に
充実・強化するとともに、離婚前後親支援モデル
事業を通して、弁護士等による支援を含めた離婚
前からの親支援の充実や、関係部署の連携強化を
含めた地方公共団体の先駆的な取組への支援を実
施している。また、養育費等の取決めなどに関す
る法的支援について、効果的な支援策の組合せの
在り方や、養育費の支払を求める民事執行手続に
おける困難を解消するための支援の在り方等につ
いて、地方公共団体と連携したモデル事業による
実証的な調査研究を行った。第三者から債務者の
財産に関する情報を取得する手続を新設するなど
した民事執行法（昭和54年法律第４号）の改正
法による全ての手続が、令和３（2021）年５月
から利用可能となったため、引き続き関係機関等
への周知をしている。また、経済的に余裕のない
者でもこれらの手続を円滑に利用できるようにす
るため、法律相談援助や弁護士・司法書士費用等
の立替えを行う日本司法支援センター（法テラス）
の民事法律扶助について、関係機関等への周知に
努めている。子供の最善の利益を図る観点から、
養育費制度の見直しを含め、父母が離婚した後の
子の養育の在り方について、引き続き必要な検討
を進めている。【法務省、厚生労働省（こども家
庭庁）】

⑤� 家庭の経済状況等によって子供の進学機会や学
力・意欲の差が生じないように、以下の取組を推
進している。【文部科学省、厚生労働省】

・� 生活困窮世帯等に対する学習支援や進路選択に
関する相談等の支援のほか、子供や保護者の居場
所づくりや生活に関する支援

・� 学校におけるスクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー等の配置の充実を図るととも
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に、地域全体で子供の成長を支える地域学校協働
活動の一環として、全ての小・中・高校生を対象
とした地域住民等の協働による放課後等の学習支
援・体験活動を推進

・� 高校中退を防止するため高等学校における指導・
相談体制の充実を図るとともに、高校中退者等を
対象とした学習相談及び学習支援を実施する地方
公共団体等の取組の支援等

・� 教育費に係る経済的負担の軽減
� 文部科学省では、誰もが家庭の経済状況に左右
されることなく、希望する質の高い教育を受ける
ことができるよう、教育の無償化・負担軽減に向
けた取組を行っている。
� 例えば、初等中等教育段階における取組として
は、経済的理由により就学が困難と認められる学
齢児童生徒の保護者に対して、各市町村において
行われる学用品費の支給等の就学援助事業のうち
一部に対する補助を行い、予算単価の増額など制
度の充実を図っている。
� 後期中等教育段階における取組として、授業料
を支援する「高等学校等就学支援金」を支給して
おり、令和４（2022）年度においては、令和２
（2020）年度に私立高校等に通う年収約590万
円未満世帯の生徒等を対象に支給額を大幅に引き
上げた措置を、引き続き着実に実施するとともに、
早生まれの生徒等に係る判定基準の改善を図った。
� また、低所得世帯（生活保護受給世帯・住民税
非課税世帯）を対象に授業料以外の教育費を支援
する「高校生等奨学給付金」については、給付額
の増額を行った。
� さらに、高等教育段階における取組として、真
に支援が必要な低所得世帯に対して、授業料等の
減免措置と給付型奨学金の支給を併せて行う「高
等教育の修学支援新制度」を実施している。

⑥� 子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、
「子供の貧困対策に関する大綱」（令和元年11月
閣議決定）に基づき、官公民の連携・協働プロジェ
クトとして「こどもの未来応援国民運動」を展開
している。具体的には、草の根で子供たちに寄り
添った活動を行うＮＰＯ等の支援団体と、その活
動を支援する意思と資源を持つ企業等とのマッチ
ングの促進、民間資金を活用した「こどもの未来
応援基金」によるＮＰＯ等の支援団体に対する活

動資金の支援等を行っている。本基金については、
令和４（2022）年度末時点で約１億9,500万円の
寄付が寄せられ、令和４（2022）年度には、申
請のあった496団体から146団体を審査により選
定し、令和５（2023）年４月から実施される活
動を支援することが決定された。また、地方公共
団体が実施する子供の貧困対策の取組を支援する
「地域子供の未来応援交付金」について、これま
で市町村が、食事・食材等の提供を行うＮＰＯ等
を支援する事業については、補助上限額が150万
円だったところ、これを350万円まで大幅に引き
上げるなど、物価高騰の影響を踏まえ、こども食
堂などのこどもの居場所を整備する地方公共団体
に対する支援を拡充した。【内閣府（こども家庭庁）】

ウ 子供・若者の自立に向けた力を高
める取組

①� 社会人・職業人として自立できる人材を育成す
るため、キャリア教育・職業教育を体系的に充実
させている。進路や就職に関する指導も含め、男
女共に経済的に自立していくことの重要性につい
て伝えるとともに、自らの学びのプロセスを記述
し振り返ることができる教材「キャリア・パスポー
ト」の効果的な活用等を通じて、長期的な視点に
立って人生を展望し、働くことを位置付け、準備
できるような教育を推進している。【文部科学省】

②� 若者が充実した職業人生を歩んでいけるよう、
就業等の実態を男女別等きめ細かく把握し、新規
学校卒業者への支援、中途退学者や未就職卒業者
への対応、フリーターを含む非正規雇用で働く若
者への支援等を行っている。【文部科学省、厚生
労働省】

③� ニート、ひきこもり等、困難を有する子供・若
者が、社会生活を円滑に営むことができるよう、
子ども・若者総合相談センター、地域若者サポー
トステーション、ひきこもり地域支援センター等
において、多様な主体間の連携により、複数の支
援を組み合わせて行うなど、地域の実情に合った
切れ目のない支援を行っている。【内閣府（こど
も家庭庁）、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

④� 小学６年生、中学２年生、高校２年生及び大学
３年生などを対象とした実態調査の結果及び令和
３（2021）年５月の「ヤングケアラーの支援に
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向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェク
トチーム」の取りまとめ報告を踏まえ、令和４
（2022）年度よりヤングケアラー等がいる家庭
への家事・育児支援、地方公共団体単位での実態
調査や関係機関・団体等職員への研修、コーディ
ネーターの配置やピアサポート等地方公共団体に
おいてヤングケアラーを早期に発見し、必要な支
援につなげるための先進的な取組について必要な
経費を支援している。このほか、国は、当事者、
支援者相互のネットワーク形成支援や社会的認知
度向上のための集中的な広報啓発を行っている。
【文部科学省、厚生労働省（こども家庭庁）】

ア 高齢者が安心して暮らせる環境の
整備

①� 高齢期の女性の貧困について、「年金生活者支
援給付金制度」（令和元（2019）年10月施行）
などを活用し、低年金・無年金者問題に対応して
いる。また、高齢期に達する以前の女性が老後の
生活の備えを十分にできるよう、男女共同参画の
視点から施策の検討を行い、あらゆる分野で着実
に推進している。【内閣府、厚生労働省、関係府省】

②� 年齢に関わりなく働ける社会の実現に向けて、
65歳までの高年齢者雇用確保措置・70歳までの
高年齢者就業確保措置の着実・円滑な実施のため、
継続雇用延長・定年引上げ等に係る助成金の支給
等による事業主への支援等を実施しているほか、
全国300か所に設置されている生涯現役支援窓口
における高年齢求職者の再就職支援、シルバー人
材センターにおける就業機会の確保や、地域ニー
ズを踏まえた働く場の創出・継続をしていくこと
が可能なモデルづくり及び他の地域への展開等を
通じた多様な雇用・就業機会の提供等を通じ、高
齢者の就業を促進するとともに、能力開発のため
の支援を行っている。【厚生労働省】

③�「健康寿命延伸プラン」（令和元年５月29日
2040年を展望した社会保障・働き方改革本部取
りまとめ）に基づき、男女共に健康寿命（健康上

の問題で日常生活が制限されることなく生活でき
る期間）の延伸を実現するため、次世代を含めた
全ての人の健やかな生活習慣形成、疾病予防・重
症化予防、介護予防・フレイル対策、認知症予防
等を中心に取組を推進している。【厚生労働省、
経済産業省】

④� 医療・介護保険制度については、効率化・重点
化に取り組みながら質の高いサービスの充実を
図っている。【厚生労働省、関係府省】

⑤� 認知症や一人暮らしの高齢者が、社会から孤立
することなく、住み慣れた地域の中で、自分らし
く暮らし続けられるよう、「認知症施策推進大綱」
（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣僚会
議取りまとめ）に基づく取組を進めるとともに、
住民等を中心とした地域の支え合いの仕組みづく
りを促進している。【厚生労働省、関係府省】

⑥� 高齢者が他の世代と共に社会の重要な一員とし
て、生きがいを持って活躍できるよう、高齢者の
多様な学習機会の提供及び社会参加の取組を促進
している。【文部科学省、厚生労働省、関係府省】

⑦� 安定した住生活の確保、建築物、道路、公園、
公共交通機関等のバリアフリー化や無電柱化等、
高齢者を取り巻く環境の整備等を推進している。
【内閣府、警察庁、国土交通省、関係府省】

⑧� 企業等による、高齢者のニーズや、事故防止や
安全対策等の社会課題に合致した機器やサービ
ス、その効果的な活用方法の開発等を支援した。
【総務省、厚生労働省、経済産業省、関係府省】

⑨� 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律（平成17年法律第124号）等
を踏まえ、都道府県や市町村に対する支援等を通
じ、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な
対応、再発防止が図られるよう取組を推進した。
【厚生労働省、関係府省】

⑩� 消費者庁では、消費生活上特に配慮を要する消
費者である高齢者や障害者の消費者被害の防止の
ため、消費者安全法（平成21年法律第50号）に
基づく消費者安全確保地域協議会が構築されるよ
う、地方公共団体に対する働きかけを実施してい
るほか、高齢者団体、障害者団体及び行政機関等
を構成員とする「高齢消費者・障がい消費者見守
りネットワーク連絡協議会」を開催し、消費者ト
ラブルの情報共有や悪質商法の新たな手口及び対

第２節
高齢者、障害者、外国人等
が安心して暮らせる環境の
整備
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処方法の情報提供等により、地域の実情に応じた
実効性のある見守り活動の実施促進を図ってい
る。令和４（2022）年度地方消費者行政に関す
る先進的モデル事業として「高齢者、障害者等を
見守るネットワークの構築及び地域活性化の実
証」を実施し、消費者被害の未然防止や被害救済
に資する見守りネットワークの構築・活性化を図
るとともに、関係団体間の連携や必要な資材の開
発等を行い、取組の検証を行った。さらに、独立
行政法人国民生活センターでは、高齢者やその周
りの人々に悪質商法の手口やワンポイントアドバ
イス等をメールマガジンや同センターホームペー
ジで伝える「見守り新鮮情報」を発行するととも
に、高齢者の悪質商法被害や商品等に係る事故に
関する注意情報及び相談機関の情報等を、報道機
関への情報提供等の多様な手段を用いて周知を
図っている。【消費者庁、関係府省】

⑪� 上記のほか、「高齢社会対策大綱」（平成30年
２月16日閣議決定）に基づき必要な取組を推進
している。【内閣府、関係府省】

イ 障害者が安心して暮らせる環境の
整備

①� 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律の一部を改正する法律（令和３年法律第56号）
の円滑な施行に向けた取組を含め、全ての国民が、
障害の有無によって分け隔てられることなく、相
互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会
の実現に向けた取組を推進している。【内閣府、
関係府省】

②� 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支
援等に関する法律（平成23年法律第79号）等を
踏まえ障害者虐待防止の取組を進めている。【厚
生労働省、関係府省】

③� 消費者庁では、消費生活上特に配慮を要する消
費者である高齢者や障害者の消費者被害の防止の
ため、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域
協議会の構築・活用に向けた取組を行っている。
（詳細は、上記「ア 高齢者が安心して暮らせる
環境の整備」を参照。）さらに、独立行政法人国
民生活センターでは、障害のある人やその周りの
人々に悪質商法の手口等の情報提供を行ってい
る。また、最新の消費生活情報をコンパクトにま

とめた「くらしの豆知識」の発行に当たっては、
カラーユニバーサルデザイン認証を取得したほ
か、デイジー版（デジタル録音図書）を作成し、
全国の消費生活センター、消費者団体及び全国の
点字図書館等に配布するとともに、国立国会図書
館視覚障害者等用データ送信サービスにも登録し
ている。【消費者庁、関係府省】

④� 障害者が安心して生活できる住宅の確保、建築
物、道路、公園、公共交通機関等のバリアフリー
化や無電柱化を推進するとともに、障害者に配慮
したまちづくりを推進している。
� 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律（平成18年法律第91号）に基づき、高
齢者、障害者等が道路を安全に横断できるよう、
引き続き、音響により信号表示の状況を知らせる
音響信号機、視覚障害者等の安全な交差点の横断
を支援する歩行者等支援情報通信システム（ＰＩ
ＣＳ）、信号表示面に青時間までの待ち時間及び
青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付
き歩行者用灯器、歩行者・自転車と車両が通行す
る時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式
信号等のバリアフリー対応型信号機の整備を推進
している。また、標示板を大きくする、自動車の
前照灯の光に反射しやすい素材を用いるなどして
見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備
や横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利
便性を向上させるエスコートゾーンの整備を推進
している。【内閣府、警察庁、国土交通省、関係
府省】

⑤� 障害者が個人としての尊厳にふさわしい生活を
営むことができるよう、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律（平成17
年法律第123号）に基づき、自立生活援助、就労
定着支援などの障害福祉サービス等の充実を図
り、障害者の地域における生活を総合的に支援し
ている。【厚生労働省】

⑥� 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35
年法律第123号）や障害者雇用対策基本方針（令
和元年厚生労働省告示第197号）等を踏まえた就
労支援を行った。また、雇用の質の向上に向けた
事業主の責務の明確化や、特に短い労働時間（週
所定労働時間10時間以上20時間未満）で働く重
度の障害者及び精神障害者の実雇用率への算定等

216 第１部 令和４年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

      



を内容とする改正法が令和４（2022）年12月に
公布された。【厚生労働省】

⑦� 上記のほか、障害のある女性は、それぞれの障
害の種別ごとの特性、状態により様々な支援が必
要であることに加えて、女性であることにより、
更に複合的に困難な状況に置かれている場合があ
ることに留意し、「障害者基本計画（第４次）」（平
成30年３月30日閣議決定）に基づき、防災・防
犯等の推進、自立した生活の支援・意思決定支援
の推進、保健・医療の推進等の分野における施策
を総合的に推進している。また、「障害者の権利
に関する条約」第31条等の趣旨を踏まえ、障害
者の実態調査等を通じて、障害者の状況等に関す
る情報・データの収集・分析を行うとともに、障
害者の性別等の観点に留意しつつ、その充実を
図った。【内閣府、外務省、関係府省】

ウ 外国人が安心して暮らせる環境の
整備

①� 外国人女性が、言語の違い、文化・価値観の違
い、地域における孤立等の困難に加えて、女性で
あることにより更に複合的に困難な状況に置かれ
ている場合があることに留意し、以下の取組を含
めた多文化共生施策を総合的に推進している。【総
務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交
通省、関係府省】

・� 日本で生活する外国人への教育、住宅、就労支
援、各種の手続・法令・制度等についての多言語
での情報提供や、よりきめ細かな対応を可能とす
る相談体制の整備、外国人の子供への支援等を
行っている。

・� 外国人が抱える様々な課題を的確に把握するた
めに、専門家の意見等を踏まえつつ、在留外国人
に対する基礎調査を実施するとともに、地方公共
団体や外国人支援団体等幅広い関係者から意見を
聴取し、共生施策の企画・立案に当たって調査・
意見等を活用することにより、日本人と外国人が
安全に安心して暮らせる環境整備を進めている。

・� 外国人居住の実情を踏まえつつ、行政情報や相
談窓口の周知など、外国人が行政情報を適切に把
握できるような環境整備を進めている。また、国
の行政機関における相談窓口と地方公共団体等が
運営する相談窓口の更なる連携を強化している。

・� 外国人受入環境整備交付金等により、地方公共
団体による多言語での情報提供及び相談を行う一
元的な相談窓口の設置・運営の取組を支援してい
る。一元的相談窓口の設置を促進するため、令和
３（2021）年11月に発行した「一元的相談窓口
設置・運営ハンドブック」について、地方公共団
体から一元的相談窓口の活用状況や要望等を収集
し、令和４（2022）年11月に改訂を行った。また、
通訳人材の確保が難しい言語を中心として、引き
続き地方公共団体の行政窓口に対する通訳支援の
試行事業を実施するとともに、当該実施状況の分
析を行い、今後の通訳支援事業の在り方を検討し
ている。

②� 配偶者等からの暴力の被害者である在留外国人
女性への支援について、人身取引及び配偶者から
の暴力に関する専門的知識を持った母国語通訳者
の養成等を含め、適切に支援している。【厚生労
働省】

③� 人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府
一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を
更に推進するため、令和４（2022）年12月、犯
罪対策閣僚会議において「人身取引対策行動計画
2022」を決定した。【内閣官房、関係府省】

④� 法務省の人権擁護機関は、全国の法務局に日本
語を自由に話すことが困難な外国人等からの人権
相談について、「外国人のための人権相談所」を
設け、約80の言語に対応するなどしている。
� また、「外国語人権相談ダイヤル」及び法務省
ホームページ上に「外国語インターネット人権相
談受付窓口」を設けており、電話・インターネッ
トでも10言語による人権相談を受け付けている。
【法務省】

エ 女性であることで更に複合的に困
難な状況に置かれている人々への
対応

①� 性的指向・性自認（性同一性）に関すること、
障害があること、外国人やルーツが外国であるこ
と、アイヌの人々であること、同和問題（部落差
別）に関すること等に加え、女性であることで更
に複合的に困難な状況に置かれている場合等につ
いて、可能なものについては実態の把握に努め、
人権教育・啓発活動の促進や、人権侵害の疑いの
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ある事案を認知した場合の調査救済活動に取り組
んでいる。
� また、人権問題が生じた場合に、法務局の人権
相談所を相談者が幅広く安心して利用できるよ
う、相談員の専門性の向上も含め、人権相談体制
の充実を図っている。
� さらに、学校における性的指向・性自認（性同
一性）に係る児童生徒等への適切な対応を促すた
め、相談体制の充実や関係機関との連携を含む支

援体制の整備に努めるとともに、改訂版の生徒指
導提要に、新たに性的指向・性自認（性同一性）
に関することについて記載した。
� その他、男女共同参画の視点に立って必要な取
組を進めている。【内閣官房、法務省、文部科学省、
厚生労働省、関係府省】

②� 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして相談体
制のより一層の充実を図っている。（再掲）【法務省】

ア 包括的な健康支援のための体制の
構築

①� 女性の身体的・精神的な健康及び女性医療に関
する調査・研究を進めるとともに、女性医療に関
する普及啓発、医療体制整備、女性の健康を脅か
す社会的問題の解決を含めた包括的な健康支援施
策を推進している。【厚生労働省】

②� 年代に応じて女性の健康に関する教育及び啓発
を行った。また、女性の健康の増進に関する情報
の収集及び提供を行う体制を整備するために必要
な措置を講じ、女性が健康に関する各種の相談、
助言又は指導を受けることができる体制を整備し
ている。【文部科学省、厚生労働省】

③� 女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを
専門的・総合的に提供する体制の整備（例：女性
の専門外来、総合診療を行う医療体制の整備）、
福祉等との連携（例：心身を害した女性を治療す
る医療施設と配偶者暴力相談支援センターや民間
シェルター、婦人保護施設等との連携）等を推進
している。【内閣府、厚生労働省】

④� 女性の心身に多大な影響を及ぼす暴力や貧困等
の社会的要因と、女性の疾患や生活習慣との因果
関係について調査を行うとともに、月経関連疾患

や更年期障害に対処するための医療者の関与の効
果を検証するなど、女性の生涯にわたる健康維持
に向けた保健医療の在り方等に関する調査研究を
推進している。その成果の普及啓発に当たっては、
行動科学の専門家の知見も活用し、必要な層に必
要な情報を効果的に届ける方法を検討している。
� あわせて、子宮頸がん検診・乳がん検診の更な
る受診率向上に向けた取組を行っている。また、
がんを始めとする疾患についても、治療と仕事を
両立できる環境を整備している。【厚生労働省】

⑤� 予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性が、緊急避
妊薬に関する専門の研修を受けた薬剤師による十
分な説明の上で対面で服用すること等を条件に、
処方箋なしに緊急避妊薬を適切に利用できるよ
う、薬の安全性を確保しつつ、当事者の目線に加
え、幅広く健康支援の視野に立って検討してい
る。なお、緊急避妊薬を必要とする女性には、性
犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力が背景にある
場合もある。そのような場合を含め、ワンストッ
プ支援センターや医療機関等の関係機関を紹介す
る等の連携が重要である。また、義務教育段階も
含め、年齢に応じた性に関する教育を推進した。
さらに、性や妊娠に関し、助産師等の相談支援体
制を強化している。【内閣府、文部科学省、厚生
労働省】

⑥� 女性の健康の包括的支援に必要な保健、医療、
福祉、教育等に係る人材の確保、養成及び資質の
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向上を図るとともに、医学・看護学教育において
女性特有の疾患に関する必要な知識や技術を有す
る医療職の養成を行っている。【文部科学省、厚
生労働省】

⑦� 令和元（2019）年12月に施行された成育過程
にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要
な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の
総合的な推進に関する法律（平成30年法律第104
号）に基づき、妊娠期から子育て期に至るまでの
切れ目のない支援の在り方の検討などを推進し
た。【厚生労働省（こども家庭庁）】

⑧� 不適切養育などの成育歴や、生きづらさや社会
的孤立などの背景を理由とした、覚醒剤・大麻等
の使用者も認められるほか、向精神薬等を悪用し
た性被害も発生していることから、末端使用者へ
の再使用防止対策及び社会復帰支援施策等並びに
向精神薬等の監視・取締りを推進している。【警
察庁、法務省、厚生労働省】

⑨� 精神障害の労災認定件数が増加しているなどの
状況を踏まえ、男女問わず、非正規雇用労働者を
含む全労働者に対して、職場のメンタルヘルス対
策等を通じた労働者の健康確保のための対策を講
ずる。ストレスチェック実施や産業医の選任が義
務付けられていない中小事業所で働く労働者の健
康確保についても、引き続き、支援施策等を推進
する等、対策を講じている。【厚生労働省】

⑩� 月経、妊娠・出産、更年期等ライフイベントに
起因する望まない離職等を防ぐため、フェムテッ
ク企業や医療機関、自治体等が連携して、働く女
性に対しフェムテックを活用したサポートサービ
スを提供する実証事業を実施し、働く女性の就労
継続を支援している。また、今年度から、働く女
性のプレゼンティーズムやキャリアへの意識等へ
の影響の分析を行い、好事例の周知を行っている。
【経済産業省】

⑪� 経済的な理由で生理用品を購入できない女性が
いるという「生理の貧困」は、女性の健康や尊厳
に関わる重要な課題である。このため、内閣府で
は、地域女性活躍推進交付金により、地方公共団
体が、女性への寄り添った相談支援の一環として
行う生理用品の提供を支援している。また、「地
域子供の未来応援交付金」により、地方公共団体
が、こども食堂や学習支援といったこどもの居場

所づくりなどの事業を行う中で、支援対象の貧困
家庭の子供に生理用品の提供を行うことを支援し
た。さらに、「生理の貧困」に係る取組の横展開
に資するよう、令和４（2022）年７月時点の各
地方公共団体における独自の取組の事例を調査
し、内閣府ホームページなどで情報提供を行った。
【内閣府、文部科学省、厚生労働省】

イ 妊娠・出産に対する支援
①� 市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の
勧奨や妊婦健診等の保健サービスの推進、出産育
児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金、
社会保険料免除などにより、妊娠・出産期の健康
管理の充実及び経済的負担の軽減を図った。また、
令和５（2023）年４月より、平均的な標準費用
を全て賄えるようにする観点から、出産育児一時
金を50万円に増額することとした。【厚生労働省】

②� 令和４（2022）年度診療報酬改定において保
険適用した不妊治療について、適切に運用してい
る。【厚生労働省】

③� 不妊治療や不育症治療に関する情報提供や相談
体制を強化するため、不妊専門相談センター機能
の拡充を図った。【厚生労働省】

④� 不妊治療について職場での理解を深め、男女が
ともに不妊治療と仕事を両立できる職場環境の整
備を進めている。【厚生労働省】

⑤� 令和４（2022）年１月から国家公務員に導入
した不妊治療のための「出生サポート休暇」につ
いて、休暇を取得したい職員が取得できるよう、
不妊治療と仕事の両立支援をテーマとしたシンポ
ジウムの開催による周知啓発を行うなど、引き続
き不妊治療と両立しやすい職場環境の整備を図っ
ている。【内閣官房、（人事院）】

⑥� 小児・ＡＹＡ世代（Adolescent� and� Young�
Adult：思春期・若年成人）のがん患者等が将来
子供を出産することができる可能性を温存するた
めの妊孕性温存療法に加え、妊孕性温存療法によ
り凍結した検体を用いた温存後生殖補助医療等に
対する経済的支援を開始した。【厚生労働省】

⑦� 性と健康の相談センターなどにおいて、予期せ
ぬ妊娠に関する悩みに対し、専門相談員を配置す
るなどして相談体制を強化し、市町村や医療機関
への同行支援や、学校や地域の関係機関との連携
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に努めた。特に、出産前後に配慮を要する場合や、
暴力、貧困、孤立、障害等の困難を抱える場合に
おいては、より手厚い支援を行えるようにしてい
る。【厚生労働省（こども家庭庁）】

⑧� 母性健康管理指導事項連絡カードの活用を促進
し、妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適切
な母性健康管理の推進を図っている。また、男女
雇用機会均等法の履行確保により、妊娠・出産等
に関するハラスメントの防止対策を推進してい
る。【厚生労働省】

⑨� 産後うつの早期発見など出産後の母子に対する
適切な心身のケアを行うことができるよう、「子
育て世代包括支援センター」等の関係機関と連携
しつつ、地域の実情に応じ、産後ケア事業の全国
展開や産前・産後サポートの実施を通じて、妊産
婦等を支える地域の包括支援体制を構築してい
る。出産・育児において、家族・親族の支援を得
られにくい女性に対しても、手厚い支援を行える
ようにした。【厚生労働省】

⑩� 産後うつのリスクも踏まえ、いわゆるワンオペ
育児による負担の軽減のため、男性の育児参画を
促している。公共交通機関、都市公園や公共性の
高い建築物において、ベビーベッド付男性トイレ
等の整備等を推進するほか、子供連れの乗客等へ
の配慮等を求めることにより、男性が子育てに参
画しやすくなるための環境整備を行っている。【厚
生労働省、国土交通省】

⑪� 妊婦や子育てに温かい社会づくりに向けて、ベ
ビーカーマークの普及促進を図っている。【国土
交通省】

⑫� 若手産婦人科医の女性割合の増加などに鑑み、
医師の働き方改革による、産科医師の労働環境の
改善をしつつ、安全で質が高い周産期医療体制の
構築のための産科医療機関の集約化・重点化を推
進している。【厚生労働省】

⑬� 令和３（2021）年５月に取りまとめられた「Ｎ
ＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会報告
書」にしたがって、ＮＩＰＴの認証制度等が適切
に運用されるよう支援を行った。【厚生労働省】

⑭� 遺伝性疾患や薬が胎児へ与える影響などの最新
情報に基づき、妊娠を希望している人や妊婦に対

する相談体制を整備した。【厚生労働省】
⑮� 地方公共団体の創意工夫により、妊娠期から出
産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々
なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相
談支援を充実し、経済的支援を一体として実施し
ている。【厚生労働省（こども家庭庁）】

ウ 年代ごとにおける取組の推進
（ア）学童・思春期
①� 学校・行政・地域・家庭が連携し、若年層に対
して、以下の事項について、医学的・科学的な知
識を基に、個人が自分の将来を考え、多様な希望
を実現することができるよう、包括的な教育・普
及啓発を実施するとともに、相談体制を整備して
いる。【文部科学省、厚生労働省】

・� 女性の学童・思春期における心身の変化や健康
教育に関する事項（例えば、月経関連症状及びそ
の対応、子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と
治療による健康の保持、ワクチンによる病気の予
防に関する事項）

・� 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊
娠、葉酸の摂取、男女の不妊、性感染症の予防な
ど、妊娠の計画の有無に関わらず、早い段階から
妊娠・出産の知識を持ち、自分の身体への健康意
識を高めるプレコンセプションケアに関する事項

・� 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥満、
喫煙、飲酒など、女性の生涯を見通した健康な身
体づくりに関する事項

②� 10代の性感染症罹患率、人工妊娠中絶の実施
率及び出産数等の動向を踏まえつつ、性感染症の
予防方法や避妊方法等を含めた性に関する教育を
推進した。
� また、予期せぬ妊娠や性感染症の予防や必要な
保健・医療サービスが適切に受けられるよう、養
護教諭と学校医との連携を図る等、相談指導の充
実を図った。【文部科学省、厚生労働省】

（イ）成人期
①� 約８割の女性が就業している7ことから、企業
における健診の受診促進や妊娠・出産を含む女性
の健康に関する相談体制の構築等を通じて、女性

7� 令和４（2022）年における25～44歳の女性人口に占める就業者の割合79.8％（総務省「労働力調査」（基本集計））。
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がセルフケアを行いつつ、仕事に向かう体力・気
力を維持できる体制を整備している。また、職場
の理解も重要なことから、職場等における女性の
健康に関する研修や啓発活動等を行っている。そ
の際、科学的に正しい情報を行動科学等の専門的
知見も活用して効果的に伝えている。【厚生労働
省、経済産業省】
� 職員の女性の健康に関するヘルスリテラシーの
向上が進むよう、令和４（2022）年４月に初めて、
内閣府の新採用職員研修の１コマとして、女性の
健康に関する講義を実施するとともに、令和５
（2023）年１月及び２月に内閣府の管理職を対
象とした研修を実施した。【内閣府】

②� 子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率の向上を
図っている。【厚生労働省】

③� 国家公務員及び地方公務員については、各府省
及び地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳
がん検診に関し、女性職員が受診しやすい環境整
備を行っている。
� 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康週
間」において、本府省、地方支分部局等の健康管
理者等を対象に、婦人科検診の重要性を含めた、
女性の健康に関する講演会を開催し、意識啓発を
図った。
� また、人事院では、同週間において、女性職員
に対する意識啓発や受診しやすい環境整備を行う
よう各府省に周知した。（再掲）【内閣官房、総務
省、全府省、（人事院）】

④� ＨＩＶ／エイズ、梅毒を始めとする性感染症は、
次世代の健康にも影響を及ぼすものであり、その
予防から治療までの総合的な対策を推進してい
る。【厚生労働省】

⑤� 個人が自分の将来を考え、健康を守りながら妊
娠・出産を実現することができるよう、以下の事
項について、行政・企業・地域が連携し、普及啓
発や相談体制の整備を行っている。【内閣府、文
部科学省、厚生労働省、経済産業省】

・� 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊
娠及びその間隔、子宮内膜症・子宮頸がん等の早
期発見と治療による健康の保持、男女の不妊など、
妊娠の計画の有無に関わらず、早い段階から妊娠・
出産の知識を持ち、自分の身体への健康意識を高
めるプレコンセプションケアに関する事項

・� 暴力による支配（配偶者等からの暴力、ハラス
メントなど）の予防に関する事項

・� 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥満、
喫煙、飲酒など、次世代に影響を与える行動に関
する事項

⑥� 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療
による、将来の妊娠や年代ごとの健康に関する情
報の集積や普及啓発を行い、相談体制を整備して
いる。【文部科学省、厚生労働省】

⑦� 喫煙、受動喫煙及び飲酒について、その健康影
響に関する正確な情報提供を行っている。また、
喫煙・飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすこと
など十分な情報提供に努めた。【厚生労働省】

（ウ）更年期
①� 女性特有の疾患に対応した検診として、骨粗
しょう症検診、子宮頸がん検診、乳がん検診が実
施されており、特にがん検診の受診率及び精密検
査の受診率の向上を図っている。
� 骨粗しょう症検診については、検診の判定に資
するマニュアルの改訂案について、厚労科研を通
じてエビデンスの収集を行った。【厚生労働省】

②� 性ホルモンの低下等により、心身に複雑な症状
が発生しやすく、また更年期以降に発生する疾患
の予防が重要で効果的な年代であるため、更年期
障害及び更年期を境に発生する健康問題への理解
やホルモン補充療法等の治療の普及を含め、包括
的な支援に向けた取組を推進している。【厚生労
働省】

③� 更年期に見られる心身の不調については、個人
差があるものの、就業や社会生活等に影響を与え
ることがあり、職場等における更年期の健康に関
する研修や啓発活動の取組及び相談体制の構築を
促進している。【厚生労働省、経済産業省】

④� この時期は、更年期以降に発生する疾患やフレ
イルを予防するために重要な年代であることか
ら、運動や栄養、睡眠などの生活習慣が老年期の
健康に及ぼす影響について、老年期の心身の健康
に資する総合的な意識啓発に取り組んでいる。ま
た受診率の低い被扶養者への働きかけなど、特定
健康診査・特定保健指導の受診率向上を図り、生
活習慣病の予防に取り組んでいる。
� スマート・ライフ・プロジェクトを通じて、健
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康づくりのための身体活動指針（アクティブガイ
ド）を国民へ周知し、生活の中で行える身体活動
について啓発した。【厚生労働省】

（エ）老年期
①� 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変
化を踏まえ、男女共に健康寿命の延伸を実現する
ため、口腔機能低下、認知機能低下及びロコモティ
ブシンドローム（運動器症候群）等の予防、社会
生活を営むために必要な機能の維持及び向上等に
取り組んでいる。
� スマート・ライフ・プロジェクトを通じて、ロ
コモティブシンドローム（運動器症候群）の正し
い知識の普及啓発に取り組んだ。【厚生労働省】

②� 加齢に伴う心身機能や認知機能の低下により支
援が必要な状態（フレイル状態）になることが多
いことから、フレイル予防対策を実施している。
【厚生労働省】

①� 女性医師の更なる活躍に向けて、医師の働き方
改革を推進するとともに、復職支援や勤務体制の
柔軟化（短時間勤務や当直等の配慮）、チーム医
療の推進、複数主治医制の導入、医療機関におけ
る院内保育や病児保育の整備など、女性医師が活
躍するための取組を実施・普及している。【厚生
労働省】

②� 大学病院等に勤務する非常勤扱いの医師や大学
院生などの勤務形態の違い、出産時期による入所
困難などの運用上の問題、救急対応による不規則
な勤務などにより、保育サービスが利用できず活
躍が阻害されることがないよう、事業所内保育や
企業主導型保育等も含めた保育所、病児保育、民
間のシッターサービスなど、社会全体として様々
な保育サービスを利用しやすい環境を整備してい
る。また、医師・看護師及び介護従事者の働き方
やキャリアパスの特殊性を考慮し、放課後児童ク
ラブや送迎サービスなど付随するニーズを把握
し、支援を強化している。【内閣府（こども家庭庁）、
厚生労働省（こども家庭庁）、経済産業省】

③� 育児等により一定期間職場を離れた女性医師や

看護師等の復職が円滑に進むよう、最新の医学・
診療知識へのキャッチアップ、相談・職業あっせ
ん等を推進している。【厚生労働省】

④� 医学部生に対するキャリア教育や多様なロール
モデルの提示などの取組を進め、固定的な性別役
割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）がもたらす悪影響の除去に努めるとと
もに、男女を問わず医師としてキャリアを継続す
るよう支援している。【文部科学省】

⑤� 女性医師が出産や育児又は介護などの制約の有
無にかかわらず、その能力を正当に評価される環
境を整備するため、固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）
がもたらす悪影響の除去及びハラスメントの防
止、背景にある長時間労働の是正のための医師の
働き方改革や主治医制の見直しを推進している。
【厚生労働省】

①� 競技団体や部活動等の指導者を目指す女性競技
者等を対象に、コーチングのための指導プログラ
ムやガイドブックを活用した、女性特有の身体的
特徴やニーズ、ハラスメント防止等の指導上の配
慮事項に関する研修会を３回実施することなどを
通じてスポーツ指導者における女性の参画を促進
する関係団体の取組を支援している。【文部科学省】

②� 令和元（2019）年６月にスポーツ庁が決定し
た「スポーツ団体ガバナンスコード」で設定され
た女性理事の目標割合（40％）達成に向けて、
各中央競技団体における目標設定及び具体的方策
の実施を促し、女性理事の比率向上に向けた支援
を行った結果、各中央競技団体における女性理事
の割合は平均24.5％となり、令和３（2021）年
度と比較して約1.6％上昇している。【文部科学省】

③� 女性競技者の三主徴（利用可能エネルギー不足、
運動性無月経、骨粗しょう症）に対応した医療・
科学サポート体制の確立に向けて、婦人科医との
連携や相談体制を構築した。また、女性競技者や
指導者に対する講習会等を開催し、普及・啓発の
取組を実施している。【文部科学省】

④� 生涯を通じた健康づくりのため、運動習慣の定着

第２節 医療分野における女性の参
画拡大

第３節 スポーツ分野における男女
共同参画の推進
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や身体活動量の増加に向けた取組を推進している。
� スマート・ライフ・プロジェクトを通じて、健
康づくりのための身体活動指針（アクティブガイ
ド）を国民へ周知し、生活の中で行える身体活動
について啓発した。【厚生労働省】

⑤� 関係省庁、地方公共団体、スポーツ団体、経済
団体、企業等で構成するコンソーシアムを設置し、
加盟団体が連携・協同して、身近な地域で健康づ
くりを図るための環境整備を行う等、女性におけ
る運動・スポーツへの参加促進に向けた取組を推
進し、女性のスポーツイベントの開催や優良事例
をスポーツ庁ホームページ等で公表した。【文部科
学省】

⑥� スポーツに関する指導ができる人材の養成・活
用について、多様な住民のニーズに対応できる多
様な指導者の発掘・創出などの各地方公共団体等
が行う取組を推進した。【文部科学省】

⑦� 女性競技者の出産後の復帰を支援するため、ス
ポーツ医・科学を活用したトレーニングサポート
を実施したことに加え、競技生活と子育ての両立

に向けた環境整備のため、練習や遠征時の育児サ
ポートを実施している。【文部科学省】

⑧� 競技者に対する指導者等からのセクシュアルハ
ラスメントや性犯罪の防止に向け、これらの不法
行為等を行わず、かつ競技者の人間的成長を促す
ことのできるグッドコーチを養成するためのカリ
キュラム等を活用し、資質の高い指導者の養成を
行う関係団体の取組を支援している。【文部科学省】

⑨� 競技者に対する性的意図を持った写真や動画の
撮影・流布などによるハラスメントの防止に向け
て、競技団体の取組事例等の周知のための事務連
絡を発出し、法務省、総務省、各競技団体と連携
しつつ取組を推進した。【文部科学省】

⑩�「スポーツ団体ガバナンスコード」に基づき、
各スポーツ団体における、競技者等に対する各種
ハラスメント根絶に向けたコンプライアンス教育
について、統括団体・日本スポーツ振興センター
と連携しながら、「スポーツ団体ガバナンスコード」
適合性審査の審査項目にて各団体の取組状況の説
明を求め、着実な実施を推進した。【文部科学省】

①� 令和３（2021）年に内閣府男女共同参画局長が、
災害応急対策のための会議等の構成員等に追加さ
れた。令和４（2022）年９月の台風により設置
された特定災害対策本部においても、同局長が本
部員に任命された。【内閣府、関係府省】

②�「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策
推進基本計画」の改定に当たり、災害時における
男女共同参画の視点からの配慮事項等を記載し
た。【内閣府】

③� 内閣府では、内閣府調査チーム派遣予定者への
説明会（令和４（2022）年４月、７月）等にお
いて、災害対応に携わる職員へ男女共同参画の視
点からの災害対応の重要性等について説明を行っ

た。【内閣府、総務省、関係府省】

ア 防災・復興に関する政策・方針決
定過程への女性の参画拡大

①� 内閣府では、各都道府県の職員等を対象とした
研修等の様々な機会で、都道府県防災会議におけ
る女性委員の割合を高めていくことで、多様な
ニーズに対応した備蓄を行いやすくなることな
ど、女性の参画拡大に向けた取組を促進すること
の重要性について知識の醸成を図った。【内閣府、
総務省】

②� 内閣府では、市町村防災会議について、女性委

第８分野 防災・復興、環境問題にお
ける男女共同参画の推進

第１節 国の防災・復興行政への男
女共同参画の視点の強化

第２節 地方公共団体の取組促進
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員のいない会議を早期に解消するとともに女性委
員の割合を増大、また女性の参画拡大に向けた取
組等を促進するため、好事例資料の作成、地方公
共団体職員を対象とした研修での好事例の展開な
どを行い、避難所運営に女性を含む多様な視点を
反映することの重要性に関して知識の醸成を図っ
た。【内閣府、総務省】

③� 自治体防災・危機管理責任者研修（第１期令和
４（2022）年５～６月、第２期令和４（2022）
年11～12月）、防災スペシャリスト養成研修（第
１期令和４（2022）年９～10月、第２期令和５
（2023）年１～３月）等の地方公共団体等の職
員を対象とした研修において、男女共同参画の視
点からの災害対応の必要性に関する知識の習得を
図った。また、地方公共団体の災害対策本部につ
いて、女性職員や男女共同参画担当職員の配置、
構成員となる男性職員に対する男女共同参画の視
点からの取組に関する理解促進等が図られるよ
う、平常時から働きかけを行った。【内閣府】

④� 東日本大震災の被災地における復興の取組に男
女共同参画を始めとした多様な視点をいかすた
め、行政や民間団体における各種施策や参考とな
る事例等の情報を収集し、「男女共同参画の視点
からの復興～参考事例集～」（令和５（2023）年
３月末時点で119事例）として公表した。この事
例集等も活用しながら、シンポジウムや研修等を
通じてその普及・浸透を図った。【復興庁】

イ 防災の現場における女性の参画拡大
①� 内閣府では、地方公共団体が作成する地域防災
計画や避難所運営マニュアル等の作成において、
被災者支援や要配慮者対応等の視点からも不可欠
な男女共同参画の視点が位置付けられるよう、地
方公共団体の職員等を対象とした研修で好事例等
を共有し、知識醸成を図った。【内閣府、総務省】

②� 令和３（2021）年度の「防災基本計画」の修正
で、市町村の避難所における性暴力やＤＶの発生
を防止することが盛り込まれたことを踏まえ、「避
難所における良好な生活環境の確保に向けた取組
指針」等にその内容を反映させた。また、地方公
共団体の職員等を対象とした研修において、避難
所運営等に女性が参画し、女性と男性のニーズ等
の違いを考慮した取組や、配偶者等からの暴力や

性被害・性暴力の防止等、安全・安心を確保する
ための対策に必要な知識の習得を図った。【内閣府】

③�「災害時における男女共同参画センター等の相
互支援ネットワーク」の平常時及び災害時におけ
る効果的な運用を促進するために、災害発生時に
男女共同参画の視点からの防災・災害対応の取組
について情報を発信し、男女共同参画センターと
地方公共団体の男女共同参画課間のネットワーク
の強化を促した。【内閣府】

④� 内閣府では、防災施策に男女共同参画の視点が
反映されるよう、地方公共団体の職員等の防災関
係者に対し「災害対応力を強化する女性の視点～
男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライ
ン～」の内容を踏まえた研修を行い、予防、応急、
復旧・復興の各段階における男女共同参画の視点
からの災害対応に関して知識の醸成を図った。【内
閣府、総務省】

⑤� 各都道府県の職員等を対象とした研修等の様々
な機会で、都道府県防災会議における女性委員の
割合を高めていくことで、多様なニーズに対応し
た備蓄を行いやすくなることなど、女性の参画拡
大に向けた取組を促進することの重要性について
知識の醸成を図った。（再掲）【内閣府】

⑥� 令和４（2022）年10月、地方公共団体で災害
対応に関わる部局の職員、地域防災リーダー、学
校関係者等を対象とした、「男女共同参画の視点
による災害対応研修」を独立行政法人国立女性教
育会館（以下「ＮＷＥＣ」という。）と共催し、
内閣府男女共同参画局からの情報提供として、「女
性が力を発揮するこれからの地域防災～ノウハ
ウ・活動事例集～」について紹介し、自主防災組
織等において女性の参画を進めるための好事例の
展開を行った。【内閣府、総務省】

⑦� ＮＷＥＣと共催した、「男女共同参画の視点に
よる災害対応研修」（前掲）において、男女共同
参画の視点に立った避難所運営訓練が行われ、地
域、行政、学校等の関係者との連携の仕方や誰一
人取り残さない避難所運営等について、研修参加
者の理解を深めた。また、学校を中心とした災害
時の新たな取組について、コミュニティ・スクー
ルの仕組みを活用した事例等が提供され、多様な
主体が防災・災害対応に参画し、連携をすること
の重要性について共有した。【内閣府、総務省、
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文部科学省、関係府省】
⑧� 復興庁では、東日本大震災の被災地における復
興の取組に男女共同参画を始めとした多様な視点
をいかすため、行政や民間団体における各種施策
や参考となる事例等の情報を収集し、「男女共同
参画の視点からの復興～参考事例集～」（令和５
（2023）年３月末時点で119事例）として公表
した。この事例集等も活用しながら、シンポジウ
ムや研修等を通じてその普及・浸透を図った。（再
掲）【内閣府、復興庁】

⑨� 消防吏員の女性比率について、令和８（2026）
年度当初までに５％に増加させることを全国の消防
本部との共通目標として掲げており、消防本部等に
対し数値目標の設定による計画的な増員の確保、
女性消防吏員の職域の拡大等、ソフト・ハード両面
での環境整備に取り組むよう引き続き要請するとと
もに、消防署等における職場環境の整備が図られる
よう、女性専用施設等（浴室・仮眠室等）の職場
環境の整備に要する経費を支援した。また、消防吏
員を目指す女性の増加を図るため、女子学生等を対
象とした職業体験イベントの開催やＰＲ広報を実施
するとともに、女性消防吏員活躍推進アドバイザー
の派遣、女性消防吏員活躍推進支援事業などの既
存の取組を通じた先進的な事例の全国展開に加え、
新たに女性消防吏員が０名の消防本部の解消及び
数値目標の達成に重点をおいた、外部講師による幹
部職員向け研修会を実施するなど、女性消防吏員
の更なる活躍に向けた取組を推進した。【総務省】

⑩� 消防団への女性の積極的な入団を促進するた
め、地方公共団体が地域の企業や大学と連携して
消防団員を確保する取組の支援や、全国女性消防
団員活性化大会等を通じ、女性消防団員の活動を
より一層活性化させた。また、消防団の拠点施設
等における女性用トイレや更衣室等の設置等を進
めた。【総務省】

ウ 「災害対応力を強化する女性の視点
～男女共同参画の視点からの防災・
復興ガイドライン～」の活用徹底

①� 内閣府では、「災害対応力を強化する女性の視

点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイド
ライン～」を踏まえた防災・災害対策における男
女共同参画の重要性について更なる知識醸成を図
るため、地方公共団体職員を対象にした研修で継
続的に講義内容を充実させた。【内閣府、関係府省】

②� 令和４（2022）年９月の台風による災害発生時、
都道府県・政令指定都市の男女共同参画担当部局
に対し、「災害対応力を強化する女性の視点～男
女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン
～」に基づく取組を要請した。【内閣府】

③� 令和４（2022）年１月に、「災害対応力を強化
する女性の視点～男女共同参画の視点からの防
災・復興ガイドライン～」に基づく地方公共団体
の取組状況のフォローアップ調査を実施し、調査
結果に基づき好事例の収集を行った。【内閣府】

④� 防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）におい
て防災士等の民間資格団体等に対し、「災害対応
力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点か
らの防災・復興ガイドライン～」について周知し
た。【内閣府】

①� 第58回国連女性の地位委員会「自然災害にお
けるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」
決議（平成26（2014）年）及び第３回国連防災
世界会議で策定された「仙台防災枠組2015―
2030」（平成27（2015）年）等が求める事項等
について、国内において実行されるよう取り組む
とともに、令和４（2022）年11月、ＪＩＣＡが
主催する課題別研修「ジェンダーと多様性からの
災害リスク削減」において、日本政府における男
女共同参画の視点に立った防災・災害対応の取組
について情報提供を行った。【内閣府、外務省】

②�「仙台防災協力イニシアティブ・フェーズ２」（令
和元（2019）年）8に基づき、国際的な防災協力
に当たっては、男女共同参画の視点を踏まえて援
助を行った。【外務省】

第３節 国際的な防災協力における
男女共同参画

8� �第３回国連防災世界会議にて「仙台防災枠組2015―2030」を取りまとめると同時に表明した「仙台防災協力イニシアティブ」（平
成27（2015）年）の後継として、国際社会において「仙台防災枠組2015―2030」を着実に実施し、ＳＤＧｓ実現に向けた取組を
推進する観点から、第７回持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部（令和元（2019）年）にて表明したイニシアティブ。
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①� 環境省は、中央環境審議会の委員の半数を女性
とするなど、審議会等における女性委員の登用を
進めている。具体的には、中央環境審議会では、
女性の会長が選出されるとともに、同審議会に置
かれ気候変動問題等を所掌とする地球環境部会に
おいて構成委員の約半数を女性委員とし、政策・
方針決定過程への女性の参画拡大を図っている。

【経済産業省、環境省】
②� 環境省は、環境問題に関する施策の企画立案・
実施に当たり、男女別のデータを把握し、女性と
男性に与える影響の違いなどに配慮して、取り組

んでいる。令和４（2022）年度においては、ナッ
ジ等の行動科学の知見を活用して温室効果ガス排
出削減、熱中症対策、防災対策及び生物多様性保
全等に資する意識変革や行動変容を促す実証実験
を実施する際に、対象者の性別等の属性情報の収
集を行った。今後、当該情報の解析を通じて、施
策の効果の個人差及び普遍性の解明並びに一人一
人に合った働きかけの開発等に役立てることとし
ている。【環境省】

③� ジェンダー平等や女性のエンパワーメントの視
点に立った環境問題を含む様々な地球規模の課題
を自分事としてとらえ主体的に解決しようとする
「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ：
Education� for� Sustainable� Development）」
を推進した。【文部科学省、環境省】

Ⅲ �男女共同参画社会の実現に向け
た基盤の整備

ア 働く意欲を阻害しない制度等の検討
①� 働き方の多様化を踏まえつつ、働きたい女性が
就業調整を意識しなくて済む仕組み等を構築する
観点から、税制9や社会保障制度等について、総
合的な取組を進めている。

・� 令和４（2022）年10月に、短時間労働者への
被用者保険の適用拡大に係る企業規模要件を501
人以上から101人以上に引き下げた。また、令和
４（2022）年10月及び令和６（2024）年10月

の短時間労働者への被用者保険の適用拡大に向け
て、準備・周知・広報を行った。（再掲）【厚生労
働省】

・� 配偶者の収入要件があるいわゆる配偶者手当に
ついては、配偶者の働き方に中立的な制度となる
よう、労使に対しその在り方の検討を促すため、
令和５（2023）年１月には周知用リーフレット
や実務資料を更新し、厚生労働省ホームページへ
の掲載や関係団体への周知を行ったところであ
り、引き続き環境整備を図っている。【厚生労働省】

イ 家族に関する法制の整備等
①� 現在、身分証明書として使われるパスポート、

第４節
男女共同参画の視点に立っ
た気候変動問題等の環境問
題の取組の推進

第９分野 男女共同参画の視点に立った
各種制度等の整備

第１節 男女共同参画の視点に立っ
た各種制度等の見直し

9� �配偶者の所得の大きさに応じて、控除額を段階的に減少させる配偶者特別控除の導入によって、配偶者の給与収入が103万円を超え
ても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「103万円の壁」は解消している。
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マイナンバーカード、免許証、住民票、印鑑登録
証明書なども旧姓併記が認められており、旧姓の
通称使用の運用は拡充されつつあるが、国・地方
一体となった行政のデジタル化・各府省間のシス
テムの統一的な運用などにより、婚姻により改姓
した人が不便さや不利益を感じることのないよ
う、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知を
行った。【関係府省】

②� 各種国家資格等における旧姓使用の現状等に関
する調査を実施し、314の国家資格等（総務省平
成23（2011）年「資格制度概況調査結果」に基
づき整理）のうち、308の国家資格等（令和４
（2022）年５月31日現在）で旧姓使用ができる
ことをホームページ上に公表した。【内閣府】

③� 内閣府及び金融庁は共同して、預金取扱金融機
関における旧姓による預金口座開設等への対応を
推進する観点から、その対応状況や課題等を把握
する目的でアンケート調査を実施の上、調査結果
を取りまとめて、ホームページ上に公表した。【内
閣府、金融庁】

④� 法務省では、ホームページにおいて、令和３
（2021）年12月に実施した「家族の法制に関す
る世論調査」の結果のうち国民の関心が特に高い
と思われるものについて、全体の回答割合のほか、
性別・年代別ごとの回答傾向等を分かりやすく示
した資料を掲載するなど、夫婦の氏の在り方につ
いて、国民や国会議員による議論が活発にされる
ように積極的に情報提供を行った。【法務省、関
係府省】

⑤� 夫婦の氏に関する理解を深めるため、ホーム
ページにおいて、婚姻した夫婦が夫の姓・妻の姓
のどちらを選択したか等の夫婦の氏に関するデー
タを掲載し、情報提供を行った。【内閣府】

⑥� 女性の再婚禁止に係る制度の在り方等について
は、令和４（2022）年２月、法制審議会から、
女性に係る再婚禁止期間の廃止等を内容とする民
法改正の要綱が答申され、これを踏まえて立案し
た法案を第210回国会（令和４（2022）年）に
提出し、同年12月に民法等の一部を改正する法律
（令和４年法律第102号）として成立し、これに
より、女性の再婚禁止期間は廃止された。【法務省】

ウ 男女の多様な選択を可能とする育
児・介護の支援基盤の整備

①� 子ども・子育て支援新制度の実施による幼児期
の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援の
充実、幼児教育・保育の無償化、「新子育て安心
プラン」を踏まえた保育の受け皿整備、「新・放
課後子ども総合プラン」に基づく放課後児童クラ
ブの受入児童数の拡大などにより、地域のニーズ
に応じた子育て支援の一層の充実を図っている。
【内閣府（こども家庭庁）、文部科学省、厚生労
働省】

・� 幼稚園・保育所・認定こども園を通じた共通の
給付や小規模保育への給付、地域の事情に応じた
認定こども園の普及、地域子育て支援拠点や放課
後児童クラブ等地域のニーズに応じた多様な子育
て支援策を着実に実施している。

・� 待機児童の解消に向け、保育所等の整備を推進
するとともに、それに伴い必要となる保育人材の
確保、子育て支援員の活用等を推進している。

・� 保育士等・幼稚園教諭を対象に、賃上げ効果が
継続される取組を行うことを前提として、収入を
３％程度（月額9,000円）引き上げるための措置
を、令和４（2022）年10月以降においても引き
続き実施している。

・� 多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、
休日保育、夜間保育、病児保育、複数企業間での
共同設置を含む事業所内保育等の多様な保育サー
ビスを提供している。

・� 就業の有無にかかわらず、一時預かり、幼稚園
等における預かり保育等により、地域における子
育て支援の拠点やネットワークの構築を図ってい
る。

・� 幼児教育・保育の無償化の着実な実施や保育サー
ビス利用にかかる支援等により、保護者の経済的
負担の軽減等を図っている。

・� 国や地方公共団体が行うベビーシッター等に関
する利用料等の助成について、令和３（2021）
年度税制改正において「子育て支援に要する費用
に係る税制上の措置」を創設し、非課税所得とし
ている。

・� 放課後等デイサービス等の通所支援や保育所等
における障害のある子供の受入れを実施するとと
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もに、マザーズハローワーク等を通じ、きめ細か
な就職支援等を行うことにより、そうした子供を
育てる保護者の社会的支援を行った。

②� 子供の事故防止に関連する関係府省の連携を図
り、保護者や教育・保育施設等の関係者の事故防
止の意識を高めるための啓発活動や、安全に配慮
された製品の普及等に関する取組として、令和４
（2022）年度は、平成29（2017）年度から定
めている「子どもの事故防止週間」を７月25～
31日とし、関係府省庁が連携して集中的な広報
活動を行う取組等を実施した。【消費者庁（こど
も家庭庁）】

③� 子供の安全な通行を確保するため、子供が日常
的に集団で移動する経路等の交通安全環境の整備
や、地域ぐるみで子供を見守るための対策等を推
進した。
�「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運
転の根絶に係る緊急対策」（令和３年８月交通安
全対策に関する関係閣僚会議決定）に基づき、令
和３（2021）年に実施した通学路における合同
点検の結果を踏まえ、学校・教育委員会、道路管
理者、警察等が連携して、地域の実情に対応した
効果的な対策を速やかに実施している。また、放
課後児童クラブについても、令和３（2021）年
に実施した来所・帰宅経路における安全点検及び
令和４（2022）年に令和３（2021）年の安全点
検を踏まえ実施したフォローアップ調査の結果を
踏まえ、市区町村に対し、主たる来所・帰宅経路
の設定を行うなど、来所・帰宅経路の安全の確保
に向けた取組の実施を促した。加えて、未就学児
を中心に子供が日常的に集団で移動する経路につ
いても、令和元（2019）年に実施した緊急安全
点検の結果を踏まえ、必要な対策を順次行った。
【警察庁、文部科学省、厚生労働省（こども家庭
庁）、国土交通省】

④� 安心して育児・介護ができる環境を確保する観
点から、住宅及び医療・福祉・商業施設等が近接
するコンパクトシティの形成や、住宅団地におけ
る子育て施設や高齢者・障害者施設の整備、各種
施設や公共交通機関等のバリアフリー化、全国の
「道の駅」における子育て応援施設の整備等を推
進している。【国土交通省】

⑤� 医療・介護保険制度については、多様な人材に

よるチームケアの実践等による効率化・重点化に
取り組みながら質の高いサービスの充実を図って
いる。その際、医療・介護分野における多様な人
材の育成・確保や、雇用管理の改善を図っている。
特に介護分野における人材確保のため、介護の仕
事の理解促進・魅力発信のためのイベントの開催、
多様な働き方や柔軟な勤務形態を介護事業所にモ
デル的に導入することを通じて、効率的・効果的
な事業運営の方法についての実践的な研究を行う
モデル事業の実施、介護に関する入門的研修の実
施と併せて受講者の介護事業所へのマッチングま
でを一体的に行う事業を実施するなど、総合的に
介護人材確保の取組を推進している。また、介護
現場の生産性向上に関する取組を全国に普及する
ため、生産性向上に資するガイドラインの取組内
容に関するセミナーを、介護現場の経営者層・介
護従事者層それぞれの職種の役割に応じて、令和
４（2022）年度に16回開催した。【厚生労働省】

⑥� 医療・介護の連携の推進や、認知症施策の充実
等により、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム）の構築に向けた取組
を着実に進め、家族の介護負担の軽減を図ってい
る。【厚生労働省】

⑦� 男女とも子育て・介護をしながら働き続けるこ
とができる環境の整備に向けて、育児・介護休業
法の履行確保を図っている。
� また、次世代育成支援対策推進法の周知を行う
とともに、仕事と子育ての両立を推進する企業を
対象とした認定及び特例認定の取得を促進してい
る。【厚生労働省】

①� 学校や社会において、法令等により保障される
人権に関し、正しい知識の普及を図るとともに、
国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を
深めるため、様々な教育・啓発活動や、人権教育
の在り方等についての調査研究を行った。【内閣
府、法務省、文部科学省、関係府省】

②� 男女共同参画に関連の深い法令・条約等につい
て、分かりやすい広報の工夫等により、その内容

第２節
男女の人権尊重の理念と法
律・制度の理解促進及び救
済・相談の充実
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の周知に努めた。また、権利が侵害された場合の
利用に供するため、男女共同参画関係機関、情報・
相談窓口一覧等を取りまとめ、令和５（2023）
年３月に公表した。【内閣府、法務省、外務省、
関係府省】

③� 政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵
害された場合における被害者の救済について、行
政相談制度や法務省の人権擁護機関等を積極的に
活用している。その際、相談に当たる職員、行政
相談委員、人権擁護委員、民生委員・児童委員の
研修の充実を図るとともに、男女共同参画に関す
る苦情処理及び被害者救済体制等（令和４（2022）
年４月１日現在）についての実態把握を行った。
� また、法務省の人権擁護機関においては、男女
共同参画社会の実現のために、啓発活動に積極的
に取り組むとともに、全国の人権相談所や、「女
性の人権ホットライン」において、人権相談、人
権侵犯事件の調査救済活動に、関係機関と連携し
つつ積極的に取り組んでいる。【内閣府、総務省、
法務省、厚生労働省】

④� 法務省の人権擁護機関は、全国の法務局に日本
語を自由に話すことが困難な外国人等からの人権
相談について、「外国人のための人権相談所」を
設け、約80の言語に対応するなどしている。

� また、「外国語人権相談ダイヤル」及び法務省
ホームページ上に「外国語インターネット人権相
談受付窓口」を設けており、電話・インターネッ
トでも10言語による人権相談を受け付けている。
（再掲）【法務省】

⑤� 男女共同参画に関連の深い法令・条約等につい
て、政府職員、警察職員、消防職員、教員、地方
公務員等に対して、研修等の取組を通じて理解の
促進を図っている。また、法曹関係者についても、
同様の取組が進むよう、情報の提供や講師の紹介
等可能な限りの協力を行っている。【全府省】

⑥� 公益社団法人全国行政相談委員連合協議会が、
男女共同参画推進連携会議の構成員となったこと
も踏まえ、男女共同参画に関する全国会議や研修
への参加を呼び掛ける等、行政相談委員の男女共
同参画に関する政府の施策についての苦情処理能
力の向上等に向けた支援を行った。【総務省】

⑦� 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
の充実を図っている。令和４（2022）年に「女
性の人権ホットライン」で相談に応じた件数は約
１万3,000件である。（再掲）【法務省】

ア 校長を始めとする教職員への研修
の充実

①� 校長を始めとする教職員や教育委員会が、男女
共同参画を推進する模範となり、児童・生徒の教
育・学習や学級経営等において男女平等の観点が
充実するよう、各教育委員会や大学等が実施する
男女共同参画に関する研修について、研修内容及

びオンラインを含めた実施方法の充実を促してい
る。【文部科学省】

②� ＮＷＥＣにおいて、初等中等教育機関の教職員、
教育委員会など教職員養成・育成に関わる職員を
対象に、学校現場や家庭が直面する現代的課題に
ついて、男女共同参画の視点から捉え理解を深め
る研修（オンラインの活用を含む。）を実施して
いる。【文部科学省】

イ 男女平等を推進する教育・学習の
充実

①� 男女共同参画推進連携会議において作成した副

第10分野 教育・メディア等を通じた男女
双方の意識改革、理解の促進

第１節
男女共同参画を推進し多様
な選択を可能にする教育・
学習の充実
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教材「みんなで目指す！ＳＤＧｓ×ジェンダー平
等」について、各学校や都道府県・男女共同参画
センター等での活用を促している。また、初等中
等教育において、男女共同参画の重要性に関する
指導について、学習指導要領の趣旨の徹底を図っ
た。【内閣府、文部科学省】

②� 小・中学生を対象に、男女の尊重や自分を大事
にすることの理解、固定的な性別役割分担意識解
消の理解を深める教育プログラムを活用して、性
差に関する偏見や固定的な性別役割分担意識の解
消を図るプログラムの実証を行った。【文部科学省】

③� 図書館や公民館等の社会教育施設において、学
校や男女共同参画センター、民間団体等と連携し、
情報・資料の提供等を通じて学習機会の充実を
図った。【文部科学省】

④� ＮＷＥＣにおいて、関係省庁、地方公共団体、
男女共同参画センターや大学、企業等と連携を図
りつつ、男女共同参画を推進する組織のリーダー
や担当者を対象にした研修や教育・学習支援、男
女共同参画に関する専門的・実践的な調査研究や
情報・資料の収集・提供等を行い、男女共同参画
社会の形成の促進を図っている。【文部科学省】

⑤� 先進的な教育支援活動を行っている企業・団体
を表彰する「キャリア教育アワード」や、教育関
係者と地域・社会や産業界等の関係者の連携・協
働によるキャリア教育に関するベストプラクティ
スを表彰する「キャリア教育推進連携表彰」を実
施した。
� また、社会全体でキャリア教育を推進していこ
うとする気運を高め、キャリア教育の意義の普及・
啓発と推進に資することを目的とした「キャリア
教育推進連携シンポジウム」を開催した。【文部
科学省、経済産業省、厚生労働省】

ウ 大学、研究機関、独立行政法人等
による男女共同参画に資する研究
の推進

①� NWECにおいて、教育・学習支援、男女共同
参画に関する専門的・実践的な調査研究や情報・
資料の収集・提供を行っている。【文部科学省】

②� 日本学術会議において、ジェンダー研究を含む
男女共同参画社会の形成に資する学術研究及び教
育制度について、多角的な調査、審議を推進した。

【内閣府】

エ 多様な選択を可能にする教育・能
力開発・学習機会の充実

①� 初等中等教育段階において、総合的なキャリア
教育を推進する際に、男女共同参画の意義、ワー
ク・ライフ・バランスなどの知識や技術の習得が
図られるよう、教育委員会を通じて各学校の取組
を促している。【文部科学省】

②� 保護者や進路指導の担当教員等に対し、女性が
高等教育を受けることや理工系分野等女性の参画
が進んでいない分野における仕事内容や働き方へ
の理解を促進した。【文部科学省】

③� 大学や高等専門学校等における女子生徒を対象
としたシンポジウム、出前講座、キャリア相談会
の開催を促進した。【文部科学省】

④� 多様な年代の女性の社会参画を支援するため、
関係機関との連携の下、キャリアアップやキャリ
アチェンジ等に向けた意識の醸成や相談体制の充
実を含め、学習プログラムの開発等、女性のチャ
レンジを総合的に支援するモデルを３団体で構築
するなどの取組を行った。【文部科学省】

⑤� 大学入学者選抜において性別を理由とした不公
正な取扱いが行われることのないよう、「令和５
年度大学入学者選抜実施要項」（令和４年６月高
等教育局長通知）により各大学に対し周知徹底を
図るとともに、特に医学部医学科入学者選抜に係
る入試情報については、文部科学省のホームペー
ジにおいて各大学の男女別の合格率を公表してい
る。【文部科学省】

①� 各教育機関や教育関係団体における意思決定層
への女性の登用について、具体的な目標設定を行
うよう要請している。その際、学校に関しては校
長と教頭のそれぞれについて目標設定を行うよう
促している。【内閣府、文部科学省】

②� 管理職選考試験の受験要件の必要な見直しにつ
いて、各教育委員会に対して依頼を行っている。
【文部科学省】

第２節
学校教育の分野における政
策・方針決定過程への女性
の参画拡大
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③� 女性管理職の割合が高い地方公共団体における
取組の好事例の横展開を図っている。【文部科学省】

④� 教職員の男女が共に仕事と育児・介護等の両立
を図ることができるよう、勤務時間管理の徹底や
業務の明確化・適正化等の働き方改革、男性の育
児休業取得促進やマタニティ・ハラスメント防止
等の両立支援に取り組むよう教育委員会等に対し
て促した。【文部科学省】

⑤� 学校運営に地域の声を反映するために設置する
ことが努力義務となっている学校運営協議会10の
委員の構成について、女性の登用を推進するよう
教育委員会に促した。【文部科学省】

⑥� 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの
防止のための取組が進められるよう必要な情報提
供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知
徹底を行った。また、各国公私立大学等に対して
通知を発出し、各種ハラスメントの防止のための
相談・調査体制への第三者的視点の導入や、被害
者の速やかな教育研究上の配慮の実施など、真に
被害者の救済となるような対応の徹底を促した。
また、雇用関係にある者の間だけでなく、学生等
関係者も含めた防止対策の徹底を促進した。（再
掲）【文部科学省】

⑦� 独立行政法人教職員支援機構が実施する校長・
教頭への昇任を希望する教員が参加する各種研修
について、「第５次男女共同参画基本計画」（令和
２年12月25日閣議決定）を踏まえ、研修におけ
る女性教職員の参加割合の目標を25％に設定す
るなど、女性教職員の積極的な参加を促進したと
ころであり、本目標を達成している。【文部科学省】

⑧� NWECにおいて実施してきた女性教員の管理
職登用の促進に向けた調査研究の成果を踏まえ、
学校教育における意思決定過程への女性の参画等
に関する調査研究を更に進めるとともに、その成
果を活用した研修等を実施している。【文部科学省】

①� 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）について、気付きの機会を提供し解消

の一助とするため、令和４（2022）年度におい
ても調査研究を行い、公表した。また、これまで
の調査研究やチェックシート・事例集に基づき、
普及啓発用動画の制作やワークショップを開催し
た。（再掲）【内閣府】

②� 誰もが簡単に利用できる、様々な「職業」や「社
会生活場面」を想定した性別による固定的役割分
担に捉われないフリーイラスト素材を追加作成
し、ホームページで提供を行った。（再掲）【内閣
府】

③� 政府広報を活用し、幅広く丁寧に、男女共同参
画に関する国民的関心を高めていくため、
SmartNewsでのバナー広告や、TVer、ABEMA
での動画広告による情報発信を行った。【内閣府、
総務省】

④�「男女共同参画週間」における地方公共団体の
具体的な取組の掲載や「男女共同参画社会づくり
に向けての全国会議」において、地方公共団体や
関係機関・団体と連携し、男女共同参画に関する
意識の浸透を図っている。（再掲）【内閣府】

⑤� 家事・育児等の手間やストレスの軽減に資する
様々な活動や商品・サービスの活用に関する広報
活動として、特定非営利活動法人キッズデザイン
協議会が実施しているキッズデザイン賞におい
て、男女共同参画担当大臣賞及び少子化対策担当
大臣賞を選定・表彰している。【内閣府（こども
家庭庁）】

⑥� 全国50か所の行政相談センターの相談窓口に、
内閣府男女共同参画局が作成した「女性に対する
暴力をなくす運動」のポスターを掲示し、広報に
努めた。【総務省】

①� 男女共同参画を阻害する固定観念の撤廃を目指
すために国連女性機関（ＵＮ�Ｗｏｍｅｎ）が進
め る 国 際 的 な 共 同 イ ニ シ ア テ ィ ブ
「Unstereotype� Alliance」と連携するため、
Unstereotype�Alliance日本支部の活動にサポー
ター参加をした。また、同イニシアティブに参画

第３節 国民的広がりを持って地域
に浸透する広報活動の展開

第４節 メディア分野等と連携した
積極的な情報発信

10� 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の５に基づく。
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する民間団体との各種会合において意見交換と活
動サポートを行うなど、連携を図った。【内閣府】

②� メディア分野等で働く女性がその業界における
女性活躍や男女共同参画の取組等について情報交
換するため、メディア分野における意見交換会の
場を設け、その成果を地方も含めた業界団体等に
周知することにより、各業界における自主的な取
組を促進した。【内閣府】

①� メディア分野等における意見交換会を実施し、
その中でメディア分野等における意思決定過程へ
の女性の参画拡大に関する取組の好事例を共有・
周知するとともに、性別による無意識の思い込み
（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究
の調査結果の紹介を行い、メディア分野において
も性別による無意識の思い込みによる性別役割分
担の解消に向けた取組を行うことの重要性につい

て意見交換を実施することで、女性登用や意思決
定過程への女性の参画拡大の促進となるよう啓発
を行った。【内閣府】

②� 改正女性活躍推進法の全面施行により一般事業
主行動計画策定等が義務となった事業主に対し、
女性活躍に関する取組促進のため、相談会・説明
会の実施やコンサルティング等の支援を行ってい
る。また、女性の登用については、経営者層の自
主的な取組が重要であることから、具体的な目標
を設定して取り組むよう、業界団体を通じて要請
している。【内閣府、厚生労働省】

③� メディア・行政間でのセクシュアルハラスメン
ト事案の発生を受け、

・� 政府における取材環境についての意思疎通を
図っている。

・� メディア分野の経営者団体等に対して、セクシュ
アルハラスメント防止や取材に関する政府の取組
を周知するとともに、取材現場における女性活躍、
メディア分野における政策・方針決定過程への女
性の参画拡大などについての要請を行っている。
【内閣府、全府省】

ア 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
達成に向けた連携及び推進

①� 内閣総理大臣を本部長、官房長官、外務大臣を
副本部長とし、全閣僚を構成員とする持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部（平成28（2016）
年５月設置）において決定されたＳＤＧｓ実施指
針改定版を踏まえ、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を
広範なステークホルダーと連携して推進・実施し
た。【外務省、関係府省】

②� 全248のＳＤＧグローバル指標のうち、令和４

（2022）年度末時点で32指標について、男女別
データを公表している。また、海外及び国内の研
究機関等による評価、グローバル指標の検討・見
直し状況、ローカル指標の検討状況等に留意し、
進捗評価体制の充実と透明性の向上を図った。【内
閣府、総務省、外務省、関係府省】

イ 女子差別撤廃条約の積極的遵守等
①� 女子差別撤廃条約に基づく女子差別撤廃委員会
（CEDAW）からのこれまでの最終見解等に関し、
男女共同参画会議は、各府省における対応方針の
報告を求め、必要な取組等を政府に対して要請し
た。令和４（2022）年12月に開催された国際女
性会議WAW！2022（会議詳細は後述）におい
ても、現職のCEDAW委員である秋月弘子氏が

第５節
メディア分野等における政策・方針
決定過程への女性の参画拡大及びセ
クシュアルハラスメント対策の強化

第11分野 男女共同参画に関する
国際的な協調及び貢献

第１節
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
や女子差別撤廃委員会など国
連機関等との協調
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モデレーターとして登壇し、女性の尊厳を守る社
会に向けた議論が行われた。【内閣府、外務省、
関係府省】

②� 女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸
課題の整理を含め、早期締結について真剣に検討
を進めた。【外務省、関係府省】

③� 国際労働機関（ＩＬＯ）の活動に関する事項に
ついて政労使の代表者間で協議を行うＩＬＯ懇談
会においては、未批准のＩＬＯ条約について、男
女共同参画に関連の深い条約も含めて、定期的に
議論を行っている。令和４（2022）年４月のＩ
ＬＯ懇談会では、1952年の母性保護条約（改正）
に関する改正条約（ＩＬＯ第183号条約）につい
て意見交換を行った。【内閣府、外務省、厚生労
働省、関係府省】

ウ 北京宣言・行動綱領に沿った取組
の推進

①� 国連女性の地位委員会や国連アジア太平洋経済
社会委員会（ＥＳＣＡＰ）等に積極的に参加し、
参加各国との連携を図るとともに、我が国の男女
共同参画・女性活躍に係る取組等の情報発信、共
有により国際的な政策決定、取組方針への貢献に
努めた。
� 令和５（2023）年３月６日から17日まで国連
本部（ニューヨーク）において、第67回国連女
性の地位委員会が開催された。我が国からは、小
倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）が、
一般討論において「ジェンダー平等の達成と全て
の女性と女児のエンパワーメントのためのデジタ
ル時代のイノベーション、技術変化、教育」のテー
マに関する我が国の取組についてビデオメッセー
ジ形式でステートメントを述べた。また、関係省
庁、ＮＧＯ関係者を含む民間からの代表を含めた
日本代表団を結成し、４年ぶりに同代表団が国連
本部（ニューヨーク）での会合に参加した。【内
閣府、外務省、関係府省】

エ ＵＮ Ｗｏｍｅｎ（国連女性機関）
等との連携・協力推進

①� ＵＮ�Ｗｏｍｅｎを始めとする国際機関等の取
組に積極的に貢献していくとともに、連携の強化
等を図ってきた。令和４（2022）年度、日本は

ＵＮ�Ｗｏｍｅｎの活動を支援するための任意拠
出として450万ドルを拠出したほか、アフリカ、
中東、アジア地域19か国にて女性の新型コロナ
ウイルス感染予防、生計支援を中心とする支援を
行った。また、令和４（2022）年９月、岸田総
理は、ＵＮ�Ｗｏｍｅｎがジェンダー課題に対す
る取組への男性の参画促進を目的として推進する
「HeForSheキャンペーン」のチャンピオンに就
任し、国連総会ハイレベルウィークに際して開催
された「HeForSheサミット」に参加した。【内
閣府、外務省、関係府省】

①� Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣ、ＯＥＣＤやその他の女
性に関連する国際会議や多国間協議における首脳
級・閣僚級のジェンダー平等に係る各種の国際合
意や議論を、国内施策に適切に反映して実施する
とともに、その進捗を把握し、施策の改善にいか
すべく方策を検討した。合意に至る議論の過程に
おいては、我が国の経験や取組等に基づく情報発
信、共有により、政策決定、取組方針に貢献した。

（Ｇ７）
・� 令和４（2022）年６月にドイツで開催された
Ｇ７エルマウ・サミットの首脳宣言では、全ての
政策分野に一貫してジェンダー平等を主流化させ
ることが言及された。また、Ｇ７のコミットメン
トを継続的にモニタリングするため、「ジェン
ダー・ギャップに関するＧ７ダッシュボード」が
承認された。開発に関しては二国間ODAに占め
るジェンダー関連取組の割合増加に向けた努力が
コミットされ、また無償によるケア労働について
の認識・削減・再分配と保育奨励基金への7,900
万ドルの支援について述べられた。
� さらに、同年10月には３年ぶりとなる男女共
同参画担当大臣会合が同国のベルリンで開催さ
れ、日本から小倉將信内閣府特命担当大臣（男女
共同参画）が対面で出席して、日本における男女
共同参画社会の形成のための推進体制のほか、女
性起業家支援の取組について共有した上で、国際

第２節
Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣ、
ＯＥＣＤにおける各種合意
等への対応
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社会との連携を強調した。
� また、令和４（2022）年12月15日に行われた
男女共同参画会議で、岸田総理から関係閣僚に対
して、我が国が議長国を務める令和５（2023）
年のG７のサミット及び各閣僚会合においてジェ
ンダーの視点を取り入れた議論を進めるよう、指
示があった。

（Ｇ20）
・� ８月にはＧ20インドネシア議長国下で、Ｇ20
では２回目となる女性活躍担当大臣会合が同国の
バリで開催され、小倉將信内閣府特命担当大臣（男
女共同参画）がオンラインで「デジタル分野にお
けるジェンダー・ギャップ」のセッションに参加
し、「女性の経済的自立」実現に向けたデジタル
分野におけるジェンダー・ギャップ解消の重要性
とその具体的施策について発信した。さらに11
月のＧ20バリ・サミットで発出されたバリ首脳
宣言では、女性及び女児が新型コロナウイルスの
パンデミックやその他の危機によって、不均衡に
影響を受け続ける中、包摂的な回復及び持続可能
な開発のための取組の中核に、ジェンダー平等と
女性の活躍を位置付けるというコミットメントを
再確認した。

（ＡＰＥＣ）
・� ＡＰＥＣの枠組みにおいては、令和４（2022）
年９月に女性と経済フォーラムが開催され、「女
性の経済的自立の確保」をテーマに、ＡＰＥＣ域
内での取組が共有された。成果として議長のタイ
から、女性の経済的自立を促進するための施策が
取りまとめられた「ＡＰＥＣ� 女性と経済フォー
ラム� 2022声明」が発出された。我が国からは、
小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）が
対面で参加し、我が国の女性デジタル人材育成の
取組や、ＳＴＥＭ教育、家事育児時間の男女格差、
産後パパ育休について発信を行った。

（ＯＥＣＤ）
・� ＯＥＣＤにおいては、令和４（2022）年６月
にＯＥＣＤ閣僚理事会が開催され、「我々が望む
未来」をテーマに議論が行われた。会合では、成
果文書として閣僚声明が採択され、ジェンダー平

等が１つのパラグラフとして取り上げられたほ
か、あらゆる分野においてジェンダーの視点が重
要であるとして、ジェンダー平等や女性について
様々な分野で明記された。また、12月には第４
回ジェンダー主流化作業部会が対面で開催され
た。各国の優先課題と取組が共有されたほか、ジェ
ンダーに基づく暴力やジェンダー平等を主流化さ
せる方法について議論が行われた。

（その他）
・� 令和４（2022）年度においては、平成31（2019）
年３月以降、約３年ぶりに第６回目となる
WAW！2022が初のハイブリッド形式で開催さ
れた。WAW！2022では、「新しい資本主義に
向 け た ジ ェ ン ダ ー 主 流 化（WAW！� for�
Mainstreaming�Gender� into�a�New�Form�of�
Capitalism）」をメインテーマに、ジェンダー平
等が実現され、平和で繁栄した社会作りに向け、
幅広い意見交換が行われた。また、地方と若者に
も焦点を当て、国内22か所のサテライト会場と
東京の会場を繋いだほか、若者のセッションを設
け、活発な議論を行った。【内閣府、外務省、経
済産業省、関係府省】

②� その他、国際会議や多国間協議において合意文
書にジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメ
ントに関する事項を盛り込むよう取り組んだ。【外
務省、関係府省】

ア 開発協力大綱に基づく開発協力の
推進

①�「開発協力大綱」（平成27年２月10日閣議決定）
及び「女性の活躍推進のための開発戦略」（平成
28年５月20日策定）に基づき、ジェンダー主流
化及び女性の権利を含む基本的人権の尊重を重要
なものとして考え、開発協力を適切に実施した。
【外務省、関係府省】

第３節
ジェンダー平等と女性・女児
のエンパワーメントに関する国
際的なリーダーシップの発揮
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イ 女性の平和等への貢献や紛争下の
性的暴力への対応

①� 国連安保理決議第1325号等実施のための、女
性・平和・安全保障に関する第２次行動計画11を
実施しつつ、有識者及びＮＧＯ・市民社会とも連
携して第３次行動計画の策定作業を行った。また、
同行動計画を効果的に実施し、平和構築及び人道・
復興・開発支援等のプロセスへの女性の参画及び
ジェンダー主流化を一層促進した。【外務省、関
係府省】

②� 第76回国連総会において、我が国は主提案国
のシエラレオネとともに、第76回国連総会決議
「性的暴力の被害者・サバイバーの司法アクセス、
補 償 及 び 支 援 に 関 す る 国 際 協 力 決 議
（International� Cooperation� for� Access� to�
Justice,� Remedies� and� Assistance� for�
Survivors�of�Sexual�Violence）」の共同提案国
かつ共同調整役を務めて採択に尽力し、令和４
（2022）年９月２日にコンセンサス採択された。
同決議は「性的暴力」に特化した初めての決議と
して画期的である（注：これまで、女性に対する
暴力撲滅の決議はあったが、その中の一部として
性的暴力が含められてきた）。また、性的暴力の
被害者・サバイバーを主としつつも、本文にはジェ
ンダーに基づく暴力も含めたものとなった。【外
務省、関係府省】

③� 紛争下の性的暴力防止について、関係国際機関
との連携の強化を通じて、加害者の訴追増加によ
る犯罪予防や被害者保護・支援等に一層取り組む
とともに、紛争関連の性的暴力生存者のためのグ

ローバル基金（ＧＳＦ）へ200万ユーロの追加拠
出を行い、理事会メンバーとして同基金の運営・
活動へ積極的に貢献した。また、令和４（2022）
年９月に、国連ハイレベルウィーク中にニュー
ヨークで開催された同基金のサイドイベントに林
外務大臣がビデオメッセージで参加し、同基金へ
の日本の追加拠出を表明し、我が国が紛争下での
性的暴力をなくすため、今後も関係者と連携しつ
つ、様々な支援を続けていく旨を表明した。【外
務省、関係府省】

ウ 国際的な分野における政策・方針
決定過程への女性の参画拡大

①� 国際会議の委員や日本政府代表等に、幅広い年
齢層、分野の女性がより多く参画することにより、
国際的な分野における政策・方針決定過程への参
画を一層促進し、国際的な貢献に積極的に努めた。
特に、海外留学の促進や平和構築・開発分野にお
ける研修等の充実により、将来的に国際機関等で
働く意欲と能力のある人材の育成や、国際機関へ
の就職支援を強化した。例えば、令和４（2022）
年度も「平和構築・開発におけるグローバル人材
育成事業」として、平和構築・開発の分野で文民
専門家として活躍できる人材の育成に取り組むと
ともに、国際機関等でのキャリア構築に向けた支
援を実施した。【外務省、文部科学省、関係府省】

②� 在外公館における主要なポスト（公使、参事官
以上）の女性割合について、7.5％（令和３（2021）
年）から8.0％（令和４（2022）年）に増加した。
【外務省】

Ⅳ 推進体制の整備・強化

①� 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同

参画会議（男女共同参画社会基本法（平成11年
法律第78号）により設置。内閣官房長官を議長
とし、関係する国務大臣及び学識経験者によって
構成。）が、適時適切に重要な政策に関する提言

第１節 国内の推進体制の充実・強
化

11� �女性と平和・安全保障の問題を明確に関連付けた初の安保理決議である「女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号」
（2000年10月国連安全保障理事会にて採択）を踏まえ、平成27（2015）年以降、「女性・平和・安全保障に関する行動計画」を策定・
実施。現在の第２次行動計画（2019～22年）では、①参画、②予防、③保護、④人道・復興支援、⑤モニタリング・評価の５つの
項目について、年次評価報告書を隔年で策定。

男
女
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同
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画
に
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国
際
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協
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を行うとともに、国内の推進体制の中で重要な役
割を果たすために男女共同参画会議の下に置かれ
た２つの専門調査会（計画実行・監視専門調査会
及び女性に対する暴力に関する専門調査会）を活
用し、調査審議を行った。【内閣府、関係府省】

②� 男女共同参画推進本部（閣議決定により設置。
内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構
成。）、すべての女性が輝く社会づくり本部（閣議
決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大
臣によって構成。）については、令和３（2021）
年度に引き続き連携を強化し、両本部の合同会議
において「女性活躍・男女共同参画の重点方針
2022（女性版骨太の方針2022）」を決定した。【内
閣官房、内閣府、全府省】

③� 内閣府は、有識者及び地方６団体・経済界・労
働界・教育界・メディア・女性団体等の代表から
成る男女共同参画推進連携会議を開催している。
同会議が開催した全体会議（令和４（2022）年
11月14日）、聞く会（令和５（2023）年２月28日）
において、男女共同参画施策に関する周知及び意
見交換を行った。また、業界における女性の活躍
促進、若年層に対する性暴力の防止・啓発や女性
の経済的自立に関する活動を行っている。【内閣府】

④� 国内の推進体制の運営に当たっては、多様な主
体（地方公共団体、NWEC、男女共同参画セン
ター、ＮＰＯ、ＮＧＯ、地縁団体、大学、企業、
経済団体、労働組合等）との連携を図り、男女共
同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年
層など国民の幅広い意見を反映している。【内閣府】

⑤� 国際機関、諸外国との連携・協力の強化に努め
ている。特に、令和４（2022）年度にＯＥＣＤ
に対してジェンダー平等に係るデータ収集のため
の拠出を行った。【内閣府、外務省、関係府省】

①�� 内閣府では、「第５次男女共同参画基本計画」
の進捗状況を毎年度の予算編成等を通じて検証す
るため、各府省庁の男女共同参画関係予算を男女
共同参画社会の形成を目的とする施策又は効果を
及ぼす施策ごとに取りまとめ、公表した。

� また、男女共同参画会議の下に置かれた２つの
専門調査会（計画実行・監視専門調査会及び女性
に対する暴力に関する専門調査会）において、令
和４（2022）年４月から６月にかけて、「女性活
躍・男女共同参画の重点方針2022（女性版骨太
の方針2022）」に関する調査審議を行った。さら
に、同年10月以降、「第５次男女共同参画基本計
画」の実行状況の監視や、男女間の賃金格差の是
正や女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等
の検討など「女性活躍・男女共同参画の重点方針
2023（女性版骨太の方針2023）」の策定に向け
て集中的に議論すべき課題、女性に対する暴力の
防止や被害者支援などについて、調査審議を行っ
た。同年12月15日、男女共同参画会議において、
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023（女
性版骨太の方針2023）」の策定及び配偶者暴力防
止法の改正に向けて、調査審議を行った。【内閣府、
関係府省】

②� 男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実
行・監視専門調査会の意見を踏まえ、令和４
（2022）年６月３日、すべての女性が輝く社会
づくり本部（第12回）・男女共同参画推進本部（第
22回）合同会議において、「女性活躍・男女共同
参画の重点方針2022（女性版骨太の方針2022）」
を決定し、各府省の概算要求に反映させた。【内
閣官房、内閣府、全府省】

③� 内閣府では、男女共同参画会議の下に置かれた
計画実行・監視専門調査会の下に、令和４（2022）
年５月から「ジェンダー統計の観点からの性別欄
検討ワーキング・グループ」を開催し（全７回）、
男女の置かれている状況を客観的に把握するため
の統計（ジェンダー統計）における多様な性への
配慮について、現状を把握し、課題を検討した。
議論の内容を踏まえ、同年９月に「ジェンダー統
計の観点からの性別欄の基本的な考え方につい
て」として取りまとめ、ホームページ上で公表す
るとともに、各府省庁に周知した。
� ジェンダー統計の充実の観点から、業務統計を
含む各種調査の実施に当たり、可能な限り男女別
データを把握し、年齢別・都道府県別にも把握・
分析できるように努めている。また、男女共同参
画に関する重要な統計情報は、国民に分かりやす
い形で公開するとともに、統計法（平成19年法

第２節
男女共同参画の視点を取り
込んだ政策の企画立案及び
実施等の推進
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律第53号）に基づく二次的利用を推進している。
内閣府では、総務省統計研究研修所において、ジェ
ンダー統計に関する講義を行い、国及び地方公共
団体の統計担当者の育成を図った。【全府省】

④� 指導的地位に占める女性の割合の上昇に向け
て、モニタリングを行っている。【内閣府】

⑤� 新型コロナウイルス感染症の拡大が性別によっ
て雇用や生活等に与えている影響の違いや、政府
の新型コロナウイルス感染症関連施策が男女共同
参画社会の形成に及ぼす影響について、引き続き、
調査・分析を実施している。【内閣府、関係府省】

⑥� 令和４（2022）年４月26日、男女共同参画会
議において、「女性デジタル人材育成プラン」を
決定し、就労に直結するデジタルスキルの習得支
援及びデジタル分野への就労支援を強力に推進し
た。【内閣府、関係府省】

⑦� 男女共同参画社会の形成に関する現状や課題等
を把握するため、「新しいライフスタイル、新し
い働き方を踏まえた男女共同参画推進に関する調
査」を実施した。【内閣府】

⑧� 国民の意識、男女の家事・育児・介護等の時間
の把握や、男女別データの利活用の促進等を含め、
男女共同参画社会の形成に関する調査研究を進め
ている。【内閣府、総務省】

⑨� 男女共同参画社会に関する国民の意識を把握
し、今後の施策の参考とすることを目的に、令和
４（2022）年11月に「男女共同参画社会に関す
る世論調査」を実施し、その結果を令和５（2023）
年３月に公表した。【内閣府】

⑩� 国の各府省や関係機関が実施している男女共同
参画に関わる情報を集約整理した上で、ホーム
ページ・月刊総合情報誌「共同参画」・ＳＮＳ等
を活用し、情報発信・広報活動を積極的に実施し
て、国民、企業、地方公共団体、民間団体等に分
かりやすく提供することで、各主体による情報の
活用を促進している。なお、ＳＮＳの情報発信で
は、FacebookやTwitterの活用に加え、令和４
（2022）年度においては、更なる情報発信の強
化を図るため、内閣府男女共同参画局公式
YouTubeを開設した。これにより、YouTube
上で男女共同参画施策の情報を動画で発信し視聴
することができるようになった。【内閣府】

⑪� 令和４（2022）年12月から小倉將信内閣府特

命担当大臣（男女共同参画）の下、経済・経営の
専門家等で構成する有識者検討会（「女性活躍と
経済成長の好循環実現に向けた検討会」）を開催
している。検討会は、令和５（2023）年３月ま
でに４回開催し、女性役員比率の向上等、経済分
野の女性活躍に向けた実効性ある諸施策の取りま
とめを目指し幅広く検討している。（再掲）【内閣府】

ア 地方公共団体の取組への支援の充実
①� 令和４（2022）年４月１日に複数の市町村が
共同で市町村男女共同参画計画を策定することを
可能とする通知を発出し、地方公共団体の計画策
定における事務負荷の削減を図った。また、策定
状況の「見える化」や地方公共団体への働きかけ
を行い、計画策定を促している。【内閣府】

②� 地方公共団体が、多様な主体による連携体制の
構築の下で地域の実情に応じて行う取組を、地域
女性活躍推進交付金により支援している。また、
各地方公共団体に対して、自主財源の確保を働き
かけている。（再掲）【内閣府】

③� 地方公共団体に対し、先進的な取組事例の共有
や情報提供、働きかけなどを行っている。【内閣府】

イ 男女共同参画センターの機能の強
化・充実

①� 男女共同参画センターが、男女共同参画の視点
から地域の課題解決を行う拠点・場として、関係
機関・団体と協働しつつ、その機能を十分に発揮
できるよう、男女共同参画センター等の管理者等
に対し、情報交換会（センター長会議）を実施し、
関係施策や好事例の共有、地域を超えた交流や連
携の促進を行うとともに、地方公共団体に対して、
男女共同参画主管課長等会議等を通じて、それぞ
れの地域においてこうした機能や強みを十分にい
かすよう、男女共同参画センターの果たす役割を
明確にし、基本法の理念に即した運営と関係機関
との有機的な連携の下、取組を強化・充実するよ
う促した。【内閣府】

②� 男女共同参画センターが広報啓発、講座、相談、
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情報収集・提供、調査研究等、様々な事業を進め
るために、男女共同参画センター等の管理者等と
の情報交換会（センター長会議）を実施し、必要
な国の施策に関する情報提供を行うとともに、参
加者がグループ討議を通じて、各地域の男女共同
参画センター等が抱える課題等について、共通認
識を深め、他地域の取組の情報の積極的な活用を
図った。また、各種会議の実施や専門家の派遣、
関係団体で実施する研修等の機会を通じて男女共
同参画センター職員の人材育成を支援した。【内
閣府】

③� 男女共同参画センターの機能強化策の検討に当
たり、男女共同参画センターを利用している一般
の方に、男女共同参画センターに対する認識・考
えを聞き、実情を把握するため、アンケート調査
を行った。【内閣府】

④� 男女共同参画センターに対し、オンラインを活
用した男女共同参画センター間の相互支援ネット
ワークの活用を促し、オンライン活用のノウハウ
を、専門家の派遣を通じて支援した。【内閣府】

⑤�「災害時における男女共同参画センター等の相
互支援ネットワーク」の平常時及び災害時におけ
る効果的な運用を促進するために、災害発生時に
男女共同参画の視点からの防災・災害対応の取組
について情報を発信し、男女共同参画センターと
地方公共団体の男女共同参画課間のネットワーク
の強化を促した。（再掲）【内閣府】

ウ 国立女性教育会館における取組の
推進

①� NWECは、我が国唯一の女性教育のナショナ
ルセンターとして、人材の育成・研修の実施や、
女性教育に関する調査研究の成果及び会館に集積
された情報の提供等を通じ、我が国における男女
共同参画のネットワークの中核を担っている。ま
た、これまで果たしてきた役割の重要性と実績を
踏まえ、地域における男女共同参画の推進を支援
するとともに、地方公共団体、大学、企業等とも
より一層の連携を図るなど、機能の更なる充実・
深化を促進している。【文部科学省】

②� 男女共同参画会議の計画実行・監視専門調査会
の下で、令和４（2022）年12月から、「独立行
政法人国立女性教育会館（NWEC）及び男女共

同参画センターの機能強化に関するワーキング・
グループ」を開催している。現下の女性活躍・男
女共同参画をめぐる状況や課題を念頭に置きつ
つ、また、NWECや男女共同参画センターにお
ける現状の課題を整理した上で、全国津々浦々で
男女共同参画社会の形成を促進するため、
NWECや男女共同参画センターがどのような機
能・役割を果たしていくべきかといった観点から、
それぞれの機能強化の在り方について、検討を
行った。【内閣府、文部科学省】

エ 男女共同参画の実現に向けた気運
醸成

①� 平成13（2001）年度から「男女共同参画週間」
（毎年６月23日から同月29日まで）を実施して
いる。令和４（2022）年度は、『「あなたらしい」
を築く、「あたらしい」社会へ』をキャッチフレー
ズとして、「男女共同参画社会に向けての全国会
議」を開催し、あわせて、「男女共同参画週間キャッ
チフレーズ表彰（内閣府特命担当大臣（男女共同
参画）表彰）」を実施した。
� また、「男女共同参画社会づくり功労者内閣総
理大臣表彰」（受賞者11名）、「女性のチャレンジ
賞（内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表彰）」
（女性のチャレンジ賞：受賞者５名、受賞団体２
件、女性のチャレンジ支援賞：受賞者２名、受賞
団体１件、女性のチャレンジ賞特別部門賞：テー
マ「デジタル社会に向けて」、受賞者２名、受賞
団体１件）を始めとした各種の表彰を行った。【内
閣府】
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令和５年度に講じよ
うとする男女共同参
画社会の形成の促進
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第2部

      





Ⅰ �あらゆる分野における女性の参画
拡大

政治分野における男女共同参画の推進に関する法
律（平成30年法律第28号）の趣旨に沿って、政治
分野における男女共同参画の推進は、政党等が自主
的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団
体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機
関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り
組む。

ア 政党、国会事務局等における取組
の促進

①� 各政党における人材育成や両立支援、ハラスメ
ント防止に関する取組状況等を調査し、公表する。
【内閣府】

②� 国内外における政治分野の男女共同参画の推進
に関する取組の状況について、実態の調査並びに
情報の収集、整理、分析及び提供を行う。【内閣府】

イ 地方議会・地方公共団体における
取組の促進

①� 地方議会において女性を含めたより幅広い層が
議員として参画しやすい環境整備に資するよう、
議会運営上の工夫や住民参加の取組等におけるデ
ジタル化への対応等も含めて取組を行う。また、
候補者となり得る女性の人材育成のため、各地方
議会における「女性模擬議会」等の自主的な取組
について情報提供を行う。【総務省】

②� 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠
席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取
組の実施状況等、地方公共団体・地方議会におけ

る両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調
査し、「見える化」の推進や好事例の横展開を行う。
【内閣府】

③� 国内外における政治分野の男女共同参画の推進
に関する取組の状況について、実態の調査並びに
情報の収集、整理、分析及び提供を行う。（再掲）
【内閣府】

ウ 政治分野における女性の参画状況
の情報収集・提供の推進

①� 政治分野における女性の参画状況等を調査し、
「見える化」を推進する。毎年、「女性の政治参
画マップ」、「都道府県別全国女性の参画マップ」
及び「市区町村女性参画状況見える化マップ」を
作成し、内閣府ホームページで公表する。【内閣府】

②� 地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数
並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人
数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体
に対する当該調査等への協力の依頼を行う。【総
務省】

エ 人材の育成に資する取組
①� 各種研修や講演等の場において活用可能な男女
共同参画の推進状況や女性の政治参画支援に関す
る情報について、広く発信する。【内閣府】

ア 検察官
①� 女性検察官の積極的な登用を進めるとともに、

第１分野 政策・方針決定過程への
女性の参画拡大

第１節 政治分野

第２節 司法分野
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出産・育児休業を経て子育てをしながら勤務する
女性検察官や、法務省・他省庁に出向して活躍す
る女性検察官などのロールモデルとなる女性法曹
による教育等を通じ、法曹養成課程における女性
法曹輩出のための取組（活躍事例の提供、メンター
制度を始めとした女性検察官への支援等）を更に
推進する。【法務省】

②� 継続就業のため、転勤の際に両立環境の整備に
配慮するなど、ワーク・ライフ・バランスの実現
等に向けた具体的施策を着実に推進する。【法務省】

③�「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の中で、
検察官、裁判官、弁護士など司法分野における女
性の参画状況を毎年公表する。【内閣府】

イ 法曹養成課程
①� 法科大学院の公的支援の枠組や、法曹養成課程
における女性法曹輩出のための取組例を各法科大
学院に共有することなどを通じて各法科大学院に
おける女性法曹輩出のための取組を促す。【文部
科学省】

ア 国の政策・方針決定過程への女性
の参画拡大

（ア）国家公務員に関する取組
①� 国の各府省等は、女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以
下「女性活躍推進法」という。）に基づき策定し
た行動計画の仕組みを活用して、取組を積極的に
推進する。その際、働き方改革や女性の採用・登
用の拡大等について定めた「国家公務員の女性活
躍とワークライフバランス推進のための取組指
針」（平成26年10月17日女性職員活躍・ワーク
ライフバランス推進協議会決定）に基づき各府省
等が策定した取組計画の内容と整合性を図るもの
とする。また、各府省等において、数値目標を設
定した事項の進捗状況及び取組の実施状況を経年
で公表する。各府省等は、令和５（2023）年度

から施行される女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策
定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令
（令和４年内閣府令第66号）及び事業主行動計
画策定指針の一部を改正する件（令和４年内閣官
房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第２号）に
基づき、「職員の給与の男女の差異」の情報公表
を行う。【内閣官房、内閣府、全府省】

②� 各府省等、衆議院事務局、衆議院法制局、参議
院事務局、参議院法制局、国立国会図書館及び最
高裁判所等の取組について、「女性活躍推進法『見
える化』サイト」で比較できる形での「見える化」
を行う。【内閣府】

③� 女性の国家公務員志望者の拡大に資するため、
各府省等や大学等と連携し、働き方改革の取組や
ワーク・ライフ・バランスの実践例、職業生活へ
の多様な支援等に関する効果的な情報提供を行う
ことで、より多くの女子学生等の進路選択を公務
志望に結び付けていく。あわせて、「第５次男女
共同参画基本計画」（令和２年12月25日閣議決定）
における国家公務員採用試験からの女性の採用割
合、技術系区分の女性の採用割合に係る目標等の
実現に向け、ホームページやＳＮＳなどによる情
報発信の強化や、オンライン配信等を積極的に活
用した説明会やイベントの開催、国家公務員の業
務内容や働き方等が具体的に伝わる動画等の作成
及びそれを活用した広告など、幅広い層に対する
戦略的な広報活動を積極的に実施する。また、管
理職以上の官職も含めた外部女性人材の採用・登
用に取り組む。【内閣官房、全府省、（人事院）1】

④� 女性職員の登用拡大に向けて、職域の固定化を
解消するなど積極的な職域の拡大、研修や多様な
職務機会の付与による積極的・計画的な育成や相
談体制の整備を進める。また、出産・育児期等の
前後又は育児期等で時間制約があるような場合で
も、本人の意向を尊重し、働く場所や時間の柔軟
化を活用するなどして重要なポストを経験させ、
登用につなげるなどの柔軟な人事管理を進める。
【内閣官房、全府省、（人事院）】

⑤� キャリアパスにおける転勤の必要性について再
検討を行い、育児、介護等がキャリアパスの支障

第３節 行政分野

1� �（人事院）とは、人事院に対して検討を要請するものである。以下同じ。
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にならないよう職員に対する十分な配慮を行う。
【内閣官房、全府省】

⑥� 業務効率化・デジタル化、勤務時間管理の徹底、
マネジメント改革等の働き方改革を進める。また、
令和５（2023）年４月から柔軟化されたフレッ
クスタイム制の利用促進を行う。
� 人事院では、令和５（2023）年３月に学識経
験者による研究会で取りまとめられた最終報告を
踏まえ、より柔軟な働き方、テレワーク、勤務間
インターバルについて、関係者との調整を行いな
がら検討を進めていく。【内閣官房、全府省、（人
事院）】

⑦� 特に男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を
促すべく、子供が生まれた全ての男性職員が１か
月以上を目途に育児休業等を取得できるような環
境の実現に向けて、組織の実情を踏まえて必要な
取組も加えつつ、管理職による本人の意向に沿っ
た取得計画の作成、取得中の業務運営の確保、幹
部職員のリーダーシップ発揮、人事当局の積極的
な関与、人事評価への反映等の業務面における環
境整備や、男性育休取得者の体験談等を掲載した
冊子「イクメンパスポート」を改訂・配布するな
ど周知・啓発を行うとともに、男性職員の育児等
に係る状況を把握し、育児休業等の取得を呼び掛
ける。【内閣官房、全府省】

⑧� 女性職員の活躍及びワーク・ライフ・バランス
に関する管理職の理解促進や行動変容を促すた
め、管理職向けの研修を進める。【内閣官房、全
府省】

⑨� 女性職員の活躍及び男女のワーク・ライフ・バ
ランスを進め、限られた時間を効率的にいかすこ
とを重視する管理職を人事評価において適切に評
価することを徹底するとともに、多面観察、職員
のエンゲージメントや職場環境調査等の結果を踏
まえた取組等を通じて管理職のマネジメント能力
の向上を図る。【内閣官房、全府省、（人事院）】

⑩� ハラスメントの防止等のための人事院規則等に
基づき、各府省においてハラスメント防止対策が
円滑かつ効果的に実施されるよう、ハラスメント
防止週間の設定等の職員に対する一層の周知啓
発、ハラスメント相談員を対象としたセミナーの
開催、研修教材の提供等を行う。また、これまで
実施してきた「幹部・管理職員ハラスメント防止

研修」について、組織マネジメントの観点も反映
したより実効性のあるものとなるよう研修内容を
見直して令和５（2023）年度から実施する。【内
閣官房、全府省、（人事院）】

⑪� 各府省が実施する子宮頸がん検診・乳がん検診
について、女性職員が受診しやすい環境整備を行
う。内閣官房内閣人事局においては、引き続き、
「国家公務員健康週間」（毎年10月１日から同月
７日まで）において、婦人科検診の重要性を含め
た、女性の健康に関する講演会を開催することに
より、国家公務員の意識啓発を図る。
� 人事院においては、引き続き、女性職員が受診
しやすい環境となるよう各府省へ周知等を行うこ
とにより取組を推進する。【内閣官房、全府省、（人
事院）】

⑫� 治安、矯正、安全保障等の分野で働く国家公務
員の女性の採用、育成及び登用並びに生活環境・
両立環境の整備を進める。【警察庁、法務省、国
土交通省、防衛省】

（イ）国の審議会等委員等の女性の参画拡大
①�「国の審議会等における女性委員の参画状況調
べ」を実施し、各審議会等の女性委員の人数・比
率について調査・公表するとともに、委員等に占
める女性の割合が40％未満の全ての審議会等に
ついて、その要因と目標達成に向けた今後の方策
について所管府省に回答を求め、その内容を公表
する。【内閣府、関係府省】

②� 審議会等委員の選任に際しては、引き続き、性
別のバランスに配慮するとともに、団体推薦によ
る審議会等委員について、各団体等に対して、団
体からの委員の推薦に当たって格段の協力を要請
する。【関係府省】

（ウ）�独立行政法人、特殊法人及び認可法人におけ
る女性の参画拡大

①�「独立行政法人等女性参画状況調査」を実施し、
独立行政法人、特殊法人及び認可法人における役
員や管理職に占める女性の割合等について調査
し、公表する。【内閣府、厚生労働省、関係府省】
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イ 地方公共団体の政策・方針決定過
程への女性の参画拡大

（ア）地方公務員に関する取組
①� 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画や
女性の活躍状況に関する情報の公表について、数
値目標を設定した項目の進捗状況及び取組の実施
状況が経年で公表されることを徹底するととも
に、各団体の取組について、比較できる形での「見
える化」を行う。また、令和５（2023）年度か
ら施行される女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定
等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令及び
事業主行動計画策定指針の一部を改正する件に基
づき、各団体において「職員の給与の男女の差異」
について適切に情報公表が行われるよう取り組
む。【内閣府、総務省】

②� 女性職員の登用拡大に向けて、研修や多様な職
務機会の付与等による積極的・計画的な育成や相
談体制の整備、出産・育児期等を迎える前又は出
産・育児期等を超えてから前後に将来のキャリア
アップに必要とされる重要な職務経験を積ませ、
登用につなげるなどの柔軟な人事管理を促進す
る。また、女性人材の外部からの採用・登用を促
進する。【内閣府、総務省】

③� 原則全ての職員を対象とするフレックスタイム
制度の導入・拡充の検討、テレワークの推進等に
よる職場の働き方改革や時間外勤務の上限規制の
適切な運用等を通じた時間外勤務の縮減、休暇の
取得促進を行う。【内閣府、総務省】

④� 管理職の意識変革を促すとともに、女性職員の
活躍及び男女のワーク・ライフ・バランスを進め、
限られた時間を効率的にいかすことを重視する管
理職が人事評価において適切に評価されるよう促
進する。【内閣府、総務省】

⑤� 男性職員の育児等に係る状況を把握し、育児に
伴う休暇・休業等の取得を呼び掛けるとともに、
周囲のサポート体制や代替要員の確保を図り、気
兼ねなく育児休業等を取得できる職場環境の整備
を促進する。【内閣府、総務省】

⑥� 地方公共団体における女性職員の活躍及び働き
方改革の好事例を収集・周知することにより、各
地方公共団体の実情に即した主体的かつ積極的な

取組を促進する。【総務省】
⑦� 地方公共団体における職員の通称又は旧姓使用
に関する規定等の整備状況を調査・公表するとと
もに、職員が旧姓を使用しやすい職場環境づくり
を促進する。【内閣府、総務省】

⑧� 地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳が
ん検診について、女性職員が受診しやすい環境整
備を促進する。【総務省】

⑨� 非常勤職員を含めた全ての女性職員が、その個
性と能力を十分に発揮できるよう、育児休業や介
護休暇等の普及・啓発の実施や、ハラスメント等
の各種相談体制の整備等を促進する。あわせて、
男性に比べて女性の割合が高い非常勤職員につい
て、「会計年度任用職員」制度の趣旨を踏まえ、
勤務の内容に応じた処遇の確保を推進する。【総
務省】

⑩� 警察では、令和８（2026）年度当初までに地
方警察官に占める女性の割合を全国平均で12％
程度とすることを目標として、各都道府県警察に
おいてそれぞれが策定している計画等を踏まえて
女性警察官の採用・登用の拡大に向けた取組を推
進していくほか、都道府県警察の幹部職員に対す
る男女共同参画に関する施策についての教育を実
施するなどして、女性がその個性と能力を十分に
発揮して活躍できるような取組を推進する。【警
察庁、総務省】

（イ）�地方公共団体の審議会等委員への女性の参画
拡大

①� 各都道府県・政令指定都市が設定している審議
会等委員への女性の参画に関する数値目標や、こ
れを達成するための様々な取組、女性比率の現状、
女性が１人も登用されていない審議会等の状況等
を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への
女性の参画を促進する。【内閣府、関係府省】

ア 企業における女性の参画拡大
①� 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす

第４節 経済分野
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る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関す
る情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行
う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等
の取組を促進する。また、令和４（2022）年７
月の女性活躍推進法に関する制度改正による常用
労働者数301人以上の一般事業主に対する男女の
賃金の差異の公表義務化を契機として、男女の賃
金の差異の要因分析・雇用管理改善の促進につい
て、あらゆる機会を通じて周知し、円滑な施行及
び実効性の確保を図るとともに、企業向けの相談
会・説明会の開催やコンサルティングの実施等に
より、女性活躍推進のための取組を行う企業を支
援する。【内閣府、厚生労働省】

②� メンター制度の導入やロールモデルの育成、地
域ネットワーク構築に関するマニュアル及び事例
集を作成し、企業に活用してもらうことで、女性
労働者のキャリア形成支援を図る。また、個々の
女性労働者の活躍推進を阻む要因になり得る無意
識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を解
消するためのセミナーを実施する。【厚生労働省】

③� 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び「女性の活躍推
進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取
組指針」（平成28年３月22日すべての女性が輝く
社会づくり本部決定。以下「公共調達等取組指針」
という。）に基づき、国及び独立行政法人等が、
総合評価落札方式又は企画競争方式による調達を
行う際は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策
推進法（平成15年法律第120号）、青少年の雇用
の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）
に基づく認定を取得した企業等を加点評価する取
組を実施することにより、これらの企業の受注機
会の増大を図る。また、努力義務となっている地
方公共団体でも国に準じた取組が進むよう働きか
けを行う。【内閣府、厚生労働省】

④� 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有
効な企業情報の開示を促進するため、有価証券報
告書等において企業の判断で行う情報開示の好事
例を収集し、周知する。【金融庁】

⑤� 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情
報の集計及び開示の取組や女性役員の登用が進ん
でいない要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極

的に取り組む企業が評価されることや、企業にお
ける女性役員登用・育成の課題の克服につながる
よう努める。【内閣府】

⑥� 女性を始め多様な人材の能力を最大限発揮させ
る「ダイバーシティ経営」の推進に向け、企業の
実践に必要な取組を見える化する「ダイバーシ
ティ経営診断ツール」や企業事例の普及啓発等を
通じ企業における取組を促進する。【経済産業省】

イ 女性の能力の開発・発揮のための
支援

①� 長期的な視野から女性リーダーを養成していく
ため、学校等における女性リーダーの養成プログ
ラムの開講を促す。【文部科学省】

②� 役員候補者となり得る女性人材のデータベース
「女性リーダー人材バンク」の利用者増加に向け
た取組の検討を行う。【内閣府】

③� 男性の経営者や地方公共団体の長に対し「輝く
女性の活躍を加速する男性リーダーの会」への参
加を促し、それぞれの組織における女性人材の発
掘、能力開発、登用、そのための意識変革・働き
方改革などの取組を促進する。特に、地方の企業
や中小・小規模事業の経営者へ参加の輪を拡げて
いく。【内閣府】

④� 女性活躍推進法に基づき、地域における女性の
活躍を迅速かつ重点的に推進するため、地域の経
済団体、金融機関、教育機関、ＮＰＯ等などの多
様な主体による連携体制の下、一般事業主行動計
画の策定が義務付けられている中小企業が行う同
計画策定の支援など、地方公共団体が地域の実情
に応じて支援を行う取組に対し、地域女性活躍推
進交付金により引き続き支援する。【内閣府】

ウ 女性起業家に対する支援等
①� 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／
シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施する。【経済産業省】

②� 経済産業省では、令和２（2020）年12月に設
立した「わたしの起業応援団」を通じ、女性起業
家の支援事例や支援手法・関係省庁の施策情報の
共有を行うとともに、引き続き女性起業家支援に
携わる自治体等の担当者に対する研修を実施す
る。また、支援を求める女性起業家のニーズに応
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えるべく、応援団を構成する支援機関の支援対象・
支援手法を整理し、公開する。これらにより、女
性起業家の起業・創業の活性化を図っていく。
� 内閣府では、関係団体と連携して地方公共団体
が行う女性起業家育成の取組を、地域女性活躍推
進交付金を通じて支援する。【内閣府、経済産業省】

③� 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進
する。また、その活用事例を展開していく。加え

て、地方を含めた後継者の活躍を後押しするピッ
チイベントを開催し、事業承継がビジネスチャン
スという気運醸成を図る。【経済産業省】

①� 各分野における関連施策を着実に実施し、女性
の参画拡大を推進する。【関係府省】

ア ワーク・ライフ・バランスの実現
のための長時間労働の削減等

①� 法定労働条件の履行確保及び長時間労働是正の
ための監督指導体制の充実強化を行う。【厚生労
働省】

②� 年次有給休暇の取得促進のため、連続した休暇
を取得しやすい時季（夏季、年末年始及びゴール
デンウィーク）にポスター・リーフレットの作成
や、関係団体への周知依頼等の集中的な広報の実
施により機運の醸成を図る。【厚生労働省】

③� 勤務間インターバル制度について職種・業種等
の特性を踏まえた業種別導入マニュアルや制度導
入を支援するための動画を作成して周知するとと
もに、シンポジウムの開催や専門家によるアウト
リーチ型コンサルティングの実施等により、企業
への導入促進を図る。【厚生労働省】

④� 労働者が健康で充実した生活を実現できるよ
う、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
（平成４年法律第90号）を働き方・休み方改善ポー
タルサイトで周知し、労使の自主的な働き方の見
直しを促進する。【厚生労働省】

⑤� メンタルヘルスの確保等、職場における健康確

保対策を推進する。【厚生労働省】
⑥� 女性活躍推進法等に基づく（ⅰ）女性労働者に
対する職業生活に関する機会の提供及び（ⅱ）職
業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整
備、各区分ごとの目標設定及び目標達成のための
取組を支援する。【厚生労働省】

⑦� 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援す
る事業主団体に対する助成を行う。【厚生労働省】

⑧� 上記を含め「過労死等の防止のための対策に関
する大綱」（令和３年７月閣議決定）を踏まえた
取組を着実に推進する。【厚生労働省】

イ 多様で柔軟な働き方の実現
①� 多様で柔軟な働き方の実現に向けた企業の取組
を促進する。
・� 令和３（2021）年に改正した育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育
児・介護休業法」という。）について、令和４
（2022）年度に施行された改正事項に加え、
令和５（2023）年４月より常時雇用する労働
者が1,000人を超える企業について、育児休業
の取得状況の公表が義務付けられることから、
引き続き同法の周知、履行確保を図る。【厚生
労働省】

第５節 専門・技術職、各種団体等

第２分野 雇用等における男女共同参画
の推進と仕事と生活の調和

第１節 ワーク・ライフ・バランス
等の実現
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・� 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プ
ラン」モデル及び「介護支援プラン」モデルの
普及促進を図るとともに、プランの策定を支援
する。【厚生労働省】

・� 働き続けながら子育てや介護を行う労働者の
雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組
む事業主に助成金を支給する。【厚生労働省】

・� 時間単位の年次有給休暇制度について、子育
て、介護、治療など様々な事情を抱えている方
が、柔軟に休暇を取得できるよう、働き方・休
み方改善ポータルサイトでの周知リーフレット
及び導入事例の掲載等により企業への導入促進
を図る。【厚生労働省】

・� 労働者一人一人のライフステージに応じ、勤
務地・職務・労働時間を限定した「多様な正社
員」制度を導入する上での留意事項や好事例を
周知するとともに実態把握を行う。【厚生労働省】

・� 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けな
い勤務形態であるテレワークについて、適正な
労務管理下におけるテレワークの導入・定着促
進や、中小企業への導入促進に向けて、助成金
の活用や専門家による無料相談対応など、各種
支援策を推進する。【総務省、厚生労働省、経
済産業省、国土交通省】

・� 効率的・自律的に働ける制度であるフレック
スタイム制度の導入時における適切な労務管理
の徹底を図る。【厚生労働省】

・� 転勤に関する企業のニーズや動向を捉え、企
業の転勤に関する雇用管理のポイントを整理し
た「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」の
周知を通じて、労働者の仕事と家庭生活の両立
の推進を図る。【厚生労働省】

・�「多様な正社員」も含め、労働者全般の労働
契約関係の明確化について、労働政策審議会に
おける検討結果を踏まえて、労働基準法（昭和
22年法律第49号）の労働条件明示事項に就業
場所・業務の変更の範囲を追加する、労働基準
法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関す
る特別措置法施行規則の一部を改正する省令
（令和５年厚生労働省令第39号）について周知・
啓発を図る。【厚生労働省】

・� 不妊治療と仕事との両立を支援する企業内制
度の導入に向けたマニュアルの周知、企業等を

対象とした研修会の実施、不妊治療のための休
暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備
に取り組み、実際に利用させた中小企業事業主
に対する助成金の支給、くるみんプラス認定等
の取得促進等により、不妊治療と仕事が両立で
きる職場環境の整備を推進する。【厚生労働省】

・� 中小企業における女性の活躍推進を図るため、
育児休業中の代替要員を確保しやすくするため
の取組を推進するとともに、経営課題の解決に
向けた女性を含む多様な人材の確保・育成・定
着を図るため、中小企業に対する職場環境整備
等の啓発や、女性を含む多様な人材とのマッチ
ング等の取組を推進する。【厚生労働省、経済
産業省】

②� 企業の経営者、業界単位の企業ネットワーク、
経済団体等と連携し、女性の活躍の必要性に関す
る経営者や管理職の意識改革、女性の活躍やワー
ク・ライフ・バランスの推進に向けた経営者のコ
ミットメントを促す。【内閣府、関係府省】

③�「少子化対策地域評価ツール」の活用や地域の
少子化対策へのデジタル技術の活用の促進等によ
り、子育て支援アプリの活用による地域コミュニ
ティを巻き込んだ子育ての支え合い、男女ともに
子育てと両立できる魅力的な働き方、職・住・育
が近接した暮らしやすいまちづくりなど、各地方
公共団体における女性活躍に資する具体的な取組
を推進する。【内閣官房】

④� 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の実現に関する調査研究及び好事例の情報提供を
行う。【内閣府】

⑤� 企業・団体の経営者・管理職・担当者や仕事と
生活の調和に取り組む全ての人が取組にいかせる
よう、仕事と生活の調和に関するメールマガジン
「カエル！ジャパン通信」を配信し、好事例の情
報提供を行う。【内閣府】

ウ 男性の子育てへの参画の促進、介
護休業・休暇の取得促進

①� 育児等を理由とする男性に対する不利益取扱い
や、企業における育児休業等に関するハラスメン
トを防止するための対策等を推進する。【厚生労
働省】

②� 企業における男性社員の育児休業等取得促進の
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ための事業主へのインセンティブ付与や、取得状
況の情報開示（「見える化」）を推進する。【金融庁、
厚生労働省】

③� 啓発活動や表彰、参加型の公式サイトなどを通
じて、企業及び個人に対し情報・好事例等を提供
し、男性の仕事と育児の両立の促進を図るととも
に、男性の家事育児への参画や育児休業等取得に
関する社会的な機運の醸成を図る。【内閣府、こ
ども家庭庁、厚生労働省】

④� 公共交通機関、都市公園や公共性の高い建築物
において、ベビーベッド付男性トイレ等の子育て
世帯に優しいトイレの整備等を推進するほか、子
供連れの乗客等への配慮等を求めることにより、
男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備
を行う。【国土交通省】

⑤� 男性が、妊娠・出産の不安と喜びを妻と分かち
合うパートナーとしての意識を高めていけるよ
う、両親共に参加しやすい日時設定やオンライン
での開催など、両親学級等の充実等により、父親
になる男性を妊娠期から側面支援する。【こども
家庭庁】

⑥� 配偶者の出産直後の子育てを目的とした休暇取
得の促進を図るための広報啓発等を実施する。【こ
ども家庭庁】

⑦� 介護のために働けなくなることを防止するた
め、仕事と介護が両立できる職場環境が整備され
るよう、育児・介護休業法の履行確保を図るほか、
家族を介護する労働者に介護休業制度等が広く周
知されるよう積極的な広報に取り組む。【厚生労
働省】

エ 女性の就業継続に向けた人材育成
①� 企業による女性の就業継続に向けた研修の実施
等を支援する。【厚生労働省】

②� 労働者の主体的な職業能力の開発及び向上を促
進し、再就職時の職業能力に基づいた評価にも資
するよう、業界共通の職業能力評価の物差しとな
る技能検定を始め、企業・労働者双方に活用され
る職業能力評価制度の整備を推進する。【厚生労
働省】

③� ジョブ・カードを活用したキャリア形成支援を
行う。【厚生労働省】

ア 男女雇用機会均等の更なる推進
①� 法違反があった場合には是正指導を行うなど、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律（昭和47年法律第113号。
以下「男女雇用機会均等法」という。）の履行確
保に取り組み、事業主が報告の求めに応じない場
合や、勧告をされたにもかかわらず違反を是正し
ない場合には、過料、企業名の公表等により同法
の実効性を確保する。【厚生労働省】

②� コース等で区分した雇用管理制度を導入してい
る企業に対して、実質的な男女別雇用管理となら
ないようコース別雇用管理についての指針や間接
差別の範囲を定めた省令の周知徹底を図る。【厚
生労働省】

③� 男女雇用機会均等法等の関係法令や、制度につ
いて、労使を始め社会一般を対象として幅広く効
果的に周知するとともに、学校等の教育機関にお
いても、男女の平等や相互の協力、男女が共同し
て社会に参画することの重要性等についての指導
を通じて、その制度等の趣旨の普及に努める。【文
部科学省、厚生労働省】

④� 男女雇用機会均等に関する労使紛争について
は、男女雇用機会均等法等に基づく紛争解決の援
助制度及び調停を活用し、円滑な紛争解決を図る。
【厚生労働省】

イ 男女間の賃金格差の解消
①� 労働基準法第４条や男女雇用機会均等法の履行
確保を図るほか、女性活躍推進法に基づく状況把
握・課題分析、これらの結果を踏まえた行動計画
の策定及び目標達成に向けた取組等を支援する。
【厚生労働省】

②� 常用労働者数301人以上の一般事業主に対する
男女の賃金の差異の公表義務付けを契機として、
男女の賃金の差異の要因分析・雇用管理改善の促
進について、あらゆる機会を通じて周知し、円滑
な施行及び実効性の確保を図るとともに、企業向
けの相談会・説明会の開催やコンサルティングの

第２節
雇用の分野における男女の
均等な機会と待遇の確保及
び各種ハラスメントの防止
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実施等により、女性活躍推進のための取組を行う
企業を支援する。【厚生労働省】

ウ 職場や就職活動における各種ハラ
スメントの防止等

①� 企業におけるハラスメント防止措置の推進を図
るため、説明会の開催やパンフレット等の作成・
配布等により、男女雇用機会均等法等の周知・啓
発を図るほか、12月を「ハラスメント撲滅月間」
と定め、集中的な広報・啓発を行う。【厚生労働省】

②� 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・
出産・育児休業等に関するハラスメント及びパ
ワーハラスメントの防止措置を定めた男女雇用機
会均等法、育児・介護休業法、労働施策の総合的
な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）
及びそれらの指針の履行確保に取り組む。【厚生
労働省】

③� メールやＳＮＳによる就職活動中の学生に対す
るハラスメント及びカスタマーハラスメント被害
者等からの相談対応事業を実施する。【厚生労働省】

④� 就職活動中の学生に対するセクシュアルハラス
メントの防止のため、学生の就職・採用活動開始
時期等に関する調査において実態を把握するとと
もに、男女雇用機会均等法に基づく指針で示した
望ましい取組の周知啓発や、都道府県労働局等の
総合労働相談コーナーで相談を受け付ける等関係
省庁が連携し適切に対応する。
� また、大学等の対応事例について学生支援担当
者が集まる会議等を通じて周知啓発を行う。【内
閣官房、内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省】

⑤� 性的指向・性自認（性同一性）に関するハラス
メント防止に取り組むとともに、性的マイノリ
ティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、
企業や労働者の性的指向・性自認（性同一性）に
ついての理解を促進する。【厚生労働省】

①� 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関す
る情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行
う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等
の取組を促進する。また、令和４（2022）年７
月の女性活躍推進法に関する制度改正による常用
労働者数301人以上の一般事業主に対する男女の
賃金の差異の公表義務化を契機として、男女の賃
金の差異の要因分析・雇用管理改善の促進につい
て、あらゆる機会を通じて周知し、円滑な施行及
び実効性の確保を図るとともに、企業向けの相談
会・説明会の開催やコンサルティングの実施等に
より、女性活躍推進のための取組を行う企業を支
援する。（再掲）【内閣官房、内閣府、総務省、厚
生労働省】

②� 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組
指針に基づき、国及び独立行政法人等が、総合評
価落札方式又は企画競争方式による調達を行う際
は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
を取得した企業等を加点評価する取組を実施する
ことにより、これらの企業の受注機会の増大を図
る。また、努力義務となっている地方公共団体で
も国に準じた取組が進むよう働きかけを行う。（再
掲）【内閣府、厚生労働省】

③� 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有
効な企業情報の開示を促進するため、有価証券報
告書等において企業の判断で行う情報開示の好事
例を収集し、周知する。（再掲）【金融庁】

④� 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情
報の集計及び開示の取組や女性役員の登用が進ん
でいない要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極
的に取り組む企業が評価されることや、企業にお
ける女性役員登用・育成の課題の克服につながる
よう努める。（再掲）【内閣府】

第３節
積極的改善措置（ポジティ
ブ・アクション）の推進等
による女性の参画拡大・男
女間格差の是正
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⑤� メンター制度の導入やロールモデルの育成、地
域ネットワーク構築に関するマニュアル及び事例
集を作成し、企業に活用してもらうことで、女性
労働者のキャリア形成支援を図る。また、個々の
女性労働者の活躍推進を阻む要因になり得る無意
識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を解
消するためのセミナーを女性労働者等向けに実施
する（再掲）【厚生労働省】

⑥� 学校等における女子学生等を対象とした次代を
担う人材育成プログラムの開発・実施を促進する。
【文部科学省】

⑦� 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラッ
ク運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車
整備士）女性の参画が十分でない業種・職種にお
いて、ＩＣＴの活用による生産性の向上、多様な
人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向けた
情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女性の
就業及び定着を促進する。【厚生労働省、国土交
通省】

ア 非正規雇用労働者の待遇改善や正
規雇用労働者への転換に向けた取
組の推進

①� 令和２（2020）年４月より順次施行された短
時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善
等に関する法律（平成５年法律第76号）及び労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。
以下「労働者派遣法」という。）の円滑な施行に
取り組み、同一企業における正規雇用労働者と非
正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を
図る。【厚生労働省】

②� 事業再構築・生産性向上に取り組む中小企業へ
のきめ細やかな支援や取引適正化等に取り組みつ
つ、最低賃金について、できる限り早期に全国加
重平均1,000円以上になることを目指す。【厚生
労働省、経済産業省】

③� キャリアアップ助成金の活用促進等により非正

規雇用労働者の正規雇用労働者への転換を推進す
る。【厚生労働省】

④� 非正規雇用労働者の能力開発を図り、企業内で
のキャリアアップ、企業の枠を超えたキャリア
アップを推進する。また、キャリア形成・学び直
し支援センター事業等を通じてキャリアコンサル
ティング機会の充実に取り組む。さらに、公的職
業訓練について、地域における産業の動向やニー
ズを踏まえて訓練の内容を見直し、必要な訓練を
実施する。【厚生労働省】

⑤� 正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働
者の均衡のとれた賃金決定を促進するため、47
都道府県に設置している「働き方改革推進支援セ
ンター」において職務分析・職務評価の導入支援・
普及促進を図る。【厚生労働省】

イ 公正な処遇が図られた多様な働き
方の普及・推進

①� 有期契約労働者について、労働契約法（平成
19年法律第128号）に規定されている無期労働
契約への転換（無期転換ルール）等の更なる周知
徹底を図る。【厚生労働省】

②� 派遣労働者について、労働者派遣法に基づき、
派遣先に雇用される通常の労働者との不合理な待
遇差の解消を図るとともに、正規雇用労働者化を
含むキャリアアップの支援や派遣労働者に対する
雇用安定措置等を通じた一層の雇用の安定と保護
等を図る。【厚生労働省】

③� 非正規雇用労働者の産前産後休業、育児休業、
産後パパ育休及び介護休業の法制度の内容につい
て、非正規雇用労働者及び事業主に対する周知・
徹底を行うとともに、利用環境を改善する。【厚
生労働省】

④� 令和６（2024）年10月に予定されている短時
間労働者への被用者保険の適用拡大に向けて、準
備・周知・広報を行う。【厚生労働省】

⑤� 非正規雇用労働者の正規雇用労働者への転換等
を促進するため、助成等により企業の取組を支援
する。【厚生労働省】

⑥� 行政機関で働く非常勤職員について、育児休業
や介護休暇等の制度の周知・普及を図るとともに、
非常勤職員の制度の趣旨、勤務の内容に応じた処
遇が確保されるよう、引き続き配慮や助言を行う。

第４節
非正規雇用労働者の待遇改
善、正規雇用労働者への転
換の支援
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国の行政機関で働く非常勤職員の休暇・休業につ
いては、令和３（2021）年度に措置された不妊
治療のための休暇（出生サポート休暇）等の新設、
育児休業・介護休暇等の取得要件の緩和、令和４
（2022）年10月１日から施行された新たな育児
休業制度等について、内容の周知を図る。
� 総務省では、「会計年度任用職員」制度の趣旨
を踏まえ、勤務の内容に応じた処遇の確保を促進
する。また、勤勉手当の支給を可能とするよう、
取り組む。地方公共団体で働く会計年度任用職員
の休暇・休業については、国家公務員と同様に、
不妊治療のための休暇の新設や育児休業・介護休
暇の取得要件の緩和等について職員に周知が行わ
れ、制度の活用が図られるよう、総務省として、
各地方公共団体の取組を促していく。【内閣官房、
総務省、（人事院）】

ア 再就職等に向けた支援
①� 職業訓練や職業紹介等を実施し、子育て・介護
等との両立や仕事から一定期間離れた者に配慮し
た多様な再就職等の支援を推進する。公的職業訓
練においては、育児により決まった日時に訓練を
受講することが困難な者等を対象としたｅラーニ
ングコース、子育て中の女性が受講しやすい託児
サービス付きの訓練コースや短時間の訓練コース
の設定を実施する。【厚生労働省】

②� 再就職希望者を含む社会人等の就労、スキル
アップ、キャリア転換に必要な実践的な知識・技
術・技能を身に付けるためのリカレント教育を推
進し、学び直し等の充実を図る。【文部科学省、
厚生労働省、経済産業省】

イ 起業に向けた支援等
①� 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／
シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施する。（再掲）【経済産業省】

②� 経済産業省では、令和２（2020）年12月に設
立した「わたしの起業応援団」を通じ、女性起業
家の支援事例や支援手法・関係省庁の施策情報の

共有を行うとともに、引き続き女性起業家支援に
携わる自治体等の担当者に対する研修を実施す
る。また、支援を求める女性起業家のニーズに応
えるべく、応援団を構成する支援機関の支援対象・
支援手法を整理し、公開する。これらにより、女
性起業家の起業・創業の活性化を図っていく。
� 内閣府では、関係団体と連携して地方公共団体
が行う女性起業家育成の取組を、地域女性活躍推
進交付金を通じて支援する。（再掲）【内閣府、経
済産業省】

③� 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進
する。また、その活用事例を展開していく。加え
て、地方を含めた後継者の活躍を後押しするピッ
チイベントを開催し、事業承継がビジネスチャン
スという気運醸成を図る。（再掲）【経済産業省】

ウ 雇用によらない働き方等における
就業環境の整備

①� 商工業等の自営業も含む小規模事業者の実態の
把握及び課題抽出に努める。【経済産業省】

②� 女性が家族従業者として果たしている役割に鑑
み、事業所得等の適切な申告に向けた取組を進め
ながら、税制等の各種制度の在り方を検討する。
【財務省】

③� 家内労働手帳の普及、工賃支払の確保、最低工
賃の決定及び周知、労災保険特別加入の促進等に
より家内労働者の労働条件の改善を図る。【厚生
労働省】

④� フリーランスについて、多様な働き方の拡大、
高齢者雇用の拡大などの観点からも、これを安心
して選択できる環境を整えるため、内閣官房、公
正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策
定した「フリーランスとして安心して働ける環境
を整備するためのガイドライン」について周知・
活用を図る。
� その上で、発注事業者とフリーランスとの取引
におけるトラブルに迅速に対応できるよう、相談
体制や執行体制の充実について検討する。
� 個人が事業者として受託した業務に安定的に従
事することができる環境を整備するため、特定受
託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案

第５節 再就職、起業、雇用によら
ない働き方等における支援
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（フリーランス・事業者間取引適正化等法案）を
第211回国会（令和５（2023）年）に提出した。
法律案の国会での審議状況を踏まえつつ、施行準
備を進める。
� また、フリーランスと発注事業者等とのトラブ
ルについて、ワンストップで相談できる窓口（フ

リーランス・トラブル110番）において、相談体
制の拡充やトラブル解決機能を向上させること
で、引き続き迅速かつ丁寧な紛争解決の援助を行
う。さらに、労働者災害補償保険の特別加入制度
について、新たな枠組みの検討を行う。【内閣官房、
公正取引委員会、厚生労働省、経済産業省】

ア 地方の企業における女性の参画拡大
①� 女性の管理職・役員の育成など女性の参画拡大
の推進、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添
い、意欲と希望に応じて就労までつなげていく支
援や相談支援、孤独・孤立で困難や不安を抱える
女性が、社会との絆・つながりを回復することが
できるよう、ＮＰＯ等の知見を活用した相談支援
やその一環として行う生理用品の提供等のきめ細
かい支援など、地方公共団体が、多様な主体によ
る連携体制の構築の下で地域の実情に応じて行う
取組を、地域女性活躍推進交付金により支援する。
また、地域女性活躍推進交付金において、女性デ
ジタル人材・起業家の育成を重点的に行うため、
地方公共団体の経済部局や商工会議所等と連携・
協働しつつ真に効果の高い事業を可能とする「デ
ジタル人材・起業家育成支援型」を新設するとと
もに、望まない孤独・孤立の悩みなどに係る男性
相談支援の取組を支援できるよう、新たに「男性
相談支援型」の事業を行う。なお、地方公共団体
が行う男女共同参画社会の実現に向けた取組につ
いては地方財政措置が講じられており、各地方公
共団体の状況に応じて、自主財源の確保を働きか
ける。【内閣府】

②� 現在職に就いていない女性・高齢者等の新規就
業や、デジタル技術の仕事への活用を目的として、
都道府県が官民連携型のプラットフォームを形成

し、地域の実情に応じて、「掘り起こし」、「職場
環境改善支援」、「マッチング」等の一連の取組を
一体的かつ包括的に実施できるよう、デジタル田
園都市国家構想交付金を活用して支援する。【内
閣官房、内閣府】

③� 女性や若者等の移住・定着の推進のため、地域
を支える企業等への就業と移住や、デジタル技術
を活用して地域課題の解決を目的とする起業と移
住への支援を行う地方公共団体の取組等について
デジタル田園都市国家構想交付金を活用して支援
する。【内閣官房、内閣府】

④� 女性も含めた後継者の事業承継を後押しし、中
小企業・小規模事業者の事業統合・再編を促すた
め、予算・税制等を含めた総合的な支援策を推進
する。また、その活用事例を展開していく。加え
て、地方を含めた後継者の活躍を後押しするピッ
チイベントを開催し、事業承継がビジネスチャン
スという気運醸成を図る。（再掲）【経済産業省】

⑤� 男性の経営者や地方公共団体の長に対し「輝く
女性の活躍を加速する男性リーダーの会」への参
加を促し、それぞれの組織における女性人材の発
掘、能力開発、登用、そのための意識変革・働き
方改革などの取組を促進する。特に、地方の企業
や中小・小規模事業の経営者へ参加の輪を拡げて
いく。（再掲）【内閣府】

⑥� 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま
えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とす
る事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関す
る情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行
う積極的改善措置（ポジティブ・アクション）等

第３分野 地域における男女共同参画
の推進

第１節 地方創生のために重要な女
性の活躍推進
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の取組を促進する。また、令和４（2022）年７
月の女性活躍推進法に関する制度改正による常用
労働者数301人以上の一般事業主に対する男女の
賃金の差異の公表義務化を契機として、男女の賃
金の差異の要因分析・雇用管理改善の促進につい
て、あらゆる機会を通じて周知し、円滑な施行及
び実効性の確保を図るとともに、企業向けの相談
会・説明会の開催やコンサルティングの実施等に
より、女性活躍の取組を行う企業を支援する。（再
掲）【内閣府、厚生労働省】

⑦� 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ラ
イフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるた
め、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組
指針に基づき、国及び独立行政法人等が、総合評
価落札方式又は企画競争方式による調達を行う際
は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
を取得した企業等を加点評価する取組を実施する
ことにより、これらの企業の受注機会の増大を図
る。また、努力義務となっている地方公共団体で
も国に準じた取組が進むよう働きかけを行う。（再
掲）【内閣府、厚生労働省】

⑧� 役員候補者となり得る女性人材のデータベース
「女性リーダー人材バンク」の利用者増加に向け
た取組の検討を行う。（再掲）【内閣府】

⑨� 建設産業、海運業、自動車運送事業等（トラッ
ク運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車
整備士）女性の参画が十分でない業種・職種にお
いて、ＩＣＴの活用による生産性の向上、多様な
人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向けた
情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女性の
就業及び定着を促進する。（再掲）【厚生労働省、
国土交通省】

⑩� 観光人材育成のための指針として観光庁が作成
したガイドラインを基に、地域関係者が連携協力
して取り組む人材育成等を支援し、女性など多様
な人材の活躍を目指す。【国土交通省】

⑪� 女性の起業を後押しするため、「女性、若者／
シニア起業家支援資金」等による資金繰り支援を
実施する。（再掲）【経済産業省】

⑫� 経済産業省では、令和２（2020）年12月に設
立した「わたしの起業応援団」を通じ、女性起業
家の支援事例や支援手法・関係省庁の施策情報の

共有を行うとともに、引き続き女性起業家支援に
携わる自治体等の担当者に対する研修を実施す
る。また、支援を求める女性起業家のニーズに応
えるべく、応援団を構成する支援機関の支援対象・
支援手法を整理し、公開する。これらにより、女
性起業家の起業・創業の活性化を図っていく。
� 内閣府では、関係団体と連携して地方公共団体
が行う女性起業家育成の取組を、地域女性活躍推
進交付金を通じて支援する。（再掲）【内閣府、経
済産業省】

イ 地方における多様で柔軟な働き方
の実現

①� 各地方公共団体において、地域の少子化の状況
に関する地域特性の見える化から分野横断的な具
体的取組の実践についてのプロセスを示した「少
子化対策地域評価ツール」の活用や、地域の少子
化対策へのデジタル技術の活用の促進等に加え、
子育て支援アプリの活用による地域コミュニティ
を巻き込んだ子育ての支え合い、男女ともに子育
てと両立できる魅力的な働き方、職・住・育が近
接した暮らしやすいまちづくりなど、地域の実情
に応じた地方公共団体の取組への支援策の活用を
通じて、各地方公共団体における女性活躍に資す
る具体的な取組を推進する。【内閣官房】

②� 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援す
る事業主団体に対する助成を行う。（再掲）【厚生
労働省】

③� 多様で柔軟な働き方の実現に向けた中小企業の
取組を促進する。
・� 中小企業事業主に対して、「育休復帰支援プ
ラン」モデル及び「介護支援プラン」モデルの
普及促進を図るとともに、プランの策定を支援
する。（再掲）【厚生労働省】

・� 時間を有効に活用でき、場所の制約を受けな
い勤務形態であるテレワークについて、適正な
労務管理下におけるテレワークの導入・定着促
進や、中小企業への導入促進に向けて、助成金
の活用や専門家による無料相談対応など、各種
支援策を推進する。（再掲）【総務省、厚生労働
省、経済産業省、国土交通省】

・� 中小企業における女性の活躍推進を図るため、

253

地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

第
３
分
野

      



育児休業中の代替要員を確保しやすくするため
の取組を推進するとともに、経営課題の解決に
向けた女性を含む多様な人材の確保・育成・定
着を図るため、中小企業に対する職場環境整備
等の啓発や、女性を含む多様な人材とのマッチ
ング等の取組を推進する。（再掲）【厚生労働省、
経済産業省】

ウ 地方議会・地方公共団体における
取組の促進

①� 地方議会において女性を含めたより幅広い層が
議員として参画しやすい環境整備に資するよう、
議会運営上の工夫や住民参加の取組等におけるデ
ジタル化への対応等も含めて取組を行う。また、
候補者となり得る女性の人材育成のため、各地方
議会における「女性模擬議会」等の自主的な取組
について情報提供を行う。（再掲）【総務省】

②� 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠
席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取
組の実施状況等、地方公共団体・地方議会におけ
る両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調
査し、「見える化」の推進や好事例の横展開を行う。
（再掲）【内閣府】

③� 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画や
女性の活躍状況に関する情報の公表について、数
値目標を設定した項目の進捗状況及び取組の実施
状況が経年で公表されることを徹底するととも
に、各団体の取組について、比較できる形での「見
える化」を行う。（再掲）【内閣府、総務省】

④� 各都道府県・政令指定都市が設定している審議
会等委員への女性の参画に関する数値目標や、こ
れを達成するための様々な取組、女性比率の現状、
女性が１人も登用されていない審議会等の状況等
を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への
女性の参画を促進する。（再掲）【内閣府、関係府省】

エ 地域に根強い固定的な性別役割分
担意識等の解消

①� 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏
見、また、固定観念や無意識の思い込み（アンコ
ンシャス・バイアス）の解消に資する取組を行う
とともに、それらの情報発信を行う。【内閣府】

②�「男女共同参画週間」や「男女共同参画社会づ

くりに向けての全国会議」において、地方公共団
体や関係機関・団体と連携し、男女共同参画に関
する意識の浸透を図る。【内閣府】

ア 農林水産業における政策・方針決
定過程への女性参画の推進

①� 地域をリードできる女性農林水産業者を育成
し、農業委員や農業協同組合、森林組合、漁業協
同組合の役員及び土地改良区等の理事に占める女
性の割合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向け
た取組などを一層推進する。また、女性活躍推進
法に基づく一般事業主行動計画の策定等が義務と
なっている事業主については、同法に基づく事業
主行動計画の策定等の仕組みを活用し、女性の活
躍推進に向けた取組を推進するよう要請する。ま
た、地方公共団体、農林水産団体等に対して、女
性の登用促進や具体的な目標の設定等についての
働きかけを行う。【内閣府、厚生労働省、農林水
産省】

②� 地域の農業を牽引するリーダーとなり得る女性
農業経営者を育成するため、実践型研修を実施す
る。【農林水産省】

③� 女性が役員の過半を占める農業法人等が事業を
実施する場合に貸付限度額を引き上げる特例措置
を設けた融資を活用して、役員等への女性登用を
促進する。【農林水産省】

④� 女性農業者のネットワークづくりなどに関する
好事例を展開するとともに、その取組や経験を継
承していくための世代間交流を促進する。【農林
水産省】

⑤� 地域レベルの女性グループの形成やその取組を
支援するとともに、全国の女性グループ間ネット
ワークを構築する。【農林水産省】

⑥� 地域計画（これまでの人・農地プランを基礎と
して、市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、
農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的
な利用に関する目標として農業を担う者ごとに農
用地等を表示した目標地図などを明確化し、公表
したもの）の策定における女性農業者の参画を推

第２節 農林水産業における男女共
同参画の推進
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進する。【農林水産省】
⑦� 女性の林業への参画や定着を促進するため、林
業の魅力を発信し地域の女性を林業就業に導くこ
とができる女性リーダーの育成や、女性による森
林資源を活用した起業活動等の取組を推進する。
【農林水産省】

⑧� 水産業における女性の参画を推進するととも
に、水産業経営の改善を図るため、起業的取組を
行う女性グループの取組、女性の経営能力の向上
や女性が中心となって取り組む加工品の開発、販
売等の実践的な取組を支援し、優良な取組の全国
各地への普及を図る。【農林水産省】

イ 女性が能力を発揮できる環境整備
①� 認定農業者の農業経営改善計画申請の際の共同
申請や補助事業等の活用を推進することにより、
女性の農業経営への参画を推進する。【農林水産省】

②�「農業女子プロジェクト」や「海の宝！水産女
子の元気プロジェクト」における企業や教育機関
との連携強化、地域活動の推進により、女性農林
水産業者が活動しやすい環境を作る。【農林水産省】

③� 家族経営協定の締結による就業条件の整備を推
進する。また、家族経営協定を締結した女性農業
者に対する融資の活用を促進する。【農林水産省】

④� 女性の活躍推進に取り組む優良経営体（ＷＡＰ：
Women’s�Active�Participation�in�Agriculture）
や女性農林漁業者の活躍の事例の普及を推進する。
【農林水産省】

⑤� 女性グループが行う漁業生産活動に対する融資
の活用を推進することにより、女性が行う水産業
に関連する経営や起業等を支援する。【農林水産省】

⑥� 女性の就農希望者等に対し、就農相談会、農業
法人による会社説明会、就農促進ＰＲ活動、農業
者による農業高校への出前授業等を通じて、農業
への理解を促進し、円滑な就農を支援する。【農
林水産省】

⑦� 女性農業者への支援と老後生活の安定等のた
め、農業者年金への加入を促進する。【農林水産省】

⑧� 労働時間の管理、休日・休憩の確保、更衣室や
男女別トイレ等の整備、キャリアパスの提示やコ
ミュニケーションの充実など、女性が働きやすい
環境づくりを推進する。また、農林水産業で働く
女性にとっても扱いやすく、かつ高性能な機械の

開発や普及など、スマート農林水産業の推進を行
う。【農林水産省】

⑨� 女性農業者の育児と農作業のサポート活動を支
援する。【農林水産省】

⑩� 女性の参画による農山漁村の魅力の掘り起こ
し・磨き上げ・発信を促進し、また、農山漁村が
潜在的に有する地域資源を引き出して地域の活性
化や所得向上に取り組む優良事例を選定し、全国
へ発信する。【農林水産省】

①� ＰＴＡ、自治会・町内会等、地域に根差した組
織・団体の長となる女性リーダーを増やすための
機運の醸成や女性人材の育成を図る。【内閣府、
総務省、文部科学省、関係府省】

②� 学校・保育所の保護者会（ＰＴＡ等）や自治会・
町内会など、学校・園関連の活動や地域活動につ
いて、男女ともに多様な住民が参加しやすい活動
の在り方を提示するとともに、優良事例の横展開
を図る。【内閣府、総務省、文部科学省、関係府省】

第３節 地域活動における男女共同
参画の推進
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ア 科学技術・学術分野における女性
の採用・登用の促進及び研究力の
向上

①� 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定等が義務となっている事業主（大学を含む。）
については、同法に基づく事業主行動計画の策定
等の仕組みを活用し、研究職や技術職として研究
開発の分野で指導的地位に占める割合を高める
等、女性の活躍推進に向けた取組を推進するよう
要請する。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、
関係府省】

②� 男女共同参画会議、総合科学技術・イノベーショ
ン会議及び日本学術会議の連携を強化するととも
に、「統合イノベーション戦略2023」において、
男女共同参画及び女性活躍促進の視点を踏まえた
具体的な取組を明記する。【内閣府】

③� 国が関与する科学技術プロジェクト等における
積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取
組を推進するなど、科学技術・学術に係る政策・
方針決定過程への女性の参画を拡大する。【内閣
府、文部科学省】

④� 日本学術会議において、女性の会員及び女性の
連携会員の割合について現在と同程度又はそれ以
上の割合を実現することを目指すとともに、学術
分野における男女共同参画を推進するため積極的
な調査や提言等を行う。【内閣府】

⑤� 研究者・技術者及び研究補助者等に係る男女別
の実態を把握するとともに統計データを収集・整
備し、分野等による差異、経年変化を分析し、改
善策を見いだす。【内閣府、総務省、文部科学省、

関係府省】

イ 科学技術・学術分野における女性
人材の育成等

①� 女性研究者・技術者の採用の拡大や研究現場を
主導する女性リーダーの育成に向けて、上位職へ
のキャリアパスの明確化、メンタリングを含めた
キャリア形成支援プログラムの構築、その他女性
研究者・技術者の採用及び登用に関する積極的改
善措置（ポジティブ・アクション）の取組につい
て、大学、研究機関、学術団体、企業等への普及
を図る。【内閣府、文部科学省、関係府省】

②� 女性研究者・技術者の就業継続や研究力の向上
に向けた女性研究者･技術者のネットワーク形成
支援、メンター制度の導入、ロールモデル情報の
提供、定期的な研修や相談窓口の活用及び各種ハ
ラスメントのない職場環境の整備等を促進する。
【内閣府、文部科学省、関係府省】

③� 大学、研究機関、学術団体、企業等の経営層や
管理職が多様な人材をいかした経営の重要性を理
解し、女性研究者・技術者の活躍推進に積極的に
取り組むよう、男女共同参画に関する研修等によ
る意識改革を促進する。【内閣府、文部科学省、
関係府省】

④� 男女双方に対する研究と出産・育児、介護等と
の両立支援や、女性研究者の研究力向上及びリー
ダー経験の機会の付与、博士後期課程へ進学する
女子学生への支援の充実等を一体的に推進する、
ダイバーシティ実現に取り組む大学等を支援す
る。【文部科学省】

第４分野 科学技術・学術における
男女共同参画の推進2

第１節 科学技術・学術分野におけ
る女性の参画拡大

2� �国立大学や私立大学などの教育研究機関は、第２分野の「雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和」に記載されてい
る施策の対象となる。例えば、労働基準法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法などの法律の適用対象
である。
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①� 体格や身体の構造と機能の違いなど、性差等を
考慮した研究・技術開発の実施が促進されるよう、
競争的研究費に関する関係府省申合せを踏まえた
取組を推進する。【内閣府、こども家庭庁、文部
科学省、厚生労働省、関係府省】

②� 国が関与する公募型の大型研究はもとより競争
的研究費について、採択条件に、事業の特性も踏
まえつつ、男女共同参画の視点の有無と取組状況
を評価するよう、競争的研究費に関する関係府省
申合せを踏まえた取組を推進する。【内閣府、文
部科学省、関係府省】

③� 国が関与する競争的研究費において、事業の特
性も踏まえつつ、採択条件に、出産・育児・介護
等に配慮した取組を評価するよう、競争的研究費
に関する関係府省申合せを踏まえた取組を推進す
る。【内閣府、文部科学省、関係府省】

④� 研究期間中にライフイベントの発生が予想され
る優秀な研究者が安心して研究代表者として応募
できるように配慮を行うよう、競争的研究費に関
する関係府省申合せを踏まえた取組を推進する。
【内閣府、文部科学省、関係府省】

ア 研究活動と育児・介護等の両立に
対する支援及び環境整備

①� 大学、研究機関、企業等において、男女の研究
者・技術者が仕事と育児・介護等を両立できるよ
うにするため、長時間労働の解消、短時間勤務や
フレックスタイム勤務、テレワークによる多様な
働き方の推進、育児・介護等に配慮した雇用形態
や両立支援制度の確立、キャリアプランや育児・
介護等に関する総合相談窓口の設置など保育・介
護サービスや病児・夜間保育の確保等を促進する。
【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

②� 男女の研究者向けの柔軟な勤務体制の構築や研
究支援員の配置など、女性研究者のみでなく男女

が共に育児や介護を担っていくことへの支援を積
極的に進める大学等を支援する。【文部科学省】

③� 育児・介護等により研究から一時的に離脱せざ
るを得ない場合において、研究期間の延長や中断
後の研究再開を認める等、ライフイベントが発生
しても研究を継続できるように配慮を行う等の競
争的研究費に関する関係府省申合せを踏まえた取
組を推進する。【内閣府、文部科学省、関係府省】

④� 若手研究者向けの研究費等の採択において、育
児・介護等により研究から一時的に離脱した者に
対して配慮した応募要件となるよう促す競争的研
究費に関する関係府省申合せを踏まえた取組を推
進する。【内閣府、文部科学省、関係府省】

⑤� 博士の学位取得者で優れた研究能力を有する者
が、出産・育児による研究中断後、円滑に研究現
場に復帰することができるよう支援する。【文部
科学省】

イ 大学や研究機関におけるアカデ
ミック・ハラスメントの防止

①� 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの
防止のための取組が進められるよう必要な情報提
供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知
徹底を行う。また、各種ハラスメントの防止のた
めの相談体制の整備を行う際には、第三者的視点
を取り入れるなど、真に被害者の救済となるよう
にするとともに、再発防止のための改善策等が大
学運営に反映されるよう促す。また、雇用関係に
ある者の間だけでなく、学生等関係者も含めた防
止対策の徹底を促進する。【文部科学省】

ア 次代を担う理工系女性人材の育成
①� Society�5.0の実現に向けてＡＩやＩｏＴ等の
ＩＴ分野の教育を強化するべくシンポジウム等を
実施する。各自治体の実態に応じた高等学校情報
科等強化によるデジタル人材の供給体制整備を推
進する。【内閣官房、内閣府、文部科学省、経済
産業省】

第２節 男女共同参画と性差の視点
を踏まえた研究の促進

第３節
男女の研究者・技術者が共
に働き続けやすい研究環境
の整備

第４節
女子学生・生徒の理工系分
野の選択促進及び理工系人
材の育成
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②� スーパーサイエンスハイスクールの充実等、高
等学校における理数系教育の強化を通じて、女子
生徒の科学技術に関する関心を高める。【文部科
学省】

③� 好事例やロールモデルの紹介等を通じ、理工系
女性人材の育成について、企業による取組を促進
する。【内閣府】

④� 国立大学における、女性研究者等多様な人材に
よる教員組織の構築に向けた取組や女子生徒の理
工系学部への進学を促進する取組等を学長のマネ
ジメント実績として評価し、運営費交付金の配分
に反映する。また、私立大学等経常費補助金にお
いて、女性研究者を始め子育て世代の研究者を支
援することとしており、柔軟な勤務体制の構築等、
女性研究者への支援を行う私立大学等の取組を支
援する。【文部科学省】

⑤� 理工チャレンジの取組や理工系女子応援ネット
ワーク会議（関係府省や経済界、学界、民間団体
等産学官から成る理工チャレンジの活動を支援す
るための体制）を通して、地域における意識啓発
や情報発信等を実施し、地域の未来を担う理工系
女性人材の育成や地方定着につながる取組を促進

する。また、地方へのSTEM�Girls�Ambassadors
の派遣や若手理工系人材による出前授業を実施
し、地域における理工系進路選択の契機となる機
会を創出する。【内閣府】

⑥� 大学と小・中・高等学校が連携して授業開発・
授業研究を行う際、男女共同参画の視点にも配慮
するよう促す。【内閣府、文部科学省】

⑦� 海洋人材の育成に当たっては、国立大学等が保
有する船舶において、女性に配慮した環境整備を
促進する。【文部科学省】

イ 理工系分野に関する女子児童・生
徒、保護者及び教員の理解促進

①� 大学、研究機関、学術団体、企業等の協力の下、
女子児童・生徒、保護者及び教員に対し、理工系
選択のメリットに関する意識啓発、理工系分野の
仕事内容、働き方及び理工系出身者のキャリアに
関する理解を促すとともに、無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）の払拭に取り組み、女
子生徒の理工系進路選択を促進するための調査研
究を行う。【内閣府、文部科学省】

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現

①� 女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、「女
性に対する暴力をなくす運動」を全国的な運動と
してその時々の課題を重要テーマとして設定し、
効果的な広報啓発を一層推進する。また、被害者
自身が被害と認識していない場合があることや、
被害を受けていることを言い出しにくい現状があ
ることも踏まえ、女性に対する暴力に関する認識

の向上や、悪いのは被害者ではなく加害者であり、
暴力を断じて許さないという社会規範の醸成を図
る。【内閣府、法務省、関係府省】

②� 様々な状況に置かれた被害者に情報が届くよ
う、官民が連携した広報啓発を実施するとともに、
加害者や被害者を生まないための若年層を対象と
する予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図る。
また、高齢者における配偶者からの暴力被害も多
いことを踏まえ、高齢の被害者に支援の情報が届
きやすいよう広報・啓発を充実させる。【内閣府、
文部科学省、厚生労働省、関係府省】

第５分野 女性に対するあらゆる暴力
の根絶

第１節
女性に対するあらゆる暴力
の予防と根絶のための基盤
づくり
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③�「多様な困難に直面する女性支援政策パッケー
ジ」（令和元年12月26日多様な困難に直面する女
性に対する支援等に関する関係府省連絡会議取り
まとめ）に基づき、配偶者等からの暴力を始めと
する複合的困難により、社会的に孤立し、生きづ
らさを抱える女性に対する支援を政府一体となっ
て推進する。
� 内閣府では、ＤＶ相談プラスを実施して、配偶
者等からの暴力の被害者の多様なニーズに対応で
きるよう、毎日24時間の電話相談、ＳＮＳ・メー
ル相談、10の外国語での相談の対応を行うとと
もに、各地域の民間支援団体とも連携し、相談員
が必要と判断した場合には、関係機関等への同行
支援なども行う。また、最寄りの配偶者暴力相談
支援センター等につながるＤＶ相談ナビを実施す
る。さらに、ＤＶ被害者等セーフティネット強化
支援事業による交付金の交付により、官民連携の
下で民間シェルター等による先進的な取組を推進
する都道府県等への支援を行う。【内閣府、関係
府省】

④� 関係行政機関等において、相談窓口の所在等を
広く周知するとともに、電話相談や窓口相談につ
いてサービス向上を促進するため、電話相談の番
号の周知や相談しやすくするための工夫、ＳＮＳ
等を活用した相談の実施、夜間・祝日における相
談対応の実施等を推進する。
� 内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援のため、
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援
センター（以下「ワンストップ支援センター」と
いう。）の全国共通番号「＃8891（はやくワンス
トップ）」の周知を図るとともに、若年層等の性
暴力被害者が相談しやすいよう、ＳＮＳ相談
「Cure�time（キュアタイム）」を実施する。さら
に、性犯罪・性暴力の夜間の相談や救急対応のた
め、夜間休日には対応していないワンストップ支
援センターの運営時間外に、被害者からの相談を
受け付け、ワンストップ支援センターと連携して
支援する「性暴力被害者のための夜間休日コール
センター」を運営し、性犯罪・性暴力被害者支援
の充実に努める。
� 厚生労働省では、若年層を始めとした困難を抱
えた女性が支援に円滑につながるよう、都道府県
に対し、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設準備、

運用に関する支援を行う。【内閣府、警察庁、法
務省、厚生労働省】

⑤� 中長期にわたる被害者の心身の回復を支援する
ため、トラウマ・ケアの専門家を育成し、身近な
場所で適切な相談・カウンセリングが経済的負担
なく受けられる体制を構築していくとともに、
ニーズに応じた対応が可能な民間団体や自助グ
ループの活動を促進する。
� 厚生労働省では、暴力被害者等の心のケア対策
として、婦人相談所一時保護所や婦人保護施設に
心理療法担当職員を配置し、カウンセリング等に
よる心理的回復の充実を図る。【内閣府、警察庁、
厚生労働省】

⑥� 男性被害者等に対する必要な配慮が図られるよ
う、ワンストップ支援センターの相談員等を対象
とした研修の実施等により、相談及び支援体制の
充実を図る。【内閣府、関係府省】

⑦� 被害者と直接接することとなる警察官、検察職
員、更生保護官署職員、地方出入国在留管理局職
員、婦人相談所職員、児童相談所職員、民間団体
等について、男女共同参画の視点から被害者の置
かれた立場を十分に理解し、適切な対応をとるこ
とができるよう、より一層の研修機会の拡大等に
努めるとともに、関係機関間や職員間の連携を促
進する。
� 厚生労働省では、婦人保護事業の担い手となる
婦人相談員の人材確保に努めるとともに、各種研
修受講等を推進することで、専門性の向上を図る。
【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、厚生
労働省、関係府省】

⑧� ケーススタディの手法やオンライン研修教材の
活用等により、ＳＮＳ等を活用した相談を含む、
現場における対応に重点を置いた各職務関係者に
対する研修を充実させ、支援に携わる人材育成を
図る。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

⑨� 女性に対する暴力に関する認識を深め、被害者
の置かれた状況に十分配慮できるよう、刑事司法
関係者に対する研修等の充実を図る。【法務省】

⑩� 法曹養成課程において、女性に対する暴力に関
する法律及び女性に対する暴力の被害者に対する
理解の向上を含め、国民の期待と信頼に応える法
曹の育成に努める。【法務省、文部科学省】

⑪� 女性に対する暴力に関する被害者支援の充実を
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図るため、民間シェルター等と警察や福祉などと
の協働が円滑に行われるよう、官民双方向の連携
の仕組みを構築するとともに、民間団体の活用に
よる支援の充実に努める。
� 厚生労働省では、多様な相談対応や自立に向け
た支援を展開するＮＰＯ法人等を育成し、官・民
の協働による困難な問題を抱える女性への支援を
推進する。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、
関係府省】

⑫� 被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性
等に応じて、相談、保護、生活・就業等の支援、
情報提供等をきめ細かく実施する。また、官民・
官官・広域連携の促進を通じて、中長期的見守り
など切れ目のない被害者支援を実施する。【内閣
府、警察庁、法務省、厚生労働省、関係府省】

⑬� 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
（令和４年法律第52号。以下「困難女性支援法」
という。）の成立に伴い、これまでの婦人保護事
業を見直し、被害者が実態に即した支援を受ける
ことができるよう、先駆的な女性支援を実践する
「民間団体との協働」といった視点も取り入れた
新たな支援の枠組みの構築について、令和６
（2024）年４月の法律施行に向けて検討を進める。
【厚生労働省】

⑭� 重大事件等の暴力被害に関する必要な検証を行
い、重大な被害につながりやすい要因を分析し、
今後の対応に活用する。【警察庁、関係府省】

⑮� 男女間の取り巻く環境の変化に応じた被害傾向
の変化等に対応する施策の検討に必要な基礎資料
を得ることを目的に平成11（1999）年度から実
施している「男女間における暴力に関する調査」
について、令和５（2023）年度調査を実施する。
� 法務省では、女性に対する暴力事案の被害も含
め、実際の犯罪発生件数等を把握するため、一定
数の調査対象者に対し、犯罪被害の有無や捜査機
関への申告の有無、その理由等を尋ねる犯罪被害
実態（暗数）調査を実施する。【内閣府、法務省、
関係府省】

⑯� 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
の充実を図る。【法務省】

①� 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏み
にじる行為であり、決して許されないものである。
「相手の同意のない性的な行為は性暴力である」
等の認識を社会全体で共有し、性犯罪・性暴力の
根絶のための取組や被害者支援を強化していく必
要がある。こうした認識の下、「性犯罪・性暴力
対策の更なる強化の方針」（令和５年３月30日性
犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決
定）に基づき、令和５（2023）年度から令和７
（2025）年度までの３年間を「更なる集中強化
期間」として、性犯罪・性暴力の根絶のための取
組や被害者支援を強化する。【内閣府、警察庁、
こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、
関係府省】

②� 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及
び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物
に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録
の消去等に関する法律案についての国会審議の状
況等を踏まえ、適切に対応する。【法務省、関係
省庁】

③� 監護者による性犯罪・性暴力や障害者に対する
性犯罪・性暴力等の実態把握に努めるとともに、
厳正かつ適切な対処に努めるなど、必要な措置を
講ずる。【こども家庭庁、法務省、文部科学省、
厚生労働省、関係府省】

④� 男女間の取り巻く環境の変化に応じた被害傾向
の変化等に対応する施策の検討に必要な基礎資料
を得ることを目的に平成11（1999）年度から実
施している「男女間における暴力に関する調査」
について、令和５（2023）年度調査を実施する。
（再掲）【内閣府、関係府省】

⑤� 各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につなが
る全国共通番号「＃8103（ハートさん）」の活用
についての広報や性犯罪捜査担当係への女性警察
官の配置推進等、性犯罪被害に遭った女性が安心
して警察に届出ができる環境づくりのための施策
を推進し、性犯罪被害の潜在化防止に努める。【警
察庁】

⑥� 性犯罪に関して被害の届出がなされた場合に
は、被害者の立場に立ち、明白な虚偽又は著しく
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合理性を欠くものである場合を除いて、即時に受
理することを更に徹底する。また、被害届受理時
の説明によって、被害者に警察が被害届の受理を
拒んでいるとの誤解を生じさせることがないよ
う、必要な指導を行う。告訴についても、被害者
の立場に立って、迅速・的確に対応する。【警察庁】

⑦� 性犯罪等の被害者は、ＰＴＳＤ（心的外傷後ス
トレス障害）等の精神的な疾患に苦しむケースが
少なくない現状を踏まえ、捜査関係者を含む関係
者において、被害者の精神面の被害についても的
確に把握し、事案に応じた適切な対応を図る。【警
察庁、関係府省】

⑧� 関係省庁は、「女性活躍・男女共同参画の重点
方針2022（女性版骨太の方針2022）」（令和４年
６月３日すべての女性が輝く社会づくり本部・男
女共同参画推進本部決定）を踏まえ取りまとめた
「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」（令和５年
３月30日内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、
国土交通省取りまとめ）に基づき、痴漢は重大な
性犯罪であるという認識の下、徹底した取締り等
による加害者への厳正な対処、被害申告・相談を
しやすい環境の整備、痴漢対策等のための防犯ア
プリの普及や鉄道事業者等と連携した痴漢防止の
広報・啓発活動等の取組を関係府省が一体となっ
て実施する。【内閣府、警察庁、法務省、文部科
学省、国土交通省】

⑨� 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支
援センターについて、24時間365日対応化や拠点
となる病院における環境整備等の促進、コーディ
ネーターの配置・常勤化などの地域連携体制の確
立、専門性を高めるなどの人材の育成や運営体制
確保、支援員の適切な処遇など運営の安定化及び
質の向上を図る。
� また、全国共通番号「＃8891（はやくワンストッ
プ）」を周知するとともに、ワンストップ支援セ
ンターの通話料の無料化を継続する。夜間・休日
においても相談を受け付けるコールセンターの設
置及び地域での緊急事案への対応体制の整備、各
都道府県の実情に応じた被害者支援センターの増
設等、相談につながりやすい体制整備を図る。さ
らに若年層等の性暴力被害者が相談しやすいよ
う、ＳＮＳ相談「Cure� time（キュアタイム）」
を実施する。

� 厚生労働省では、若年層を始めとした困難を抱
えた女性が支援に円滑につながるよう、都道府県
に対し、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設準備、
運用に関する支援を行う。（再掲）【内閣府、厚生
労働省、関係府省】

⑩� ワンストップ支援センターと婦人相談所・婦人
相談員などとの連携を強化し、機動的な被害者支
援を展開する。また、被害者の要望に応じた支援
をコーディネートできるよう、性犯罪被害者支援
に係る関係部局と民間支援団体間の連携を促進す
る。さらに、障害者や男性等を含め、様々な被害
者への適切な対応や支援を行えるよう、研修を実
施する。【内閣府、警察庁、厚生労働省、関係府省】

⑪� 若年層等の性暴力被害者が相談しやすいよう、
ＳＮＳ相談「Cure�time（キュアタイム）」を実施
する。
� 厚生労働省では、若年層を始めとした困難を抱
えた女性が支援に円滑につながるよう、都道府県
に対し、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設準備、
運用に関する支援を行う。（再掲）【内閣府、厚生
労働省】

⑫� 被害者からの事情聴取に当たっては、その精神
状態等に十分に配意するとともに、被害者が安心
して事情聴取に応じられるよう、引き続き、女性
警察官等の配置や、被害者の心情に配慮した被害
者専用の事情聴取室の活用などによる事情聴取等
の推進に努める。被害者の事情聴取の在り方等に
ついて、引き続き、精神に障害がある性犯罪被害
者に配慮した聴取（代表者聴取）の取組の試行を
行うほか、より一層適切なものとなるような取組
を検討し、適切に対処する。また、被告人の弁護
人は、被害者に対する尋問に際しては、十分に被
害者の人権に対する配慮が求められることにつ
き、啓発に努める。【警察庁、こども家庭庁、法
務省、国土交通省】

⑬� 被害者に対する不適切な対応による更なる被害
を防止する観点も含め、支援に従事する関係者に
対して、啓発・研修を実施する。また、刑事司法
に関係する検察官等に対し、性犯罪に直面した被
害者の心理や障害のある性犯罪被害者の特性や対
応についての研修を実施する。
� 内閣府では、性犯罪被害者等が安心して必要な
相談・支援を受けられる環境を整備するために、
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ワンストップ支援センターの相談員等を対象とし
たオンライン研修教材を作成し、提供するととも
に、研修を実施する。【内閣府、法務省、関係府省】

⑭� 医療機関における性犯罪被害者の支援体制、被
害者の受入れに係る啓発・研修を強化し、急性期
における被害者に対する治療、緊急避妊等に係る
支援を含む、医療機関における支援を充実させる
とともに、支援に携わる人材の育成に資するよう、
取り分け女性の産婦人科医を始めとする医療関係
者に対する啓発・研修を強化する。【厚生労働省、
関係府省】

⑮� 性犯罪被害者に対する包括的・中長期的な支援
を推進するとともに、警察庁においては、医療費・
カウンセリング費用の公費負担制度の効果的な運
用を図る。
� 内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援のため
の交付金により、ワンストップ支援センターを利
用する被害者の医療費・カウンセリング費用の助
成を行う。また、性犯罪に関する専門的知識・技
能を備えた医師、看護師、医療関係者等や民間支
援員の活用を促進する。【内閣府、警察庁、法務省、
厚生労働省】

⑯� 性犯罪・性暴力事件及びその裁判に関する報道
において、被害に関する詳細な描写や被害者が特
定される情報が深刻な二次被害をもたらすことか
ら、その取扱いの配慮について、メディアへの啓
発を行うための必要な検討等を行う。【内閣府、
関係府省】

⑰� 医師や看護師を養成する教育の中で、性犯罪被
害等に関する知識の普及に努める。【文部科学省、
厚生労働省】

⑱� 被害者の心のケアを行う専門家の育成等相談体
制の充実を図る。【厚生労働省】

⑲� 都道府県警察及び保護観察所において、13歳
未満の子供を対象とした暴力的性犯罪受刑者の出
所後の所在等の情報を共有し、その所在を確認す
るなどして、再犯防止を図る。【警察庁、法務省】

⑳� 刑事施設及び保護観察所において性犯罪者に実
施している専門的プログラムの着実な実施や、指
導者の育成など、性犯罪者に対する再犯防止対策
を進める。【法務省】

㉑� 二次被害防止の観点から被害者支援、捜査、刑
事裁判手続における被害者のプライバシー保護を

図るとともに、メディア等を通じた的確な情報発
信により性犯罪に対する一般社会の理解を増進す
る。【内閣府、警察庁、法務省、関係府省】

㉒� 性犯罪・性暴力の実態把握に努めるとともに、
これを含め、性暴力等を許さない気運の更なる醸
成に向けた予防啓発の拡充に努める。【内閣府、
関係府省】

㉓� アダルトビデオ出演被害について、性をめぐる
個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するた
めに性行為映像制作物への出演に係る被害の防止
を図り及び出演者の救済に資するための出演契約
等に関する特則等に関する法律（令和４年法律第
78号。以下「AV出演被害防止・救済法」という。）
による出演被害の防止及び被害者の救済が適切に
図られるよう、同法の趣旨や、出演契約の特則等
の周知を進めるとともに、相談窓口であるワンス
トップ支援センターにおける被害者への相談支援
の充実、ＳＮＳの活用等による広報啓発の継続的
な実施、厳正な取締りの推進等に努める。また、
AV出演被害防止・救済法の施行後における被害
等の状況について適切に把握する。さらに、関係
機関等の協力を得て、差止請求や拡散防止に係る
措置に関する支援の充実に取り組む。【内閣府、
警察庁、法務省、関係府省】

①� 生命の尊さを学び生命を大切にする教育、自分
や相手、一人一人を尊重する教育を更に推進する
とともに、性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍
観者にならないよう、幼児期から子供の発達段階
に配慮した教育の充実を図る。【文部科学省、関
係府省】

②� 学校、児童福祉施設等子供と直接接する業務を
行う施設において、子供が相談しやすい環境を整
備し、性的虐待の兆候を把握して児童相談所等と
的確に連携するための研修・広報啓発を実施する。
あわせて、二次被害の防止及び円滑な専門機関へ
の相談のために、最初に性的虐待の被害を打ち明
けられる可能性がある保護者、保育士、教師など
子供に関わる大人に対して、初動対応に関する啓
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発を推進する。【こども家庭庁、法務省、文部科学省】
③� 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者
の児童相談所等への通告義務を周知徹底するとと
もに、児童相談所、警察等においては、性的虐待
の認知・把握に努め、被害児童の保護、被害児童
に配慮した聴取（代表者聴取）、加害者の検挙と
適切な処罰等に向けた必要な施策を実施する。【警
察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省】

④� 若年女性を対象に、婦人相談所等の公的機関と
民間支援団体とが密接に連携し、夜間の見回り・
声かけ、インターネット上での相談などのアウト
リーチ支援や居場所の確保、相談対応、自立支援
等の支援を行う。【厚生労働省】

⑤� 児童相談所やワンストップ支援センター等にお
いて、性的な暴力被害を受けた子供に対する被害
直後及びその後の継続的な専門的ケアや支援が実
施されるよう取組を進める。あわせて、専門的知
識を備えた人材の育成を推進する。【内閣府、警
察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生
労働省】

⑥� 被害児童の負担を軽減しつつ、適正な診断・治
療等ができるよう、学術団体を含め、産婦人科医、
小児科医等に対する研修を促進する。【内閣府、
こども家庭庁】

⑦� 被害児童の学習や通学など社会生活が妨げられ
ないよう、学校で教職員が相談に乗ったり、関係
機関と連携するなどの、適切な措置を講ずる。【文
部科学省】

⑧� 通学路や公園等における防犯・安全対策を強化
し、性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為
に対する捜査・警告を的確に実施する。【警察庁】

⑨� 文部科学省では、過去に児童生徒等への性暴力
等を原因として教員免許状が失効・取上げとなっ
た者（特定免許状失効者等）について、こうした
者が再び教職に就くことを防ぐため、その情報を
蓄積し、教員等を採用しようとする者（教育委員
会・学校法人等）に対して、検索・閲覧に供する
「特定免許状失効者管理システム」（令和５（2023）
年４月１日より稼働）の活用を徹底するとともに、
成人への性暴力も含めた懲戒免職処分歴等の情報

が検索可能な「官報情報検索ツール3」を引き続
き活用するよう促す。
� こども家庭庁では、児童生徒等に対してわいせ
つ行為を行った保育士について、児童福祉法等の
一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の
適切な運用がなされるよう、法改正の趣旨や基本
的な指針等について、各都道府県等への周知を徹
底する。【こども家庭庁、文部科学省】

⑩�「こども政策の新たな推進体制に関する基本方
針について」（令和３年12月閣議決定）を踏まえ、
教育・保育施設等やこどもが活動する場（放課後
児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動な
ど）等において働く際に性犯罪歴等についての証
明を求める仕組み（日本版ＤＢＳ）の導入に向け
て必要な検討を進める。【こども家庭庁、法務省、
文部科学省、経済産業省、関係府省】

⑪�「子供の性被害防止プラン20224」に基づき、
政府全体で児童買春・児童ポルノ等の対策を推進
する。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、
法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済
産業省、観光庁】

⑫� アダルトビデオ出演被害を含め、若年層を対象
とした性暴力被害に関し、実態把握や取締等の強
化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・
自立支援の取組強化等の施策を総合的に推進す
る。【内閣府、関係府省】

⑬� 毎年４月の「若年層の性暴力被害予防月間」に
ＳＮＳ等の若年層に届きやすい広報媒体を活用し
た啓発活動を展開する。【内閣府、関係府省】

⑭� 子供に対する性的な暴力根絶に向けて教育・学
習、積極的な広報啓発を実施する。特に、コミュ
ニティサイトやＳＮＳ等を通じた性犯罪・性暴力
の当事者にならないための教育・学習、啓発活動、
子供及び保護者のメディア・リテラシーの向上等
の充実を図る。こども家庭庁では、青少年が安全
に安心してインターネットを利用できる環境の整
備等に関する法律（平成20年法律第79号）及び「青
少年が安全に安心してインターネットを利用でき
るようにするための施策に関する基本的な計画
（第５次）」（令和３年６月子ども・若者育成支援

3� �文部科学省が平成30（2018）年度から教員採用権者（都道府県・指定都市教育委員会、国立・私立学校の設置者等）に提供している、
官報に公告された教員免許状の失効の事由、失効年月日等の失効情報を検索できるツール。

4� �「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」（令和４年５月20日犯罪対策閣僚会議決定）。
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推進本部決定。以下「第５次青少年インターネッ
ト環境整備基本計画」という。）に基づき、子供
がインターネットを上手に、安全に使うスキルを
習得するため、青少年の保護者向けのリーフレッ
トを作成し、都道府県等の関係機関に配布すると
ともに、こども家庭庁ホームページに掲載するな
ど、子供及び保護者のメディア・リテラシーの向
上に努める。また、７月の「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」において、関係省庁、地方公
共団体、関係団体等の協力を得て、青少年の非行・
被害防止のための国民運動を展開していく。【内
閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、文部科学
省、経済産業省】

⑮� 法務省の人権擁護機関では、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）
を活用した人権相談を推進する。【法務省】

①� 保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化、
基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充及
び協議会の法定化等の措置を講ずることを内容と
する、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律の一部を改正する法律（令和５年
法律第30号。以下「配偶者暴力防止法改正法」
という。）が第211回国会（令和５（2023）年）
において成立した。令和６（2024）年４月の配
偶者暴力防止法改正法の円滑な施行を図るため、
所要の措置を講ずる。【内閣府、警察庁、法務省、
厚生労働省】

②� 配偶者暴力相談支援センター長、地方公共団体
の支援センター主管課等の行政職員及び地方公共
団体の支援センター、児童相談所並びに民間シェ
ルター等において相談支援業務に携わる官民の相
談員等の関係者を対象として、相談対応の質の向
上及び被害者や被害親子に対する支援における官
官・官民連携強化のために必要な知識の習得機会
を提供するため、オンライン研修教材を作成し提
供する。【内閣府】

③� ＤＶと児童虐待が密接に関連するものであるこ
とを踏まえ、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強
化に向けた取組を推進する。【内閣府、警察庁、
こども家庭庁、法務省、厚生労働省、関係府省】

④� ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援事業に
よる交付金の交付により、官民連携の下で民間
シェルター等による先進的な取組を推進する都道
府県等への支援を行う。（再掲）【内閣府、法務省、
厚生労働省、関係府省】

⑤� 被害者等のための民間シェルター等が行う先進
的な取組の推進や調査研究の実施など、被害者支
援の充実を図るとともに、一時保護解除後の被害
者等に対する民間シェルター等を通じた自立支
援、定着支援等の取組を行う。【内閣府、厚生労
働省】

⑥� 被害者の保護に当たっては、被害者は、配偶者
からの暴力で心身共に傷ついていることに留意
し、不適切な対応により被害者に更なる被害（二
次被害）が生じることのないよう配慮することを
徹底する。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】

⑦� 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
に十分な配慮をする。また、加害者が個人情報に
係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等
の住所を探索することを防止するなど、被害者情
報の保護の徹底を図る。【内閣府、警察庁、総務省、
法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

⑧� ＤＶ相談プラスを実施して、配偶者等からの暴
力の被害者の多様なニーズに対応できるよう、毎
日24時間の電話相談、ＳＮＳ・メール相談、10
の外国語での相談の対応を行うとともに、各地域
の民間支援団体とも連携し、相談員が必要と判断
した場合には、関係機関等への同行支援なども行
う。（再掲）【内閣府、厚生労働省】

⑨� 二次被害を防止し、適切な被害者支援を行うた
め、現場のニーズに即した研修の実施や相談員の
適切な処遇など、支援に従事する関係者の質の向
上・維持に向けた継続的取組を促進する。【内閣府、
厚生労働省】

⑩� 被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処を
徹底するとともに、被害者の支援と被害の防止に
関する広報啓発を推進する。内閣府では、内閣府
ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳ等を通じ
て、配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ情報
の提供を行う。【内閣府、警察庁、法務省、厚生
労働省】

⑪� 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

第４節 配偶者等からの暴力の防止
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関する法律（平成13年法律第31号）に基づき、
保護命令制度の適切な運用の実現のための施策の
実施に努める。また、保護命令制度の拡充・保護
命令違反の厳罰化、基本方針・都道府県基本計画
の記載事項の拡充及び協議会の法定化等の措置を
講ずることを内容とする配偶者暴力防止法改正法
が第211回国会（令和５（2023）年）において
成立した。令和６（2024）年４月の配偶者暴力
防止法改正法の円滑な施行を図るため、所要の措
置を講ずる。（再掲）【内閣府、警察庁、法務省、
厚生労働省】

⑫� 婦人相談所において、被害者の安全の確保や心
身の健康回復を十分に行うとともに、民間シェル
ター等の積極的活用等による適切かつ効果的な一
時保護を実施する。また、婦人相談所一時保護所
や婦人保護施設において、被害者に対する心理的
ケアや自立に向けた支援、同伴児童への学習支援
を推進する。【厚生労働省】

⑬� 被害者は身体的に傷害を受けたり、ＰＴＳＤ（心
的外傷後ストレス障害）等の疾患を抱えることが
多いことから、事案に応じて、医師、相談・保護
に関わる職員が連携して、医学的又は心理的な援
助を行う。また、職務関係者に対する研修の充実
等により、被害者に対する適切な支援を行うため
の人材育成を促進する。【内閣府、厚生労働省、
関係府省】

⑭� 被害者は複合的な困難を抱えたり生活困窮に陥
ることがあるため、配偶者暴力相談支援センター
等において、関係機関や民間シェルター等とも連
携しつつ、被害者への中長期的な支援として、就
業の促進、住宅の確保、医療保険・国民年金の手
続、同居する子供の就学、住民基本台帳の閲覧等
の制限等に関する制度の利用等の情報提供及び助
言を行う。また、事案に応じて当該関係機関や民
間シェルター等と連携して対応に当たるなど、被
害者の自立を支援するための施策等について一層
促進する。その際、先進的な取組について共有を
図る。【内閣府、厚生労働省、関係府省】

⑮� 被害者の住居の安定の確保のため、地域の実情
を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優
先入居や目的外使用の実施を促進する。【国土交
通省】

⑯� 配偶者からの暴力の被害者を含め、包括的・総

合的に支援を行う自立相談支援機関において、中
長期的な自立支援を行う。【内閣府、厚生労働省】

⑰� 被害者支援の一環として、加害者の暴力を抑止
するための地域社会内でのプログラムについて、
令和２（2020）年度から令和４（2022）年度に
実施した試行実施の成果等を踏まえ、「配偶者暴
力加害者プログラム本格実施のための留意事項」
（仮称）を策定するとともに、これに基づいた取
組の全国的な展開に向けて、被害者支援を行う地
方公共団体や民間団体の関係者等に対し、その内
容の普及を図る。【内閣府、関係府省】

⑱� 配偶者等からの暴力がその子供にも悪影響を及
ぼすことに鑑み、子供に対する精神的ケア、学習
支援等の支援を充実させるとともに、配偶者暴力
相談支援センター等の配偶者からの暴力への対応
機関と児童相談所等の児童虐待への対応機関との
連携協力を推進する。【内閣府、こども家庭庁、
厚生労働省、関係府省】

⑲� 交際相手からの暴力の実態の把握に努め、各種
窓口において相談が受けられる体制の拡充・周知
徹底を行うとともに、被害者の適切な保護に努め
る。内閣府では、配偶者暴力相談支援センターに
おける相談件数等について調査を実施し、交際相
手からの相談状況の把握を行う。【内閣府、警察庁、
文部科学省、厚生労働省、関係府省】

⑳� 非同棲交際相手からの暴力（いわゆるデートＤ
Ｖ）について、教育・学習、若年層に対する予防
啓発の充実を図る。【内閣府、文部科学省】

①� ストーカー行為は事態が急展開して重大事案に
発展するおそれが大きいものであることを考慮
し、被害者の安全確保及び加害者への厳正な対処
を徹底するとともに、効果的な被害者支援及び被
害の防止に関する広報啓発を推進する。【内閣府、
警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係
府省】

②� 内閣府では、相談支援業務に携わる官民の相談
員等の関係者を対象としてオンライン研修教材の
提供等を実施する。（再掲）【内閣府、法務省、文
部科学省、厚生労働省】

第５節 ストーカー事案への対策の
推進
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③� ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援事業に
よる交付金の交付により、官民連携の下で民間
シェルター等による先進的な取組を推進する都道
府県等への支援を行う。（再掲）【内閣府、総務省、
法務省、厚生労働省、国土交通省】

④� 被害者等の保護、捜査、裁判等に職務上関係の
ある者は、被害者等の安全の確保及び秘密の保持
に十分な配慮をする。また、加害者が個人情報に
係る閲覧や証明書の制度を不当に利用し被害者等
の住所を探索することを防止するなど、被害者情
報の保護の徹底を図る。（再掲）【内閣府、警察庁、
総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土
交通省】

⑤� ストーカーの被害者にも加害者にもならないた
め、取り分け若年層に対する予防啓発・教育を推
進するとともに、インターネットの適切な利用や
インターネットの危険性に関する教育・啓発を推
進する。また、こうした教育指導を適切に実施す
るため、研修等により教育関係者等の理解を促進
する。【内閣府、総務省、文部科学省、関係府省】

⑥� ストーカー事案に係る相談・支援窓口や事案対
処の方法について、広報啓発を推進する。【内閣府、
警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、関係
府省】

⑦� 加害者に対する迅速・的確な対応を徹底すると
ともに、関係機関が適切に連携を図りながら、様々
な段階での加害者に対する更生のための働きか
け、受刑者等に対するストーカー行為につながる
問題性を考慮したプログラムの実施・充実、ストー
カー行為者に対する精神医学的・心理学的アプ
ローチ等、加害者更生に係る取組を推進する。【内
閣府、警察庁、法務省、関係府省】

⑧� 被害者の心身の健康を回復させるための方法等
に関する調査研究を実施する。【内閣府、警察庁、
厚生労働省、関係府省】

①� 職場におけるセクシュアルハラスメントは個人
としての尊厳や人格を不当に傷つける、決して
あってはならない行為である。男女雇用機会均等
法及びこれに基づく指針について、事業主が講ず

べき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等
への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周
知を行うとともに、非正規雇用労働者も含め外部
相談窓口の活用も含めた有効な相談体制の整備等
により、雇用の場における防止対策を推進する。
あわせて、セクシュアルハラスメントが原因で精
神障害を発病した場合は、労災補償の対象になる
場合があることの周知徹底を図る。【厚生労働省】

②� 国家公務員については、人事院規則10-10（セ
クシュアル・ハラスメントの防止等）に基づき、
幹部職員も含めた研修、周知啓発等の防止対策や、
行為職員に対する厳正な対処、外部相談窓口の適
切な運用等の救済措置により組織的、効果的に推
進する。また、これまで実施してきた「幹部・管
理職員ハラスメント防止研修」について、組織マ
ネジメントの観点も反映したより実効性のあるも
のとなるよう研修内容を見直して令和５（2023）
年度から実施する。【内閣官房、全府省、（人事院）】

③� 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラス
メントの防止のための取組が進められるよう必要
な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメ
ントの防止等の周知徹底を行う。【文部科学省】

④� セクシュアルハラスメント被害の未然防止のた
めの児童生徒、教職員等に対する啓発を実施する。
【文部科学省】

⑤� 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等に
おけるセクシュアルハラスメントの実態を把握す
るとともに、予防のための取組や被害者の精神的
ケアのための体制整備を促進する。また、セクシュ
アルハラスメントの行為者に対し厳正に対処する
とともに、行為に至った要因を踏まえた対応を行
うなど再発防止対策の在り方を検討する。【こど
も家庭庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

⑥� 性的指向・性自認（性同一性）に関するハラス
メント防止に取り組むとともに、性的マイノリ
ティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、
企業や労働者の性的指向・性自認（性同一性）に
ついての理解を促進する。（再掲）【厚生労働省】

①� 出入国在留管理庁の各種手続等において認知し

第６節 セクシュアルハラスメント
防止対策の推進
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た人身取引（性的サービスや労働の強要等）被害
者等に関する情報や、警察における風俗営業等に
対する立入調査、取締り等あらゆる警察活動を通
じて、人身取引被害の発生状況の把握・分析に努
めるとともに、こうした関係行政機関の取組や、
各国の在京大使館、NGO関係者、弁護士等から
の情報提供を通じて得られた情報を、関係行政機
関において共有し、外国人女性及び外国人労働者
の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内外の
ブローカー組織の現状等の把握・分析に努める。
【内閣官房、警察庁、法務省、関係府省】

②� 人身取引の被害申告等を呼び掛けるポスター、
リーフレット等を多言語で作成し、上陸審査場、
外国人向け食材販売店、外国人被害者の主な送出
し国の駐日大使館及び在外日本大使館等の人身取
引被害者の目につきやすい場所に掲示等すること
により、被害を受けていることを自覚していない、
又は被害を訴えることができずにいる潜在的な被
害者に対し、多言語に応じた被害の申告先や相談
窓口の周知を図る。【内閣府、警察庁、こども家
庭庁、法務省、外務省、厚生労働省】

③� 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによ
る関係行政機関の連携強化、同タスクフォースに
おいて作成した「人身取引取締りマニュアル」の
活用等を通じて、関係機関の職員が認識を共有し、
緊密な連携の下、人身取引事犯並びに売春事犯及
び風俗関係事犯等の人身取引関連事犯の取締り及
び厳正な対処の徹底を図る。【内閣官房、警察庁、
法務省、厚生労働省、国土交通省】

④� 毎年11月に実施している「女性に対する暴力
をなくす運動」において、人身取引を含む女性に
対する暴力の根絶を図るため、地方公共団体を始
め広く関係団体と連携して広報啓発を実施するほ
か、関係行政機関が協調して、人身取引に対する
政府の取組等について、ポスター・パンフレット
の作成、ホームページへの掲載等を通じて、情報
提供を行い、広く問題意識の共有を図るとともに
協力の確保に努める。【内閣府、関係府省】

①� インターネットの安全・安心な利用のために、

関係機関・団体等と連携して、広報啓発を行うと
ともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシー
の向上のための取組を推進する。
� こども家庭庁では、「第５次青少年インター
ネット環境整備基本計画」に基づき、青少年がイ
ンターネットの利用に起因する犯罪やトラブルに
巻き込まれることを防止し、スマートフォンや
ＳＮＳ等を安全・安心に利用できるよう、関係省
庁、地方公共団体、関係団体等と連携、協力して、
青少年が初めて自分のスマートフォン等を手にす
る時期でもある卒業・進学・新入学の時期に特に
重点を置いた啓発活動「春のあんしんネット・新
学期一斉行動」を実施する。また、地域が自立的・
継続的に青少年のインターネット利用環境づくり
を実施できるようにするための連携体制を構築す
ることを目的とした「青少年のインターネット利
用環境づくりフォーラム」を各地域において開催
する。
� 文部科学省では、都道府県ＰＴＡと連携した
ネットモラルキャラバン隊を全国各地で開催し、
保護者を対象に情報モラルやネットとの関わり
方、家庭でのルール作り等の啓発を行う。【内閣府、
警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科
学省、経済産業省】

②� リベンジポルノやいわゆるディープフェイクポ
ルノ等に関し、事案に応じて各種法令を適用する
ことにより、違法行為に対して厳正に対処する。
また、プロバイダ等の事業者と連携し、公表され
た私事性的画像記録の流通・閲覧防止を図るほか、
取り分け、若年層に対する教育・学習の充実を図
る。【警察庁、総務省、法務省、文部科学省】

③� インターネット上の児童ポルノ画像や人を著し
く羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、
衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を
盗撮した画像等の流通防止対策を推進する。また、
削除されなかった児童ポルノ画像についてイン
ターネット・サービス・プロバイダによるブロッ
キング等の自主的な取組を引き続き支援し、児童
ポルノ画像の閲覧防止対策を推進する。【警察庁、
総務省、経済産業省】

第８節 インターネット上の女性に
対する暴力等への対応
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①� 売買春に係る要保護女子に対しては、様々な支
援を必要とする女性であるという観点から、関係
機関における連携を促進し、総合的な支援の充実
を図るとともに、売買春の被害に遭うおそれのあ
る若年層の女性を早期に発見し、福祉等の支援に
つなぐことができるアウトリーチ機能を持った民

間団体と協力し、福祉による生活支援や宿所の提
供、自立支援など、売春を未然に防ぐための施策
を推進する。【警察庁、厚生労働省】

②� 関係法令を厳正かつ適切に運用し、売春の相手
方に対する対策や周旋行為の取締りを一層強化す
る。【警察庁、法務省、厚生労働省】

③� 売買春の防止に向けた広報啓発及び教育・学習
の充実を図る。【内閣府、法務省、文部科学省、
厚生労働省】

ア 就業・生活の安定を通じた自立に
向けた取組

①� 男女の均等な機会及び待遇の確保の徹底、男女
間の賃金格差の解消、女性の就業継続や再就職の
支援、職場における各種ハラスメントの防止、政
府の支援情報を一元的に提供する「女性応援ポー
タルサイト」の運営により、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進等に向けた取組を行う。【内閣府、
厚生労働省】

②� 男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇
用労働者の割合が高いことが女性が貧困に陥りや
すい背景の一つとなっていることから、公正な待
遇が図られた多様な働き方の普及、同一企業・団
体内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者
との間の不合理な待遇差の解消等を推進する。【厚
生労働省】

③� 令和６（2024）年10月に予定されている短時
間労働者に対する被用者保険の適用拡大に向け
て、準備・周知・広報を行う。（再掲）【厚生労働省】

④� ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援事業に
よる交付金の交付により、官民連携の下で民間
シェルター等による先進的な取組を推進する都道
府県等への支援を行う。（再掲）【内閣府、法務省、

厚生労働省、国土交通省、関係府省】
⑤� 困難を抱える者の課題は、経済的困窮を始めと
して、就労活動困難、病気、住まいの不安定、家
庭の課題、メンタルヘルス、家計管理の課題、就
労定着困難、債務問題など多岐にわたり、かつこ
うした課題を複数抱える者が存在する。これを踏
まえ、複合的な課題を抱える生活困窮者のそれぞ
れの状況に応じ、包括的な支援を行いその自立を
促進するため、生活困窮者自立支援法（平成25
年法律第105号）に基づく相談支援、就労支援、
多様な就労機会の提供、居住確保支援、家計相談
支援等を行う。【厚生労働省】

⑥� 困難女性支援法の成立を踏まえ、婦人相談所（新
法の女性相談支援センター）や婦人保護施設（新
法の女性自立支援施設）の機能強化など各都道府
県での支援体制の計画的な整備、常勤化や市町村
への配置の促進などを含む婦人相談員（新法の女
性相談支援員）の人材の確保・養成・処遇改善の
推進、広域的な民間団体相互の連携基盤の構築の
検討を含めた民間団体との協働の促進など、新法
の令和６（2024）年４月の円滑な施行に向けた
環境整備を図る。【厚生労働省】

イ ひとり親家庭等の親子が安心して
生活できる環境づくり

①� ひとり親家庭の実情に応じ、マザーズハロー
ワーク、母子家庭等就業・自立支援センター等に

第９節 売買春への対策の推進

第６分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難
に対する支援と多様性を尊重する環境の整備

第１節 貧困等生活上の困難に直面
する女性等への支援
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おいて、ひとり親を含む子育て女性等に対するき
め細かな就職支援を実施する。また、ひとり親家
庭の親等の就労支援に資する職業訓練や各種雇用
関係助成金の活用を推進する。さらに、就職に有
利になる資格の取得や主体的な能力開発の取組を
促進し、生活の安定を図るため、ひとり親家庭の
親に対する給付金等により、ひとり親家庭の生活
の安定に資する就業に向けた資格取得を促進す
る。加えて、企業に対して、ひとり親の優先的な
雇用について協力を要請し、助成金を通じて企業
の取組を支援するとともに、マザーズハローワー
ク等において、協力企業に関する情報を提供する。
【こども家庭庁、厚生労働省】

②� ひとり親家庭等が安心して子育てをしながら生
活できる環境を整備するため、以下の取組を含め
た総合的な支援を展開する。【内閣府、こども家
庭庁、厚生労働省、国土交通省】
・� ひとり親世帯や住宅困窮度の高い子育て世帯
に対し、公営住宅への優先入居や、民間賃貸住
宅を活用したセーフティネット登録住宅の推進、
登録住宅の改修、入居者負担の軽減、居住支援
等への支援を通じ、住まいの確保を支援する。

・� ひとり親家庭や貧困家庭等の子供に対する、
放課後児童クラブ等の終了後に生活習慣の習
得・学習支援、食事の提供等を行うことが可能
な居場所づくりを支援する。

・� 児童扶養手当の支給、母子父子寡婦福祉資金
貸付金の貸付けにより経済的な支援を実施する
とともに、引き続き支給要件の周知等を図る。

・� デジタル化社会到来の中で、女性が経済的に
自立できるよう、女性デジタル人材の育成など、
多様な主体による連携体制の構築の下で地域の
実情に応じて地方公共団体が行う取組を、地域
女性活躍推進交付金により支援する。

③� ひとり親家庭を対象とした様々な支援情報を提
供する。また、ひとり親家庭の相談窓口において、
ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別のニーズ
に対応するため、適切な支援メニューをワンス
トップで提供する体制を整備する。さらに、令和
５（2023）年度より同行支援や継続的な見守り
支援等の同行型支援を行うための体制を整備す
る。【こども家庭庁】

④�「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022（女

性版骨太の方針2022）」において、養育費の受領
率に関する達成目標を定めることが明記されたこ
とに伴い、関係府省庁との連名で養育費受領率の
達成目標を公表する。【内閣府、こども家庭庁、
法務省】

⑤� 養育費の取決め等の促進や安全・安心な親子交
流の実施のため、パンフレット等による効果的な
周知・啓発を行う。養育費等相談支援センターや
地方公共団体における養育費の相談支援につい
て、多様な方法での提供や、身近な地域での伴走
型の支援、専門的な相談を更に充実・強化すると
ともに、離婚前後親支援モデル事業を通じて拡充
し、弁護士等による支援を含めた離婚前からの親
支援の充実や、関係部署の連携強化を含めた地方
公共団体の先駆的な取組への支援を実施する。ま
た、離婚後の子の養育に関する法的支援・解決の
在り方等について分析を行うための調査研究を行
う。第三者から債務者の財産に関する情報を取得
する手続を新設するなどした民事執行法（昭和
54年法律第４号）の改正法による全ての手続が、
令和３（2021）年５月から利用可能となったため、
引き続き関係機関等への周知をしていく。また、
資力の乏しい者でもこれらの手続を円滑に利用で
きるようにするため、法律相談援助や弁護士費用
等の立替えを行う日本司法支援センター（法テラ
ス）の民事法律扶助について、関係機関等への周
知に努める。子供の最善の利益を図る観点から、
養育費制度の見直しを含め、父母が離婚した後の
子の養育の在り方について、引き続き必要な検討
を進める。【こども家庭庁、法務省】

⑥� 家庭の経済状況等によって子供の進学機会や学
力・意欲の差が生じないように、以下の取組を推
進する。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】
・� 生活困窮世帯等に対する学習支援や進路選択
に関する相談等の支援のほか、子供や保護者の
居場所づくりや生活に関する支援

・� 学校におけるスクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー等の配置の充実を図ると
ともに、地域全体で子供の成長を支える地域学
校協働活動を推進

・� 高校中退を防止するため高等学校における指
導・相談体制の充実を図るとともに、高校中退
者等を対象とした学習相談及び学習支援を実施
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する地方公共団体等の取組の支援等
・� 教育費に係る経済的負担の軽減

⑦� 子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、
引き続き官公民の連携・協働プロジェクトである
「こどもの未来応援国民運動」を進めていく。令
和５（2023）年度においては、国や地方公共団
体の支援策や各地の支援団体の活動情報等をこど
もの未来応援国民運動ホームページ等により発信
するとともに、「こどもの未来応援基金」による
ＮＰＯ等支援団体への活動資金の支援、民間企業
と支援を必要とするＮＰＯ等支援団体のマッチン
グ等を更に展開していく。また、「地域子供の未
来応援交付金」により、引き続き、こどもの居場
所づくりなどの子供の貧困対策を行う地方公共団
体を支援していく。【こども家庭庁】

ウ 子供・若者の自立に向けた力を高
める取組

①� 社会人・職業人として自立できる人材を育成す
るため、キャリア教育・職業教育を体系的に充実
する。進路や就職に関する指導も含め、男女共に
経済的に自立していくことの重要性について伝え
るとともに、自らの学びのプロセスを記述し振り
返ることができる教材「キャリア・パスポート」
の効果的な活用等を通じて、長期的な視点に立っ
て人生を展望し、働くことを位置付け、準備でき
るような教育を推進する。【文部科学省】

②� 若者が充実した職業人生を歩んでいけるよう、
就業等の実態を男女別等きめ細かく把握し、新規
学校卒業者への支援、中途退学者や未就職卒業者
への対応、フリーターを含む非正規雇用で働く若
者への支援等を行う。【文部科学省、厚生労働省】

③� ニート、ひきこもり等、困難を有する子供・若
者が、社会生活を円滑に営むことができるよう、
子ども・若者総合相談センター、地域若者サポー
トステーション、ひきこもり地域支援センター等
において、多様な主体間の連携により、複数の支
援を組み合わせて行うなど、地域の実情に合った
切れ目のない支援を行う。【こども家庭庁、文部
科学省、厚生労働省、関係府省】

④� ヤングケアラーへの支援を強化するため、家族
の介護等を行っている子供の実態調査や関係機
関・団体職員への研修等を支援するほか、社会的

認知度向上のための広報啓発を進めることでヤン
グケアラーを早期に発見し、必要な支援につなげ
ることを図る。【こども家庭庁、厚生労働省】

ア 高齢者が安心して暮らせる環境の
整備

①� 高齢期の女性の貧困について、「年金生活者支
援給付金制度」などを活用し、低年金・無年金者
問題に対応する。また、高齢期に達する以前の女
性が老後の生活の備えを十分にできるよう、男女
共同参画の視点から施策の検討を行い、あらゆる
分野で着実に推進する。【内閣府、厚生労働省、
関係府省】

②� 年齢に関わりなく働ける社会の実現に向けて、
65歳までの高年齢者雇用確保措置・70歳までの
高年齢者就業確保措置の着実・円滑な実施のため、
継続雇用延長・定年引上げ等に係る助成金の支給
等による事業主への支援等を実施しているほか、
生涯現役支援窓口における65歳以上の者の再就
職支援、シルバー人材センターにおける就業機会
の確保や、地域ニーズを踏まえた働く場の創出・
継続をしていくことが可能なモデルづくり及び他
の地域への展開等を通じた多様な雇用・就業機会
の提供等を通じ、高齢男女の就業を促進するとと
もに、能力開発のための支援を行う。【厚生労働省】

③�「健康寿命延伸プラン」（令和元年５月29日
2040年を展望した社会保障・働き方改革本部取
りまとめ）に基づき、次世代を含めた全ての人の
健やかな生活習慣形成、疾病予防・重症化予防、
介護予防・フレイル対策、認知症予防等を中心に
取組を推進し、男女共に健康寿命の延伸を実現す
る。【厚生労働省、経済産業省】

④� 医療・介護保険制度については、効率化・重点
化に取り組みながら質の高いサービスの充実を図
る。【厚生労働省、関係府省】

⑤� 認知症や一人暮らしの高齢者が、社会から孤立
することなく、住み慣れた地域の中で、自分らし
く暮らし続けられるよう、「認知症施策推進大綱」

第２節
高齢者、障害者、外国人等
が安心して暮らせる環境の
整備
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（令和元年６月18日認知症施策推進関係閣僚会
議取りまとめ）に基づく取組を進めるとともに、
住民等を中心とした地域の支え合いの仕組みづく
りを促進する。【厚生労働省、関係府省】

⑥� 高齢者が他の世代と共に社会の重要な一員とし
て、生きがいを持って活躍できるよう、高齢者の
多様な学習機会の提供及び社会参加の取組を促進
する。【文部科学省、厚生労働省、関係府省】

⑦� 安定した住生活の確保、建築物、道路、公園、
公共交通機関等のバリアフリー化や無電柱化等、
高齢者を取り巻く環境の整備等を推進する。【内
閣府、警察庁、国土交通省、関係府省】

⑧� 企業等による、高齢者のニーズや、事故防止や
安全対策等の社会課題に合致した機器やサービ
ス、その効果的な活用方法の開発等を支援する。
【総務省、厚生労働省、経済産業省、関係府省】

⑨� 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律（平成17年法律第124号）等
を踏まえ、都道府県や市町村に対する支援等を通
じ、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な
対応、再発防止が図られるよう取組を推進する。
【厚生労働省、関係府省】

⑩� 消費者安全法（平成21年法律第50号）（「消費
者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）」
の設置等）を踏まえ、悪質商法を始めとする高齢
者の消費者被害の防止を図る。さらに、独立行政
法人国民生活センターでは、高齢者やその周りの
人々に悪質商法の手口やワンポイントアドバイス
等をメールマガジンや同センターホームページで
伝える「見守り新鮮情報」を発行するとともに、
高齢者の悪質商法被害や商品等に係る事故に関す
る注意情報及び相談機関の情報等を、報道機関へ
の情報提供等の多様な手段を用いて周知を図る。
【消費者庁、関係府省】

⑪� 上記のほか、「高齢社会対策大綱」（平成30年
２月16日閣議決定）に基づき必要な取組を推進
する。【内閣府、関係府省】

イ 障害者が安心して暮らせる環境の
整備

①� 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律（平成25年法律第65号）等を踏まえ、全ての
国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現に向けた取組を推進する。また、
新たに策定した「障害者基本計画（第５次）」（令
和５年３月14日閣議決定）に基づく施策を総合
的かつ計画的に進める。【内閣府、関係府省】

②� 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支
援等に関する法律（平成23年法律第79号）等を
踏まえ障害者虐待防止の取組を進める。【厚生労
働省、関係府省】

③� 消費者安全法（「消費者安全確保地域協議会（見
守りネットワーク）」の設置等）を踏まえ、悪質
商法を始めとする障害者の消費者被害の防止を図
る。さらに、独立行政法人国民生活センターでは、
障害のある人やその周りの人々に悪質商法の手口
等の情報提供を行う。また、最新の消費生活情報
をコンパクトにまとめた「くらしの豆知識」の発
行に当たっては、カラーユニバーサルデザイン認
証を取得するほか、デイジー版（デジタル録音図
書）を作成し、全国の消費生活センター、消費者
団体及び全国の点字図書館等に配布するととも
に、国立国会図書館視覚障害者等用データ送信
サービスにも登録する。【消費者庁、関係府省】

④� 障害者が安心して生活できる住宅の確保、建築
物、道路、公園、公共交通機関等のバリアフリー
化や無電柱化を推進するとともに、障害者に配慮
したまちづくりを推進する。【内閣府、警察庁、
国土交通省、関係府省】

⑤� 障害者が個人としての尊厳にふさわしい生活を
営むことができるよう、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律（平成17
年法律第123号）に基づき、自立生活援助、就労
定着支援などの障害福祉サービス等の充実を図
り、障害者の地域における生活を総合的に支援す
る。【厚生労働省】

⑥� 改正された障害者の雇用の促進等に関する法律
（昭和35年法律第123号）の円滑な施行に向け
た取組を行うとともに、同法及び改正された障害
者雇用対策基本方針（令和５年厚生労働省告示第
126号）等を踏まえた就労支援を行う。【厚生労
働省】

⑦� 上記のほか、障害のある女性は、それぞれの障
害の種別ごとの特性、状態により様々な支援が必
要であることに加えて、女性であることにより、
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更に複合的に困難な状況に置かれている場合があ
ることに留意し、「障害者基本計画（第５次）」に
基づき、防災・防犯等の推進、自立した生活の支
援・意思決定支援の推進、保健・医療の推進等の
分野における施策を総合的に推進する。また、障
害者の権利に関する条約第31条等の趣旨を踏ま
え、障害者の実態調査等を通じて、障害者の状況
等に関する情報・データの収集・分析を行うとと
もに、障害者の性別等の観点に留意しつつ、その
充実を図る。【内閣府、外務省、関係府省】

ウ 外国人が安心して暮らせる環境の
整備

①� 外国人女性が、言語の違い、文化・価値観の違
い、地域における孤立等の困難に加えて、女性で
あることにより更に複合的に困難な状況に置かれ
ている場合があることに留意し、以下の取組を含
めた多文化共生施策を総合的に推進する。【こど
も家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労
働省、国土交通省、関係府省】
・� 日本で生活する外国人への教育、住宅、就労
支援、各種の手続・法令・制度等についての多
言語での情報提供や、よりきめ細かな対応を可
能とする相談体制の整備、外国人の子供への支
援等を行う。

・� 外国人が抱える様々な課題を的確に把握する
ために、専門家の意見等を踏まえつつ、在留外
国人に対する基礎調査を実施するとともに、地
方公共団体や外国人支援団体等幅広い関係者か
ら意見を聴取する。また、外国人との共生につ
いての日本人の意識等を把握するため、日本人
を対象とした外国人との共生に関する意識調査
を実施する。これらの取組によって得られた結
果について、共生施策の企画・立案に当たって
活用することにより、日本人と外国人が安心し
て安全に暮らせる環境整備を進める。

・� 外国人居住の実情を踏まえつつ、行政情報や
相談窓口の周知など、外国人が行政情報を適切
に把握できるような環境整備を進める。また、
国の行政機関における相談窓口と地方公共団体
等が運営する相談窓口が協力し、更なる連携を
強化する。

・� 外国人受入環境整備交付金等により、地方公

共団体による多言語での情報提供及び相談を行
う一元的な相談窓口の整備・拡充の取組を支援
する。また、地方公共団体に対する通訳支援に
ついて、利用状況等を踏まえ、引き続き効果的な
実施方法等通訳支援の在り方について検討する。

②� 配偶者等からの暴力の被害者である在留外国人
女性への支援について、人身取引及び配偶者から
の暴力に関する専門的知識を持った母国語通訳者
の養成等を含め、適切に支援する。【厚生労働省】

③�「人身取引対策行動計画2022」（令和４年12月
20日犯罪対策閣僚会議決定）に基づき、政府一
体となってより強力に、総合的かつ包括的な人身
取引対策に取り組んでいく。【内閣官房、関係府省】

④� 法務省の人権擁護機関は、全国の法務局に日本
語を自由に話すことが困難な外国人等からの人権
相談について、「外国人のための人権相談所」を
設け、約80の言語に対応するなどしている。
� また、「外国語人権相談ダイヤル」及び法務省
ホームページ上に「外国語インターネット人権相
談受付窓口」を設けており、電話・インターネッ
トでも10言語による人権相談を受け付けている
ところ、相談窓口を引き続き設置し、更にその内
容を充実させるよう努める。【法務省】

エ 女性であることで更に複合的に困
難な状況に置かれている人々への
対応

①� 性的指向・性自認（性同一性）に関すること、
障害があること、外国人やルーツが外国であるこ
と、アイヌの人々であること、同和問題（部落差
別）に関すること等に加え、女性であることで更
に複合的に困難な状況に置かれている場合等につ
いて、可能なものについては実態の把握に努め、
人権教育・啓発活動の促進や、人権侵害の疑いの
ある事案を認知した場合の調査救済活動の取組を
進める。
� また、人権問題が生じた場合に、法務局の人権
相談所を相談者が幅広く安心して利用できるよ
う、相談員の専門性の向上も含め、人権相談体制
を充実させる。
� さらに、学校における性的指向・性自認（性同
一性）に係る児童生徒等への適切な対応を促すた
め、相談体制の充実や関係機関との連携を含む支
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援体制を整備するとともに、性的指向・性自認（性
同一性）についての記載を盛り込んだ生徒指導提
要の周知を進める。
� その他、男女共同参画の視点に立って必要な取
組を進める。【内閣官房、法務省、文部科学省、

厚生労働省、関係府省】
②� 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして相談
体制のより一層の充実を図る。（再掲）【法務省】

ア 包括的な健康支援のための体制の
構築

①� 女性の身体的・精神的な健康及び女性医療に関
する調査・研究を進めるとともに、女性医療に関
する普及啓発、医療体制整備、女性の健康を脅か
す社会的問題の解決を含めた包括的な健康支援施
策を推進する。【こども家庭庁、厚生労働省】

②� 年代に応じて女性の健康に関する教育及び啓発
を行うとともに、女性の健康の増進に関する情報
の収集及び提供を行う体制を整備するために必要
な措置を講じ、女性が健康に関する各種の相談、
助言又は指導を受けることができる体制を整備す
る。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

③� 女性の心身の特性に応じた保健医療サービスを
専門的・総合的に提供する体制の整備（例：女性
の専門外来、総合診療を行う医療体制の整備）、
福祉等との連携（例：心身を害した女性を治療す
る医療施設と配偶者暴力相談支援センターや民間
シェルター、婦人保護施設等との連携）等を推進
する。【内閣府、厚生労働省】

④� 女性の心身に多大な影響を及ぼす暴力や貧困等
の社会的要因と、女性の疾患や生活習慣との因果
関係について調査を行うとともに、月経関連疾患
や更年期障害に対処するための医療者の関与の効
果を検証するなど、女性の生涯にわたる健康維持
に向けた保健医療の在り方等に関する調査研究を
推進する。その成果の普及啓発に当たっては、行

動科学の専門家の知見も活用し、必要な層に必要
な情報を効果的に届ける方法を検討する。
� あわせて、子宮頸がん検診・乳がん検診の更な
る受診率向上に向けた取組を行う。
� また、がんを始めとする疾患についても、治療
と仕事を両立できる環境を整備する。【こども家
庭庁、厚生労働省】

⑤� 予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性が、緊急避
妊薬に関する専門の研修を受けた薬剤師の十分な
説明の上で対面で服用すること等を条件に、処方
箋なしに緊急避妊薬を適切に利用できるよう、薬
の安全性を確保しつつ、当事者の目線に加え、幅
広く健康支援の視野に立って検討する。なお、緊
急避妊薬を必要とする女性には、性犯罪・性暴力、
配偶者等からの暴力が背景にある場合もある。そ
のような場合を含め、ワンストップ支援センター
や医療機関等の関係機関を紹介する等の連携が重
要である。また、義務教育段階も含め、年齢に応
じた性に関する教育・普及啓発を推進することも
重要である。さらに、性や妊娠に関し、助産師等
の相談支援体制を強化する。【内閣府、こども家
庭庁、文部科学省、厚生労働省】

⑥� 女性の健康の包括的支援に必要な保健、医療、
福祉、教育等に係る人材の確保、養成及び資質の
向上を図るとともに、医学・看護学教育における
女性医療の視点の導入を促進する。【文部科学省、
厚生労働省】

⑦� 令和元（2019）年12月に施行された成育過程
にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要
な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の
総合的な推進に関する法律（平成30年法律第104

第７分野 生涯を通じた健康支援

第１節 生涯にわたる男女の健康の
包括的な支援
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号）に基づき、妊娠期から子育て期に至るまでの
切れ目のない支援の在り方の検討などを推進す
る。【こども家庭庁】

⑧� 不適切養育などの成育歴や、生きづらさや社会
的孤立などの背景を理由とした、覚醒剤・大麻等
の使用者も認められるほか、向精神薬等を悪用し
た性被害も発生していることから、末端使用者へ
の再使用防止対策及び社会復帰支援施策等並びに
向精神薬等の監視・取締りを推進する。【警察庁、
法務省、厚生労働省】

⑨� 精神障害の労災認定件数が増加しているなどの
状況を踏まえ、男女問わず、非正規雇用労働者を
含む全労働者に対して、職場のメンタルヘルス対
策等を通じた労働者の健康確保のための対策を講
ずる。ストレスチェック実施や産業医の選任が義
務付けられていない中小事業所で働く労働者の健
康確保についても、引き続き、支援施策等を推進
する等、対策を講ずる。【厚生労働省】

⑩� 月経、妊娠・出産、更年期等ライフイベントに
起因する望まない離職等を防ぐため、フェムテッ
ク企業や医療機関、自治体等が連携して、働く女
性に対しフェムテックを活用したサポートサービ
スを提供する実証事業を実施し、働く女性の就労
継続を支援する。今後は、導入を目指す企業等へ
の働きかけや、ユーザーの認知度を高める取組を
行うことで、一層のフェムテックの利活用の促進
を図っていく。【経済産業省】

⑪� 経済的な理由で生理用品を購入できない女性が
いるという「生理の貧困」は、女性の健康や尊厳
に関わる重要な課題である。このため、「地域子
供の未来応援交付金」により、地方公共団体が、
こども食堂や学習支援といったこどもの居場所づ
くりなどの事業を行う中で、支援対象の貧困家庭
の子供に生理用品の提供を行うことを支援する。
また、地域女性活躍推進交付金により、地方公共
団体が、女性への寄り添った相談支援の一環とし
て行う生理用品の提供を支援する。さらに、「生
理の貧困」に係る取組の横展開に資するよう、各
地方公共団体における取組を調査する。【内閣府、
こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

イ 妊娠・出産に対する支援
①� 市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の

勧奨や妊婦健診等の保健サービスの推進、出産育
児一時金及び産前産後休業期間中の出産手当金、
社会保険料免除などにより、妊娠・出産期の健康
管理の充実及び経済的負担の軽減を図る。【こど
も家庭庁、厚生労働省】

②� 不妊治療の保険適用について、引き続き適切に
運用する。また、現時点で保険適用の対象となっ
ていない治療についても、先進医療の仕組み等も
活用しながら、必要に応じて保険適用を目指す。
【こども家庭庁、厚生労働省】

③� 令和４（2022）年度より保険適用された不妊
治療や不育症治療に関する情報提供や相談体制を
強化するため、不妊専門相談センター機能の拡充
を図る。【こども家庭庁、厚生労働省】

④� 不妊治療について職場での理解を深め、男女が
ともに不妊治療と仕事を両立できる職場環境の整
備を進める。【厚生労働省】

⑤� 令和４年（2022）年１月から国家公務員に導
入した不妊治療のための「出生サポート休暇」に
ついて、休暇を取得したい職員が取得できるよう
周知啓発等を行うなど、引き続き不妊治療と両立
しやすい職場環境の整備を図る。【（人事院）】

⑥� 小児・ＡＹＡ世代（Adolescent� and� Young�
Adult：思春期・若年成人）のがん患者等が将来
子供を出産することができる可能性を温存するた
めの妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療等に
対する経済的支援を含む研究促進事業を引き続き
推進する。【厚生労働省】

⑦� 性と健康の相談センターなどにおいて、予期せ
ぬ妊娠に関する悩みに対し、専門相談員を配置す
るなどして相談体制を強化し、市町村や医療機関
への同行支援や、学校や地域の関係機関とも連携
する。特に、出産前後に配慮を要する場合や、暴
力、貧困、孤立、障害等の困難を抱える場合にお
いては、より手厚い支援を行えるようにする。【こ
ども家庭庁、厚生労働省】

⑧� 母性健康管理指導事項連絡カードの活用を促進
し、妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適切
な母性健康管理の推進を図る。また、男女雇用機
会均等法の履行確保により、妊娠・出産等に関す
るハラスメントの防止対策を推進する。【厚生労
働省】

⑨� 産後うつの早期発見など出産後の母子に対する
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適切な心身のケアを行うことができるよう、「子
育て世代包括支援センター」等の関係機関と連携
しつつ、地域の実情に応じ、産後ケア事業の全国
展開や産前・産後サポートの実施を通じて、妊産
婦等を支える地域の包括支援体制を構築する。シ
ングルマザーを始め、出産・育児において、家族・
親族の支援を得られにくい女性に対しても、手厚
い支援を行えるようにする。【こども家庭庁、厚
生労働省】

⑩� 産後うつのリスクも踏まえ、いわゆるワンオペ
育児による負担の軽減のため、男性の育児参画を
促す。公共交通機関、都市公園や公共性の高い建
築物において、ベビーベッド付男性トイレ等の整
備等を推進するほか、子供連れの乗客等への配慮
等を求めることにより、男性が子育てに参画しや
すくなるための環境整備を行う。【こども家庭庁、
厚生労働省、国土交通省】

⑪� 妊婦や子育てに温かい社会づくりに向けて、ベ
ビーカーマークの普及促進を図る。【国土交通省】

⑫� 若手産婦人科医の女性割合の増加などに鑑み、
医師の働き方改革による、産科医師の労働環境の
改善をしつつ、安全で質が高い周産期医療体制の
構築のための産科医療機関の集約化・重点化を推
進する。【厚生労働省】

⑬� 令和３（2021）年５月に取りまとめられた
「ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する専門委員会報
告書」にしたがって、ＮＩＰＴの認証制度等が適
切に運用されるよう支援を行っていく。【こども
家庭庁、厚生労働省】

⑭� 遺伝性疾患や薬が胎児へ与える影響などの最新
情報に基づき、妊娠を希望している人や妊婦に対
する相談体制を整備する。【こども家庭庁、厚生
労働省】

⑮� 地方公共団体の創意工夫により、妊娠期から出
産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々
なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相
談支援を充実し、経済的支援を一体として実施す
る。【こども家庭庁】

ウ 年代ごとにおける取組の推進
（ア）学童・思春期
①� 学校・行政・地域・家庭が連携し、若年層に対
して、以下の事項について、医学的・科学的な知
識を基に、個人が自分の将来を考え、多様な希望
を実現することができるよう、包括的な教育・普
及啓発を実施するとともに、相談体制を整備する。
【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】
・� 女性の学童・思春期における心身の変化や健
康教育に関する事項（例えば、月経関連症状及
びその対応、子宮内膜症・子宮頸がん等の早期
発見と治療による健康の保持、ワクチンによる
病気の予防に関する事項）

・� 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な
妊娠、葉酸の摂取、男女の不妊、性感染症の予
防など、妊娠の計画の有無に関わらず、早い段
階から妊娠・出産の知識を持ち、自分の身体へ
の健康意識を高めること（プレコンセプション
ケア）に関する事項

・� 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥満、
喫煙など、女性の生涯を見通した健康な身体づ
くりに関する事項

②� 10代の性感染症罹患率、人工妊娠中絶の実施
率及び出産数等の動向を踏まえつつ、性感染症の
予防方法や避妊方法等を含めた性に関する教育を
推進する。
� また、予期せぬ妊娠や性感染症の予防や必要な
保健・医療サービスが適切に受けられるよう、養
護教諭と学校医との連携を図る等、相談指導の充
実を図る。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労
働省】

（イ）成人期
①� 約８割の女性が就業している5ことから、企業
における健診の受診促進や妊娠・出産を含む女性
の健康に関する相談体制の構築等を通じて、女性
がセルフケアを行いつつ、仕事に向かう体力・気
力を維持できる体制を整備する。また、職場の理
解も重要なことから、職場等における女性の健康
に関する研修や啓発活動の取組を進める。その際、

5� �令和４（2022）年における25～44歳の女性人口に占める就業者の割合79.8％（総務省「労働力調査」（基本集計））。
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科学的に正しい情報を行動科学等の専門的知見も
活用して効果的に伝える。
� 国が率先して取り組む一環として、内閣府の新
採用職員及び管理職を対象に、女性の健康に関す
るヘルスリテラシー向上に係る研修を実施する。
【内閣府、厚生労働省、経済産業省】

②� 子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率の向上を
図る。【厚生労働省】

③� 国家公務員及び地方公務員については、各府省
及び地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳
がん検診に関し、女性職員が受診しやすい環境整
備を行う。内閣官房内閣人事局においては、引き
続き、「国家公務員健康週間」において、婦人科
検診の重要性を含めた、女性の健康に関する講演
会を開催することにより、国家公務員の意識啓発
を図る。
� 人事院においては、引き続き、女性職員が受診
しやすい環境となるよう各府省へ周知等を行うこ
とにより取組を推進する。（再掲）【内閣官房、総
務省、全府省、（人事院）】

④� ＨＩＶ／エイズ、梅毒を始めとする性感染症は、
次世代の健康にも影響を及ぼすものであり、その
予防から治療までの総合的な対策を推進する。【厚
生労働省】

⑤� 個人が自分の将来を考え、健康を守りながら妊
娠・出産を実現することができるよう、以下の事
項について、行政・企業・地域が連携し、普及啓
発や相談体制の整備を行う。【内閣府、こども家
庭庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】
・� 医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な
妊娠及びその間隔、子宮内膜症・子宮頸がん等
の早期発見と治療による健康の保持、男女の不
妊など、妊娠の計画の有無に関わらず、早い段
階から妊娠・出産の知識を持ち、自分の身体へ
の健康意識を高めること（プレコンセプション
ケア）に関する事項

・� 暴力による支配（配偶者等からの暴力、ハラ
スメントなど）の予防に関する事項

・� 睡眠、栄養、運動、低体重（やせ過ぎ）・肥満、
喫煙など、次世代に影響を与える行動に関する
事項

⑥� 思春期から若年成人期までのがん罹患及び治療
による、将来の妊娠や年代ごとの健康に関する情

報の集積や普及啓発を行い、相談体制を整備する。
【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省】

⑦� 喫煙、受動喫煙及び飲酒について、その健康影
響に関する正確な情報の提供を行う。また、喫煙・
飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすことなど十
分な情報提供に努める。【こども家庭庁、厚生労
働省】

（ウ）更年期
①� 女性特有の疾患に対応した検診として、骨粗
しょう症検診、子宮頸がん検診、乳がん検診が実
施されており、特にがん検診の受診率及び精密検
査の受診率の向上を図る。【厚生労働省】

②� 性ホルモンの低下等により、心身に複雑な症状
が発生しやすく、また更年期以降に発生する疾患
の予防が重要で効果的な年代であるため、更年期
障害及び更年期を境に発生する健康問題の理解や
ホルモン補充療法等の治療の普及を含め、包括的
な支援に向けた取組を推進する。【厚生労働省】

③� 更年期に見られる心身の不調については、個人
差があるものの、就業や社会生活等に影響を与え
ることがあり、職場等における更年期の健康に関
する研修や啓発活動の取組及び相談体制の構築を
促進する。【厚生労働省、経済産業省】

④� この時期は、更年期以降に発生する疾患やフレ
イルを予防するために重要な年代であることか
ら、運動や栄養、睡眠などの生活習慣が老年期の
健康に及ぼす影響について、老年期の心身の健康
に資する総合的な意識啓発に取り組む。また受診
率の低い被扶養者への働きかけなど、特定健康診
査・特定保健指導の受診率向上を図り、生活習慣
病の予防に取り組む。【厚生労働省】

（エ）老年期
①� 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変
化を踏まえ、口腔機能低下、認知機能低下及びロ
コモティブシンドローム（運動器症候群）等の予
防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び
向上等により、男女共に健康寿命（健康上の問題
で日常生活が制限されることなく生活できる期
間）の延伸を実現する。【厚生労働省】

②� 加齢に伴う心身機能や認知機能の低下により支
援が必要な状態（フレイル状態）になることが多
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いことから、フレイルの進展予防対策を実施する。
【厚生労働省】

①� 女性医師の更なる活躍に向けて、医師の働き方
改革を推進するとともに、復職支援や勤務体制の
柔軟化（短時間勤務や当直等の配慮）、チーム医
療の推進、複数主治医制の導入、医療機関におけ
る院内保育や病児保育の整備など、女性医師が活
躍するための取組を実施・普及する。【厚生労働省】

②� 大学病院等に勤務する非常勤扱いの医師や大学
院生などの勤務形態の違い、出産時期による入所
困難などの運用上の問題、救急対応による不規則
な勤務などにより、保育サービスが利用できず活
躍が阻害されることがないよう、事業所内保育や
企業主導型保育等も含めた保育所、病児保育、民
間のシッターサービスなど、社会全体として様々
な保育サービスを利用しやすい環境を整備する。
また、医師・看護師及び介護従事者の働き方やキャ
リアパスの特殊性を考慮し、放課後児童クラブや
送迎サービスなど付随するニーズを把握し、支援
を強化する。【こども家庭庁、経済産業省】

③� 育児等により一定期間職場を離れた女性の医師
や看護師等の復職が円滑に進むよう、最新の医学・
診療知識へのキャッチアップ、相談・職業あっせ
ん等を推進する。【厚生労働省】

④� 医学部生に対するキャリア教育や多様なロール
モデルの提示などの取組を進め、固定的な性別役
割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）がもたらす悪影響の除去に努めるとと
もに、男女を問わず医師としてキャリアを継続す
るよう支援する。【文部科学省】

⑤� 女性医師が出産や育児又は介護などの制約の有
無にかかわらず、その能力を正当に評価される環
境を整備するため、固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）
がもたらす悪影響の除去及びハラスメントの防
止、背景にある長時間労働の是正のための医師の
働き方改革や主治医制の見直しを推進する。【厚
生労働省】

①� 競技団体や部活動等の指導者を目指す女性競技
者等を対象に、コーチングのための指導プログラ
ム等を活用した、女性特有の身体的特徴やニーズ、
ハラスメント防止等の指導上の配慮事項に関する
研修を実施することなどを通じてスポーツ指導者
における女性の参画を促進する関係団体の取組を
支援する。【文部科学省】

②� 令和元（2019）年６月にスポーツ庁が決定し
た「スポーツ団体ガバナンスコード」で設定され
た女性理事の目標割合（40％）達成に向けて、
各中央競技団体における目標設定及び具体的方策
の実施を促し、女性理事の比率向上に向けた取組
の支援等を行う。【文部科学省】

③� 女性競技者の三主徴（利用可能エネルギー不足、
運動性無月経、骨粗しょう症）に対応した医療・
科学サポート体制の確立に向けた取組を推進する
とともに、女性競技者や指導者に対する啓発を実
施する。【文部科学省】

④� 生涯を通じた健康づくりのため、運動習慣の定
着や身体活動量の増加に向けた取組を推進する。
【厚生労働省】

⑤� 関係省庁、地方公共団体、スポーツ団体、経済
団体、企業等で構成するコンソーシアムを設置し、
加盟団体が連携・協同して、身近な地域で健康づ
くりを図るための環境整備を行う等、女性におけ
る運動・スポーツへの参加促進に向けた取組を推
進するとともに、女性のスポーツ実施促進に係る
環境整備等に関する研究を実施する。【文部科学省】

⑥� 地域の実態や住民のニーズに応じたスポーツに
関する指導ができる人材の養成・活用について、
各地方公共団体等が実施する取組を推進する。【文
部科学省】

⑦� 女性競技者の出産後の復帰を支援するととも
に、競技生活と子育ての両立に向けた環境を整備
する。【文部科学省】

⑧� 競技者に対する指導者等からのセクシュアルハ
ラスメントや性犯罪の防止に向け、資質の高い指
導者の養成を行う関係団体の取組を支援する。【文
部科学省】

第２節 医療分野における女性の参
画拡大

第３節 スポーツ分野における男女
共同参画の推進
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①� 令和３（2021）年より、災害応急対策のため
の会議等に内閣府男女共同参画局長を構成員等と
して追加している。当該会議等において、男女共
同参画の視点からの災害対応について、関係省庁
の間で認識を共有し、取組を促進する。【内閣府、
関係府省】

②� 災害対応のための各種要領やマニュアル等にお
いて、災害時における男女共同参画の視点からの
配慮事項等を充実させる。【内閣府】

③� 災害対応に携わる関係省庁の職員を対象にした
研修等により、男女共同参画の視点からの災害対
応についての理解促進を図る。【内閣府、総務省、
関係府省】

ア 防災・復興に関する政策・方針決
定過程への女性の参画拡大

①� 各都道府県の地方公共団体職員等を対象とした
研修等の様々な機会で、都道府県防災会議におけ
る女性委員の割合を高めていくことなどの重要性
について知識の醸成を図り、女性の参画拡大に向
けた取組を促進するよう要請する。【内閣府、総
務省】

②� 市町村防災会議について、女性委員のいない会
議を早期に解消するとともに、女性委員の割合を
増大する取組を促進するため、都道府県と連携し
「女性が力を発揮するこれからの地域防災～ノウ
ハウ・活動事例集～」や令和５（2023）年に作
成した地方公共団体の好事例資料等の展開を行
い、活用を促す。【内閣府、総務省】

③� 地方公共団体の災害対策本部について、女性職

員や男女共同参画担当職員の配置、構成員となる
男性職員に対する男女共同参画の視点からの取組
に関する理解促進等が図られるよう、平常時から
イベントや好事例資料の周知等により、知識醸成
を行う。また、発災時に、現地に国の職員を派遣
することや、被災経験や支援実績のある男女共同
参画センター等による協力を含め、支援の強化を
進める。【内閣府】

④� 東日本大震災の被災地における復興の取組に男
女共同参画を始めとした多様な視点をいかすた
め、行政や民間団体における各種施策や参考とな
る事例等の情報を収集し、シンポジウムや研修等
を通じてその普及・浸透を図る。【復興庁】

イ 防災の現場における女性の参画拡大
①� 地方公共団体が作成する地域防災計画や避難所
運営マニュアル等において男女共同参画の視点が
位置付けられるよう、地方公共団体の好事例資料
の展開などによる情報提供や助言等を行う。【内
閣府、総務省】

②� 避難所運営等に若年層を含めた女性の参画を促
進し、女性と男性のニーズ等の違いを考慮した取
組や、配偶者等からの暴力や性被害・性暴力の防
止等安全・安心の確保が図られるよう、「災害対
応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点
からの防災・復興ガイドライン～」を用いた研修
等を行い、地方公共団体職員等の知識醸成を図る。
【内閣府】

③� 男女共同参画センターが男女共同参画の視点か
らの地域の防災力の推進拠点となるよう、これま
での災害対応の事例などの共有を行う。また、災
害時に効果的な役割を果たすことができるよう、
全国女性会館協議会が運営する相互支援ネット
ワーク等を活用し、男女共同参画センター間の相
互支援（オンラインによる遠隔地からの助言等を
含む。）を促す。【内閣府】

④� 防災施策に男女共同参画の視点が反映されるよ

第８分野 防災・復興、環境問題における
男女共同参画の推進

第１節 国の防災・復興行政への男
女共同参画の視点の強化

第２節 地方公共団体の取組促進
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う、防災関係者に対して、男女共同参画の視点か
らの防災・復興に係る研修を実施する。特に、防
災担当職員や指導的立場にある者を対象とした研
修の実施に当たっては、「災害対応力を強化する
女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復
興ガイドライン～」に基づき、予防、応急、復旧・
復興の各段階における男女共同参画の視点からの
災害対応に関する講義を盛り込む。【内閣府、総
務省】

⑤� 地方公共団体への研修等を通じ、地方防災会議
委員へ男女共同参画の視点からの防災・復興の取
組の重要性について、周知を図る。【内閣府】

⑥� 令和４（2022）年３月に作成した「女性が力
を発揮するこれからの地域防災～ノウハウ・活動
事例集～」など、防災分野に女性の参画を進める
好事例について、自主防災組織等に展開を行う。
【内閣府、総務省】

⑦� 防災に関する知識の普及において、子供の発達
段階に応じ、災害から受ける影響やニーズが女性
と男性で違うこと、地域防災力を高めるためには
女性の参画やリーダーシップが重要であることの
理解促進を図るため、情報提供や働きかけを行う。
【内閣府、総務省、文部科学省、関係府省】

⑧� 被災地における支援者や復興に従事する職員に
対して、地方公共団体、男女共同参画センター等
と連携・協働し、男女共同参画の視点からの対応
についての理解を促進するためのシンポジウム・
ワークショップ・研修等を行う。【内閣府、復興庁】

⑨� 被災地における生活再建や就労支援を推進し、
女性の活躍をより促進するため、各種施策や参考
となる事例等の情報を、地方公共団体等と連携・
協働し、被災地の女性や女性グループを始め、多
様な主体に行き渡るよう工夫して提供する。【内
閣府、復興庁】

⑩� 消防吏員の女性比率について、令和８（2026）
年度当初までに５％に増加させることを全国の消
防本部との共通目標として掲げており、消防本部
等に対し数値目標の設定による計画的な増員・登
用を促す。また、消防本部と連携し採用に向けた
積極的なＰＲ広報を実施するとともに、女性専用
施設等（浴室・仮眠室等）の職場環境の整備に要
する経費を支援する。引き続き、女性消防吏員活
躍推進アドバイザーの派遣や女性消防吏員活躍推

進支援事業などを通じた先進的な取組事例の全国
展開、女性消防吏員が０名の消防本部の解消及び
数値目標の達成に重点をおいた、外部講師による
幹部職員向け研修会を実施するなど、女性消防吏
員の活躍を支援する。【総務省】

⑪� 消防団への女性の積極的な入団を促進するた
め、地方公共団体が地域の企業や大学と連携して
消防団員を確保する取組を支援するとともに、各
地で開催する全国女性消防団員活性化大会等を通
じ、女性消防団員の活動をより一層活性化させる。
また、消防団の拠点施設等における女性用トイレ
や更衣室等の設置等を進める。【総務省】

ウ 「災害対応力を強化する女性の視点
～男女共同参画の視点からの防災・
復興ガイドライン～」の活用徹底

①� 都道府県・政令指定都市男女共同参画主管課長
等会議等を活用し、関係省庁が協力・連携し、地
方公共団体の長や防災・危機管理部局及び男女共
同参画部局の職員等に対し、継続的に「災害対応
力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点か
らの防災・復興ガイドライン～」の内容について
周知徹底や研修の充実を図る。【内閣府、関係府省】

②� 大規模な災害の発生が予測されたとき又は発生
した後には、必ず、「災害対応力を強化する女性
の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガ
イドライン～」を関係地方公共団体に通知し、取
組を促す。【内閣府】

③�「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同
参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」に
基づく地方公共団体の取組状況のフォローアップ
を継続的に実施し、「見える化」する。【内閣府】

④� 防災士等の民間資格団体や防災教材の作成団体
等も対象となっているイベントにおいて、「災害
対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視
点からの防災・復興ガイドライン～」を周知する。
【内閣府】

①� 第58回国連女性の地位委員会「自然災害にお
けるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」

第３節 国際的な防災協力における
男女共同参画
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決議（平成26（2014）年）及び第３回国連防災
世界会議で策定された「仙台防災枠組2015-
2030」（平成27（2015）年）等が求める事項等
について、国内において実行されるよう取り組む
とともに、防災と男女共同参画の分野における我
が国の取組を、諸外国の関係者が参加する国際会
議や研修等の場で積極的に発信する。【内閣府、
外務省】

②� 国際的な防災協力に当たっては、男女共同参画
の視点を踏まえて援助を行う。【外務省】

①� 気候変動問題等の環境問題や環境に影響を与え
る産業政策・エネルギー政策の政策・方針決定過
程への女性の参画拡大を図る。【経済産業省、環
境省】

②� 環境問題に関する施策の企画立案・実施に当
たっては、男女別のデータを把握し、女性と男性
に与える影響の違いなどに配慮して、取り組む。
【環境省】

Ⅲ �男女共同参画社会の実現に向けた
基盤の整備

ア 働く意欲を阻害しない制度等の検討
①� 働き方の多様化を踏まえつつ、働きたい女性が
就業調整を意識しなくて済む仕組み等を構築する
観点から、税制6や社会保障制度等について、総
合的な取組を進める。
・� 税制については、平成29（2017）年度税制
改正において配偶者控除等の見直しが行われ、
平成30（2018）年分の所得税から適用されて
おり、引き続き制度の周知と円滑な運用に努め
る。なお、平成30（2018）年度税制改正にお
いて給与所得控除や公的年金等控除の一部を基
礎控除に振り替える見直しが行われているとこ

ろ、今後も、働き方の多様化や待遇面の格差を
巡る状況の変化を注視しつつ、働き方の違いに
よって不利に扱われることのない、個人の選択
に中立的な税制の実現に向け、所得再分配機能
が適切に発揮されているかといった観点も踏ま
えながら、諸控除の更なる見直しを進める。
� また、働き方の違い等によって有利・不利が
生じないような企業年金・個人年金等に関する
税制上の取扱いや、働き方の多様化を踏まえた
退職給付に係る税制について、企業年金・個人
年金等は企業の退職給付の在り方や個人の生活
設計にも密接に関係することなどを踏まえ、そ
の検討を丁寧に行い、関係する税制の包括的な
見直しを行う。【総務省、財務省】

・� 令和６（2024）年10月に予定されている短
時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に向

第４節
男女共同参画の視点に立っ
た気候変動問題等の環境問
題の取組の推進

第９分野 男女共同参画の視点に立った
各種制度等の整備

第１節 男女共同参画の視点に立っ
た各種制度等の見直し

6� �配偶者の所得の大きさに応じて、控除額を段階的に減少させる配偶者特別控除の導入によって、配偶者の給与収入が103万円を超え
ても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「103万円の壁」は解消している。
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けて、準備・周知・広報を行う。（再掲）【厚生
労働省】

・� 配偶者の収入要件があるいわゆる配偶者手当
については、税制・社会保障制度とともに、就
業調整の要因となっているとの指摘があること
に鑑み、配偶者の働き方に中立的な制度となる
よう、労使に対しその在り方の検討を促すこと
が重要であり、引き続きそのための環境整備を
図る。【厚生労働省】

イ 家族に関する法制の整備等
①� 現在、身分証明書として使われるパスポート、
マイナンバーカード、免許証、住民票、印鑑登録
証明書なども旧姓併記が認められており、旧姓の
通称使用の運用は拡充されつつあるが、国・地方
一体となった行政のデジタル化・各府省間のシス
テムの統一的な運用などにより、婚姻により改姓
した人が不便さや不利益を感じることのないよ
う、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に
取り組む。【関係府省】

②� 婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっている
ことなどを背景に、婚姻前の氏を引き続き使えな
いことが婚姻後の生活の支障になっているとの声
など国民の間に様々な意見がある。そのような状
況も踏まえた上で、家族形態の変化及び生活様式
の多様化、国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏
に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度
と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、ま
た家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考
える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会
における議論の動向を注視しながら、司法の判断
も踏まえ、更なる検討を進める。【法務省、関係
府省】

③� 夫婦の氏に関する理解を深めるため、ホーム
ページにおいて、婚姻した夫婦が夫の姓・妻の姓
のどちらを選択したか等の夫婦の氏に関するデー
タを掲載し、引き続き情報提供を行う。【内閣府】

ウ 男女の多様な選択を可能とする育
児・介護の支援基盤の整備

①� 子ども・子育て支援新制度の実施による幼児期
の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援の
充実、幼児教育・保育の無償化、「新子育て安心

プラン」を踏まえた保育の受け皿整備、「新・放
課後子ども総合プラン」に基づく放課後児童クラ
ブの受入児童数の拡大などにより、地域のニーズ
に応じた子育て支援の一層の充実を図る。【こど
も家庭庁、文部科学省、厚生労働省】
・� 幼稚園・保育所・認定こども園を通じた共通
の給付や小規模保育への給付、地域の事情に応
じた認定こども園の普及、地域子育て支援拠点
や放課後児童クラブ等地域のニーズに応じた多
様な子育て支援策を着実に実施する。

・� 待機児童の解消に向け、保育所等の整備を推
進するとともに、それに伴い必要となる保育人
材の確保、子育て支援員の活用等を推進する。

・� 多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、
休日保育、夜間保育、病児保育、複数企業間で
の共同設置を含む事業所内保育等の多様な保育
サービスの拡大を図る。

・� 就業の有無にかかわらず、一時預かり、幼稚
園の預かり保育等により、地域における子育て
支援の拠点やネットワークを充実する。

・� 幼児教育・保育の無償化の着実な実施や保育
サービス利用にかかる支援等により、保護者の
経済的負担の軽減等を図る。

・� 放課後等デイサービス等の通所支援や保育所
等における障害のある子供の受入れを実施する
とともに、マザーズハローワーク等を通じ、き
め細かな就職支援等を行うことにより、そうし
た子供を育てる保護者を社会的に支援する。

②� 子供の事故防止に関連する関係府省の連携を図
り、保護者や教育・保育施設等の関係者の事故防
止の意識を高めるための啓発活動や、安全に配慮
された製品の普及等に関する取組を推進し、男女
が安心して子育てができる環境を整備する。【こ
ども家庭庁、関係府省】

③� 子供の安全な通行を確保するため、子供が日常
的に集団で移動する経路等の交通安全環境の整備
や、地域ぐるみで子供を見守るための対策等を推
進する。【警察庁、こども家庭庁、文部科学省、
国土交通省】

④� 安心して育児・介護ができる環境を確保する観
点から、住宅及び医療・福祉・商業施設等が近接
するコンパクトシティの形成や、住宅団地におけ
る子育て施設や高齢者・障害者施設の整備、各種
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施設や公共交通機関等のバリアフリー化、全国の
「道の駅」における子育て応援施設の整備等を推
進する。【国土交通省】

⑤� 医療・介護保険制度については、多様な人材に
よるチームケアの実践等による効率化・重点化に
取り組みながら質の高いサービスの充実を図る。
その際、医療・介護分野における多様な人材の育
成・確保や、雇用管理の改善を図る。【厚生労働省】

⑥� 医療・介護の連携の推進や、認知症施策の充実
等により、地域の包括的な支援・サービス提供体
制（地域包括ケアシステム）の構築に向けた取組
を着実に進め、家族の介護負担の軽減を図る。【厚
生労働省】

⑦� 男女とも子育て・介護をしながら働き続けるこ
とができる環境の整備に向けて、育児・介護休業
法の履行確保を図る。
� また、次世代育成支援対策推進法の周知を行う
とともに、仕事と子育ての両立を推進する企業を
対象とした認定及び特例認定の取得を促進する。
【厚生労働省】

①� 学校や社会において、法令等により保障される
人権に関し、正しい知識の普及を図るとともに、
国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を
深めるため、様々な教育・啓発活動や、人権教育
の在り方等についての調査研究を行う。【内閣府、
法務省、文部科学省、関係府省】

②� 男女共同参画に関連の深い法令・条約等につい
て、分かりやすい広報の工夫等により、その内容
の周知に努める。また、権利が侵害された場合の
相談窓口、救済機関等の周知に努める。【内閣府、
法務省、外務省、関係府省】

③� 政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵
害された場合における被害者の救済について、行
政相談制度や法務省の人権擁護機関等を積極的に
活用する。その際、相談に当たる職員、行政相談
委員、人権擁護委員、民生委員・児童委員の研修
の充実を図るとともに、男女共同参画に関する苦
情処理等に関する実態把握を行う。

� また、法務省の人権擁護機関においては、男女
共同参画社会の実現のために、啓発活動に積極的
に取り組むとともに、全国の人権相談所や、「女
性の人権ホットライン」において、人権相談、人
権侵犯事件の調査救済活動に、関係機関と連携し
つつ積極的に取り組む。【内閣府、こども家庭庁、
総務省、法務省、厚生労働省】

④� 法務省の人権擁護機関は、全国の法務局に日本
語を自由に話すことが困難な外国人等からの人権
相談について、「外国人のための人権相談所」を
設け、約80の言語に対応するなどしている。
� また、「外国語人権相談ダイヤル」及びホーム
ページ上に「外国語インターネット人権相談受付
窓口」を設けており、電話・インターネットでも
10言語による人権相談を受け付けているところ、
相談窓口を引き続き設置し、更にその内容を充実
させるよう努める。（再掲）【法務省】

⑤� 男女共同参画に関連の深い法令・条約等につい
て、政府職員、警察職員、消防職員、教員、地方
公務員等に対して、研修等の取組を通じて理解の
促進を図る。また、法曹関係者についても、同様
の取組が進むよう、情報の提供や講師の紹介等可
能な限りの協力を行う。【全府省】

⑥� 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・
パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメン
ト等女性の人権問題に関する相談体制のより一層
の充実を図る。（再掲）【法務省】

⑦� 総務省は、行政相談委員の男女共同参画に関す
る政府の施策についての苦情処理能力の向上等に
向けた支援を行う。【総務省】

第２節
男女の人権尊重の理念と法
律・制度の理解促進及び救
済・相談の充実
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ア 校長を始めとする教職員への研修
の充実

①� 校長を始めとする教職員や教育委員会が、男女
共同参画を推進する模範となり、児童・生徒の教
育・学習や学級経営等において男女平等の観点が
充実するよう、各教育委員会や大学等が実施する
男女共同参画に関する研修について、研修内容及
びオンラインを含めた実施方法の充実を促す。そ
の際、男女共同参画センターや民間団体が行う研
修の活用も検討する。【文部科学省】

②� 独立行政法人国立女性教育会館（以下「ＮＷＥ
Ｃ」という。）において、初等中等教育機関の教
職員、教育委員会など教職員養成・育成に関わる
職員を対象に、学校現場や家庭が直面する現代的
課題について、男女共同参画の視点から捉え理解
を深める研修の充実（オンラインの活用を含む。）
を図る。【文部科学省】

イ 男女平等を推進する教育・学習の
充実

①� 初等中等教育において、男女共同参画の重要性
に関する指導が充実するよう、学習指導要領の趣
旨の徹底を図るとともに、副教材の活用、男女共
同参画センターとの連携について、教育委員会を
通じて各学校の取組を促す。男女共同参画推進連
携会議において作成した副教材「みんなで目指
す！ＳＤＧｓ×ジェンダー平等」について、各学
校や都道府県・男女共同参画センター等での活用
を促す。【内閣府、文部科学省】

②� 学校教育や社会教育において、男女共同参画セ
ンターや民間団体等の講師派遣や講座を活用し、
教職員以外による多様な学習機会を提供する。【内

閣府、文部科学省】
③� 図書館や公民館等の社会教育施設において、学
校や男女共同参画センター、民間団体等と連携し、
情報・資料の提供等を通じて学習機会の充実を図
る。【文部科学省】

④� ＮＷＥＣにおいて、関係省庁、地方公共団体、
男女共同参画センターや大学、企業等と連携を図
りつつ、男女共同参画を推進する組織のリーダー
や担当者を対象にした研修や教育・学習支援、男
女共同参画に関する専門的・実践的な調査研究や
情報・資料の収集・提供等を行い、男女共同参画
社会の形成の促進を図る。【文部科学省】

⑤� 先進的な教育支援活動を行っている企業・団体
を表彰する「キャリア教育アワード」や、教育関
係者と地域・社会や産業界等の関係者の連携・協
働によるキャリア教育に関するベストプラクティ
スを表彰する「キャリア教育推進連携表彰」を実
施することで、キャリア教育の普及・推進を図る。
� また、社会全体でキャリア教育を推進していこ
うとする気運を高め、キャリア教育の意義の普及・
啓発と推進に資することを目的として、「キャリ
ア教育推進連携シンポジウム」を開催する。【文
部科学省、経済産業省、厚生労働省】

ウ 大学、研究機関、独立行政法人等
による男女共同参画に資する研究
の推進

①� 高等教育機関において、男女共同参画社会の形
成に資する調査・研究を促進する。また、それら
の成果を学校教育や社会教育における教育・学習
に幅広く活用する。【文部科学省】

②� ＮＷＥＣにおいて、教育・学習支援、男女共同
参画に関する専門的・実践的な調査研究や情報・
資料の収集・提供を行う。【文部科学省】

③� 日本学術会議において、ジェンダー研究を含む
男女共同参画社会の形成に資する学術研究及び教
育制度について、多角的な調査、審議を一層推進

第10分野 教育・メディア等を通じた男女
双方の意識改革、理解の促進

第１節
男女共同参画を推進し多様
な選択を可能にする教育・
学習の充実

教
育
・
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
た
男
女
双
方
の
意
識
改
革
、
理
解
の
促
進

283

第
10
分
野

      



する。【内閣府】

エ 多様な選択を可能にする教育・能
力開発・学習機会の充実

①� 初等中等教育段階において、総合的なキャリア
教育を推進する際に、男女共同参画の意義、ワー
ク・ライフ・バランスなどの知識や技術の習得が
図られるよう、教育委員会を通じて各学校の取組
を促す。【文部科学省】

②� 保護者や進路指導の担当教員等に対し、女性が
高等教育を受けることや理工系分野等女性の参画
が進んでいない分野における仕事内容や働き方へ
の理解を促進する。【文部科学省】

③� 大学や高等専門学校等における女子生徒を対象
としたシンポジウム、出前講座、キャリア相談会
の開催を促進する。【文部科学省】

④� 大学や地方公共団体、男女共同参画センター等
と連携し、学び直しを通じて女性のキャリアアッ
プやキャリアチェンジ等を総合的に支援する取組
を促進する。【文部科学省】

⑤� 大学入学者選抜において性別を理由とした不公
正な取扱いが行われることのないよう、各大学に
対し周知徹底を図るとともに、特に医学部医学科
入学者選抜に係る入試情報については、引き続き、
各大学の男女別の合格率を把握し、公表を行う。
【文部科学省】

①� 各教育機関や教育関係団体における意思決定層
への女性の登用について、具体的な目標設定を行
うよう要請する。その際、学校に関しては校長と
教頭のそれぞれについて目標設定を行うよう促
す。【内閣府、文部科学省】

②� 女性活躍推進法に基づき、特定事業主である教
育委員会や一般事業主である学校法人の更なる取
組を促す。【内閣府、文部科学省、厚生労働省】

③� 管理職選考について女性が受けやすくなるよ
う、教育委員会における検討を促す。【文部科学省】

④� 女性管理職の割合が高い地方公共団体における
取組の好事例の横展開を図る。【文部科学省】

⑤� 教職員の男女がともに仕事と育児・介護等の両
立を図ることができるよう、勤務時間管理の徹底
や業務の明確化・適正化等の働き方改革、男性の
育児休業取得促進やマタニティ・ハラスメント防
止等の両立支援を進める。なお、その際、育児・
介護休業法、次世代育成支援対策推進法その他の
労働関係法令は学校法人についても適用されるこ
とに留意する。【文部科学省】

⑥� 学校運営に地域の声を反映するために設置する
ことが努力義務となっている学校運営協議会7の
委員の構成について、女性の登用を推進するよう
教育委員会に促す。【文部科学省】

⑦� 独立行政法人教職員支援機構が実施する校長・
教頭への昇任を希望する教員が参加する各種研修
について、「第５次男女共同参画基本計画」を踏
まえ、研修における女性教職員の参加割合の目標
を25％に設定するなど、女性教職員の積極的な
参加を引き続き促進する。【文部科学省】

⑧� ＮＷＥＣにおいて実施してきた女性教員の管理
職登用の促進に向けた調査研究の成果を踏まえ、
学校教育における意思決定過程への女性の参画等
に関する調査研究を更に進めるとともに、その成
果を活用した研修等を実施する。【文部科学省】

①� 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏
見、また、固定観念や無意識の思い込み（アンコ
ンシャス・バイアス）の解消に資する取組を行う
とともに、それらの情報発信を行う。（再掲）【内
閣府】

②� 政府広報を活用し、幅広く丁寧に、男女共同参
画に関する国民的関心を高めていく。【内閣府、
総務省】

③�「男女共同参画週間」や「男女共同参画社会づ
くりに向けての全国会議」において、地方公共団
体や関係機関・団体と連携し、男女共同参画に関
する意識の浸透を図る。（再掲）【内閣府】

第２節
学校教育の分野における政
策・方針決定過程への女性
の参画拡大

第３節 国民的広がりを持って地域
に浸透する広報活動の展開

7� �地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の５に基づく。
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④� 家事・育児等の手間やストレスの軽減に資する
様々な活動や商品・サービスの活用に関する広報
活動を展開する。【内閣府、こども家庭庁】

⑤� 総務省は、全国50か所の行政相談センターの
相談窓口に、男女共同参画に関するポスター等を
掲示する。【総務省】

①� 男女共同参画を阻害する固定観念の撤廃を目指
すために国連女性機関（ＵＮ�Ｗｏｍｅｎ）が進め
る国際的な共同イニシアティブ「Unstereotype�
Alliance」と連携する。さらに、男女共同参画に
資する広告等の事例を発信する等、同イニシア
ティブに参画する民間団体が行う取組と連携を図
る。【内閣府】

②� メディア分野等で働く女性がその業界における
女性活躍や男女共同参画の取組等について情報交
換するための場を設け、その成果を地方も含めた
業界団体等に周知することにより、各業界におけ
る自主的な取組を促進する。【内閣府】

①� メディア分野等における意思決定過程への女性
の参画拡大に関する取組の好事例を周知する。【内
閣府】

②� 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定等が義務となっている一般事業主に対し、企
業向けの相談会・説明会やコンサルティング等を
実施することにより、女性の活躍推進のための取
組を支援する。また、女性の登用については、経
営者層の自主的な取組が重要であることから、具
体的な目標を設定して取り組むよう、業界団体を
通じて要請する。【内閣府、厚生労働省】

③� メディア・行政間でのセクシュアルハラスメン
ト事案の発生を受け、
・� 政府における取材環境についての意思疎通を
図る。

・� メディア分野の経営者団体等に対して、セク
シュアルハラスメント防止や取材に関する政府
の取組を周知するとともに、取材現場における
女性活躍、メディア分野における政策・方針決
定過程への女性の参画拡大などについての要請
を行う。【内閣府、全府省】

ア 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
達成に向けた連携及び推進

①� 内閣総理大臣を本部長、官房長官、外務大臣を
副本部長とし、全閣僚を構成員とする持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部（平成28（2016）

年５月設置）において決定されたＳＤＧｓ実施指
針改定版を踏まえ、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を
広範なステークホルダーと連携して推進・実施す
る。【外務省、関係府省】

②� ＳＤＧｓにおけるジェンダー平等の実現とジェ
ンダー主流化の達成度を的確に把握する。このた
め、国連がジェンダーに関連していると公表した
85指標について、引き続きこれら指標の公表拡
大を図る。また、海外及び国内の研究機関等によ
る評価、グローバル指標の検討・見直し状況、ロー

第４節 メディア分野等と連携した
積極的な情報発信

第５節
メディア分野等における政
策・方針決定過程への女性
の参画拡大及びセクシュア
ルハラスメント対策の強化

第11分野 男女共同参画に関する
国際的な協調及び貢献

第１節
持続可能な開発目標（ＳＤ
Ｇｓ）や女子差別撤廃委員
会など国連機関等との協調
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カル指標の検討状況等に留意し、進捗評価体制の
充実と透明性の向上を図る。【内閣府、総務省、
外務省、関係府省】

イ 女子差別撤廃条約の積極的遵守等
①� 女子差別撤廃条約に基づく女子差別撤廃委員会
からの最終見解等に関し、男女共同参画会議は、
各府省における対応方針の報告を求め、必要な取
組等を政府に対して要請する。【内閣府、外務省、
関係府省】

②� 女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸
課題の整理を含め、早期締結について真剣に検討
を進める。【外務省、関係府省】

③� 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約
（ＩＬＯ第111号条約）、パートタイム労働に関
する条約（ＩＬＯ第175号条約）、1952年の母性
保護条約（改正）に関する改正条約（ＩＬＯ第
183号条約）、家事労働者の適切な仕事に関する
条約（ＩＬＯ第189号条約）、仕事の世界におけ
る暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約（Ｉ
ＬＯ第190号条約）、その他男女共同参画に関連
の深い未締結の条約について、世界の動向や国内
諸制度との関係を考慮しつつ、締結する際に問題
となり得る課題を整理するなど具体的な検討を行
い、批准を追求するための継続的かつ持続的な努
力を払う。【内閣府、外務省、厚生労働省、関係
府省】

ウ 北京宣言・行動綱領に沿った取組
の推進

①� 国連女性の地位委員会等に積極的に参加し、参
加各国との連携を図るとともに、我が国の男女共
同参画・女性活躍に係る取組等の情報発信、共有
により国際的な政策決定、取組方針への貢献に努
める。【内閣府、外務省、関係府省】

エ ＵＮ Ｗｏｍｅｎ（国連女性機関）
等との連携・協力推進

①� ＵＮ�Ｗｏｍｅｎを始めとする国際機関等の取組
に積極的に貢献していくとともに、連携の強化等
を図る。令和５（2023）年度において、日本は、
ウクライナ及び周辺国、アフリカ、中東、アジア

地域22か国にて紛争、災害等の危機下における女
性・女児の保護、生計支援を中心とする支援を行
う。【内閣府、外務省、関係府省】

①� 令和５（2023）年に我が国が議長国となるG
７を始め、Ｇ20、ＡＰＥＣ、ＯＥＣＤやその他
の女性に関連する国際会議や多国間協議における
首脳級・閣僚級のジェンダー平等に係る各種の国
際合意や議論を、国内施策に適切に反映して実施
するとともに、その進捗を把握し、施策の改善に
いかす。合意に至る議論の過程においては、我が
国の経験や取組等に基づく情報発信、共有により、
政策決定、取組方針に貢献する。【内閣府、外務省、
経済産業省、関係府省】

②� 国際会議や多国間協議において合意文書にジェ
ンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関
する事項を盛り込むよう取り組むとともに、令和
５（2023）年に我が国がＧ７議長国を務めるに
当たっては、Ｇ７サミット及び閣僚会合において
ジェンダーの視点を取り入れた議論を進めるよう
取り組む。【外務省、関係府省】

ア 開発協力大綱に基づく開発協力の
推進

①� 令和５（2023）年前半を目途に改定を予定し
ている「開発協力大綱」（平成27年２月10日閣議
決定）及び「女性の活躍推進のための開発戦略」
（平成28年５月20日策定）に基づき、ジェンダー
主流化及び女性の権利を含む基本的人権の尊重を
重要なものとして考え、開発協力を適切に実施す
る。【外務省、関係府省】

第２節 Ｇ７、Ｇ20、ＡＰＥＣ、ＯＥＣＤ
における各種合意等への対応

第３節
ジェンダー平等と女性・女
児のエンパワーメントに関
する国際的なリーダーシッ
プの発揮
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イ 女性の平和等への貢献や紛争下の
性的暴力への対応

①� 国連安保理決議第1325号等を踏まえ、女性・
平和・安全保障に関する第３次行動計画8を国際
機関、有識者及びＮＧＯとも連携しつつ効果的に
実施し、平和構築及び復興開発等のプロセスへの
女性の参画を一層促進する。【外務省、関係府省】

②� 紛争下の性的暴力防止について、関係国際機関
との連携の強化を通じて、加害者の訴追増加によ
る犯罪予防や被害者保護・支援等に一層取り組む
とともに、紛争関連の性的暴力生存者のためのグ
ローバル基金への支援等を行う。【外務省、関係
府省】

ウ 国際的な分野における政策・方針
決定過程への女性の参画拡大

①� 国際会議の委員や日本政府代表等に、幅広い年
齢層、分野の女性等がより多く参画することによ
り、国際的な分野における政策・方針決定過程へ
の参画を一層促進し、国際的な貢献に積極的に努
める。特に、海外留学の促進や平和構築・開発分
野における研修等の充実により、将来的に国際機
関等で働く意欲と能力のある人材の育成や、国際
機関への就職支援を強化する。【外務省、文部科
学省、関係府省】

②� 在外公館における主要なポストの任命に際し
て、女性の登用を進める。【外務省】

Ⅳ 推進体制の整備・強化

①� 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同
参画会議（男女共同参画社会基本法（平成11年
法律第78号）により設置。内閣官房長官を議長
とし、関係する国務大臣及び学識経験者によって
構成。）が、適時適切に重要な政策に関する提言
を行うとともに、国内の推進体制の中で重要な役
割を果たすために専門調査会等を活用し、調査審
議を行う。【内閣府、関係府省】

②� 男女共同参画推進本部（閣議決定により設置。
内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。）
の下で、男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の円滑かつ効果的な推進を図る。本部長の指
名により関係行政機関に置かれた男女共同参画担
当官（局長級）は、男女共同参画社会の形成に直
接・間接に影響を及ぼすあらゆる施策へ男女共同
参画の視点を反映させるとともに、相互の機動的
な連携を図る。【内閣府、全府省】

③� すべての女性が輝く社会づくり本部（閣議決定

により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣に
よって構成。）の下で、様々な状況に置かれた女
性が、自らの希望を実現して輝くことにより、我
が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発
揮され、我が国社会の活性化につながるよう、施
策の一体的な推進を期す。【内閣官房、内閣府、
全府省】

④� 有識者及び地方６団体・経済界・労働界・教育
界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共
同参画推進連携会議の場を活用し、重要課題に関
する意見交換や情報共有、市民社会との対話、各
団体における中央組織から地方の現場への取組の
浸透等を通じて、各界各層の若年層を含めた様々
な世代との連携を図る。また、同会議において、
業界における女性の活躍促進、若年層に対する性
暴力の防止・啓発、女性の経済的自立に関する活
動を行う。【内閣府】

⑤� 国内の推進体制の運営に当たっては、多様な主
体（地方公共団体、ＮＷＥＣ、男女共同参画セン
ター、ＮＰＯ、ＮＧＯ、地縁団体、大学、企業、
経済団体、労働組合等）との連携を図り、男女共

第１節 国内の推進体制の充実・強化

8� �女性と平和・安全保障の問題を明確に関連付けた初の安保理決議である「女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号」
（2000年10月国連安全保障理事会にて採択）を踏まえ、平成27（2015）年以降、「女性・平和・安全保障に関する行動計画」を策定・
実施。現在の第２次行動計画（2019～22年）では、①参画、②予防、③保護、④人道・復興支援、⑤モニタリング・評価の５つの
項目について、年次評価報告書を隔年で策定。

287

      



同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年
層など国民の幅広い意見を反映する。【内閣府】

⑥� 国際機関、諸外国との連携・協力の強化に努め
る。【内閣府、外務省、関係府省】

①� 男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実
行・監視専門調査会において、「第５次男女共同
参画基本計画」の進捗状況を毎年度の予算編成等
を通じて検証するため、各府省庁の男女共同参画
関係予算を男女共同参画社会の形成を目的とする
施策又は効果を及ぼす施策ごとに取りまとめ、公
表する。また、集中的に議論すべき課題等につい
て調査審議を行う。加えて、「第５次男女共同参
画基本計画」の成果目標の達成状況について、
EBPMの観点を踏まえ、中間年にフォローアップ
及び点検・評価を実施する。その結果も参照しな
がら、必要に応じ内閣総理大臣及び関係各大臣に
対して意見を述べるなど、更なる取組を促す。【内
閣府、関係府省】

②� 男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実
行・監視専門調査会の意見を踏まえ、毎年６月を
目途に「女性活躍・男女共同参画の重点方針（女
性版骨太の方針）」を決定し、各府省の概算要求
に反映させる。【内閣官房、内閣府、全府省】

③� 男女の置かれている状況を客観的に把握するた
めの統計（ジェンダー統計）の充実の観点から、
各種統計の整備状況を調査し、公表する。業務統
計を含む各種調査の実施に当たり、可能な限り男
女別データを把握し、年齢別・都道府県別にも把
握・分析できるように努める。また、男女共同参
画に関する重要な統計情報は、国民に分かりやす
い形で公開するとともに、統計法（平成19年法律
第53号）に基づく二次的利用を推進する。【全府省】

④� 指導的地位に占める女性の割合の上昇に向け
て、モニタリングやその活用の在り方に関し検討
を行う。【内閣府】

⑤� 新型コロナウイルス感染症の拡大が性別によっ
て雇用や生活等に与えている影響の違いや、政府
の新型コロナウイルス感染症関連施策が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響について、引き続き、
調査・分析を実施する。【内閣府、関係府省】

⑥� 男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実
行・監視専門調査会において、女性の視点も踏ま
えた社会保障制度や税制等について、検討し、必
要に応じ、内閣総理大臣及び関係各大臣に対して
意見を述べる。【内閣府】

⑦�「女性デジタル人材育成プラン」（令和４年４月
26日男女共同参画会議決定）を着実に実行し、
就労に直結するデジタルスキルの習得支援及びデ
ジタル分野への就労支援を強力に推進する。【内
閣府、関係府省】

⑧� 政府の施策及び社会制度・慣行が男女に実質的
にどのような影響を与えるかなど、男女共同参画
社会の形成に関する課題についての調査研究を行
う。【内閣府】

⑨� 国民の意識、男女の家事・育児・介護等の時間
の把握や、男女別データの利活用の促進等を含め、
男女共同参画社会の形成に関する調査研究を進め
る。【内閣府、総務省】

⑩� 男女共同参画に関する取組の情報提供に当たっ
ては、内閣府男女共同参画局公式YouTube等、
ＳＮＳも積極的に活用する。【内閣府】

⑪� 小倉將信内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
の下、令和４（2022）年12月から開催している「女
性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会」
において、実効性ある施策を取りまとめ、「女性
活躍・男女共同参画の重点方針2023（女性版骨
太の方針2023）」に反映する。【内閣府】

ア 地方公共団体の取組への支援の充実
①� 男女共同参画社会基本法で努力義務となってい
る市町村男女共同参画計画の策定は、男女共同参
画社会を形成していく上で、極めて重要である。
特に、策定が進んでいない町村に焦点を当て、都
道府県と連携し、策定状況の「見える化」を含む
情報提供や好事例の収集・発信、専門家派遣など
により、男女共同参画についての理解を促進し、
全ての市町村において計画が策定されるよう促

第２節
男女共同参画の視点を取り
込んだ政策の企画立案及び
実施等の推進

第３節 地方公共団体や民間団体等
における取組の強化
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す。【内閣府】
②� 女性の管理職・役員の育成など女性の参画拡大
の推進、様々な課題・困難を抱える女性に寄り添
い、意欲と希望に応じて就労までつなげていく支
援や相談支援、孤独・孤立で困難や不安を抱える
女性が、社会との絆・つながりを回復することが
できるよう、ＮＰＯ等の知見を活用した相談支援
やその一環として行う生理用品の提供等のきめ細
かい支援など、地方公共団体が、多様な主体によ
る連携体制の構築の下で地域の実情に応じて行う
取組を、地域女性活躍推進交付金により支援する。
また、地域女性活躍推進交付金において、女性デ
ジタル人材・起業家の育成を重点的に行うため、
地方公共団体の経済部局や商工会議所等と連携・
協働しつつ真に効果の高い事業を可能とする「デ
ジタル人材・起業家育成支援型」を新設するとと
もに、望まない孤独・孤立の悩みなどに係る男性
相談支援の取組を支援できるよう、新たに「男性
相談支援型」の事業を行う。なお、地方公共団体
が行う男女共同参画社会の実現に向けた取組につ
いては地方財政措置が講じられており、自主財源
の確保を働きかける。（再掲）【内閣府】

③� 地方公共団体に対し、先進的な取組事例の共有
や情報提供、働きかけなどを行う。【内閣府】

イ 男女共同参画センターの機能の強
化・充実

①� 男女共同参画センターが、男女共同参画の視点
から地域の課題解決を行う拠点・場として、関係
機関・団体と協働しつつ、その機能を十分に発揮
できるよう、全国女性会館協議会やＮＷＥＣとも
連携しながら、各地の男女共同参画センターにお
ける人材育成、関係機関・団体との連携に関する
好事例を収集し、より効果的な人材の育成・確保
や緊密な連携など男女共同参画センターの機能強
化を図る。地方公共団体に対して、それぞれの地
域においてこうした機能や強みを十分にいかすよ
う、男女共同参画センターの果たす役割を明確に
し、基本法の理念に即した運営と関係機関との有
機的な連携の下、取組を強化・充実するよう促す。
【内閣府】

②� 男女共同参画センターが広報啓発、講座、相談、
情報収集・提供、調査研究等、様々な事業を進め

るために必要な国の施策に関する情報提供を行う
とともに、研修等の機会を通じて男女共同参画セ
ンター職員の人材育成を支援する。【内閣府】

③� 男女共同参画センターがオンラインを活用した
事業を行えるよう、事業の実施に関する情報提供
や専門家の派遣等を通じて支援する。【内閣府】

④� 男女共同参画センターが男女共同参画の視点か
らの地域の防災力の推進拠点となるよう、これま
での災害対応の事例などの共有を行う。また、災
害時に効果的な役割を果たすことができるよう、
全国女性会館協議会が運営する相互支援ネット
ワーク等を活用し、男女共同参画センター間の相
互支援（オンラインによる遠隔地からの助言等を
含む。）を促す。（再掲）【内閣府】

ウ 国立女性教育会館における取組の
推進

①� ＮＷＥＣは、我が国唯一の女性教育のナショナ
ルセンターとして、人材の育成・研修の実施や、
女性教育に関する調査研究の成果及び会館に集積
された情報の提供等を通じ、今後とも我が国にお
ける男女共同参画のネットワークの中核を担って
いく。また、これまで果たしてきた役割の重要性
と実績を踏まえ、地域における男女共同参画の推
進を支援するとともに、地方公共団体、大学、企
業等ともより一層の連携を図るなど、機能の更な
る充実・深化を促進する。【文部科学省】

②�「独立行政法人国立女性教育会館（NWEC）及
び男女共同参画センターの機能強化に関するワー
キング・グループ」におけるそれぞれの機能強化
の在り方についての検討結果を踏まえて、所要の
措置を講ずる。【内閣府・文部科学省】
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１ 男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）

https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/index.html#law_kihon

２ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/index.html

３ �令和５年度男女共同参画基本計画関係予算及び令和３年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績

https://www.gender.go.jp/about_danjo/yosan/index.html

４ 第５次男女共同参画基本計画における成果目標の動向

https://www.gender.go.jp/about_danjo/seika_shihyo/index.html

附属資料
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